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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年６月１３日 

 自 午前１１時 ３分 

至 午前１１時１０分 

於 委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

委 員 長 大場 博文 君 

副 委 員 長 吉村 庄二 君 

委 員 宮内 雪夫 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   下条ふみまさ君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   吉村  洋 君 

 〃   宅島 寿一 君 

 〃   宮本 法広 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１１時 ３分 開会 ― 
 

【大場委員長】ただいまから総務委員会を開会

いたします。 

 なお、橋村委員から所用により出席が遅れる

旨、連絡があっておりますのでご了承をお願い

します。 

これより議事に入ります。 

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 

会議録署名委員は、小林委員、下条委員のご

両人にお願いいたします。 

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。 

本日の委員会は、平成30年6月定例会におけ

る本委員会の審査内容を決定するための委員間

討議であります。 

 それでは、審査方法について、お諮りいたし

ます。審査の方法については、委員会を協議会

に切り替えて行いたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことといたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時 ４分 休憩 ― 

― 午前１１時１０分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。 

ほかにご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

これをもって本日の総務委員会を終了いたし

ます。お疲れさまでした。 
 

― 午前１１時１０分 閉会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年６月２６日 

自  午前１０時 ８分 

至  午後 ３時２０分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 大場 博文 君 

副委員長(副会長) 吉村 庄二 君 

委 員 宮内 雪夫 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   下条ふみまさ 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   吉村  洋 君 

 〃   宅島 寿一 君 

 〃   宮本 法広 君 
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君 

文化観光国際部政策監 
（国際戦略担当） 

田代 秀則 君 

文化観光国際部次長 岩田 正嗣 君 

文 化 振 興 課 長 本多 敏博 君 

世界遺産登録推進課長 村田 利博 君 

観 光 振 興 課 長 佐古 竜二 君 

観光振興課企画監
（観光基本計画・
県観光施設担当） 

松田 武文 君 

国際観光振興室長 
（ 参 事 監 ） 

土井口章博 君 

物産ブランド推進課長 宮本 智美 君 

国 際 課 長 佐々野一義 君 

国 際 課 企 画 監 
（アジア・国際戦略担当） 

小川 昭博 君 

 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（総務分科会） 

第95号議案 

平成30年度長崎県一般会計補正予算（第1

号）（関係分） 

報告第2号 

平成29年度長崎県一般会計補正予算（第9

号）（関係分） 

報告第9号 

平成29年度長崎県庁用管理特別会計補正予

算（第2号） 

報告第13号 

平成29年度長崎県公債管理特別会計補正予

算（第2号） 
 
 

７、付託事件の件名 

○総務委員会 

（1）議 案 

第96号議案 

長崎県税条例及び長崎県税条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例 

第103号議案 

 和解及び損害賠償の額の決定について 

報告第16号 

長崎県税条例の一部を改正する条例 

（2）請 願 

  な  し 

（3）陳 情 

・米配車アプリ大手ウーバーテクノロジーズ社

の日本進出に反対をする意見書を国に提出
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することを求める陳情書 

・平成31年度 県の施策等に関する重点要望事

項 

・要望書（松浦魚市場再整備への財政支援につ

いて 他） 

・日本政府に核兵器禁止条約の署名と批准を求

める陳情書 
 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ８分 開会 ― 
 

【大場委員長】 おはようございます。 

 ただいまより、総務委員会及び予算決算委員

会総務分科会を開会いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

96号議案「長崎県税条例及び長崎県税条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例」ほか

2件であります。そのほか、陳情4件の送付を受

けております。 

 なお、予算及び予算にかかる報告議案につき

ましては、予算決算委員会に付託されました予

算及び報告議案の関係部分を総務分科会におい

て審査することとなっておりますので、本分科

会として審査いたします案件は、第95号議案

「平成30年度長崎県一般会計補正予算（第1

号）」のうち関係部分、ほか3件であります。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、各部局ごとにお手元に

配付いたしております審査順序のとおりといた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 それでは、これより文化観光国際部関係の審

査を行います。 

 審査に入ります前に、理事者側から4月の人

事異動に伴う新たな幹部職員について、5月の

委員会の際に出席していなかった職員の紹介が

ありますので、これを受けることにいたします。 

【中﨑文化観光国際部長】 おはようございます。 

 それでは、私から4月1日付の人事に伴い異動

があった職員のうち、これまでの総務委員会に

おいて委員の皆様へ紹介できておりませんでし

た幹部職員を紹介させていただきます。 

〔各幹部職員紹介〕 

 以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【大場委員長】 それでは、これより審査に入り

ます。 

【大場分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算にかかる報告議案を議題といたします。 

 文化観光国際部長より、報告議案説明をお願

いいたします。 

【中﨑文化観光国際部長】 それでは、「予算決

算委員会総務分科会関係議案説明資料」をお開

きください。 

 文化観光国際部関係の議案について、ご説明

いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号 知事専決事項報告「平成29年度長

崎県一般会計補正予算（第9号）」のうち関係

部分であります。 

 本年3月定例県議会の予算決算委員会におい

て、専決処分により措置することについて、あ

らかじめご了承いただいておりました平成29

年度予算の補正を3月30日付で専決処分させて

いただきましたので、関係部分について、その
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概要をご説明いたします。 

 文化観光国際部所管の補正予算額は、歳入予

算1,817万円の減、歳出予算2億3,983万9,000円

の減であります。 

 2ページでございますけれども、歳入予算の

主な内容は、しま旅滞在促進事業にかかる市町

負担金の減のほか、記載のとおりであります。 

 歳出予算の主な内容は、しま旅滞在促進事業

費減のほか、記載のとおりであります。 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【大場分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

【吉村(洋)委員】 これというものではないんで

すけれども、2ページの「潜伏キリシタン関連

遺産」で基金の寄付132万円と少額ですが、増

額になっているわけです。この基金は、あらか

じめ予定された寄付をもって造成をするという

ふうにお聞きしているわけですが、132万何が

しが最終的に増加したという中身をお知らせい

ただきたいと思うんですが、公表できない面も

あろうかと思いますけれども、よろしくお願い

いたします。 

【村田世界遺産登録推進課長】 この基金につき

ましては、平成27年12月に議会でご承認いただ

きまして設置をさせていただいているものでご

ざいます。 

 今回の132万円の増額ということでございま

すけれども、これにつきましては、年間を通じ

て企業等を訪問いたしまして寄付のお願いをし

ているわけですけれども、この2月補正の段階

で一定の予測を立てて予算を計上していたわけ

ですけれども、それを上回る寄付をいただいた

ということで今回補正をしております。 

 全体といたしましては、現在の段階でござい

ますと、7,927万8,000円程度の寄付をいただい

ております。あと、企業の中では後年度に、来

年度、再来年度も寄附をお約束いただいている

ところもございまして、そういったところも含

めますと、全体で約1億5,000万円程度になろう

かと考えております。 

【吉村(洋)委員】 だから、説明としては、その

中身を、何社とかお知らせしてもらえばありが

たいんです。よろしくお願いします。 

【村田世界遺産登録推進課長】 平成29年度に

おきましては3,700万円程度の寄付をいただい

ておりますけれども、全体で46の企業・団体・

個人からの寄附ということでございます。 

【下条委員】 今の吉村(洋)委員の質疑の件に関

連になってきますが、おおよそ1億5,000万円の

寄付を見込んで今努力中だということですが、

これがどのようなものになるのか。というのは、

例えば我々が仄聞するところでは、教会そのも

のが耐震化を図っていかなければならない。非

常に大きなお金が、いわゆる信者の皆さん方に

負担がくる。あるいはまた、私たちも当初2年

間ですか、それ以上にわたって現地を見ながら、

この分は変えなければならないよね、そうです

よねと、理事者から提案があったり、私たちか

ら提案があったりして、相当、いわゆる当時の

ものに近づけていくと、質素なものといいます

か、そういうものにするためにトイレの位置も

変わったり、あるいは最近つくったフェンスを

撤去して、別の安全施設をつくっていくとか、

そういったものがあったり、道路があったりす

るんですが、そうすると、この1億5,000万円と

いうのはどの程度の地元負担といいますか、要
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するに所有者負担の文化財の補修費の補完をや

っていこうというのを一番の目的としてやって

いこうとするのか。 

 そして、それが何年ぐらいをめどに、イコモ

スからのいろんなご指導もあり、また、行政の

中でもこうした方がいいよねというのが何カ所

もありました。私たちも記憶がございます。そ

ういったものをどのくらいの年限でやっていこ

うとされているのか。まだほとんど手つかずの

状況だとお聞きいたしております。今から7～8

年前、10年前ですか、当時ご指摘を受け、私た

ちも一緒になって現地を歩きながら考えてきた

ことですね。その点をちょっとお尋ねいたしま

す。 

【村田世界遺産登録推進課長】 まず、この基金

についてでございますけれども、この基金につ

きましては、構成資産の中には教会堂がありま

すけれども、100年以上経つ教会堂ばかりでご

ざいます。こういったことで、今、委員からご

指摘がありましたとおり、当時のオリジナルの

状態を保っていくということもございまして、

当時の技術とか、部材を使って工事をやってい

くわけでございます。そうしたことから、かな

り多額の経費がかかってまいります。というこ

とで、この所有者のご負担を少しでも軽減しよ

うということでこの基金を創設させていただい

ております。 

 この教会堂の修復につきましては、国の重要

文化財等に指定をされておりますので、まず、

国の方から2分の1の補助がありまして、その後、

県と地元市町がそれぞれ補助をいたします。こ

の基金を活用することによりまして、全体で所

有者の負担が12分の1になるように軽減をする

ということでございます。この基金の活用がな

いと6分の1という形になりますので、それを半

減するような負担軽減を図るということで、こ

の基金を使っております。 

 今後の予定といたしましては、今のところ、

江上天主堂、大浦天主堂が今、外壁の塗り替え

工事をやっておりますけれども、今年度の後半

から黒島天主堂の耐震化対策等の工事を行う予

定となっております。これは、やはり所有者の

大司教区との協議をしながら進めていく必要が

ございますので、なかなか毎年毎年というわけ

にもいきませんので、全体で大司教区といたし

ましても20年ぐらいはイメージをされている

ということで、私どもとしてもそういった形で

ご支援をしていきたいと考えております。 

【下条委員】 最後にしますが、6分1程度の所

有者負担が、この基金を活用することによって

12分の1、要するに半額になっていくというこ

とであります。 

 もう一点、外海の方でも個人が所有している

石積みのものが、どうにもならん状況のものが

あると耳に入っていませんか。外海町の群の中

にあるんですよ、個人所有のものが。倉庫とし

て使っている石積みのもの、これも文化財的に

なっているんですが、これがちょっと壊れ出し

ているものだから、どうしてやっていこうかと

いうところで、まずは地元、いわゆる所有者負

担の分を広く寄付を仰いでいくような文書をま

ずつくってみて、私たちもやってみましょうや

と、取り組んでみましょうやというところぐら

いまできているんですが、そういったことも12

分の1でも厳しいというぐらいの、所有者が非

常に高齢化したり、そういったものでの所得的

なものがなかったりしてですね。そういうもの

もありますので、そういった点も含めて十分に

対応してもらいたいと思っているところであり

ます。 
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 そうしますと、公有的な道路ですね、階段道

路も含めた所有地、個人所有者以外の道路改良

も結構あったと思うんですが、そういったもの

には一切、これは市や町、県の税金を投入する

ことによって、そういうものには使えませんよ

と、公の道路ですね、個人のものじゃないとい

うふうに理解しておいていいですね。（「はい」

と呼ぶ者あり）ありがとうございました。 

【大場分科会長】 ほかにございませんか。 

【宅島委員】 おはようございます。 

 先ほど、部長説明の観光費の主なものの中に、

しま旅滞在促進事業費4,607万4,000円の減と

記されておりますけれども、この事業の詳しい

中身について説明をしていただけますか。 

【佐古観光振興課長】 専決のしま旅滞在促進事

業費の4,607万4,000円、これは昨年度から国境

離島の交付金を活用いたしまして、旅行商品の

販売を行っております。具体的には、しまに行

っていただいて、現地のいろいろな体験プログ

ラム、そば打ち体験とかいろいろございますけ

れども、それを利用していただくということを

要件に、交通の部分と宿泊の部分、全体の旅行

商品の中に割引を適用すると。 

 割引の内容につきましては、島民運賃並みに

差額の部分を助成するという仕組みになってお

ります。 

 最終的には、もともと、当初計画をしており

ました販売期間というのが今年の1月末までだ

ったんですけれども、できるだけ多くの方に利

用していただきたいということと、それから、

どうしても冬場が閑散期ということになります

ので、これを1カ月延長して2月末まで、ぎりぎ

りまで予算を構えて、できるだけ多くの方に利

用していただこうということで進めてまいりま

して、最終的にこの金額の専決額になりました。 

【宅島委員】 あと幾つか質問しますけれども、

じゃ、国境離島新法の中の交付金の中の事業で

すが、滞在型事業費は総額で幾ら長崎県に交付

金がきたのかお尋ねします。 

【大場分科会長】 すぐ出ますか。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時２４分 休憩 ― 

― 午前１０時２５分 再開 ― 
 

【大場分科会長】 再開いたします。 

【佐古観光振興課長】 平成29年度の分で、国

からの交付額としまして2億4,151万円という

数字になっております。 

【宅島委員】 2億4,000万円ほどきて4,600万円、

要は消化できなかったということで認識してい

いですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 そうであれば、せっかくここまで滞在型の事

業をやるように交付金がきているのに、もった

いないと思うんですよね。そこら辺は、ぜひ、

もう一回返してしまうと、次から予算が少なく

なる、交付金がカットされてくるので、できる

だけきちっと予算を消化できるようにしていた

だきたいと思いますし、約1億9,000万円ぐらい

かけてどのくらいの人数の方が滞在をし、この

対象の事業である体験プログラムをどのくらい

の人が利用したのか、把握されていますか。 

【佐古観光振興課長】 平成29年度の事業期間、

トータルの実績としまして1万1,680人泊とい

う表現をしておりますけれども、一人の方が2

泊しました場合には2と勘定するという数字で

ございます。 

【宅島委員】 理解しましたけれども、先ほども

申しましたように、部長、本当に国は予算を切

りたくて切りたくて、待ち構えているわけです。

返してしまったら、長崎県は要らんとやろうと
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なるから、ぜひ大事に大事に扱っていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

【佐古観光振興課長】 平成29年度の利用実績

につきましては、私どもが立てていました目標

には届かないという状況でございました。その

原因も幾つか我々として認識をしているところ

ではあるんですけれども、平成30年度の取組に

つきましては、従来型の先ほどご説明した旅行

商品への助成、これに加えまして受注型の旅行

というか、例えば会社の報奨旅行とか、あるい

は学生のサークルも、一般に旅行会社が募集を

かけているということではなくて、旅行に行こ

うという方が個別に旅行会社にお願いして企画

をつくるといった受注型につきましても、この

国境離島交付金の適用をするということに平成

30年度から取り組んでおります。それプラス企

画乗船券、旅行商品という形ではなく、個人客

の方がネット等を通じて交通と宿を予約する、

いわゆるツアーとは少し違う形ですけれども、

その場合も現地での体験プログラムの利用とい

うのを要件にしまして、そこにも割引を入れて

いこうと考えております。ですから、平成29年

度に比べますと、対象範囲が広がる形にはなり

ますので、そこも上手に使いながら、できるだ

けいただいた交付金につきましては、県に効果

が出るように進めてまいりたいと思っておりま

す。 

【大場分科会長】 ほかにございませんか。 

【吉村(庄)副会長】 今の報告第2号 知事専決

事項に続いているところですね。ほかにもあり

ますが、まず観光振興課のところです。今のし

ま旅滞在促進事業費の4,607万4,000円マイナ

スがありましたね。ちょうど議論も行われまし

たが、それはそれとして、私もそれをお尋ねし

ようと思っていたんですが、それは理解いたし

ました。 

 それと同じような状況で、予定していた事業

がなかなかということではなかったのかという

ふうに、事前の説明を受けていませんので大変

失礼ですけれども、その上の観光基盤整備事業

費の観光ステップアップ推進事業費が1,600万

円、それから一番下の21世紀まちづくり推進総

合支援事業がまた1,600万円と、こういう数字に

なっていますね。後にもありますけれども、そ

ういうものが積み上がって観光振興課のところ

では、結果的に総活表で幾らありましたか。相

当の金額が減額されているようですね。1億

2,784万3,000円の減と、こういう説明もあって

いるんですがね。それはそれとしてずっと積み

上がったものでしょうから。 

 お尋ねいたしますが、この1,600万円、下の

1,600万円、この2つについて、どういうことで

こういう状況になったのか、お知らせを願いた

いと思います。 

【佐古観光振興課長】 まず、観光ステップアッ

プ推進事業費でございますけれども、これは具

体的にはＤＭＯ、県内の各団体でＤＭＯ化に向

けたいろんな取組を進めておりますけれども、

これに対する補助金、1団体当たり3年間支援す

るという事業を進めております。このＤＭＯの

補助金が、もともと申請を検討していた団体が、

ぎりぎりまで検討して最終的に申請しなかった

とか、あるいは2件交付をしておりますけれど

も、それの実績の減といったことでこの専決額

になっております。 

 それから、その下の21世紀まちづくり推進総

合補助金でございますけれども、これは従来か

ら各市町のいろんな観光地づくりの支援を県と

して行っています。これはもうハード・ソフト

両面で進めてきておりますけれども、これが29
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年度につきましては23件全体で支援をしてお

りますけれども、それぞれの23件の最終的な実

績の確定に伴って減をしたという状況でござい

ます。 

【吉村(庄)副会長】 今の2つの事業自体も、専

決ですから、多分実績によってこういう形にな

っているという理解を総括的にはしていたんで

すが、中身的に減額ということについて言うと、

事前の予算をつくる時の考え方からいきますと、

やっぱり実績がこういう状態になったというこ

とですから、私はやっぱり1,600万円という数字

というのは、どっちにしても、先ほどの4,600

万円はもっと多額でございますから、意味合い

的に、それぞれの価値判断はあると思いますけ

れども、下の方にしま旅グレードアップ事業費

は1,900万円減額されていますので、そういう部

類というのはあるので、可能な限り実績につい

て、きちっと対策を講じていただくことは必要

じゃないかと、こういうふうに思います。 

 それから、これも観光振興課になるんですか

ね、この横長資料の14ページの航空対策費で

4,400万円実はされているんですが、そのうちの

国際定期航路線維持拡大事業が3,600万円の減

額という数字になっているんですね。これも多

分、実績的にはこういうことだろうということ

で、そこのところは理解をいたしますが、現状

はどういうふうになって、結局29年度としては、

こういう状態になったのかというのをお知らせ

願えますか。 

【土井口国際観光振興室長】 国際定期航空路線

維持拡大事業費の専決3,618万5,000円という

数字を今回減額という形でお願いをいたしてい

るところでございます。 

 この事業は、定期航空路線、上海線、そして

ソウル路線の維持管理するというのを主な目的

といたしているところでございます。 

 今回の専決の大きな理由といたしましては、

まず1つ目に、実は昨年の9月にラオス線が近く

開通するということで、着陸料等の補助といた

しまして9月補正で計上させていただきました。

ところが、ラオス国営航空がいまだ実現いたし

ておりません。結局、昨年度中は、実現できな

かったということで、9月補正で計上いたしま

した金額を丸々専決という形で、減額させてい

ただいた次第でございます。 

 あと、上海線、ソウル線の着陸料等について

も一部補助をさせていただいておりますが、こ

こにつきましては、毎回毎回、予算計上段階と

2万円ほど計上金額と差がございまして、最終

的に確定した数字で減額をさせていただいたと

いうところでございます。 

 あとは国際定期航空路線、上海線、ソウル線

の利用促進対策ということで、上海から、ソウ

ルからお客様をお迎えするに当たりまして、集

客するエージェントに対しまして、座席助成等

を交付いたしておりますけれども、上海線につ

きましては、我々は概ね60％の搭乗率を目指し

ておりまして、結果58.4％と搭乗率はほぼ希望

に近い数字になりましたが、申請人数が見込ん

でおったのが大体1万人ぐらいの人数を見込ん

でおりましたけれども、約5,500人ぐらいの申請

にとどまったということで、人数は実現いたし

ましたけれども、助成の申請が少なかったと。

ソウルも同じでございます。2万2,000人ぐらい

を見込んでおりましたけれども、ソウルにつき

ましては目標搭乗率70％でしたが昨年4月から

私どもが引き継ぎまして、4月、5月、6月、7月、

これはうまく対処できずに、低搭乗率になりま

して、最終的に57.2％でございました。そうい

ったことで、人数も少なく、申請人数も少なか
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ったということで、目標実績を達成することが

できなかったということでございます。 

 説明は以上でございます。 

【吉村(庄)副会長】 そういうことを含めて、努

力をされていた部分で、関係機関とも十分連携

しながら、例えば、先ほどの話のように、私は

承知をいたしておりましたけれども、9月分で

されたわけです。僕も出しましたが、やっぱり

その事業自体についても、ほかのところもそう

でしょうけれども、努力を願いたい、こういう

ふうに思います。それで、先ほどお話がござい

ました、いわゆるしま滞在促進事業費の約4,600

万円等も、できるだけ努力を願いたいと、こう

いうふうに思います。 

 それから、一番最後のところで、金額的には

そう問題はないと思うんですけれども、気にな

ることで19ページ、上海事務所運営事業費、そ

れからソウル事務所運営事業費で金額は890万

1,000円と518万6,000円ですか、これが減額し

てあるんですが、これは特別問題があったわけ

ですか。どんな事情があったのか。単純に、例

えばもう要らなくなったと、簡単に言えば精算

したら結果的にこういう状況になったと、こう

いうことなのか。何か問題があったのかどうか。

あるいは、予定したことができなかったから、

事務所運営がこういう状態なのか。何か問題が

あったかどうかという点について、結論的に聞

かせていただきたいと思います。そうじゃなく

て、精算したらこういう状況だと、こういうふ

うに判断していいのかどうか。 

【小川国際課企画監】 今、お尋ねがありました

上海事務所、ソウル事務所の専決につきまして

の内容ですけれども、上海事務所につきまして

は、予算を計上する際に為替変動、大きく円安

に振れた場合の財源不足を回避するために、そ

この部分を執行保留という形で約380万円程度

予算を組ませていただいております。その部分

が大きな減の要因となっております。そこは円

安になっておりませんでしたので、執行しなか

ったということでございます。 

 あと、その他の上海事務所ですとか、ソウル

事務所につきましては、問題があったというこ

ではなくて、執行の実績に合わせて最終的に減

額をさせていただいたという状況になっており

ます。 

【吉村(洋)委員】 今、答弁を聞いていて、さっ

きから感じるんだけど、この専決で最終的な補

正でこうなるんですよというのは毎年のことで

よくわかるんですけれども、何か第三者的に答

弁されると、ちょっと辛さがあるなと。もう少

し踏み込んで答弁してもらえないかな。 

 例えば、私たちも忘れているところもあるん

ですが、補正で組んだとか、当初で組んでいる

とか、そういうのを知っておかないといかんわ

けですが、このラオス線の問題でも、これは最

後まで頑張って頑張って、どうにかならんかと

した結果、これだけのマイナス補正になったん

だというところを説明してほしいわけです。 

 観光振興課長もさっきから、しま旅関係でも

2つ合わせて6,500万円の減額補正、財源内訳を

見ると、そのうち4,000万円が国の交付金なんだ

けど、2,400万円は一般財源とその他の特定財源

と。これを出す。でも、これは一財の比率が低

いので、なるべく、さっき宅島委員が言うよう

に有効に活用せんといかんのだけど、なかなか

そこが回転しなかったと。それについては、県

の関わりというのが積極性があったのかどうか

とか、そういうところまで含めて答弁してもら

いたいと思うんですね。 

 その上の観光基盤、ＤＭＯ、これも相手があ
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ることで、なかなかそこが結果的に大きな減額

補正になってしまったと。それは相手があるこ

とだからそうなんですよじゃなくて、これもそ

ういう県の関わりというのが妥当であったのか。

もっとしないといけなかったのか。そういうと

ころまで聞かせてほしいわけです。そして、こ

れは一財が2,800万円で、この補正額の大部分を

占めていくわけですね。ということは、私たち

はこれは一般財源を投じてでも頑張ってやろう

というような事業だろうと思うわけです。そう

いった意味で、もう少し踏み込んだ答弁をして

ほしいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

【中﨑文化観光国際部長】 委員ご指摘のとおり、

これは当初、補正、特に一般財源の部分につき

ましては、県の財政状況が厳しい中、その中で

工面して事業を組み立てております。 

 また、委員会の中でも委員の皆様にもいろい

ろご指摘等を受けてこの事業というのは組み立

てております。 

 そういう意味では、まずはその事業をしっか

りと執行すること。もしできなければ、なぜで

きなかったのか。あるいは、課題があれば、今

後引き続いてその課題にしっかり対応していく

こと、そういった思いで事業は執行しておりま

すし、今後とも事業効果をしっかりと発揮でき

るように推進してまいりたいと考えております。 

【吉村(洋)委員】 これが専決ですよね。ですか

ら、ついつい、もうこれは終わったことでと流

しがちになるんですね。そういうことがないよ

うに答弁も気をつけてやっていただければなと

思います。 

 それから、ついでといったら怒られますけれ

ども、この専決の15ページの亜熱帯植物園、こ

れは何年度に閉鎖したんですかね。運営事業費

が540万円減額補正になっているんですが、こ

の中身、閉鎖したので、結果減額されたと見て

いいのか。この前も新聞にも載っておりました

が、ここにはいろんな植物がたくさんあるわけ

ですね。それの処分、引受先がないとか、引受

先をきちっとしたところに引き受けてもらいた

いという県の希望も当初あったように記憶して

いるんですけれども、この29年度の中でどのよ

うな動きをされたのかというところが聞きたく

なるわけです。この減額補正の中身と29年度の

動きをお知らせいただきたいと思います。 

【松田観光振興課企画監】 まず、閉園日ですけ

れども、これは平成29年3月31日でございます。 

 今回の減額補正の理由でございますが、29年

度から閉園後の植物の移譲に向けた保全管理と

いうことで、委託費で計上させていただいてお

ります予算がございます。この実績におきまし

て、ボイラー代の燃料費や電気代、こういった

ものが実績として減額になりました。もともと

その植物の保全管理でどれくらい使用するかと

いう部分が確実なところでの見込みが立てられ

なかったので、少し膨らませた形で当初予算を

編成しておりましたけれども、実績としてそれ

が減額になったというところでございます。 

 それから、植物の移譲に向けて29年度にどう

いった活動をしたかということでございますけ

れども、閉園前から県内の類似施設、県有施設

だったり、市町が経営しております植物園のよ

うな施設への移譲に向けた働きかけということ

で、実際に植物園の方にも来ていただいて、植

物をご覧になっていただいて、移譲に向けたマ

ッチングというものをやっておりました。 

 それから、29年の後半になりますけれども、

市町とか、日本植物園協会の方にも照会をいた

しまして、希望されるところには植物の移譲に

向けた手続等を進めてきたところでございます。 
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 先日、報道がございましたけれども、なかな

か移譲が進んでいないという部分につきまして、

一つは温室を持たないと植物が育たないとか、

移譲するに当たっての輸送費がかかるというよ

うな問題がございます。 

 一方で、やはり公益性がないと移譲ができな

いという県条例がございますので、そういった

ところで個人や民間企業への移譲ができないか

というのを、今現在、検討しているところでご

ざいます。なるべく今年度中に、多くの植物が

移譲できるように努力してまいりたいと思って

おります。 

【大場分科会長】 ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 報告議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。 

 報告第2号のうち関係部分は、原案のとおり

承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算にかかる報告議案は、原案のと

おり承認すべきものと決定されました。 

【大場委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 文化観光国際部は、委員会付託議案がないこ

とから、所管事項についての説明及び提出資料

に関する説明を受けた後、陳情審査、所管事項

についての質問を行います。 

 それでは、文化観光国際部長より、所管事項

説明をお願いいたします。 

【中﨑文化観光国際部長】 それでは、「総務委

員会関係議案説明資料」の1ページをお開きく

ださい。 

 文化観光国際部関係の所管事項のうち、新た

な動きなどについてご説明いたします。 

 まず、世界遺産登録の推進でございます。 

 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

については、去る5月4日、国際記念物遺跡会議

（イコモス）から世界文化遺産にふさわしいと

して、「記載」勧告がなされました。 

 平成28年2月の推薦書取下げ以降、イコモス

の助言を受けながら「禁教期」に焦点を当てた

見直しを行い、名称や構成資産を変更して推薦

書を再構築するなど、関係者が一丸となって取

り組んでまいりました結果、登録実現に向けて

前進することができました。 

 ここに至りましたのも、ひとえに、本県選出

国会議員及び県議会の皆様をはじめ、資産所有

者並びに関係自治体、県民の皆様方のお力添え

の賜物と、改めて深く感謝を申し上げる次第で

す。 

 そして、いよいよ世界遺産の登録の可否を決

定する世界遺産委員会が一昨日6月24日からバ

ーレーン王国で始まっております。新規登録案

件の審議日程に合わせ、私も委員会へ参加し、

知事並びに溝口県議会議長とともに、確実に登

録が実現するよう、最後まで全力を尽くしてま

いります。 

 次に、文化の振興についてでございます。 

 子どもから大人まで県内どこにいても、良質

な芸術に触れることのできる機会の提供に取り

組むとともに、本県ならではの歴史文化資源の

魅力を、さまざまな媒体やイベントを通して県
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内外に発信するなど、文化・芸術によるまちづ

くりに取り組んでおります。 

 そのための拠点施設である長崎県美術館は、

昨年度、約34万7,000人の入館者があり、長崎

文化歴史文化発物館は、昨年度、約61万8,000

人の入館者がありました。 

 今年度、長崎歴史文化博物館では、5月22日

から6月24日まで、明治150年記念特別展として

「写真発祥地の原風景 長崎」を開催し、外国

人写真家や長崎出身の上野彦馬らが「長崎を写

した、長崎で写した」数多くの写真等を展示す

ることにより、幕末から明治に変わりゆく長崎

を紹介いたしました。 

 長崎県美術館では、6月3日から7月8日まで、

命や平和の尊さを静かに訴える企画展「戦没画

学生慰霊美術館 無言館 祈りの絵」を平和都

市・長崎において初めて開催しております。 

 また、世界遺産登録を見据えて、長崎県美術

館では、6月26日から9月9日まで、戦後日本を

代表する写真家・東松照明が撮影した、長崎で

育まれたキリシタン文化をテーマとした作品を

展示する「東松照明／長崎のキリシタン文化」

を開催することとしており、長崎歴史文化博物

館では、6月30日から9月2日まで、特集展示「潜

伏キリシタンと明治維新」を行うこととしてお

ります。 

 マンガや小説の作家と出版社を取材旅行に招

聘し、マンガ等の作品の舞台として長崎県を描

いていただく「描いてみんね！長崎」事業は、

今年で3年目を迎えますが、これまでに漫画家

や小説家、編集者10組が本県を訪れ、8作品が

雑誌などに掲載されました。中でも、平成28年

6月に漫画家を招聘した「アンゴルモア元寇合

戦記」は、対馬市を舞台としたテレビアニメ化

が決定し、本年7月から全国放送が開始されま

す。引き続き、出版社とのネットワーク構築に

努めるとともに、本県を題材とした作品の創作

を支援し、情報発信することにより、本県の魅

力向上と交流人口の拡大につなげてまいります。 

 今後とも、より多くの県民の皆様が文化芸術

を身近に楽しむとともに、県内外の人々が集い

賑わう地域づくりに取り組んでまいります。 

 次に、観光の振興についてでございますが、

追加2の方をご覧ください。 

 平成29年の本県の観光客延べ数は、日帰り客

を中心に対前年比4.2％増となる3,357万人と、

統計を取り始めた昭和47年以降過去最高を記

録しました。延べ宿泊者数は、対前年比2.7％増

の660万人と、一昨年の熊本地震の影響からは

回復傾向にあり、一部の地域においては復興対

策で取り組みました「九州ふっこう割」事業に

よる反動も見られましたが、全体的には持ち直

しつつあります。 

 また、海外からの外国人観光客は、韓国から

の観光客が好調であり、延べ宿泊者数が対前年

比5.6％増の75万人となったほか、クルーズ客船

は長崎港、佐世保港を中心に365回の寄港があ

り、乗客乗員数も120万人となるなど、いずれ

も過去最高を記録しました。 

 この結果を踏まえ、引き続き宿泊者の増加な

どに努めてまいります。 

 それでは、資料の3ページに戻っていただき

まして、引き続き観光の振興についてでござい

ます。 

 世界遺産本登録を間近に控えている「長崎と

天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の受入体

制については、これまでも関係市町、観光関連

団体、民間事業者などと連携しながら、世界遺

産の価値を伝えるガイドの育成、ガイダンス施

設の整備、二次交通対策、地元ならでは食や土
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産品の充実など、観光客の受入体制の整備にソ

フト・ハードの両面から取り組んでまいりまし

た。 

 去る6月5日には、県、市町、関係団体、交通

事業者等で構成する「世界遺産受入推進協議会」

を開催し、観光客の受入に万全を期すとともに、

引き続き官民一体となって各種課題に取り組ん

でいくことについて認識を新たにしたところで

す。 

 世界文化遺産への登録はゴールではなく、登

録による経済効果を確実に県内に広く波及させ

ていくことが必要となることから、地域の皆様

と構成資産の歴史的価値を共有することで、そ

れぞれの地域に誇りや愛着を持ち、住民主体の

魅力ある「まちづくり」を進め、地域の活性化

につなげてまいります。 

 国境離島地域における滞在型観光の促進につ

いては、昨年7月末から従来の宿泊と交通機関

を組み合わせたパッケージ商品に地元の体験プ

ログラム等を加えた旅行商品の企画・販売を市

町や旅行会社と連携して取り組んでおり、今年

2月末までで延べ1万1,680人泊を送客したとこ

ろであります。今年度は、さらに助成対象をグ

ループ旅行等の受注型企画旅行にも拡大すると

ともに、県内中小旅行会社にも制度を活用でき

るよう見直しを図り、5月から来年の2月末まで

で約2万5,000人泊の送客を見込んでおります。

さらに、交通、宿泊を自ら手配する観光客を対

象に、現地での体験メニュー等を利用すること

を条件に、乗船券・航空券を島民並割引運賃で

購入できる「企画乗船券・航空券」の導入も予

定しており、個人観光客の拡大も図ってまいり

ます。 

 国際航空路線については、定期航空路線の利

用促進に加え、新規航空路線開設に向けてチャ

ーター便の誘致等の取組を引き続き進めており

ます。インバウンドとアウトバウンドの双方に

よるツーウェイ・チャーターが台湾との間で、

今年3月にはエバー航空、6月にはソラシドエア

によりそれぞれ運航されており、引き続き、国

際航空路線を活用した海外との交流人口の拡大

を図ってまいります。 

 県としては、こうした様々な施策により、熊

本地震からの回復を確かなものにするとともに、

世界遺産登録を契機とした受入体制や県内周遊

対策を万全なものとし、さらなる観光客及び観

光消費額の拡大につなげてまいります。 

 次に、県産品のブランド化と販路拡大につい

てでございます。 

 首都圏における本県の情報発信拠点「日本橋 

長崎館」は、新たな運営事業者であるデイ・ナ

イト株式会社により本年4月1日にリニューア

ルオープンし、新たに新鮮な旬の農水産物の常

時販売を開始したほか、取扱商品数の拡大など

にも努めていりところてす。記念イベントでは、

郷土芸能の龍踊りの披露やマグロの解体ショー

等を実施し、多くの方々にご来館いただき、本

県の魅力を発信することができました。引き続

き、本県の歴史・文化、観光、食などの魅力を

総合的に発信し、県産品のブランド化・販路開

拓や、本県への誘客に結びつくよう、運営事業

者等とも連携を図りながら、しっかりと取り組

んでまいります。 

 また、県産品のブランド化の推進については、

重点ＰＲ商品を中心に、首都圏・関西圏の百貨

店をはじめ、パートナーシップ等連携協定締結

企業などの高級スーパーやホテル・飲食店にお

いて、県産食材などを使った「長崎フェア」の

開催や店頭でのプロモーション活動を実施して

おります。「長崎フェア」においては、生産者



平成３０年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２６日） 

- 14 - 

による店頭ＰＲも実施し、直接消費者の声を聞

いていただくことにより、生産意欲の向上や商

品改良のきっかけなどにも役立てていただいて

おります。引き続き、「長崎は、美味しい。」

食のＰＲ事業として、「長崎フェア」などの重

点マーケット対策を行うほか、県産品のＰＲ動

画やＳNＳなどを活用した情報発信、県内企業

の長崎フェアへの参加や商品ＰＲなどの営業力

を強化するためのセミナー開催など、市町、関

係団体と連携強化を図り、更なる県産品のブラ

ンド化の推進と県内企業や生産者の所得向上に

努めてまいります。 

 次に、中国に対する取組についてでございま

す。 

 本年は、日中平和友好条約締結40周年の記念

の年であることから、この機をしっかりととら

え、中国との友好交流の絆をさらに強めるため、

青少年交流など将来を見据えた事業に力を注い

でまいります。 

 去る5月10日、昨年度、本県への誘致が実現

した中国国務院僑務弁公室主催の「青少年中華

伝統芸能長崎公演」が、長崎ブリックホールに

て開催されました。公演当日は、約1,900人の県

民の皆様の参加を得て、中国各地から選抜され

た青少年21人が伝統芸能を披露し、中国の歴史

や文化に直接触れていただくことができました。

さらに、前日には、学校法人鶴鳴学園長崎女子

高等学校龍踊部との交流会を開催し、お互いの

演技の披露や体験を通じて友好交流や相互理解

を深めました。 

 このような、次代を担う青少年が直接交流す

る機会を設けることは、これからの本県と中国

との友好交流の進展において、大変意義深いも

のと考えており、今後も積極的に取組を進めて

まいります。 

 次に、東南アジアに対する取組についてでご

ざいます。 

 タイについて、去る5月25日に、ＮＩＢ長崎

国際テレビ、長崎市との共催により、「長崎か

らタイへ 商品販路拡大セミナー」を開催しま

した。このセミナーは、平成28年度、29年度に

タイ・バンコクにてＮＩＢ 長崎国際テレビが中

心となり実施した本県の観光情報の提供や県産

品の販路開拓のために行った取り組みを基に、

今後、実利の獲得につなげていくため、銀行や

現地で日本食品の販売を行っている企業から講

師をお招きし、経済成長著しいタイの経済状況

や観光客誘致、販路開拓の方策に関する説明や

個別相談会を実施し、県内企業からは具体的な

商談の相談などもありました。 

 今後とも、関係部局と連携し、海外における

事業展開の参考としていただくため、情報提供

に努めながら、県内企業の海外展開の支援に努

めてまいります。 

 それでは、（追加1）の方をご覧いただきま

すようお願いいたします。 

 また、ベトナムについては、去る6月22日、

ファン・ヴィエト・クオン クァンナム省等委

員会筆頭副書記をはじめとした訪問団が来県さ

れ、溝口県議会議長並びに知事と面会されたほ

か、県庁1階エントランスホールにおいて、新

県庁舎建設を記念して、クァンナム省から寄贈

されたレリーフの贈呈除幕式を開催いたしまし

た。寄贈されたレリーフは、今後、議会棟エン

トランスホールに設置する予定としており、本

県とクァンナム省の友好交流のシンボルとして、

末永く多くの県民の皆様に親しまれていくもの

と考えております。 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。 
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 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【大場委員長】 次に、提出のありました「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」及び「政府施策要望に関する提案・要望の

実施結果」について、説明を求めます。 

【本多文化振興課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出しております文化観光国際部関係の資料につ

いてご説明申し上げます。 

 資料の1ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 補助金の内示について、県が箇所付けを行っ

て実施する個別事業に関し、市町並びに直接・

間接の補助事業者に対し内示を行った補助金に

つきまして、今年の2月から5月までの実績を4

ページまでに記載しております。 

 直接補助金につきましては、長崎県ＤＭО育

成支援補助金等で計11件、間接補助金につきま

しては、長崎県21世紀まちづくり推進総合補助

金等で計13件でございます。 

 次に、資料の5ページをお開きください。 

 1,000万円以上の契約案件でございます。 

 今年の2月から5月までの実績でございます

が、記載のとおり、観光振興課と国際観光振興

室の2件でございます。 

 次に、資料の6ページをお開きいただきたい

と思います。 

 知事及び部局長等に対する陳情・要望でござ

いますが、今年の2月から5月までに県議会議長

あてにも同様の要望が行われたものは、佐世保

市からの要望の1件でございます。要望内容に

対する県の対応につきましては、記載のとおり

でございます。 

 次に、別冊の資料「政策等決定過程の透明性

等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に

関する決議」に基づく提出資料（観光振興等対

策特別委員会意見書分）をご覧いただきたいと

思います。 

 昨年度に観光振興等対策特別委員会の意見書

といたしまして、県議会から平成30年3月5日、

長崎県知事に対し提出された8つの意見項目に

対しまして、県の処理状況を記載したものでご

ざいます。 

 文化観光国際部関係は、6番を除く全ての項

目が該当いたしております。 

 最後に、同じく別冊の資料で、（離島・半島

地域振興特別委員会意見書分）と括弧書きした

資料があると思いますので、そちらをご覧いた

だきたいと思います。 

 昨年度に離島・半島地域振興特別委員会の意

見書といたしまして県議会から平成30年3月5

日、知事に対し提出された9つの意見項目に対

しまして、県の処理状況を記載したものでござ

います。文化観光国際部関連は2ページ目の1の

（3）と5ページ目の2の（5）の項目でございま

す。 

 以上でございます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

 続きまして、平成31年度政府施策に関する提

案・要望の実施結果についてご報告をいたしま

す。 

 お配りしている資料のＡ4縦の1枚紙の資料

があるかと思います。こちらをご覧いただきた

いと思います。 

 去る6月6日及び7日に実施いたしました平成

31年度政府施策に関する提案・要望について、

文化観光国際部関係の要望結果でございます。 
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 文化観光国際部関係におきましては、重点項

目といたしまして、「長崎と天草地方の潜伏キ

リシタン関連遺産」の世界遺産登録及び「明治

日本の産業革命遺産」の保存管理について要望

を実施いたしました。 

 要望実績といたしましては、要望先が文部科

学省、文化庁、内閣官房、外務省であり、宮川

文部科学大臣政務官ほか4名に対し、知事、副

知事、議長、副議長、文化観光国際部長等によ

り要望を行いました。 

 このうち、「長崎と天草地方の潜伏キリシタ

ン関連遺産」の世界遺産登録については、去る

5月4日のイコモス勧告で「記載」の評価を得た

ことについて、関係省庁のご指導、ご協力に対

しお礼を申し上げるとともに、6月24日から開

催されている世界遺産委員会において、確実に

登録が実現するよう、引き続き国としてご尽力

いただくよう強く要望を行いました。 

 宮川文部科学大臣政務官からは、国としても

力を尽くしていく旨のご意見をいただきました。 

 また、「明治日本の産業革命遺産」の保存管

理につきましては、端島炭坑の保存管理につい

て、技術的支援及び財政的支援が必要である旨

を強く要望いたしました。 

 以上が文化観光国際部関係の要望結果であり

ますが、今回の政府施策に関する提案・要望の

実現に向け、引き続き取組を行ってまいります。 

 以上で報告を終わります。 

【大場委員長】 以上で説明が終わりました。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時 ８分 休憩 ― 

― 午前１１時１８分 再開 ― 
 

【大場委員長】 再開いたします。 

 まず、陳情審査を行います。 

 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧いた

だきたいと思います。 

 陳情書について、何かご質問はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 質問がないようですので、陳情

につきましては承っておくことといたします。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 次に、「政府施策要望に関する

提案・要望の実施結果」について、質問はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 それでは、しばらく休憩いたし

ます。 
 

― 午前１１時１９分 休憩 ― 

― 午前１１時２０分 再開 ― 
 

【大場委員長】 再開いたします。 

 午前中の審査はこれにてとどめ、午後は13時

30分から再開いたします。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時２１分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 
 

【大場委員長】 再開いたします。 

 次に、所管事務一般について質問はございま

せんか。 

【宮本委員】 それでは、所管事務と議案外につ

いて質問をいたします。 
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 説明資料の中から数点ですけれども、まず、

2ページにあります「描いてみんね！長崎」事

業についてお尋ねをいたします。この事業は3

年目を迎えるということで書いてありまして、

私も総務委員会は初めてだったものですから、

今年の初めぐらい、いろいろお話を聞かせてい

ただきました。委員会とかではいろいろ紹介も

あっていたかと思うんですが、ここに書いてあ

りますとおり、10組が本県を訪れて、8作品が

雑誌などに掲載されたということがあります。 

 「会長 島耕作」とかでも取り上げられたとい

うことも、私はその時にちょっとお聞きいたし

ました。もうちょっと普及というか、県民に広

く知らしめるということは重要じゃないかと思

っているんですけれども、このような作品でこ

ういうふうに長崎が題材になりましたよという

普及活動についてはちょっと弱いんじゃないか

と個人的には思っているんですけれども、そう

いった観点はどのように考えていらっしゃいま

すか。 

【本多文化振興課長】 「描いてみんね！長崎」

事業につきましては、漫画家や小説家の方に長

崎を取材していただいて、それを作品に採用し

ていただき書いていただくということですけれ

ども、そういった形でこれまで10人の小説家、

漫画家の方に来ていただいて、8作品が掲載を

されたということで、掲載されたものについて

は記者発表、記者室投げ込みや、県の広報媒体

を使った広報をして、長崎が取り上げられてい

るということを県民、もしくは県外の方々にも

お知らせをしているという状況でございます。 

【宮本委員】 そういった形でしていらっしゃる

んでしょうけれども、もう少し違った形で、違

った角度から紹介をしていく必要もあるかと思

っていますが、そこら辺について、今後考える

ところがありますか。 

【本多文化振興課長】 先ほどちょっと答弁が漏

れておりましたけれども、例えば東京の「日本

橋 長崎館」の方で、これまでも掲載された作品

を紹介する原画展や、講演会等も開催をしてい

るところでございますので、今後ともそういっ

た形で県内、県外でさまざまなイベントなどで

も紹介したり、周知を図っていきたいと思って

おります。 

【宮本委員】 私も情報収集には努めているんで

すけれども、びっくりしました。こういったも

のが、長崎が題材になっていたんだなというこ

とを改めて感じたものですから、県民に広く普

及させるという方法、ほかにいろいろないかと。

アンテナショップであったり、大阪事務所であ

ったり、そういったところまで行き届くように、

再度施策を講じていただきたいと思っています。 

 書いてありますけれども、「アンゴルモア元

寇合戦記」というのが、先日も新聞記事にあり

ました。「県事業から発案、アニメ化」という

ことで、対馬を舞台にしたアニメが初めて全国

放送になるという記事が載っておりました。ち

なみに、この記事では7月10日からサンテレビ、

本社神戸市で放送を開始、TOKYO MX、TVQ、

九州放送、ＢＳ11などでも順次放送されると書

いてあります。これは確認ですけれども、地方

テレビ局というところでは7月10日からは見ら

れるのでしょうか。 

【本多文化振興課長】 ただいまのところ、決定

しております放送予定というのが、先ほどご指

摘もありましたように、ＴＯＫＹＯ ＭＸなどの

9局で7月10日からということですけれども、県

内のテレビ局、あるいはケーブルテレビでも放

送をされるご予定と聞いております。ただ、い

つからというところが未定というか、そこまで
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公表されてないということですが、県内でも放

送はされるのではないかと思っております。 

【宮本委員】 これはぜひ、対馬を舞台にして、

非常に歴史的にも価値があるといいますか、大

事なアニメですので、真っ先に県内でオンタイ

ムで我々も見られるようにしていただきたいと

思っています。 

 対馬、そして元寇ということで言いますと、

松浦とかも非常に関わってくることがあります

ので、県北、対馬、壱岐、そして松浦、ちょっ

と行ったら博多の方面まで関わってくるんでし

ょうけれども、そういったところでもしっかり

と周知を、こういったものが始まりますよとい

う周知を徹底していただきたいということを要

望申し上げます。 

 続きまして、3ページになります。観光の振

興についてですけれども、世界遺産登録を間近

に控えているということでありました。そこの

中段に、去る6月5日には、県、市町、関係団体、

交通事業者等で構成する「世界遺産受入推進協

議会」が開催されたと。この中に「交通事業者

等で構成する」と書いてあるんですけど、先日、

関東の方から来た友人が、長崎で有名なところ、

例えばグラバー園、原城跡や教会とかに行きた

いんだけれどもという話があったんですけれど

も、なかなかそういったものを実際長崎にいな

がら、交通の便はどうなのかなというのを考え

た時に、その友人からも、もうちょっと何かア

プリで見られたり、もうちょっとわかりやすい

ようなものがあったらいいんだけどねというの

があったんです。今後は、こういう県、市町、

関係団体、交通事業者等で構成する協議会など

ではそういった交通の利便性、観光客にこのよ

うな形で発信していこうというような取組とい

うのは話し合われる予定とかありますか。 

【佐古観光振興課長】 世界遺産の受入体制の整

備につきまして、そのうち、アクセスといいま

すか、二次交通といいますか、それに関するお

尋ねでございますけれども、昨年度の事業とし

まして、県内の旅行会社、交通事業者等、ある

いは観光の関係団体といった民間の事業者の皆

さんも含めて「長崎めぐり旅ビューロー」とい

うのを設立しまして、そこの中で県内の構成資

産を効率よく個人の方でも回れるような現地ツ

アーをつくりました。これは昨年度末にウェブ

サイトでも公開しまして、個人の方でもアクセ

スし予約できるようにしております。 

 それとまた別に、従来から長崎県の観光のポ

ータルサイト「ながさき旅ネット」というのが

ございますけれども、そこの中にもさまざまな

モデルコースを掲載しまして、個人の方に対し

て発信をしているところです。 

 ただ、どうしてもウェブサイト等での発信だ

けですと、なかなか個人の方に、いろんな層の

方に届きづらいという部分もあろうかと思いま

すので、そこは我々が営業をしております旅行

会社とか、そういったところでの発信、これは

県が支援して発信していただく部分もございま

すし、最近では登録を目前に控えて、もう独自

にいろんな旅行会社が旅行商品の告知を打つと

いうような形でご相談をいただいておりますの

で、いろんなツールを使いながら、できるだけ

多くの皆さんに情報がお届けできるように取り

組んでまいりたいと思っております。 

【宮本委員】 こういった形でウェブサイトとか

でも発信をされているということではあります。

見やすさからいったらどうかなという問題もあ

るかと思いますから、このあたりはまた研究さ

れて、いかに見やすく、普段の方が触りやすく、

ナビタイムみたいなものとか利用しながらでも
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いいかなという気はしますけれども、そういっ

たのでも情報を発信していただければと思って

います。 

 次に、4ページになりますけれども、「日本

橋 長崎館」についてお尋ねです。 

 私も4月の中頃に行きまして、新しくリニュ

ーアルオープンされた「日本橋 長崎館」に行き

ました。様式はがらりと変わっていまして、非

常に背の高いような棚が置いてあったりとか、

生鮮食品が置いてあったりとか、そういったも

のが非常に見受けられて斬新なイメージがあっ

て、今後の発展も期待するところではあるんで

すけれども、今年の4月、リニューアルオープ

ンした時と一番最初の時、あるいは去年の4月

の売上というか、お客の入り、そういったとこ

ろの比較というのはどんなになっていますでし

ょうか。 

【宮本物産ブランド推進課長】 「日本橋 長崎

館」についてのご質問でございますけれども、

今年の4月1日にリニューアルオープンをして

おります。 

 来館者数に関しましては、4月、5月の累計が

10万3,218人で、この比較でございますけれど

も、当初のオープニングの時、平成28年は7万

7,452人でございました。割合といたしましては、

133％ということで増加しております。 

 平成29年度の数字といたしましては、若干減

って、4万9,867名と、その対比は207％で大幅

に増加をしている状況でございます。 

 あと、販売の状況でございますけれども、4

月、5月の売上状況でございますが、3,815万円

ということでございます。平成28年でございま

すが、3,674万6,000円、この額は103.8％の増

加、平成29年度の売上額は2,463万8,000円とい

うことで、154％の増加となっております。 

 リニューアル後の4月、5月というものは来館

者数が毎月5万人を超えております。この数字

は、日本橋付近のアンテナショップ、数字を公

表しているところが9店舗中7店舗でございま

すけれども、7店舗中で一番多い数字となって

おります。 

 売上につきましても、5月は2,000万円を超え

ております。2,000万円を超えた月はオープニン

グの平成28年の3月のみということで、来館者

数と売上に関しましては順調な滑り出しという

ことで捉えております。 

【宮本委員】 今年度の4月、5月が約10万3,000

人、平成28年当初が約7万7,000人ということで

すから、大幅なアップということと、売上も約

3,600万円から約3,800万円になったというこ

とであります。 

 この反動も非常に気にかけていかなければな

らないところかと思いますから、来年度に向け

て、今後に向けてしっかりと対応策を練ってい

ただきたいと思いますが、ちなみに生鮮食品、

初めて取り扱っていらっしゃるんですけれども、

その売上に関しては、4月、5月を見るとどんな

ですか。好調でしょうか。目標があったかと思

いますけれども、それに対して初めて取り扱っ

た生鮮食品について、4月、5月の動向を、わか

れば教えてください。 

【宮本物産ブランド推進課長】 販売別の商品カ

テゴリーでございますけれども、4月、5月でご

ざいますが、1番売れているのはお菓子でござ

います。それが35％ということで、水産物が

8.4％、鮮魚につきましては1％ということで、

若干売上自体は悪うございます。あと、青果で

ございますけれども、2.3％という結果が出てお

ります。 

 生鮮物の取り扱いを始めましたけれども、水
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産物に関しましては、火曜日、木曜日、土曜日

に築地の県漁連東京直売所の方から取り寄せて

いるという状況でございますが、アンテナショ

ップの付近はオフィスが多いということで、土

曜日には若干売れ行きがいいと聞いております

けれども、平日がなかなか売れていないという

状況と確認しております。 

【宮本委員】 あくまでアンナテナショップです

から、長崎の知名度を上げるというのが主であ

りましょうから、売上というのは見ていくもの

でもないかもしれませんけれども、ただ、大事

な視点だと思います。 

 生鮮産食品が、なかなか東京の方々に対して、

どうかというのも、またしっかりと今後分析を

していただきたいと思います。しっかりと長崎

にはこういったいいものがあるんだ、新鮮なも

のがあるんだというのを、売上が低調ならば、

別の方向で考えるだとか、そういった仕組みづ

くりもやっていく必要があるかなと思っており

ますから、どうかよろしくお願いいたします。 

 それと、最後ですけれども、この件を確認し

て終わります。 

 先日、日経新聞にＳＮＳとＧＰＳで訪日客の

見える化という調査があっていました。ＮＴＴ

グループの広告会社が行った調査でありますけ

れども、ＳＮＳとＧＰＳを使って、訪日客がど

のような指向にあるかというのを九州各県で見

たものという調査が出ていました。 

 熊本県を中心にしてやっている分析なんです

けれども、長崎は、外国人の旅行者が歴史好き

であったりとか、高齢者、ラグジュアリーとい

う特徴があったという一定の結果が出ているみ

たいなんです、ＮＴＴアドが動向解析をしたと

ころ。こういったものもビッグデータという面

からすると非常に大事なものになるかと思いま

すけれども、まず最初に、ここの認識というの

はされているのかどうかだけ確認をさせてくだ

さい。 

【土井口国際観光振興室長】 ＳＮＳ、ＧＰＳを

使った外国人訪日客の動向についての新聞等で

の報道ですが、私はその件については認識いた

しておりませんでした。申し訳ございません。 

【宮本委員】 この解析も非常におもしろい解析

になっていますから、こういったのもひとつ参

考にされたらどうかと思っています。これで、

最後の締めくくりも「指向と検証の繰り返しで

観光戦略を磨き上げることが、各県においても、

地域においても大事じゃなかろうか」というこ

とで締めくくられておりますから、今後も解析

は続くものであろうと考えております。 

 先般、3月の定例県議会で、我が会派の川崎

議員からも、ビッグデータを使った、Ｗi-Ｆiを

使った観光客の動向を把握したらどうかという

質問もあっています。今、たしか長崎大学と連

携してログデータを利用した動向解析に取り組

んでいると。「観光活性化支援システム」とい

うのが開発されたというふうになっていますけ

れども、3月ですから、まだ6月、これは順調に

今のところは進行していますでしょうか。その

後の経過だけ教えてください。 

【佐古観光振興課長】 長崎大学と、通信事業者

で申し上げますとソフトバンクほかと連携をし

まして、このプロジェクトを進めているところ

でございます。 

 平成29年度も引き続き取組を進めまして、成

果品としては、例えば外国人の方が長崎県内に

来る前に、どこから来たか、長崎県内をどう移

動したかというようなデータとか、そういった

ものがWi-Fiアクセスログのデータを使って把

握ができるというところまでは、今、移動の可
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視化というところでシステムができ上がってお

りますけれども、さらに細かいデータとか、今

後もいろんな改善を加えていきながら、さらに

使い勝手のよいシステムにして、例えば、どの

国の方がどういう指向を持って県内を動いてい

るのか、どこから流れて移動してこられている

かとか、いろんな情報を蓄積しまして、効果的

なマーケティングに活用したいというのは考え

ておりますので、引き続き、長崎大学等とも連

携をして取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

【宮本委員】 こういったビッグデータを使って

いろんなものを分析するということは非常に大

事かと思います。やみくもに施策を立てるとい

うことよりも、しっかりと、もちろんそれはさ

れていらっしゃると思いますけれども、どうい

ったところに興味があって、どういったものに

関心が高いかというのをしっかり分析した上で

講じていくというのも再度検証していただきた

いと思っていますし、長崎は今月末に世界遺産

が2つになります。世界遺産を2つ抱えている非

常に大きな県であろうし、海にも恵まれていま

すし、食もおいしい、文化も豊富であるという

ことからするならば、今後は非常にそういった

ものでは長崎としてはポテンシャルも、観光と

いう面からしても高いということも再度認識を

しながら、いろんな角度から分析をしていただ

ければと思っています。 

 よろしくお願いします。 

【大場委員長】 ほかにございませんか。 

【大久保委員】 この委員会が始まる前ぐらいで

すか、6月21日に観光振興課の方で「平成29年

の観光統計について」ということで報告がなさ

れました。 

 これを見てみますと、いずれにしても観光客

数が増えておりまして、特に外国人の客も軒並

み増えているということであります。そういう

中でインバウンドについて質問したいと思いま

す。 

 外国人、特に中国人を中心にして、例えば買

い物や遊興費用を、あの人たちは現金を持たず

に電子決済ということが多いと聞いております

けれども、そこらあたりのモバイル決済という

か、電子決済の状況が長崎県内含めて大体どん

な状況になっているかお尋ねしたいと思います。 

【土井口国際観光振興室長】 外国人観光客の観

光消費拡大に向けたキャッシュレス決済のこと

のお尋ねだと認識いたしております。 

 中国では、よく言われるアリペイとか、ウィ

チャットペイという、まさにスマホで決済がで

きるシステムが、新聞紙上の情報でございます

が、おのおの5億人以上の利用があり、今後も

それが増え続けていくのではないかと予測され

ているところでございます。 

 そんな中、地域経済におきまして、その重要

な役割を果たします商店街とか、市街地におい

てもキャッシュレス決済システムの導入という

のは非常に重要なことではないかと思っている

ところでございます。 

 私どもの取組といたしましては、クルーズ客

船の寄港数の増に伴いまして、中国の観光客の

消費拡大を図るために、昨年9月でございます

が、佐世保市におきまして商店街の店舗等を対

象といたしましたインバウンド対策セミナーを

開催し、多様な決済手段の整備の必要性等につ

いて啓発を図ってきたところでございます。 

 それを受けてとお聞きしているんですが、今

年2月に佐世保市の方で、アリペイ、そしてウ

ィチャットペイの導入促進に係る説明会が開催

されたとのことです。そのような経過を経て、
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佐世保市の中心部の商店街におきましては、約

30店舗がアリペイ、ウィチャットペイの決済シ

ステムを導入済みか、または今後導入予定だと

聞き及んでいるところでございます。 

 また、長崎市内におきましても、浜の町商店

街の大型店舗でも、昨年12月にアリペイとウィ

チャットペイのスマートモバイル決済システム

を導入されたと聞き及んでいるところでござい

ます。 

 そういった意味で、県内各地でも中国人観光

客の取り込みを図っていらっしゃる段階かと思

っているところでございます。 

【大久保委員】 中国あたりでは、アリババがや

っているアリペイ決済というのは非常に主流に

なってきていると言いますし、日本のいろんな

金融機関からも、全国的にもアリペイを導入し

たことによって非常に売上が伸びたという報告

もありますので、その状況についてお尋ねしま

した。 

 もう長崎市内、それから佐世保市内において

も勉強会をして、随時導入をしていくはずであ

るということでありますので、具体的に店舗数

も今お聞きしましたので、ぜひ状況を見ながら、

そういったことを進めていただきたいと思って

おります。 

 それから、文化振興課長にお尋ねいたします。

先ほどの報告の中に、明治150年の記念特別展

として、「写真発祥地の原風景 長崎」というこ

とでイベントを開催されたということでありま

す。 

 長崎は、歴史もありますし、古来から海外に

門戸を開いていたということもあって、長崎が

発祥とか、長崎が初めてという、いわゆる事始

めといいますか、そういうことがたくさんあり

ますけれども、例えば文化の面で言うと、写真

もそうでしょうけれども、ほかに何かあります

か。思い当たるものがありましたら、文化面で

これが長崎発祥とか、長崎ならではとか、何か

ありましたら幾つかお答えいただきたいと思い

ます。 

【本多文化振興課長】 委員ご指摘のように、長

崎は、長崎から発祥したものとか、海外から長

崎に伝わってそれが全国に広まったものとか、

そういったものがたくさんございまして、私が

今思いつくところで、文化的な面だけではあり

ませんが、例えば身近なところではスポーツで

いきますとボーリングとか、バドミントンの発

祥の地とか、食文化という部分では、中国から

伝わった卓袱料理、それから隠元禅師をはじめ

とする黄檗宗の僧が伝えた普茶料理といったも

のがございますし、音楽では明清楽という弦楽

器が伝わっております。 

 また、文化ではございませんけれども、近代

化の礎となった、技術革新の礎となったという

部分では、造船の技術でありますとか、炭鉱で

は高島炭鉱が蒸気機関を使った初めての近代的

な様式の採炭方法を採用したとか、医学の面で

西洋医学の礎を築いたということで医学伝習所

が旧県庁跡地に設置されていたりとか、そうい

ったところが、今、私が思い浮かぶところでご

ざいます。 

【大久保委員】 通告もなく、ぽっと質問したけ

れども、たくさん答えていただいて、文化面以

外でも確かにスポーツでもたくさんありますも

んね。調べたら、ボートはイギリス発祥ですが、

日本で初めてのレースというのは長崎だという

こともありましたし、医学も、造船など産業も

ありますので、今後、2つの世界遺産を有しな

がら長崎をＰＲしていくということを考えた時

に、長崎が発祥、「長崎事始め」というのは非
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常に大きなキーワードになるんじゃないかなと

私は思うんですね。今、文化振興課長がお答え

されただけでも相当な各分野にまたがりますか

ら、長崎の事始めだけを集めて、発掘して、そ

してそれを展示したって一つの大きなミュージ

アムをつくっても足りないぐらいになるんじゃ

ないかと。 

 ある方の指摘で、旧県庁舎の跡地あたりに「長

崎事始め博物館」みたいなやつをつくったらど

うかなんて、そういう意見を聞いたこともあり

ますけれども、そういう意味で、今回、この写

真ということも非常に歴史があるということで

展示会をなされましたけれども、写真に関して

も、もちろん写真そのものは文化かもしれませ

んけれども、その機材というのは産業になりま

すし、それから、それを撮る人というのは、こ

れはまさに人材育成ということで、これは教育

にもつながってきます。県の所管もかなり広く

なっていると思うんですね。そういう中で、写

真とか、そういう文化の面の長崎発祥というす

ばらしい過去を我が長崎は有していると。その

有しているものの現在と未来を考えた時の構想

みたいなものは何かありますか。 

【本多文化振興課長】 そういった長崎が発祥と

か、長崎の偉人、先人が築き上げた偉業とか、

そういったものをきちんと県民の方、特に若い

人たち、子どもたちに伝えていくことが大変重

要ではないかと思っております。 

 一つの方法としては、これまでも「旅する長

崎学」というガイドブックでそういった偉人の

偉業を取り上げたりといったこととか、今回の

ような博物館での企画展を通じて多くの人に知

っていただくという取組をこれまでもしてまい

りました。 

 今後とも、特に若い人たちに、子どもたちに

ふるさと教育の一環として、教育庁とも連携し

ながら、こういった長崎の特色ある歴史、それ

から先人が築いた偉業について子どもたちにし

っかり伝えて、学んでいただいて、同じような

道を子どもたちが目指すというか、志すような

機運とか、地元に対する誇りと愛着を持っても

らうことで、若者の県内定着にもつなげていく

ようなことを今後進めていきたいと思っており

ます。 

【大久保委員】 今、文化振興課長が言われたよ

うに、郷土の若い人たちに、そういう長崎のす

ばらしい歴史とか、あるいは偉人を勉強してい

ただいて、誇りを持っていただくということは

非常に大事なことだろうと思います。 

 であるならば、過去にすばらしい歴史を有し

ている長崎で、そういう偉人がたくさん輩出し

た長崎であればこそ、将来の長崎の子どもたち

に、その偉人を目指しませんかというような、

もう具体的に、例えば写真が発祥ですから、「世

界の写真家を目指す若者、長崎に集まれ」みた

いな、そういうキャンペーンというのもいいん

じゃないかと思うんですね、長崎が発祥ですか

ら。この長崎から写真家を育成していくという

ような発想も大事で、その具体的な取組をぜひ

実行していただきたいと思うんですね。 

 ちょっと所管が違いますけれども、長崎には

県立大学がありますので、ほかの私立や国立と

差別化をするために、ありきたりの学部学科で

はなくて、例えば、これは大久保私案ですけれ

ども、県立大学に写真を特別に学ぶ学科といい

ますか、そして全国から、あるいは世界から写

真家を目指す人たちをこの長崎に寄せて、長崎

から育っていただくというような、そういうふ

うな仕掛けも面白いのかなと思いますけれども、

どうでしょうか、感想を聞かせてください。 



平成３０年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２６日） 

- 24 - 

【本多文化振興課長】 最近の文化・芸術の推進、

振興の流れとしまして、そういった文化をいろ

んな経済面、産業の育成にもつなげていくとい

う考え方もございますので、委員のご提案のあ

ったような産業を振興している部局、あるいは

人材を育成する教育庁、大学の関係の方ともい

ろんな形で相談させていただきながら、さまざ

まな分野に文化が活用していただけるような方

法を考えていきたいと思っております。 

【大久保委員】 ぜひ、所管が違うところもあり

ますけれども、今日、部長もおられますし、各

課の課長の皆さんもいらっしゃいますので、そ

ういった発想をちょっと参考にしていただいて、

やはり長崎から第2、第3の上野彦馬を輩出して

いくというような人材育成も含めて、ぜひ全県

的な取組をしていただきたいと思います。 

【大場委員長】 ほかにございますか。 

【吉村(洋)委員】 何点かお聞きしたいと思いま

す。同じ議案説明資料から質問させていただき

ます。 

 まず、県産品のブランド化と販路拡大につい

てというので「日本橋 長崎館」、運営事業者が

30年から代わりましたね。4月1日にリニューア

ルオープンをして、新たに新鮮な旬の農水産物

とか、取扱商品の拡大に努めているというとこ

ろで、まだ何カ月かしか経っていませんが、ま

ずは、リニューアル後の長崎館の状況について

お知らせをいただきたいと思います。 

【宮本物産ブランド推進課長】 「日本橋 長崎

館」についての質問でございますけれども、先

ほど宮本委員からのご質問にお答えしたことで

ございますが、鮮魚や野菜、肉といった農水産

物を今まではスポット的な取り扱いでございま

したけれども、そういうものの常時販売を始め

ております。 

 先ほど状況をご報告いたしましたけれども、

ちょっと言葉が足りなかったんですが、水産物

に関しましても、今、漁連でありますとか、水

産部と協議を重ねておりまして、どういったも

のが売れるのかということを絶えず協議して事

業を進めているところでございます。 

 あともう一つの変更点といたしまして、食材

に県産品を使用したものでありますとか、長崎

にちなんだお弁当の販売でありますとか、飲食

コーナーでの展開を図っております。これはち

ゃんぽんでありますとか、トルコライス、レモ

ンステーキとか、メニューをかなりたくさん提

供しているような状況でございます。 

 商品でございますけれども、昨年まで1,500

アイテムぐらいでしたが、現在は2,700アイテム

ということで、アイテム数は増加しております。 

 また、什器を白一色から温かみのある木調の

什器に変更いたしまして、テラス席を配置する

など、きれいで上品なイメージのものから、ち

ょっとわくわく感のあるといいますか、居心地

のいい空間を演出するということで、事業者と

話をしながら進めているところでございます。 

  次に、今まではスタンプカードでございま

したけれども、ポイントカードを導入いたしま

して、今日時点で1,927名の方にポイントカード

をつくっていただいております。 

 それから、ポスシステム、ポスレジというも

のを導入しております。ポスレジといいますの

は、（販売時点での情報処理と訳されておりま

すそうで、）お客様と金銭のやりとりをした時

点で販売の情報をシステムにつなぐというもの

で、ネットワークサービスに即時につながるも

のでありますから、販売の管理というものがと

てもしやすいということで、ここからきちんと

分析を行っていくような取組を今後詰めていき
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たいと思っております。 

【吉村(洋)委員】 先ほど、宮本委員からも質問

があっておったんですが、少し角度を変えてお

聞きしたいんです。この長崎館というのは、一

番根本的なコンセプトはどういうふうに組み立

ててやろうとされているのか、お聞きしたいと

思います。 

【宮本物産ブランド推進課長】 アンテナショッ

プの果たすべき役割と申しますのは、地域のイ

メージアップでありますとか、観光の誘客や特

産品のＰＲ、県産品の販路拡大でありますとか、

都市部の動向リサーチでありますとか、フィー

ドバックとかいろいろあると思いますけれども、

長崎県が目指しているものは情報の受発信の場

ということをコンセプトとしてつくっておりま

す。 

 それで、発信という意味におきましては、観

光物産を主とした本県全般の魅力を発信するこ

とによって、長崎に関心を持つ方々の拡大を図

り、ひいては観光客及び県産品を求める方の増

加につなげるということを一つ大きな柱に置い

ております。 

 もう一つの大きな柱でございますけれども、

情報の受信ということで、県内企業のテストマ

ーケティングの場とか、そういうことの活用に

よって県産品の販路拡大につなげるといった大

きな2つの柱で考えております。 

【吉村(洋)委員】 そうですね、私としましても、

このアンテナショップの意義というところに主

軸を置いてほしいというのが一つなんですね。 

 それで、先ほどから聞いていると、取扱商品

を拡大すると。それは2,700アイテムと聞くと管

理がきちっとできるのかなと。増やせばいいと

いうものでもないような気がするんですが、そ

こら辺、まだ4月にやって2カ月ちょっとという

ところで、分析の結果は出ないんでしょうが、

この2～3カ月の間でそれだけ増やして、どうい

う感じを受けておられるか、お聞かせいただき

たい。 

【宮本物産ブランド推進課長】 商品のアイテム

数のご質問でございます。商品のアイテム数に

関しましては、公募の時点では1,500品目から

2,500品目ということで提案をいただいており

ましたけれども、現在、結果として2,700品目に

なっているという状況でございます。 

 商品の選定に関しましては、基本方針を定め

ております。それで、県産品というのも一つの

大きな要素なんですけれども、県産品でなくて

も長崎の情報を発信するに足りるようなもので

あるかということなどについて議論しまして、

年に4～5回検討を行い、選定している状況でご

ざいます。 

 ちょっと商品が増えすぎているということに

関しましては、私の方もどうなのかなというこ

とも事業者に聞きたいと考えておりまして、月

に一回集まって運営会議を開催しておりますの

で、今度確認をしてきて、委員のご意見も聞き

ながら、商品の構成でありますとか、そういっ

たものを検討してまいりたいと考えております。 

【吉村(洋)委員】 そうですね、そこら辺は間を

置くことなく検討を加えながら深化させていた

だきたいと思うところです。 

 そういうところから、その次のページにある

んですが、長崎フェア、これを高級スーパーや

デパート、ホテル、飲食店でやっておるんだと

いうことなんですが、ここら辺は県産品のブラ

ンド化や販路開拓というところ、それから、長

崎県へ観光に来ていただくというような、長崎

館の発信機能というところと組み合わせて、相

乗効果を出していくことなんだろうと思うんで
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すが、そこら辺の動きについて、お知らせいた

だきたい。 

【宮本物産ブランド推進課長】 「長崎は、美味

しい。」食のＰＲ事業と日本橋のアンテナショ

ップの取組の相乗効果のご質問でございます。 

 県産品のブランド化の取組につきましては、

市町生産団体と連携をとりながらブランド化と

販路拡大という大きな2つの視点で取り組んで

おります。 

 こちらの方は、物産ブランド推進課の方で長

崎フェア等々を開催しているんですけれども、

その中で水産部でありますとか、農林部、生産

団体の方たちと一緒になって推進の母体をつく

りまして取り組んでいるところでございます。 

 長崎館の相乗効果の部分でございますけれど

も、例えば、まだちょっとできていない部分で

はございますが、長崎館の商品を見てもらうよ

うなバイヤーを招聘する取組でありますとか、

今度考えておりますのは、そちらの方で長崎フ

ェアという形で、日頃、百貨店とかホテルでは

扱えないような商品でのフェアを組んで、年に

数回、取り組んでまいりたいと考えており、お

互いに相乗効果が出るような仕組みを今後検討

してまいります。 

【吉村(洋)委員】 そこら辺は有意義なつながり

を持てるようなところで検討を加えていただき

たいとお願いをしたいと思うんですが、そうい

う観点からもう一つ。 

 今年の2月、3月かな、ＴＩＣ東京、森トラス

トさんが行っている、無償で東京都の外国人向

け観光窓口というような感じで、長崎館の近く

に設定をしてあるんですが、そこで長崎県のイ

ベントをちょっとやられていると思うんですが、

その結果、それから今後の見通しというような

ところがわかっていればお知らせいただきたい

と思います。 

【宮本物産ブランド推進課長】 ＴＩＣ東京につ

いてのお尋ねでございます。 

 ＴＩＣ東京でございますが、東京駅日本橋口

から徒歩1分のところにある日本政府観光局が

認定した東京都認定の観光案内所でございます。

こちらの方のＰＲでございますけれども、委員

会の方からそういうこともやった方がいいとの

ご指摘があったかと思いますけれども、そうい

ったことで昨年の2月と3月にポスターを貼っ

たり、リーフレット、パンフレットを配架した

りという取組を行っております。   

２ヶ月間で13万円ほどかかっていると確認

しておりますけれども、結果については、観光

案内所で長崎県のことを尋ねた方が、2月が9人、

3月が15人で計24名しかいなかったということ

を確認しております。 

 私の方も行って見たんですけれども、レスト

ランの入り口になっておりまして、通過する方

はすごく多いんですけれども、なかなか案内所

に立ち寄って観光のパンフレットを見るという

方が少なかったように感じておりますので、4

月からは契約を行っていないという状況になっ

ております。 

【吉村(洋)委員】 とりあえず、ちょっと提案も

あってやってみようかということでされたふし

もあるんですが、あそこの話を聞いておると、

長崎にもホテルを今度建設されるんですよね。

それと、全国的に、特に外国人観光客の誘導、

誘導と言ったら語弊があるかもしれないですけ

れども、そういうのに長けているわけですよ。

それもいわゆるクルーズ船とかで来るとかじゃ

なくて、個人で観光される方々をあちこちに紹

介すると。そういうところでもう少し有機的に

結びついていけば、その価値が上がっていくん
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だろうと。だから、とりあえず経験値として今

持ちました。 

 あのレストランも地元の食材を使って食の長

崎フェアみたいなことができるんですよね。だ

から、そこら辺は、今後とも、そういう長けた

人たちとのつながりというのも継続をしていく

と結果に結びついていくんじゃなかろうかと思

いますので、今の話を聞くと残念だったという

ような感じが出てくるんですけど、そうじゃな

くて、ただぽっと投げてやっただけなので、流

れの中でそういう結果と。しかし、それをもう

少し詰めていくと、例えばＴＩＣ東京のスタッ

フの人たちと話す場面を持って、今後どうすれ

ば増えていくかとか、そういうアイデアはどん

どん出てくるんだろうと思います。そういうこ

とで、あんまり費用もかからない。あそこは特

区指定で東京都から指定を受けて、いわゆる容

積率の緩和をしてもらって、それでもうかって

いる会社ですから、あんまり細々金をたくさん

取るというようなところでもないみたいなので、

そういうことは活用を今後も考えていただけれ

ばと思います。 

 それから、今、長崎県はこの「日本橋 長崎館」

でアンテナ機能で受発信をするということなん

ですが、今、商工会の長崎県連合会で埼玉県さ

いたま市に、これはあえてアンテナショップと

は言わなかったんですよ。長崎の物販をする店

舗を構えると。それで、「店舗を構えるという

ことは、アンテナ機能ではなくて、その店舗で

利益を上げていくという話になるんですね」と。

そしたら、「そうです」という答えが返ってく

る。3年間の補助期間があるんですよね。これ

は国の直接補助かな。それで、連合会が直接運

営をするんですよと、そういう話になので、大

丈夫かなということを連合会の職員にも聞いた

んですけれど、3年間補助があるからやります

が、その後、尻切れトンボで終わるというよう

なことで計画をされてはいかんのじゃなかろう

かなと思うので、そこら辺はしっかり取組をし

ていただきたいとお願いをしているんですが、

そこら辺についての連携というのは進めようと、

当然認識をしながら進めるんだとか思って考え

ておられるのかお聞きしたいと思います。 

【宮本物産ブランド推進課長】 長崎県の商工会

連合会が埼玉県に開設予定であるアンテナショ

ップについてのお尋ねでございます。 

 長崎県の商工会連合については、中小企業庁

の補助事業を活用いたしまして、埼玉県に直営

のアンテナショップを開設するということで聞

いております。 

 それで、私どもの方のアンテナショップとの

連携のことでございますけれども、商工会連合

会のアンテナショップの開設については、県産

品の認知度の向上でありますとか、首都圏への

販路拡大に面としてつながっていくということ

で、大変有意義なものとして捉えております。 

 同連合会から県に対する要望もありましたが、

「日本橋 長崎館」との連動ということはもちろ

んのこと、情報発信だとか、管理運営実績に基

づく助言など、可能な限り協力を行っていきた

いと考えております。 

 6月20日に連合会の方々がお見えになって意

見交換会も開催しております。その中で、まだ

場所がきちんと確定してないということもござ

いまして、具体的な連動の中身というものは確

認できていないのですが、今後、「日本橋 長崎

館」との共同イベントの開催でありますとか、

イベント出展者への情報の発信でありますとか、

そういったものを取り組んでいくということを

確認している状況でございます。 
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【吉村(洋)委員】 そこら辺は今からのことなん

ですが、せっかくそういう取組をやるというこ

とですから、県としてもそこら辺は聞き置く程

度のことではなくて、せっかく面的に関東圏で

広げていくというようなことを今おっしゃった

わけですから、連携をして、情報も共有しなが

ら、それこそ有機的に結びつけるようにしてい

ただきたいと思います。 

 最後にしますが、日本遺産は長崎県に幾つあ

るんですか。まずそれを答えていただきたいと

思います。 

【本多文化振興課長】 長崎県で既に認定されて

いる日本遺産につきましては、3つでございま

す。 

【吉村(洋)委員】 3つでしょう、日本遺産はね。

この7ページを見てよ。下から9行目、3つなん

だけど、3つしかないのよ。この7ページの下か

ら9行目、日本遺産、何というかね、皆さん方

にあんまり認識がないというふうな言葉がさっ

きもあった。だから、もっと取組をせんばいか

ん。そういう割には3つしかないのよ。ここに

世界遺産や日本遺産「国境の島 壱岐・対馬・

五島～古代からの架け橋～」等でくくってしま

っているというのがどういうことかなと思うん

です。3つしかないなら3つ書けばいいと思うん

だけど、どうですか。ここの次のページにいっ

ぱい空白があるのよ。ちょっと答えてください。 

【本多文化振興課長】 失礼いたしました。そう

ですね、全て書くようにしておくべきだったと

思います。 

【吉村(洋)委員】 言った以上、そうしてねと言

わないといかんのだけど、意識の持ちようです

よ。あなたたちが、日本遺産が一般に知れてな

いと言いながら、こういうことをするから知ら

れないとなるわけだから、そういう意味での意

識を高めてくださいよ。 

 ここに、この前持ってきてくれと言ったパン

フレットをもらいました。ここに5つもあるん

だね。よく集めていただいてありがたかったん

です。これも全部日本遺産、パンフレットね。

焼き物、鎮守府と焼き物。これの発行元が、事

務局等がばらばらで、いろんなガイドブック、

パンフレットをつくってあるんだけど、これを

いろんな人の認識を高めるというためには、ま

ず自分たちが認識を高めていかないといかん。

そのためには、こういうものをそれぞればらば

らで出していたらどうなのかなと思うんだけど、

そこら辺についての考え方というのをお知らせ

いただければと思います。 

【本多文化振興課長】 それぞれの認定された日

本遺産を紹介する、そういった情報発信のため

のガイドブックでありますとか、パンフレット、

リーフレット、それからＰＲ映像とかを作成し

ているところもあるんですが、それぞれの認定

された地域で、推進協議会という形で行政と民

間の観光団体や、交通事業者等ろが入り、それ

ぞれ発信をしているところでございます。 

 県全体の認定された3つの資産の全ての情報

発信につきましては、県の方でホームページや、

県の広報媒体等を通じて紹介をしておりますし、

文化振興課の方で発行した「ミュージアム県長

崎」という情報誌の中でも特集記事として取り

上げるという形で、広く県民の方に知っていた

だくような取組は進めているところでございま

す。 

【吉村(洋)委員】 もう最後にしますが、今のは

私の質問にあんまり答えていないんだけど、こ

こに公式ガイドブックというのがあります。こ

れは佐賀、長崎両県の事務局が書いている。こ

っちの「肥前やき物でおもてなし」というのは、
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これは佐賀県になっている。肥前窯業圏活性化

推進協議会、事務局は佐賀県と書いてある。中

はほぼ一緒なんですね。 

 だから、もったいないなと思うのもある。こ

れは国も悪いんだろうけど、それぞれ補助金を

出したりするもんだから。使わんばというので

そうなるんだろうけど、さっきの国境離島の話

でもないけど、使わんばというので同じような

のを幾つもつくったらもったいないなと。もっ

と中身を凝縮させて連携した、言ってみればも

っと中身の充実したパンフレットなりガイドブ

ックなりというのをつくっていただきたい。そ

れが認識を高めるということにつながるんじゃ

なかろうかと思うので、今後は、これは長崎、

佐賀連携の話にもなってくる。知事も、「長崎、

佐賀連携でいきます」と言っているわけです。

特に、このやき物圏、肥前窯業圏というのは、

長崎と佐賀をまたいでいくわけだから、そうい

う意味でやりがいがあるというか、今後のいろ

んな展開につながっていくという期待をしてい

るんですよ。 

 そういう意味で、今後、そういう取組を佐賀

県とも一緒になってやっていただきたいと思い

ますが、最後、答弁をお願いします。 

【本多文化振興課長】 肥前窯業圏の取組につき

ましては、事務局を佐賀県が持っているという

ことですけれども、長崎県と佐賀県と関係する

市町が連携して取り組んでおりまして、私ども

は直接その事業には携わっていないのですが、

そういった佐賀県と連携した取組を今後一層、

効率的かつ効果的に進めていただくようなこと

が必要かと思っておりますので、そういったこ

とも推進協議会である事務局にお伝えしてまい

りたいと思っております。 

【大場委員長】 ほかございますでしょうか。 

【宅島委員】 私は別の観点から長崎館のことに

ついて質問したいんですけれども、今年4月か

ら運営会社が交代したということなんですけれ

ども、納入業者の数ですね、要は以前、3月31

日までに運営をされていた時の業者数と今の業

者数、これは把握していらっしゃいますか。 

【宮本物産ブランド推進課長】 以前の業者数が

219業者、今の業者数は240業者でございます。 

【宅島委員】 なんで今の質問をしたかというと、

長崎県を代表するお菓子を製造する経営者から、

長崎館はどうですかと聞いたら、代わってから

全くだめですと言われたんです。4月から全く、

売上がぱたっと止まったんですよと。なんでで

すかと聞いたら、何か陳列が悪いのか何かわか

らないんですけども、そこの魅力がないという

話ではないと思うんですね。長崎では結構売れ

ているお菓子なんですけれども。 

 私が言いたいのは、やはり任せっきりじゃな

くて、やはりそれぞれの売上状況というか、県

もよく納入業者の皆さんとも話し合い、意見交

換の場を持ちながら、どうですかとか聞いてあ

げないと、運営業者の方ばかり追いかけていっ

て、実際納入している長崎の製造業の方たちが

困ったことになるといけないので、きちっとそ

の辺は、課長は4月になられたばかりなので、

部長なり、政策監なり、企画監もいらっしゃい

ますけれども、ぜひそこら辺はきちっと、よく

実態調査をして、やっていった方が、何かこう

おかしな雰囲気を受けたので、そこだけ意見を

言わせていただいて、要望して終わりたいと思

います。 

【大場委員長】 ほかにございませんか。 

【小林委員】 いわゆる長崎空港をどうやって活

かすかということは、もう常時、議論をやって

いるところです。特に、24時間空港化をはじめ
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として、いわゆる国内線の乗降客は幾らかずつ

徐々に増えていると。熊本地震で幾らか少なく

なった状況が、今こうして盛り返してきている

ということで315万人とか、非常に伸び率がよ

ろしいということで評価を受けているわけだけ

れども、いわゆる国際線がいま一つどうも鳴か

ず飛ばずではないかというような、非常に恵ま

れた世界初の海上空港でありながら、なかなか

活かしきってないと。こういうところの取組に

ついて、一体どういう対策を打っているのかと、

こんな話はいつもあるわけですよ。しかも、国

際空港と言いながら、上海とソウル、わずかこ

の2つの路線についても、いつも休便であって

みたりとか、乗降客が少ないとか、そんなよう

な形の中で、本当に風前のともしびみたいな形

の中で、何かがちっとした、世界初の海上空港

にふさわしい、そういう国際的な路線が拡充し

ないとか、安定をしないとか、こんなようなこ

とについて非常に寂しい思いをしているわけで

すよ。 

 今日、手元に日本経済新聞の5月27日号なん

だけれども、要するに「地方の国際線週1,000

便を超えた」と。地方のいわゆる空港で国際線

を持っている空港が26あると。そこが、こうや

って定期航空路線を国際線で拡充していって、

もう週1,000便を超えていると、こんなようなこ

とが書いてあるわけですよ。後でまたご覧いた

だきたいと思っているんです。 

 私は質問はいたしませんけれども、こういう

他の国際空港が置かれた現況の中において、し

っかり頑張っているわけですよ。 

 しかも、福岡の空港は混雑空港と言われなが

らでも、まだ増便をやっているわけですね。一

番怖いのは、福岡空港がまさにそうやって混雑

空港として、その使用の範囲が限定的になって

くると。じゃ、その代替空港は長崎空港、大村

空港であらなくちゃいかんと、こう言っておっ

たんだけれども、だんだん、だんだん北九州空

港が非常に脚光を浴びてきて、福岡空港のまさ

に代替空港は長崎空港じゃなくして、こっちの

北九州市の空港の方に移っているような状況で、

ここも本当に失礼だけれども、これまではあん

まり話題に上らなかったんだけれども、福岡空

港が混雑空港ということで、距離の近さから、

しかも24時間空港という一つの要件を満たし

ておって、だんだん、だんだんそこから増便が

国際線に向けて増えていっているわけです。 

 そういう状況を見た時に、もう少し県として、

土井口さんのところだけの問題じゃなくして、

もうちょっと国際線の対策をやっていただかな

いと、今回、台湾にチャーター便を飛ばすとか、

こういうことで、以前はチャーター便について

もかなりの便数が飛びよったけれども、最近は

他の空港と比較してみた時に、あまり大したこ

とはないと言われても仕方がないくらいの、実

に昔と比べれば少ないということになっている

わけです。 

 今言うように、これからは人口減少の時代で、

もう国内線の便数が将来的にどうかと、こう考

えていけば、やはり訪日観光客のこれだけの盛

り上がりができている状況の中で、しかもオリ

ンピックとかいうことを見た時に、もうちょっ

と何か具体的な取組があって、もうちょっと夢

とか希望とか、そういうものが長崎空港を取り

巻く環境の中においてあってもいいのではない

かと、こういう感じがいたしております。 

 ぜひ、ご苦労いただいていることはよく承知

していますけれども、結果を出していただかな

いと、なかなか評価は薄いと思うんです。 

 だから、まず上海路線、それからソウル路線、
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これをしっかり堅持しながら、新たな航空路線

をしっかりひとつ堅持しながら、やっぱり長崎

空港、世界初の海上空港としての位置づけをも

っともっと活かしていただかなければ、本当に

一ローカル空港で眠ってしまっている、本当に

国策上からも、また長崎県の発展からも、この

空港の最大の経済基盤を活かしきってないと、

こう言われても仕方がないわけだから、ぜひひ

とつ、これはぜひ文化観光国際部としてもしっ

かり取り組んでいただくように、これはひとつ

要望しておきたいと思いますので、お願いをし

たいと思っております。 

 クルーズ船のことについて若干お尋ねをした

いと思いますけれども、とにかくこの実績たる

や、今、飛行機の方はあんまりぱっとしないと

か言いながら、クルーズ船はおかげさまで、実

にその回数が顕著で、しかも本当によくやって

いただいていると、こう思っているわけですよ。

大体昨年度も、1年は365日だけれども、大体そ

れぐらいの回数が毎日のように就航していると、

こうやって寄港してもらっているというような

ことでもあるし、また、今年の見通しについて

も、やっぱりそれと変わらないぐらい、いわゆ

る長崎県の港に立ち寄っていただくと、こうい

うデータも出ているような状態で非常にありが

たいと思っているんです。 

 いつも言われているように、この365回とか、

そういうようなことで、例えば1回立ち寄って

いただければ、大体その1隻によっての消費金

額は幾らかとなってくれば5,800万円と、こう言

われているわけよ。5,800万円が1隻でと、こう

いうことになっているわけだから、365隻とか、

そういうことで去年1年間の実績でいけば相当

な金額になっているわけよ。 

 ところが、これがいつも言われるように、た

だ広がりがないというか、経済効果が非常に限

定的であると。なぜかというと、いわゆる免税

店だけにしか案内をしないと。なんでこんな商

品開発ができないのか。これだけの実績を、い

わゆる長崎県の港を利用していただきながら、

それがどうして商品開発につながらないのか。

ただ、免税店に行って、そこだけが広がりを、

経済効果として何かあっているような、そんな

ようなことではいかがなものかという話は、も

う現実に出てきておって、そこはもうご理解を

いただいていると思いますが、例えば、平均し

てどれくらいの時間立ち寄っておられるのか。

例えば、下船をして、民泊じゃないけれども、

どこかに宿泊をしながら、長崎県のよさを最高

に受け止めて帰ってもらうとか、そんなような

ことにもつながってないわけだけれども、もう

ちょっとクルーズ船の経済効果を高めるために、

いろいろと答弁を見てみますと、島原の方向に

とか、温泉を一つの狙いとしていろんな商品を

つくろうとか、いろんなことがあっているわけ

だけれども、もう少しこの辺の商品開発を本気

になってやっていただかなければもったいない

と思うんです。もっともっと、そういう消費金

額を落とすことができると。この5,800万円で平

均したら一人大体幾らぐらいの消費金額なのか、

こんなのはあなた方でわかりますか。 

【土井口国際観光振興室長】 クルーズ船のお客

様が落とす金額についてのお尋ねかと思ってお

ります。 

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時４６分 休憩 ― 

― 午後 ２時４６分 再開 ― 
 

【大場委員長】 再開いたします。 

【土井口国際観光振興室長】 クルーズ客船の一
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人当たりの単価ということでございますが、ま

ず各国ごとに船、中国人を専用にしたクルーズ

とか、欧米人を専用にしたクルーズとかござい

ますので、国によって若干異なっております。 

 韓国人が大体1万193円、中国人に至っては2

万8,318円、欧米人が9,096円、日本人につきま

しては、長崎県の観光統計の日帰り観光客の結

果ということで昨年8,170円という結果でござ

います。 

【小林委員】 よくわかりましたが、中国の方が

約2万8,000円も使っていただいているという

ことで、相変わらずたくさん買っていただいて

いると。あんまり好きな言葉じゃないけれども、

爆買いみたいなそういうことがまだ続いている

のかという感じがします。 

 しかし、これから一番大事なことは、先ほど

から言っているように、どういう商品をつくっ

て、この経済効果を高らしめるような対策をき

ちんと打っていただいて、そして、それを何度

も言う、結果であらわしていただきたいと、こ

ういうお願いをしたいわけですよ。 

 しかも、これは土木部の所管だと思いますけ

れども、川崎議員が本会議場でも取り上げてお

られました。大体365回ぐらいと、こう言うけ

れども、実際、長崎の松が枝埠頭だって本当は

もっと入ってくる予定のところを、そこの港湾

の整備ができてなくて、結局断ったと。断った

のが172隻もあると、こういうことも土木部長

が答弁をしておりますよ。ここも172隻掛ける

ことの5,800万円ということをやっていきます

と、約100億円近くなるわけですよ。そういう

点からしても、みすみす長崎県の港に入りたい

と希望する船会社があっても、それを迎え入れ

ることができない港湾の整備の不備、ここのと

ころも対策が急がれるわけでありまして、土木

部の方でやっていただいているものと思います

けれども、ここのところについても長崎県とし

ては非常に大事なこれから立ち向かっていかな

ければいけない問題だと思っているわけであり

ますから、この辺のところもぜひひとつよろし

くお願いしたいと思っております。 

 続けて、今度、文化観光国際部長は初めて就

任されまして、なかなか論理的に鮮やかな人だ

ということを聞いておりますし、また、前は奥

様に大変お世話になって、みんなそれなりにお

世話になって、本音が言えないから非常に言い

やすくなったんですが、本当に部長、今、私は

世界遺産の問題で、こうやって潜伏キリシタン

の状況が、今、こうやって現地に行かれて、そ

の秒読みのカウントダウンで、「長崎と天草地

方の潜伏キリシタン関連遺産」が正式に世界遺

産登録がいよいよ間近になってきたと、非常に

わくわく、どきどきするような状態ではないか

と、こう思っているわけです。 

 それで、構成資産の12という状態の中で、私

はずっと、今、担当の課長とか、皆さん方にも

いろいろと言わせていただいておりました、な

んで大村が今度の構成資産の中に入らないのか

と。大村はなんで入らないのかと。当然、ここ

に大村純忠という日本で初めてのキリシタン大

名がいるんだと。この人がいなかったら、本当

に潜伏キリシタンとか、長崎県のキリシタンと

か、それはもう断じてあり得ないわけであって、

そういう点から考えてみて、なんでこの大村純

忠が、今回の潜伏キリシタンの一番の避けて通

ることのできない人物なのに、それが構成資産

として認められてないと。いろいろと太刀打ち

がまずかったのかどうかよくわかりませんが、

ただ一つ言えることは、史実に基づいて、これ

は避けて通れないということはおわかりだと思
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うんです。にもかかわらず、それが12の構成資

産の中、長崎県では11ですか、そういう状況の

中で、なぜそれが構成資産として認められなか

ったのかと。 

 私が質問をいたしました、あなたの前の部長

さんは、要するにいろいろ識者の意見を聞いて

も、大村の流れは今回の潜伏キリシタンの世界

遺産の目的とちょっと重みが違うというか、そ

んなような形の答弁をしておりましたが、ここ

は、部長がちょっとここのところは答弁できる

のか、担当の課長さんにお願いをしないといか

んのかと思いますけれども、まず、あなた方の

認識の中で、どこが要するに大村純忠という日

本での戦国大名の洗礼を受けた第一人者で、い

ろんな史実に基づいて今回の潜伏キリシタンの

世界遺産にまさに合致する内容が大村の中には

うずまっているのに、それが素通りされている

ということ、これは一体どういうことなのかと

いうことがどうしてもいま一つわからない。こ

の際、新任の部長もお見えになったので、少し

その辺のところを真剣に考えていただくために、

また飛行機の中でもいろいろお考えになっても

らって現場に乗り込んでいただきたいという希

望を込めて、どうしてだめなのか、お尋ねをし

ます。 

【村田世界遺産登録推進課長】 世界遺産に登録

されるためには、世界遺産の価値を必要十分な

構成資産で示すという完全性、それから真実性、

そして法的保護が整っているかなど、世界遺産

ならではのさまざまな要件を満たす必要がござ

います。 

 大村純忠の関連遺産につきましては、もちろ

ん日本のキリスト教史上大変重要なものという

ふうに認識はしておるんですけれども、先ほど

委員からご指摘がございましたとおり、文化庁

や専門家のご意見もいただいた上で、これらの

世界遺産として求められる要件の全てには合致

しないということで構成資産に含まれていない

という状況でございます。 

 ただ、これは、この大村純忠関連の資産が価

値を否定されたということではございませんで、

価値自体は非常に重要なものと我々も認識をし

ておりまして、こうした関連する資産を一体的

に広く紹介するような形で、さらに、訪れた方々

にも理解を深めていただくことにより、この潜

伏キリシタン関連遺産の魅力もさらに向上する

といいますか、充実していくと考えております

ので、引き続きこうした関連資産を含めて、そ

れぞれの地域資源に光を当てて、登録の効果を

県内に広く普及させていきたいと考えておりま

す。 

【小林委員】 私は、今、大村に住んでいて、大

村出身だから、だから、大村が脚光を浴びるよ

うにやってほしいと、そんなことを言っている

わけではなくして、あくまでも今回の潜伏キリ

シタンというこの世界遺産の内容を見た時に、

大村純忠を抜きにして長崎県のキリスト教関係

を語られるのかと、この一番の何度も言う史実

に基づいた話なんです。 

 文化庁とか、そういう識者の意見を聞いたら、

今回の世界遺産の目的に大村の今の置かれてい

る状況は合致しないと、こんなようなことを言

うわけよ。だから、それが具体的にどんなこと

が合致しないのかと。どんなふうに、いわゆる

構成資産から漏れるに足るだけの状況にあるか

と。ここのところがいま一つわからんわけだよ。 

 言うように、何も私は難しいことを言ってい

るわけではないんですよ。史実に基づいて、こ

うだ、ああだということを、もういろいろと細

かく言わんでも、皆さん方はもう勉強していた
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だいてわかっているはずだから言わないだけの

ことなんだけれども、どうしても今回の世界遺

産の目的に合致しているから、むしろ入らない

のが、構成資産から漏れていること自体が大き

な過ちではないんでしょうかと、こんなような

ことを言っているわけよ。だから、どこが要す

るに要件に満たないのか、その辺のところを語

っていただかなければ、なかなか理解ができな

いんですが、いかがでしょうか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 先ほど、諸要件

がございますという答弁をさせていただきまし

たけれども、その中で一つは法的保護が整って

いること、これは文化財保護法により保護措置

が適切に図られているというのが一つの条件に

なってまいります。 

 一方で、今、大村純忠ゆかりの、例えば史跡

の公園でありますとか、三城城でありますとか、

仏の谷、放虎原殉教地等につきましては、まだ

その段階には至っていないという状況でござい

ました。いわゆる国の文化財保護法の保護措置

の適用を受けていないという状況にもございま

す。 

 そうしたことから、たくさんの関係する遺産

の中から文化庁や専門家との議論の中で、今の

構成資産を選び取りしているという状況でござ

います。 

【小林委員】 だから、そういう何というかな、

過去の手続の問題とか、要するに文化財的な指

定を受けてないと。これが大きな、いわゆる今

回漏れた理由だというようなお話ではなかった

かと思うんです。 

 文化財とかのそういう手続をやれば文化財指

定は受けることができる内容だと思うんです。

だから、失礼だけれども、大村市の関係者の方々

がどう考えておったのかわからないけれども、

いずれにしましても、もうとにかく、今回は潜

伏キリシタンだけれども、こうやってキリスト

教を前提とした世界遺産だということで、教会

群だとか、あるいはそういう関連遺産とか、こ

ういう形でスタートしてきて、今、潜伏という

格好になったんだけれども、この一連の流れを

見ましても、大村純忠を抜きにして断じて語る

ことはできないと思っている。 

 ただ、そうやって何といいますか、文化財の

指定を受ける手続をとっていなかったというこ

とで、今、いろいろ言われている12の構成資産

を上回るだけの構成資産が大村市の中に現在存

在をしているにもかかわらず、それが素通りさ

れるというような形で、あたかも史実が曲げて

しまわれるようなそんな状況の中ではいかがな

ものかと思っているわけです。 

 だから、今回、構成資産に今から大村市を入

れてほしいとか、そんなできもしない無理難題

は論外として、もう少しここの大村純忠という

ことの中に脚光を浴びてもらっても、私は世界

遺産の要件をまさに満たすだけのものは十分あ

るんではないかと。むしろ、補完的ないわゆる

厚みを加える大きな価値がそこにあるんではな

いかと、どうしても考えているわけですが、そ

ういう考え方はございませんか。 

【中﨑文化観光国際部長】 世界遺産登録の経過

は、先ほど世界遺産登録推進課長が答弁したと

おりでございます。 

 私も今回、部長に就任しまして、県内の構成

資産を全て見てまいりました。そしてまた、現

地の首長、それから関係者とも意見交換をして

まいりました。 

 そして、そういった隠れた信仰にあるという

ことで、そういった集落をきちんと守って、世

界の宝を後世に残していくということも大事で
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ございますけれども、一方では、今回、世界遺

産を契機に、やはり多くの方、国内外に長崎に

おけるキリスト教の価値を発信して呼び込むと

いうことも大事だと思っています。 

 そのような観点から考えますと、やはり長崎

におけるキリスト教をお伝えするのは、禁教期

にとどまらず、伝来期、そして禁教を経て復活、

そういった一連のストーリーを発信することが、

やはり多くの皆さんに感動を呼び込むものだと

考えております。 

 そうしますと、やはり12の構成資産だけでな

く、ほかに関連資産と組み合わせてそれを発信

することが、多くの方に感動を呼ぶことと併せ

て、今の構成資産というのは点在しております

ので、既存の関連資産と組み合わせることによ

って非常に周遊もしやすくなる、あるいは、い

ろんな経済的効果も県内各地に波及できると考

えております。 

 そういった意味でいきますと、キリスト教に

おいて、非常に重要な役割を果たした大村純忠

の功績というのはきちんと検証して、先ほどか

ら話に出ております空港の拠点となっている大

村市でしっかり学んで、また五島に行っていた

だくとか、そういうふうなツアーも組み立てて

いきたいと考えておりますので、今回の世界遺

産の登録の意義をしっかりとかみしめて取り組

んでまいりたいと思っております。 

【小林委員】 部長がそういう考え方で、ただ、

部長のこの間からのいわゆる本会議におけると

ころの、世界遺産におけるところのいわゆる経

済効果という質問を他の議員の方々がおやりに

なった時の部長の答弁ですけれども、やっぱり

構成資産12だけを考えて、そういう周遊対策を

中心としてお考えになっていると。少なくとも

今みたいな答弁は全くなかったわけですね。通

常、12の構成資産を、まずしっかり皆様方に見

ていただくというところから始まることはわか

らんわけではないんだけれども、私が今言って

いるように、史実を、歴史の実際をこうして読

んでみると、やっぱりこれは外せないなと。む

しろ、先ほども言っているように、今回のそう

いう構成資産12のさらに厚みを加える一つの

存在として、大村市の大村純忠を避けて通るこ

とはできないんではないかと。 

 やはり歴史を見ましても、このキリスト教で

繁栄をもたらすわけですよ。そこから禁教なん

です。そして、その禁教の後に潜伏なんですよ。

1865年の信徒発見というまさに歴史の偉大な

事実に対して、まさしく250年も、宣教師も誰

もいない状況の中でキリスト教がしっかり守ら

れてきた、その背景の裏には、全部大村純忠公

の存在がやっぱりあるわけですよ。そこのとこ

ろを語らずして、今の12の構成資産は構成資産

としての価値は十分おありになるということは

十分わかっておりますけれども、ここにもう一

つ厚みを加えるという意味において、私は捨て

がたいものではないかと。素通りさせては絶対

にならないと。だから、準構成資産的なそうい

う立場の中で、やはりここのところは、この盛

り上がりを価値あるものにするために考えてい

ただきたいと、私はこういうふうに思っており

ます。私は、県庁の方から、歴史博物館に行っ

たら大村純忠公の新たなそういう展開が資料の

もとに出されていますよと、私も早く1回行っ

てぜひ拝見させていただきたいと、こういうよ

うなことで、県の行政の方々もその辺のところ

については十分お考えをいただいているという

ことはよくわかっていますけれども、ぜひそう

いう意味で、これからの潜伏キリシタン関連遺

産の世界遺産登録は目の前という時に、さあい
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よいよこれから、これをどう長崎県のまさに繁

栄に活かしていくかというようなことになって

いくわけだから、その点から考えても絶対に大

村純忠は外すことのできない歴史上の人物であ

ると。まさに、この世界遺産の正式登録にふさ

わしい第一人者であると、このことをぜひ強調

して、今後、周遊対策についても、またいろん

なそういう価値観のアピールについても、大村

純忠を抜きにして語っていただきたくないと。

ぜひ、厚みを加えていただきたいことを重ねて

お願いしたいと思いますが、最後にこの私の考

え方に対しての決意をひとつお願いしたいと思

います。 

【中﨑文化観光国際部長】 いよいよ世界遺産、

明日、バーレーンに向けて出発するわけでござ

いますけれども、暫定リストに載ったのが平成

19年でございます。そうしますと、この11年の

長きにわたって、大変多くの方がご苦労され、

携わってきたわけでございます。そういった思

いを持って、私も現地でこの登録の決定を迎え

たいと思っておりますけれども、そういった意

味からも、この12の構成資産はもちろんでござ

いますけれども、関連する資産、大村純忠公の

顕彰遺産も含めて、県内に123ございます。こ

ういったところもしっかり組み合わせて、そし

て長崎県におけるキリスト教の歴史をきちんと

発信する、そういったことがこの登録に際して、

今まで携わってきた多くの方の思いに応えるこ

とだと思っております。しっかりと今後も取り

組んで、登録の効果を県内全体にいきわたらせ

ることができるよう前向きに取り組んでまいり

たいと考えております。 

【佐古観光振興課長】 私の方から、もう少し早

いタイミングで申し上げればよかったんですけ

れども、昨年の観光振興課の取組としまして、

関係事業者と一緒になりまして、日本遺産と世

界遺産、潜伏キリシタンの遺産をテーマに12本

の企画商品を作成いたしました。これはもう昨

年度末ぎりぎりにでき上がったものですけれど

も、その中の一つに「キリシタン紀行大村・諫

早編」というのがございまして、こちらにつき

ましてはコース、行程で申し上げますと、スタ

ート地点が大村純忠公の終焉地、ここをスター

トいたしまして、首塚・胴塚、それから放虎原

殉教地といったところを回るようなコースも作

成をしたばかりでございます。 

 ちょっと私の方から部長に事細かにこれまで

説明してなかったものですから申し訳ないんで

すけれども、そういった企画商品もつくってお

りますので、今年度はそういったものの販売促

進にもしっかり取り組んでまいりたいと思って

おります。 

【大場委員長】 課長、もしよろしければ、その

辺で出せる資料があったらいただければ、こう

いうふうな形で後でいただければと思いますの

で。 

【小林委員】 せっかく観光振興課長がご丁寧な

答弁をいただいたんですが、そこのところは私

も承知をしておったつもりです。 

 ただ、部として、県の一番の幹として、私は

その認識を全員の方々に持っていただきたいと。

当然知事をはじめとして、やっぱりそれぞれ関

係の皆様方に、この大村純忠公の位置づけとい

うものをきちっと据え置いて、今回のいわゆる

潜伏キリシタンの世界遺産登録という形の中で、

やっぱり位置づけていただきたいということを

一番願いたいわけですので、こうやって観光振

興課でもいろいろとやっていただいていること

に感謝しながら、しかし、一番大もとのそうい

うところをひとつお願いしたいと。その決意を
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先ほど部長から聞かせていただきました。ぜひ

その方針でよろしくお願いしたいと思います。 

【大場委員長】 ほかにございますか。 

【吉村(庄)副委員長】 大分時間が過ぎておりま

して大変恐縮ですが、質問させていただきたい

んですが、時間は端折りたいと、こういうふう

に思います。 

 まず、世界遺産の問題です。先ほどからいろ

いろ話もあっておりますし、今も小林委員の方

からかなり格調高く、基本的ないろいろご意見

も出たり、ご要望も出たり、それから部長の答

弁も聞かせていただきました。その点はそうい

うふうに思いますが、ご同慶に堪えないと、こ

こまでこられたのに、あるいはきたのについて、

そういうふうに思っております。 

 そこで、世界遺産については3ページにも書

いてありますが、登録はゴールではなく、県内

に広く、経済効果というものが中心的にしてあ

りますから、私もそれだけじゃないと思います

けれども、地域の皆様と構成資産の歴史的価値

を共有するという話が書いてありますね。そう

いうことで愛着を持ってまちづくりを進めてい

くんだと、活性化に結びつけていくと、こうい

うふうになっているんですね。 

 ここはやっぱりそれぞれの地域で少し差があ

るんではないかと思いますが、それが理想的に

いっておけば一番いいんですけれども、いわゆ

る今、構成資産になっている地域のＡならＡと

いうところに、やっぱり世界遺産の価値がある

ようなものなんだということですね、結果的に

言えば。そういうものをその地域の皆さん方や

もちろん長崎県全体、全国もそうでしょうけれ

ども、特に当該地域の皆さん方がそういう考え

方をきちっと持っていかれることは非常に大事

だと思うんですね。だから、共有するという意

味では、まだまだというか、差がいろんな意味

で温度差が少しあるような気もいたしますから、

一つひとつ申し上げませんけれども、そういう

ところについて十分配慮をしていただきたいと、

こういうふうに思いますが、そこのところにつ

いての基本的な考え方、いわゆる共有をしてい

くということは、そういう地域を中心にして、

とにかくそういう価値がある、その価値の内容

について、やっぱり地域が認識をしていただく、

こういうことが必要だと思っております。その

ことで書いてあると、方針を立ててあると思い

ますから、そこのところについて、基本的な認

識をお聞かせいただきたい。 

【村田世界遺産登録推進課長】 委員ご指摘のと

おり、地域の方々が世界遺産の歴史的価値を共

有するというのは、その後の資産の保存管理の

面も含めまして、非常に重要なことだと考えて

おります。 

 そういったことで、今、私どももそうなんで

すけれども、関係市町と連携して、地域に入り

まして、例えば地域の方々のご要請に応じて講

座を開くとか、そういったことで出前講座など

を開きながら、地域の人たちの認識を共有化し

ているということもあります。 

 それともう一つ、私どもで今、積極的に進め

ようと考えておりますのが、やはりふるさと教

育、先ほどもちょっと出ていましたけれども、

そういった中で若い世代の方々にもこの資産の

価値をしっかりと理解をいただいて、その後の

将来にわたって資産を継承していかなければい

けないわけですけれども、そういった担い手に

なる子どもたちに対しても、ふるさと教育の中

で取り組んでいくと、盛り込んでいくというこ

とを考えております。 

 あらゆる世代の人たちにそういう歴史的価値

をお示しいたしまして、価値の理解を深めてい

ただけるような努力をしていきたいと考えてお
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ります。 

【吉村(庄)副委員長】 それはわかりました。当

然そういうことで頑張っていただくと思います。 

 それから、前段の3ページに、先ほども説明

がありましたが、私は十分お聞きできなかった

のかどうかわかりませんが、「世界遺産受入推

進協議会を開催し云々」と書いてありますね。

これは当然そういうことで取組を、今のことと

も関連して行われてきたことは理解をいたしま

すが、引き続き官民一体となって各種課題に取

り組んでいくという書き方というか、方針、取

組の仕方として書いてあるわけです。 

 この各種課題ということについて、現時点で

どのようなことを考えておられるのか。全て

100％ということではないだろうと思うんです

が、これだけ方針を出しておられるということ

であれば、推進協議会等でこれから受け入れ万

全、こういうことも当然考えながら、各種課題

について取り組んでいくと、こういうふうにし

ていますから、今の段階でここら辺の問題につ

いて、課題をどういうふうに認識をしておられ

るのか、お聞かせ願います。 

【佐古観光振興課長】 世界遺産の受入体制につ

きましては、まずは集落の中にある教会堂周辺

の駐車場ですとか、トイレですとか、そういっ

た便益施設につきましては、おおむね整備がな

されております。 

 その上で、現在、私どもとして、課題として

考えておりますのは、やはり潜伏キリシタンの

関連遺産というのが、歴史的な価値というのを

しっかりご説明する。その説明なしに、ただ教

会の中を見るとか、集落を眺めるというだけで

はなくて、全体のストーリーの中での位置づけ

ですとか、そういった価値をしっかり直接ご説

明をして理解していただくというのが大事だろ

うと思っています。 

 そういった意味で観光振興課におきましては、

これまでも長崎巡礼センターへの補助という形

で巡礼ガイドを育成してまいりました。今現在、

84名の方が活動していただいています。ただ、

ほとんどが比較的年配の方というのもございま

すので、今後、10年、20年を考えていった時に、

さらにすそ野の拡大といいますか、また次の世

代にどうやって引き継いでいくか、そういった

ところをしっかり考えていかないといけないな

というのが一つの課題だと考えています。 

 もう一つは、どうしても県内に点在をしてお

りますので、これはもう従来から二次交通対策

の重要性というのは議会も含めてご議論いただ

いているところでもございます。私ども、今の

当面の対応としましては、周遊対策、例えば定

期航路が利用できないところは海上タクシーを

使って商品化をするとか、そういった対応はし

ておりますけれども、やはり海上タクシーを使

いますと、少し高額になるとか、いろんな問題

もございます。 

 ただ、一方で定期航路を簡単に大型化とか、

増便とか、これも国の補助航路になっています

関係でなかなか簡単にもまいりませんので、そ

れはちょっと少し別の重い課題として、できる

だけ広域での周遊ができるような商品づくりと

いいますか、そういうところが課題になろうか

なと思っています。そこにしっかり取り組んで

まいりたいと考えているところです。 

【吉村(庄)副委員長】 これで最後にしますが、

ほかにもお尋ねしたいことはありましたが、時

間の関係もございますから。 

 今おっしゃった中で、課題の中でそれぞれお

考えいただいていること、十分わかります。た

だ、ソフト的なこと、それからハード的なこと、

いろいろあると思いますが、先ほどから話が出

ていたところで、例えば私のところの佐世保市
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の黒島あたりの教会、それと地域、これを考え

てみますと、やっぱり観光客がたくさん来られ

る。そして、地元の人の思いがどういうふうに

なるのかとか、こういうところを考えてみます

と、やっぱりハード的な意味ではトイレその他

の問題も含めて、それから、一番最初に世界遺

産登録推進課長から答弁がありました、いわゆ

る地域の皆さん方が世界遺産にふさわしい価値

を持った、黒島で言うと黒島教会であり地域な

んだということをしっかり認識をされないと、

やっぱりいろいろな問題が出てくるんですね。

そういう意味で申し上げましたから、ハード・

ソフト、しっかり頑張っていただきたいと、こ

のことだけを申し上げて、私の質問を終わりま

す。 

【大場委員長】 ほかにご意見、ご質問はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ほかに質問がないようですので、

文化観光国際部関係の審査結果について整理を

したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時１９分 休憩 ― 

― 午後 ３時１９分 再開 ― 
 

【大場委員長】 再開いたします。 

 これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、警察本部、出納局・

各種委員会関係の審査を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時２０分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年 ６月２７日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ３時１２分 

於  委 員 会 室 １ 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 大場 博文 君 

副委員長(副会長) 吉村 庄二 君 

委 員 宮内 雪夫 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   下条ふみまさ 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   吉村  洋 君 

 〃   宅島 寿一 君 

 〃   宮本 法広 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し 
  

 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

警 務 部 長 伊藤 健一 君 

首 席 監 察 官 森﨑 辰則 君 

総 務 課 長 杉町  孝 君 

広 報 相 談 課 長 犬塚 尚男 君 

会 計 課 長 井手 孝志 君 

警 務 課 長 宮崎 光法 君 

装 備 施 設 課 長 佐藤 一春 君 

監 察 課 長 山口 善之 君 

教 養 課 長 平田 泰範 君 

厚 生 課 長 内田 久子 君 

留 置 管 理 課 長 黒岩 茂久 君 

生 活 安 全 部 長 田尻 弘久 君 

生活安全企画課長 北村 秀明 君 

地 域 課 長 近藤 邦生 君 

少 年 課 長 宮下 直樹 君 

生 活 環 境 課 長 山崎 博之 君 

刑 事 部 長 森田 英孝 君 

刑 事 総 務 課 長 永峰 一宏 君 

捜 査 第 一 課 長 塚本 松一 君 

捜 査 第 二 課 長 中根純一郎 君 

組織犯罪対策課長 宮原 哲朗 君 

交 通 部 長 土井  隆 君 

交 通 企 画 課 長 小松 浩幸 君 

交 通 指 導 課 長 松岡  隆 君 

交 通 規 制 課 長 植木  保 君 

運転免許管理課長 黒﨑  誠 君 

警 備 部 長 西浦 泰治 君 

公 安 課 長 池園 直隆 君 

警 備 課 長 鷺池 満治 君 

外 事 課 長 船場 幸夫 君 

 
 

会 計 管 理 者 野嶋 克哉 君 

会 計 課 長 福田 修二 君 

物 品 管 理 室 長 吉野ゆき子 君 

出 納 室 長 櫻井  毅 君 

 
 

監 査 事 務 局 長 辻  亮二 君 

監 査 課 長 友田 卓志 君 

 
 

人事委員会事務局長 寺田 勝嘉 君 
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職 員 課 長 (参 事 監 ) 馬場 直英 君 

 
 

労働委員会事務局長(併任) 寺田 勝嘉 君 

調 整 審 査 課 長 山田  健 君 

 
 

議 会 事 務 局 長 木下  忠 君 

総 務 課 長 高見  浩 君 

議 事 課 長 篠原みゆき 君 

政 務 調 査 課 長 太田 勝也 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

 

【大場委員長】 おはようございます。 

 総務委員会を再開いたします。 

 これより、警察本部関係の審査を行います。 

 審査に入ります前に、理事者側から、3月の

人事異動に伴う新たな幹部職員について紹介が

ありますので、これを受けることにいたします。 

【伊藤警務部長】 警察本部警務部長の伊藤でご

ざいます。 

 本日出席しております警察本部の幹部職員の

中で、本年3月23日付けの人事異動で着任した

幹部職員をご紹介いたします。 

（各幹部職員紹介） 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

【大場委員長】 それでは、これより審査に入り

ます。 

【大場分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算にかかる報告議案を議題といたします。 

 警務部長より報告議案説明をお願いいたしま

す。 

【伊藤警務部長】 警察本部関係の議案について

ご説明をいたします。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号知事専決事項報告「平成29年度長崎

県一般会計補正予算（第9号）」のうち関係部

分であります。 

 これは、さきの3月定例県議会予算決算委員

会におきまして、専決処分により措置すること

について、あらかじめご了承をいただいており

ました平成29年度予算の補正を、3月30日付け

で専決処分させていただいたもので、その概要

をご報告いたします。 

 警察本部所管の補正予算額は、歳入予算が

9,791万1,000円の増、歳出予算が3億5,545万

8,000円の減であります。 

 歳入予算の主な内容についてご説明いたしま

す。 

 財産収入につきまして、公舎等の敷地売払収

入9,247万円の増であり、その他は記載のとおり

であります。 

 次に、歳出予算の主なものについてご説明い

たします。 

 一般管理費につきまして、庁費その他一般経

費5,227万9,000円の減であり、その他は記載の

とおりであります。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いをいた

します。 

【大場分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。 

 質疑はございますでしょうか。 
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【宮本委員】 毎日の任務、大変ご苦労さまでご

ざいます。 

 1点だけ質問をさせていただきます。確認を

させていただきます。 

 先ほど説明がありました2ページで、公舎等

の敷地売払収入9,247万円の増とありまして、相

当な収入になっております。公舎等ということ

ですので、何らかの建物だというふうに思って

いますけど、これについて具体的に教えていた

だけますか。 

【井手会計課長】 ご質問を受けました公舎等敷

地売払収入9,247万円の増について、内容をご説

明いたします。 

 まず、長崎市内の城栄町の公舎跡地は、面積

的にも結構広い、整った場所でございます。こ

れについては1億9,200万円ぐらいで売却でき

るものと見込んでおりましたところ、2億7,100

万円での売却ができました。これに伴ってプラ

ス7,900万円。 

 さらに東彼杵の駐在所の敷地跡地につきまし

て644万円での売却、さらに北栄町の警察官舎

の跡地につきまして700万円での売却ができて

おります。東彼杵駐在所と北栄町の官舎につき

ましては、平成29年度で売却予定ではなかった

んですが、買い手が見つかった状況がございま

して売却を決定いたしまして、これに伴いまし

て全体として9,247万円の増と、そういう状況で

ございます。 

【宮本委員】 分かりました。売れたということ

で、いいことですね、今まで眠っていたところ

が売れたということでした。 

 今あったのが3つだったですかね。そのほか

にまだ残っているものとか、もうちょっといけ

ば売れそうなというか、活用できそうな見込み

はまだあるんでしょうか。 

【佐藤装備施設課長】 現在、県警で保有してい

る売る予定地、未利用地という形でありますけ

れども、職員公舎の跡地、交番、駐在所の跡地

を含めまして25か所を抱えております。 

 過去に売った時に場所が悪いとかという関係

でなかなか売却できなかった土地も残っており

ますが、平成30年度におきましては、大村市内

の職員公舎を含めて5か所を更に売却する予定

を組んでおります。 

【宮本委員】 分かりました。こういった形で、

いろんなものに利用できるのはいいことですか

ら、さらにいろいろ尽力いただければと思いま

す。 

【大場分科会長】 ほかにございますでしょうか。 

【下条委員】 私も9,247万円のことをお尋ねし

ようと思っておりましたら、宮本委員から先に

聞いていただきましたので、了といたします。 

 それに関連してですが、県警の旧本部庁舎は、

建物は耐震性がということでありますので、こ

れから壊すことになっていくと思うんですが、

あの土地の性質はどういうものですか。あれは

県警の用地で、これを県の一般の管理の方に移

していくのか、それから売るのか、有効活用す

るのか、その次の段階ですが、どういうふうな

性質として。今まで長く使っておりました県警

本部庁舎の今後のことについて、お知らせをい

ただければありがたいと思います。 

【佐藤装備施設課長】 旧警察本部庁舎の跡地に

つきましては県有地であります。 

 今現在、旧県庁舎と一体化して跡地活用につ

いて県の跡地活用推進室の方で、知事部局と一

緒に、どういうふうな活用方法になるかという

ことで検討中であります。 

【大場分科会長】 ほかにございますでしょうか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 
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【大場分科会長】 よろしいですか。ほかに質疑

がないようですので、これをもって質疑を終了

いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１０時 ９分 休憩 ― 

― 午前１０時 ９分 再開 ― 

 

【大場分科会長】 再開いたします。 

 報告議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 報告第2号のうち関係部分は、原案のとおり

承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算にかかる報告議案は、原案のと

おり承認すべきものと決定をされました。 

【大場委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 警務部長より総括説明をお願いいたします。 

【伊藤警務部長】 警察本部関係の議案について

ご説明をいたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

事件議案1件でございます。 

 それでは、総務委員会関係議案説明資料、警

察本部の1ページをご覧ください。 

 第103号議案は、平成26年9月28日、長崎市田

中町の国道上において、警察本部の職員が、公

用二輪車（白バイ）を運転中、反対車線を走行

する交通違反車両を認めて再度確認する際、前

方不注視のまま進行したため右折待ちで停車中

の普通自動車に追突するなどしたものでござい

ます。警察側の過失が100％と認定されたこと

に基づき、賠償金920万6,064円について、和解

及び損害賠償の額を決定しようとするものです。 

 なお、この損害賠償金は全額保険から支払わ

れることになっております。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明をい

たします。 

 同じく資料の2ページをご覧願います。 

 これは、公用車による交通事故のうち、和解

が成立いたしました2件及び損害賠償事案2件

の合計45万7,782円を支払うため、6月1日付け

で専決処分をさせていただいたものであります。 

 このうち損害賠償事案2件につきましては、

大村警察署の職員が押収して保管中の相手方所

有のハードディスクが起動不能になった事案、

及び相浦警察署の職員が交通事故処理中に誤っ

て相手方所有の普通自動車のボンネットを損傷

させた事案であります。 

 この損害賠償事案の賠償金合計9万4,476円

は、全額県費から支払われることになっており

ます。 

 公用車による交通事故を減少させるため、春

の異動により不慣れな車両を運転することにな

った職員に対する運転技能向上を目的とした訓

練のほか、各警察署等に指定した安全運転指導

員に対する講習会を実施して事故防止体制の構

築を図るなど、再発防止に取り組んでおります。 

 今後も引き続き、交通事故をはじめとする損

害賠償事案を起こすことがないよう、指導を徹

底してまいりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

 このほか、犯罪の一般概況について、ストー

カー及び配偶者等暴力事案の認知状況について、
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特殊詐欺の被害防止対策について、暴力団対策

について、少年非行の概況について、生活経済

事犯の取締り状況について、交通事故の発生状

況について、「長崎県行財政改革推進プラン」

に基づく取組につきましては、縦長の総務委員

会関係議案説明資料に記載したとおりとなって

おります。 

 以上をもちまして、警察本部の説明を終わり

ます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いを申し

上げます。 

【大場委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより事件議案に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

【下条委員】 今、関係議案説明資料1ページで

説明をいただきました長崎市田中町での物損事

故ですが、賠償金が920万6,064円という大変大

きな額になっておりますね。保険から全額支払

われるわけですが、まず内訳をお尋ねしたいん

です。 

 物損賠償で幾らなのか。それから、むち打ち

的なものが生じられたのではないかなと私は想

像するんですが、この車には何名が同乗されて、

何名が病院等にかかられる状況になったのか。

それから、将来後遺症が出ることも含めた中で

の慰謝料的なものが上乗せされていくと思うん

ですが、そこの内訳をちょっと詳しく教えてい

ただければと思うんですが。 

【山口監察課長】 ただいま下条委員からお尋ね

がありました内容についてご説明いたします。 

 まず、損害の内訳でありますが、人身賠償額

が884万5,064円という形になっております。物

損につきましては36万1,000円ということであ

ります。 

 相手の車両には運転手、助手席、後部座席に

2人と4名乗車しておりました。それで、委員の

お話にもありましたように全員が、分かりやす

く言うとむち打ち、頸椎捻挫というふうなこと

で、かなりの期間、通院等をしております。た

だ、相手の方たちは後遺障害を申し立てたので

ありますけれども、後遺障害については認めら

れずに終わっております。それで、最終的に先

ほどご説明いたしました内訳になりました。 

【大場委員長】 ほかにございますでしょうか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 事件議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第103号議案は、原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、事件議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定をされました。 

 次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料についての説明を求

めます。 

【伊藤警務部長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した警察本部関係の資料について、ご説明をい

たします。 

 1,000万円以上の契約状況につきましては、2

月から5月までの実績は、資料に記載したとお

り8件となっております。このうち、長崎県警



平成３０年６月定例会総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２７日） 

 

- 45 - 

察統合情報通信ネットワークシステム用端末装

置の再リースなど2件を随意契約しているとこ

ろであります。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いを申し

上げます。 

【大場委員長】 次に、議案外所管事務一般に対

する質問を行うこととします。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 それでは、次に、議案外所管事

務一般について、ご質問はありませんか。 

 しばらく休憩をいたします。 

 

― 午前１０時１８分 休憩 ― 

― 午前１０時１８分 再開 ― 

 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

【小林委員】 さきの委員会で、長崎県の迷惑防

止等の条例の改正について意見を申し上げたと

ころでありますし、また、一定のご答弁の中で

方向性が見えたと思っております。この問題に

つきましては、私の質問を先にやらせていただ

いて、その後にまた論議をさせてもらいたいと

思っております。 

 私が今日、第1番目に質問したいと思います

ことは、改正道路交通法が去年3月頃に改正を

されました。この中で一番の大きな特徴という

かポイントは、75歳以上のいわゆるご高齢のド

ライバーに対する認知機能の検査をしなければ

ならないと、こんなことが実は課せられたわけ

でございます。 

 新聞を見ておりますと、1年経過して、認知

機能の検査を受けられた方が全国で210万人ぐ

らいいらっしゃると。そして、その210万人の

中で結果として5万7,000人ぐらいが認知症の

おそれと、つまり第1分類と判定されたと、こ

んなことが明らかになったところでございまし

て、そのことが大きく新聞等で報道されている

わけであります。 

 長崎県の交通事故の問題を考えてまいります

時に、いわゆる高齢者ドライバーによるところ

の被害者、あるいは加害者というような形の中

で、分けても加害者のそういう状況等を県警当

局としても非常に重要視されていると思います

し、何らかの形で対策を講じていかなければい

けないと。その対策のポイントが、75歳以上の

ドライバーにつきましては認知機能の検査だと、

こういうようなことがずっと流れているところ

でございます。 

 第1分類の認知症のおそれがあるという判定

の下った方が長崎県においてどれぐらいあるも

のかということは大事な問題であるし、私ども

といたしましても非常に関心の高いところでご

ざいます。 

 長崎県の中で75歳以上のドライバーが何人

ぐらいいらっしゃって、免許更新とか、あるい

は信号無視など違反をした場合に認知機能の検

査を受けなければいけないということでござい

ますが、何人ぐらいが受けたのか。 

 その中で第1分類、あるいは第2分類、第3分

類という3段階があることも承知をいたしてお

りますが、特に第1分類の認知症のおそれとい

う状態の方がどれくらいいらっしゃったか、ま

ずその辺のところについてお尋ねをしたいと思

います。 

【黒﨑運転免許管理課長】 ただいまのご質問に

ついてご説明いたします。 

 認知機能検査の受検者数については、昨年3
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月12日の道路交通法改正後、今年の3月末まで

の間の統計でいきますと2万1,389件でござい

ます。そのうち第1分類の判定者は、3％である

656人であります。参考までに自主返納をされ

た方は、そのうちの36％に当たる236人でござ

います。 

【小林委員】 自主返納が何人ですか。 

【黒﨑運転免許管理課長】 自主返納者は236人

でございます。 

【小林委員】 36％ですね。 

【黒﨑運転免許管理課長】 はい。 

【小林委員】 2万1,389人の方が認知機能の検

査を受けたと、その3％に当たる656人の方々が

第1分類という判定が下ったと。そして、その

中で自主返納をされた方が約36％の236人とい

うご答弁をいただきまして、よく分かったとこ

ろでございます。 

 第1分類につきましては、判定が下ってそれ

でいいかといえば、それでいいわけではなくし

て、必ず医師の診断をいただかなければいけな

いと義務化されていると思うんです。 

 そして、その医師の判断によって認知症だと

診断がくだって、免許を返納するか、あるいは

停止されるか、とにかく運転をしてはならない

ということになっていくのではないかと受け止

めております。 

 そういう、自主返納以外で与儀なくされた方、

本当は自分はまだ運転したいと思っていらして

も診断でそれができなくなったというような方

がいらっしゃいますか。その辺のデータがござ

いますか。 

【黒﨑運転免許管理課長】 ただいまの委員のご

質問についてご説明いたします。 

 まず、診断書の提出者というのがあります。

要するに第1分類という判定を受けた後に、診

断書の提出命令という形があります。それでい

きますと120人ほどおりました。 

 その中で取消処分者は10人、定期的に検査を

受けなければならない人が85人、継続して運転

できる方が23人で、処分の前に失効した人が2

人です。以上、120人の内訳であります。 

【小林委員】 要するに第1分類の656人の中で、

自主返納をされた方以外に、免許を取消しとか、

停止とか、そういうような形に余儀なくされた

と、そこを言っているわけです。 

 656人のうちの36％の人は自主返納をされた

と。それ以外の方々で、まだ運転は続けたいん

だけれども、認知機能検査で第1分類の認知症

のおそれという判定で医師の診断を受けて認知

症だと、これ以上車を運転してもらっては困る

ということで免許証の取消し、あるいは停止と

なった方がどれくらいいらっしゃるかというこ

とでございます。お答えがあって私が聞き漏ら

したのかもしれませんが、その点のところが大

事でございますので、重ねてお尋ねをいたした

いと思います。 

【黒﨑運転免許管理課長】 先ほどの数値的なも

のからしますと、全部が全部、医師の診断を受

けて、その後に取消しとか停止という形の選択

肢があるわけではございません。その中で自主

的に返納される人、免許証を更新しない人がそ

れぞれおられまして、自主返納をした人が236

人、免許更新をしなかった人が37人です。 

 かつ、分類変更。認知機能検査で第1分類と

なった方の中で、もう一度、認知機能検査をし

た場合に第2分類若しくは第3分類に分類変更

をした方が144人ほどおられます。 

 最終的に、例えば免許証を返さなかったり自

主返納をしなかったりという形で、かつ医師の

診断により運転を継続するべきではないとなっ
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た方について免許を取消しという処分、それが

10人でございます。 

【小林委員】 要するに取消しを余儀なくなされ

た方が10人いらっしゃるということでよろし

ゅうございますか。 

【黒﨑運転免許管理課長】 そのとおりでござい

ます。 

【小林委員】 改正道路交通法で、今申し上げる

ように75歳以上の高齢のドライバーの方々に

ついては、第1分類、第2分類、第3分類と認知

機能検査で3段階に判定されるということ。 

 そして、確認の意味で申し上げるんですが、

検査で第1分類、認知症のおそれと認定された

方は、まずドクターの診断を受けなければなら

ないということ。診断を受けた結果、これ以上

継続は難しいという形で、自主返納ではなくし

てドクターストップがかかったというような方

が10人いらっしゃるんだという認識の中で話

を続けさせていただきたいと思います。 

 第1分類については、それだけ二重にも三重

にもと。つまり、75歳を超えましたら3年に1度

の免許更新の際に認知機能の検査を受けなけれ

ばいけない。同時に検査だけではなくして改め

て講習も受けなければならないと義務化されて

いると、これが道路交通法の今回の改正だとい

うことでございます。 

 では、第1分類ではなくして第2分類、第3分

類というのがあるわけですが、例えば第2分類

については認知機能の低下のおそれというよう

なことで、まだ認知症になっていないけれども、

認知機能が非常に低下してきているというよう

な判定、第3分類については全然問題ないとい

う判定だということです。 

 この第2分類、あるいは第3分類の判定を受け

た方々は、医師の診断を受けなくてもよろしい

と、引き続き免許を更新することができるとい

う決まりになっているようですが、それは本当

ですか。 

【黒﨑運転免許管理課長】 委員ご指摘のように、

第2分類、第3分類については、その後の高齢者

講習、高度化講習というんですが、その講習を

受講することにより免許の更新は可能でござい

ます。 

【小林委員】 そういうようなことで、第3分類

は問題ないから、これは全然対象にならないと

思いますが、第2分類のところは認知機能の低

下のおそれと、いわゆる認知機能が低下してい

ると判定されて、しかも医師の診断は受けなく

てもよろしい、免許は継続して運転ができると

いうような状態になっています。 

 実は我々の記憶に新しいところ、全国的に75

歳以上の高齢者の事故が、本当に枚挙にいとま

がないようにいろんな事故が発生をして大きく

報道されている中において、確か5月の後半、

20日過ぎぐらいに、神奈川県茅ヶ崎市で4人を

ひくと、死傷者が4人になったというような大

きな報道がなされておりました。 

 その事件を各紙が取り上げておりまして、記

事を読むと、実はこの方は、事故を起こしたの

は5月20日過ぎだと、3月頃にはこの検査を受け

ておったんだと。免許更新に当たって認知機能

の検査、講習も受けて、そして晴れて免許更新

ができて運転ができるというようなことで、第

2分類か第3分類だったと、つまり第1分類では

なかったと。 

 ところが、この女性の方が4人の死傷者を出

すと。しかも、この事案の内容が、赤信号であ

りながら、まだ大丈夫であろうと過信をされた

のか知りませんが、そしてこういう痛ましい事

故になったということです。 
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 そういうことから考えてみたら、第1分類は

確かに問題が多すぎますけれども、第2分類に

ついては、いわゆる認知機能の低下のおそれと

いうようなことで、医師の診断を受けなくても

いい、免許の更新ができる、継続して運転がで

きるということになっているが、たった2～3カ

月前に認知機能の検査、あるいは講習を受けて、

初心に戻って改めて運転をやろうとなった時に、

こういう痛ましい事件があったということだか

ら、第2分類だから、あるいは第3分類だからと

いって、すべからく安心するようなことではな

いのかもしれないと、こんなようなことが実は

指摘をされているわけであります。私も、個人

的にはそういう問題は十分注意しなければいけ

ないのではないかと思います。 

 実はこの事故を起こした方は女性の方で、年

齢が90歳を超えていたと。しかし、検査で引っ

かからなければいいわけであって、当然そこに

ついては何も、検査という面からいけば問題視

はされないところでございますが、現実にこう

いう事故が起こった。 

 家族は、免許を更新させるべきではなかった

と、こんなようなことを言って悔やんでいると

いうことでございます。何だかんだ言っても人

の命は返ってこないわけでありますから、どん

なに泣き叫んで謝ったところで、人の命は戻っ

てこないと、こういうような痛ましいことであ

ります。 

 第2分類は認知機能の低下のおそれと、第3分

類は全然問題はないと、こうなっておっても、

現実にこういう痛ましい事故が発生していると

いう事例を見た時に、大体どういう受け止め方

を県当局としてなされているかと。第2分類と

か第3分類について、最善を尽くして更新のい

ろんなことをなされているわけでありますけれ

ども、具体的にこういう事案が出てまいります

と、仕方がないと言うだけではいかないところ

もあるのではないかと考えるわけでありますが、

県警当局として、この事案をどういうふうに受

け止めておられるか、何かコメントがあればい

ただきたいと思います。 

【黒﨑運転免許管理課長】 実際、私も新聞を見

ました時に、第3分類若しくは第2分類であって

免許の更新ができる中でこの事故が発生したと

いうことにつきましては、非常にいたたまれな

い思いであります。 

 現実に法的な規制でいきますと、第2分類、

第3分類であれば、その後の講習の密度が若干、

第2分類、第3分類の違いがあるんですが、更新

できるのは事実でございます。 

 ですが、そういった高齢の方であれば、短期

間でも認知的な症状が悪化する場合がございま

す。そういった時のために法的には、例えば安

全運転義務違反とか一時停止違反とか、信号無

視などの違反があった場合には即座に臨時認知

機能検査を受けさせるようなシステムはござい

ます。そういった形で、今回の場合は大変大き

な事故に発展したわけですが、ちょっとした軽

微な事故であってでも、人を傷つけるような安

全運転義務違反があった場合、一時停止のよう

な違反があった場合には、即座に臨時機能検査

を受けさせ、その値が前回の認知機能検査を受

けた時よりも点数が悪かった場合には、さらに

臨時の講習を受けさせるシステムになっており

ますので、今後、そのようなシステムを大いに

活用し、かつ、例えば警察署からの事故の通報

があって、認知機能の衰えが感じられるような

高齢者である時には、通報を受けるなどして対

応していきたいと考えております。 

【小林委員】 ありがとうございました。強い決
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意の中で、交通事故が多発しないようにと、ま

た、特に高齢者ドライバーの第1分類、第2分類

の判定については重大な関心を持ちながら今後

ともやっていくというようなことでございます。

そういうことでひとつ、今後ともしっかり取り

組んでいただくことをお願い申し上げておきた

いと思うわけであります。 

 もう一つ、新たな視点から問題点として指摘

されているのが、認知機能の検査を受けなけれ

ばいけないが、この１年間ぐらいで全国で約

210万人の方がこの検査を受けていまして、自

分の免許の更新が近づいてきて認知機能の検査

を受けなければならないが、教習所等の検査を

受ける場所に予約をしようと思ってもなかなか

順番が回ってこないと、非常に長く待たされて

いると、これはもう全国的に大きな課題となっ

ているということも問題点として取り上げられ

ているところでございます。 

 長崎県においては、教習所で、あるいはそれ

以外のところで認知機能の検査が行われている

のかどうか、よく分かりませんけれども、免許

更新の時期に認知機能の検査を受けなければい

けないが、認知機能の検査を受けようと思って

も予約が、ずっと長く待たされてしまって、こ

れがいかんともしがたいと、ひどい時にはもう

更新に間に合わなくて免許を失うというような

最悪なケースもあるのではないかと、こんなよ

うなことも実は懸念をされているところでござ

います。 

 長崎県においては、この辺の待ち時間という

か、待ち日数というか、平均してどれぐらい待

たなければ、そういう認知機能の検査を受ける

ことができないのか、そのことについてお尋ね

をしたいと思います。 

【黒﨑運転免許管理課長】 小林委員ご質問の件

についてご説明いたしたいと思います。 

 いわゆる講習の受講待ち、認知機能検査の待

ち日数の長崎県の平均につきましては、3月末

の時点からしますと60.3日という形で、約2カ月

待ちの状態になっております。 

 ちなみに全国と九州の平均でいきますと、全

国は49.6日、約50日、九州の平均の待ち日数に

ついては50.1日ということで、本県につきまし

ては非常に待ち日数の長い状況になっておりま

す。 

【小林委員】 さすが実態をよく把握していただ

いておりまして、こういう実態もまた裏にはあ

るんだということをよく当局で理解をしていた

だいているし、実態をわかっていただいて非常

に力強く感じるわけでございますけれども、今

言われました平均で60日を過ぎるという長崎

県の実態は、ちょっと私は。 

 新聞情報でございますけれども、確かに全国

平均が約50日ぐらいだと、49.6日となっている

けれども、長崎県の60日を超える待ち日数とい

うのは、実は九州でどれくらいの状況にあるの

かということを指摘されております。 

 私が今見ているのは読売新聞の6月8日号で

ございますので、今月の一番新しいデータだと

思います。福岡県で46.1日、佐賀県で47.4日、

熊本県で58.6日、大分県で45.8日、宮崎県で37.8

日、鹿児島県で48.5日、沖縄県で56.1日、そし

て長崎県が、今お話がありましたように60.3日

ぐらいと、こういうような状況でございまして、

九州8県の中で待ち日数が一番長いのは残念な

がら長崎県だということであります。これが明

らかになった以上、この対策について何らかの

手を打たなくてもよろしいのかどうかと。 

 今頃は教習所は、正直に言って規模が削減さ

れてみたり、あるいは縮小されていると。自動
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車教習所が昔みたいに、俗っぽい言い方で恐縮

でございますが、もうからないと、あまりうま

い仕事ではなくなってしまったと。つまり、ま

さに少子化です。若い方々が少なくなってきて、

あまり自動車教習所が昔みたいに繁盛していな

いということ。しかも、今回の認知機能検査の

個々の料金とか、その他の料金もあまり高くな

いというようなことで、教習所にとってはあま

り喜ばしいことではないというようなことも相

まってですね。 

 しかし、現実には75歳を超えたドライバーの

方々は認知機能の検査を受けなければいけない。

その検査を受けるところはいわゆる教習所だと

いうことです。この辺の60日を超えているよう

な実態を打破するために、何か対策をお考えに

なっているのか、また別にお考え方があるのか、

お尋ねをしたいと思っています。 

【黒﨑運転免許管理課長】 先ほど小林委員ご指

摘のように、九州管内ではワースト1位となっ

ているのが現状でございます。 

 この実態を精査しましたところ、やはり受け

皿、自動車学校の数が少ない。それと、届け出

自動車教習所、普通で言う教習所について他県

と比べますと若干少ないという形でありまして、

この数年間で3つほど自動車学校が閉校してい

るという現状もございます。 

 待ち日数が長いということは、イコール自動

車学校が渋っているのではないかという懸念も

されているわけですが、実際のところ自動車学

校は、確かに繁忙期である3月、4月及び大学生

が入る8月ぐらいについては、若者が入るため

に若干のコマ数の減少、そして若者の受験に向

けたシフトをしている現状はございます。 

 ですが、これについては高齢者が免許を失効

する前に確実に受講させている現状であり、今

までの長崎県警の調査の中では、受講待ちのた

めに更新ができなかった人はゼロでございます。 

 この実態を自動車学校に聞き取り調査をしま

したところ、受講待ちの日数にはちょっとした

疑問があるところが判明いたしました。といい

ますのは、6か月前から受付はできるんですが、

免許の更新ができる2か月前、この分の予定を

される方が結構いらっしゃる。要するに事前に

予約して空がなく3か月、4か月後の予約をして

いらっしゃる方がおられると、そこのところで

待ち日数が2か月、3か月膨らむという実態もあ

るかということで認識しております。 

 ですが、それだけが理由ではないと私たちも

危機感を持っておりますので、私たちの試験場

において認知機能検査だけでも、今現在は臨時

認知機能検査と臨時高齢者講習は試験場でも実

施しているんですが、プラス、認知機能検査の

段階でも運転免許試験場で、週1度だけでも、

体制的に可能な限り、自動車学校からの遅滞が

ないように試験場の方でケアしていこうかなと

いうことで、早速、7月の末頃から取り組める

ように準備の段階に入っているところでござい

ます。 

【小林委員】 ありがとうございます。きちっと

問題点を確認された上で、その問題が起こらな

いように、特に、今のご答弁の中で更新時期に

間に合わなかった事例は1件もないということ

と、そして7月から試験場で教習所の補助的な

状況でやって、待ち日数を少なくしていこうと

いう取り組みを考えておられ、しかもそれを来

月から実行に移していかれるというご答弁を受

けて、大変意を強くいたしているところでござ

います。 

 正直に言って、高齢者のドライバーの事故が

多いといくら言われましても、自主返納をした
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ご高齢の皆様方の足の確保をどう考えていくか

ということが、ある意味では高齢社会の中にお

ける新しい問題の視点になろうかと、こんなよ

うなことを実は考えているところでございます

けれども、この対策をいろいろ打っていくにつ

いては、県警当局は相当しっかりとした姿勢を

もって受け止めておらなければ、なかなか言う

はやすく現実は難しいと、こういう問題になり

かねないところでございますが、あえて。 

 さすが長崎県警はしっかりされていると。こ

ういう問題についてワースト1を、汚名返上と

いうようなことでやっていこうとされていると

ころに、心から激励をこめて、どうぞしっかり

今後ともやっていただきますようにお願いを申

し上げたいと、かように考えておりますので、

どうぞよろしくお願いし、そして、高齢者の皆

様方の被害者、加害者がもっともっと減少して

いくように、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

【大場委員長】 ほかに質問がある方はいらっし

ゃいますか。 

【下条委員】 質問というか、委員長のさばきの

お尋ねをしたいんですが。 

 迷惑行為の防止条例等の一部の改正する条例

なんかがきちんと書類が上がっていますね。こ

の後、そういったことも含めて、今は議案が終

わって、議案外の方に入ってきているんですよ

と、何でもどうぞという形の時間帯に入ってき

たと思っていいですか。例えば迷惑条例なんか

は、資料が上がっていますが、これを議題とし

ましょうとかということにはならないんですか。 

【大場委員長】 それは参考資料というだけで、

議題ということではございません。 

【下条委員】 まだですね。これが次の議会ぐら

いに上がってくるということになるんでしょう

ね。（発言する者あり） 

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１０時５３分 休憩 ― 

― 午前１０時５３分 再開 ― 

 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

【下条委員】 別の件でお尋ねをしたいと思うん

ですが、最近のおぞましい事件、例えば新幹線

でのあの事件ですね。それからつい先般は、コ

ンピュータ等で自分の考え方を発しておって、

それが気に食わないということで、ある地区の

講演に、それは先生クラスのものでしょうけれ

ども、訪問するのを待ち構えておいて殺傷する

と。それから昨日、富山では交番を襲った。交

番にお勤めの警部の方を襲うのが目的ではなく

て、凶器を取り上げるために事件を起こして、

それでもって何が目的なのか分からないくらい

の事件を起こし、2人の大変尊い命が犠牲にな

られたということなんです。 

 ここ最近の3つの事件を黙って見ていると、

犯人に一つの共通性がどうもありそうだなと。

いわゆる誰でもよかったみたいな、むしゃくし

ゃしたとかですね。こういったものを皆さん方

は。 

 というのは、私たちは、明日は我が県ぞ、我

が長崎市ぞと、そういう感覚を持って、いろん

な市民や県民の皆さん方ともこういった話をし

なければならない。そういう場があれば、出さ

ざるを得ないような日本の環境になってきてい

るんじゃないかと思うんですが。 

 そういうことで、こうして委員会で皆さん方

にお尋ねをしてもいいということですので、そ

ういった誰でもいいんだというふうなものに関

して、3つの事件の共通性を何らか私は感じる

んですが、専門家のお立場でちょっとお話をい
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ただいて、次の段階に入っていきたいと思うん

ですが、いかがですか。 

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１０時５５分 休憩 ― 

― 午前１１時 ７分 再開 ― 

 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

【田尻生活安全部長】 下条委員からの質問に関

して説明させていただきます。 

 いずれの3つの事件とも大変痛ましい事件で

ございます。現在、それぞれの県警において捜

査中の事件でありますので、我々も詳細につい

てはわかりませんけど、報道等で知る限りにお

いては、一つはやはり無差別的な事件であるな

と、いわゆる面識のない者が、いきなり犯行を

犯していると。それと、予兆がなくて突然的に

犯行が起こっているなというところ等が考えら

れます。 

 犯人の動機については、まだ事件が捜査中で

ございますので詳細は分かりませんが、報道等

から我々も見ていると、やはり自己中心的な考

えで犯行を犯しているのではないかなと思って

おります。 

 いずれも、今まで我々警察としても想定をし

ていないところでの犯罪だろうと思っておりま

すが、我々警察としては、国民の生命、身体、

財産を守るという責務がございますので、そう

いうあらゆる場面について今後も対策をとって

いきたいと考えております。 

【下条委員】 他県の例でもありますし、まだ捜

査段階、やっと捜査が手についた、特に昨日な

どは、これから着手されていくところで、犯人

が、凶悪犯そのものが、果たして今日の時点で

少しは意識が戻ってきているのかどうかという

段階ですので、これからどういうことになって

いこうかと思うんですが。 

 少なくともこの3つの例では前科はなかった

という前提ですよね。あとの2つの事件も犯人

としては逮捕されているわけですが、取り調べ

を受けている最中でしょうけれども、前科的な

ものがないということも一つの大きな特徴。こ

れだけの凶悪犯なのに、それらしき予兆で、ち

ょっとした傷害事件を起こすというふうなこと

すらなかったと理解しておっていいですか。 

【田尻生活安全部長】 前科等の個人情報につい

ては、我々は承知しておりません。 

【下条委員】 私たちも報道を知る限りでありま

すが、そういった報道はされていませんのでね。 

 大体、少しぐらいの犯罪を犯して、それから

だんだんと凶悪になっていくと、精神に障害が

ない限りはそういうふうな形ではないかと思っ

ているんですが、全く想像ができないぐらいの

大変な凶悪事件が、こうして近年、あるいはま

た近日、直近に起こっているわけですが。 

 私は、ＰＴＡの市や県の会長、九州の会長が

終わってほっとしていたら、今度は町の方に引

っ張り出されて、地域の育成協会長とか、連合

自治会長とか、社会福祉協議会の支部長とかと

いった役職をいただいて、地域の安心・安全と

いうものを中心となって話をし、また語り。 

 数日前も、浦上署の皆さん方もたくさん来て

いただきました。朝6時半ぐらいに学校で集合

いたしまして、7時ぐらいから現地を全部、子

どもたちの安心、安全のために通学路点検を2

回に分けてやろうということで、第1回目の西

浦上校区をやりました。かなり専門的な皆さん

方からご指摘をいただいて、長崎市も財政負担

等を含めてご指摘がありました。これをこうや

ってくださいと、浦上署の交通課長を含めてで

すね。 
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 そういったことをしょっちゅうやっている人

間の一人なものですから、こういう話をしなけ

ればなりません。また7月1日には、300人ぐら

い集まって、住吉の中央公園で会議をやって、

私からまず最初の挨拶をして、それから安心・

安全な地域づくりのためにということで、10カ

所ぐらいに分散をしてパトロールで点検をして

いく、そういうことをしょっちゅうやっている

ものですから、こういう話をしなければならな

い機会が多いです。 

 私たちは、どこをどうしたら子どもや私たち

元気な社会人の安心・安全を保つことができる

かと、非常に頭を抱える時代ですので、専門職

の皆さん方から何か情報が、こういったことに

気をつけてくださいというものがありましたら、

ぜひ私たち議会の方にもしっかりと、議会事務

局を通じてで結構でございますから、ご指導を

いただければありがたいと思っているところで

す。ありがとうございました。 

【大場委員長】 ほかにございますでしょうか。 

【宮本委員】 2～3、質問いたします。 

 まず、部長説明資料の5ページで、少年非行

の概況についてとありました。別冊の補足説明

資料、事件事故の推移というものもいただいて

おりまして、前年度と比較すると減っていると

いうことであります。刑法犯の少年、特別法犯

の少年、減少となっております。これもひとえ

にご尽力の賜であるというふうに思っておりま

すけど。 

 県警でいろんな取組をやっている中で、年齢

に応じた非行防止教室、薬物乱用防止教室を実

施しているということであります。これをまず

確認をさせていただきたいんです。 

 関係機関、団体との一層の連携というふうな

形で書いてありますけど、例えば県庁内におい

ては、薬物乱用防止教室をするに当たって、教

育委員会とか薬務行政室との連携はとられてい

ますでしょうか。そこをまず確認させてくださ

い。 

【宮下少年課長】 まず、少年非行の概況という

ところからお話をさせていただきます。 

 全国同様で、非行の少年、刑法犯少年も減少

している状況でございます。ちなみに、長崎県

における平成29年中の刑法犯少年の検挙人員

は293人で、統計が残ります昭和26年以降、過

去最少となった平成28年に次いで2番目に少な

い人員となっている状況でございます。平成20

年には長崎県で947人の刑法犯少年を検挙して

いたわけですが、約3分の1程度ですかね、少子

化と併せて刑法犯少年、少年非行をめぐる情勢

については減少傾向にあるという状況でござい

ます。 

 そこで、非行防止教室の関係は、非行が減少

した理由の一つでもあろうかと思いますけど、

私たちもさまざまな学校等を訪問して、学童も

含めて非行防止教室に取り組んでいるところで

ございまして、平成29年中は303回ほど実施し

ています。 

 その中で薬物乱用のところも、薬務行政室等

も含めて県と連携をしながら、乱用防止という

ことでまさに実施しているところでございます。 

【宮本委員】 過去に一般質問でもさせていただ

いたんですけど、薬物乱用防止教室をするに当

たって、講師の方の熱意、技量が問われると思

います。小学校でする場合、中学校でする場合、

高校でする場合、それぞれ対象年齢が違います

から、そういったところもしっかり関係機関と

連携をとっていただきたいということです。 

 それと同時に、参加型で薬物乱用防止教室を

やりましょうという流れが、今年度からだった
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ですかね、長崎県でもあっていると思うんです

けど、こういったものも賛否両論あります。現

場でもありますので、関係団体、関係機関とあ

りますけど、薬剤師会とか保護司会の方々とも

協議していただきながら、果たして参加型の薬

物乱用防止教室がいいのか、どう訴えて、どこ

まで理解しているのかというのもしっかりと分

析していただきたいと思っています。 

 ちなみに、県警で行う薬物乱用防止教室も参

加型でされていますか。 

【宮下少年課長】 薬物乱用防止教室の状況でご

ざいますけど、学校の方から要請があれば、少

年サポートセンターの補導職員が10名程度お

りますので、これを派遣している状況でござい

ます。例えば小学校は5年、6年生から、中学校、

高校まで含めてやっている状況でございます。

やはり専門的な知識が必要なところがあります

ので、その辺は十分、見識、知識はありますの

で対応しています。 

 なおかつ、あすなろう号という薬物乱用防止

広報車というマイクロバスのタイプの車があり

まして、そこにテレビで見られるようなシステ

ムがありますし、また薬物標本もありますので、

子どもたちが興味をもって、参加体験型という

ことで目で見ながら知識を覚えていただいて、

将来に乱用しないようにと防止に努めていると

ころでございます。この辺も県と連携しながら

やっている状況でございます。 

【宮本委員】 しっかりと連携をとっていただい

て、どういったものが有効なのか、そしてまた、

それを行う指導員の方のスキルアップにも努め

ていただきたいと思っています。 

 日曜日にヤング街頭「ダメ。ゼッタイ。」キ

ャンペーンに私も参加いたしまして、佐世保で

一生懸命呼びかけをさせていただきましたから、

またそういった広報活動に私も尽力してまいり

ます。 

 もう1点です。今月の新聞報道で、「女児に

わいせつ、容疑者1月に出所、92年、長崎で中

学生殺害」という記事がありました。今月5日

に女児のスカートを引っ張ってけがをさせたと

して強制わいせつ致傷の疑いで逮捕された容疑

者がいます。実はこの容疑者は、1992年に長崎

市で中学1年生の女子生徒を殺害して、15年の

服役を終えて1月に出所したばかりで再犯して

いるというような記事でありました。 

 事前にいろいろやり取りをさせていただいて、

個人情報がありますということで、詳しいこと

は聞けないということは承知しております。 

 ここの中で大事なのが、性犯罪、再犯防止は

難しいという一文が載っていました。確かに難

しいんだろうなと思います。 

 法務局も今、再犯防止プログラムを導入して

再犯防止に向けた取組をやっている。一方では

警察庁も、2005年から、13歳未満への性犯罪歴

がある出所者については、再犯防止措置対象者

としてしっかりと対応しているというふうな記

事も載っていました。今回の事件の容疑者も対

象になっていたと見られるということですけれ

ども、断定的なことは言われていません。 

 そこで、再犯防止措置の対象者における対応

の仕方、例えば月に何回か行って様子を見てい

るとか面接をやっていると、行動をしっかり監

視しているといったものを、この方ではなくて

一般的なものとして教えていただけますか。 

【北村生活安全企画課長】 再犯防止措置制度に

つきましては、平成16年に発生しました奈良県

における女子児童誘拐殺人事件等をきっかけと

いたしまして、平成17年6月から開始されてい

る制度でございます。 
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 警察庁が法務省から、子ども対象暴力的性犯

罪、被害者が13歳未満の強制わいせつとか強制

性行等を犯して服役をした者の出所情報を得ま

して、再犯防止措置対象者と警察庁が登録をい

たしまして、その通知を受けました各都道府県

警察が、対象者の出所後の所在を確認するとい

うようなことをやりまして、再犯防止と子ども

を対象とする暴力的性犯罪等への迅速な対応を

図るのが目的で始められた制度でございます。 

 この制度の非常に難しいところは、出所をさ

れた方でありますから、再犯防止措置対象者と

指定はされておりますけれども、この方々の更

生、社会復帰等も大きく求められるところでご

ざいますので、先ほど言いました目的と社会復

帰、更生、こういったもののバランスを図りな

がらやっているところでございます。 

 警察といたしましては、その方と面接を行う

とかですね。また、対象の方の生活もあります

ので、検察庁、刑務所、地方更生保護委員会、

保護観察所、その他ボランティア団体等とも協

力をいたしまして、その方が犯罪を犯さないよ

うに、生活の基盤をどうするのかといったもの

も含めまして対策をやっているところでござい

ます。 

【宮本委員】 警察庁が登録するということです

ね。分かりました。 

 再犯防止は、おっしゃったとおり非常に難し

いと思っています。もちろん更生ということか

ら考えると、保護司の方々との協力、連携も大

事になってくるかと思っています。 

 ちなみに、これは国のシステムでしょうけど、

このような方々に長崎県独自に何かやることは

できないんですか。されていませんか。それだ

け確認させてください。 

【北村生活安全企画課長】 県独自というところ

はありません。先ほどの制度の目的に沿って、

全国的な流れで対応しているところでございま

す。 

【宮本委員】 分かりました。記事にも最後に書

いてあるんですけれども、今後は社会復帰した

後、いかに継続支援するかが大切であるという

ことと、監視するだけで再犯防止になるんだろ

うかという疑問が投げかけられて終わっている

んです。 

 国に対して、もうちょっと制度をどうにかな

らないかという要望もなかなか難しいところで

はあると思いますけど、再犯防止というのは非

常に今後も重要視されてくると思いますから、

県警としても、登録された方を離すことなく、

このような事件が二度と起こらないようにしっ

かりと注視、監視、対応していただきたいとい

うふうに考えておりますので、どうかよろしく

お願いいたします。何か動きがありましたなら、

また教えていただければと思います。 

 最後に、前回の委員会でも質問いたしました

けど、長崎空港と本土を結ぶ箕島大橋について

確認させてください。 

 9月30日、大村市で第2回目となります大村湾

ＺＥＫＫＥＩライド、自転車のイベントがあり

ます。去年は251名が参加されたそうで、県外

から88名参加であったということです。今回は、

前回を踏まえて恐らくもっともっと多いと思い

ます。 

 前回も確認しましたけど、箕島大橋を自転車

で通行できないものかどうか、時間で区切って

できないものかどうか。9月30日も迫っていま

すので、そこの進捗状況を教えてください。 

【植木交通規制課長】 3月定例会の総務委員会

で、委員からご指摘があったと聞いております。 

 主催者が大村市でしたので、大村市と、その
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件について一応協議をしております。しかし、

この参加者からの要望もなく、そして、あの道

路自体が、もともと歩道がないところに歩道を

つくった道路でありますので、ちょっと狭いと

ころがございます。車道もぎりぎりの3メート

ルの状況でございますので、主催者も、その危

険性などを考えて今回は走行させる予定はない

と聞いております。 

【宮本委員】 走行させることはないということ

ですね。そうですか、ちょっと残念ですね。 

 私の情報では、いい動きがあるのかなと思っ

ておりましたけど、継続審議、継続協議をさせ

ていただければというふうに思います。 

 自転車イベントは、一般質問でも言いました

けど、推進計画を今年度、県でもつくられる予

定です。先日、国会におきまして超党派の議員

でつくる議連の総会があったと聞いておりまし

て、石井国土交通大臣も、環境にやさしく子ど

もから高齢者まで利用する自転車の普及推進に

国一体となって取り組んでいくというコメント

もあっております。 

 ですから、閉鎖的でなくて、できる限り使い

やすいような態勢をとっていくことが大事であ

ると思っていますから、再度協議をさせていた

だいて、これで終わりではなく、しっかりとま

た県も県警の方も協力いただければと思います。

大村市の方と私も連携をとらせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 再度、これで終わりではなくて、また協議し

ていただきたいと思いますけれども、どんなで

しょうか、協議再開については。 

【植木交通規制課長】 この件につきましては、

また主催者と協議もいたします。今のところは

そういう大村市の考えということは確認してお

ります。 

 そういう申し出があれば、するとすれば通行

を制限しなければいけませんし、条件もつけな

ければいけません。あるいは時間等も制限して、

一時的に通すようなことになると思いますが、

その辺も検討しながら協議してまいりたいと思

います。 

【宮本委員】 分かりました。非常に大事なとこ

ろで、自転車活用については県としてもしっか

り取り組んでいただきたいというふうに思って

いますから、協議を継続させていただきたいと

思っています。 

 昨日も事件が富山であっていました。お亡く

なりになった方は46歳、私と同年代です。非常

に痛ましい事件があっていますから、どうか今

後も気をつけて警備に当たっていただくことを

お願いいたします。 

【大場委員長】 ほかにございますでしょうか。 

【大久保委員】 私も、交通規制関係で質問した

いと思います。 

 私も度々本会議一般質問でも質問してきまし

たけど、スポーツ振興と地域活性化ということ

で、長崎県で初めての日本陸連公認のフルマラ

ソンを諫早市、雲仙市を中心にやれないかとい

うことで、有志の会を立ち上げて、本年1月に

はいよいよ、この実行委員会を立ち上げる前の

発起人会を、県の陸協やマスコミ、あるいは経

済界も含めた7団体で構成して作りまして、い

よいよ事務局体制を整えて、事業計画を作って、

これから県や市、行政に働きかけをしていきた

いという状況にあります。 

 そういう中に、県都長崎市においては、市長

の公約でしょうか、2020年に長崎市内でピース

マラソンをやるということで、市の予算付けも

して、市の職員も専従で数名、事務局体制を整

えて進捗しているというようなことを聞きます。 
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 要は、コースといいますか、警察との協議が

今、どのような状況なのか、あるいは課題があ

ればお示しいただきたいと思います。 

【植木交通規制課長】 委員の質問、長崎市のマ

ラソンについての現在の協議状況ということで

お答えいたします。 

 長崎市が予定していますフルマラソンにつき

ましては、平成27年頃からお話がございまして、

主催者の長崎市から説明、相談を受けておりま

す。そして、必要な助言や情報提供を行うなど

して協議を進めているところでございます。 

【大久保委員】 具体的にコースです。やはりこ

れは県警との協議が不可欠でありますので、そ

こらあたりがどういう感じなのか。2020年とい

うことは2年後の11月を目標にされていますの

で、進捗状況、スケジュール感、それから課題

等々、もう少しお示しいただけたらと思います。 

【植木交通規制課長】 マラソンにつきましては

交通に及ぼす影響がかなりありますので、それ

を上回る公益性を有しているか否かが問題にな

ってまいります。競技の目的とか道路を通る周

辺の住民、そこを利用される住民の合意の度合

い、地域公共団体の関与、あるいは使用する道

路の交通の状況。 

 路線でありますと、例えば火災とか急病人等

がございましたら、救急車とか消防車が走る緊

急路を確保しなければなりません。そういうと

ころを確保するようにと主催者に申し入れて協

議いたしまして、今のところはまだ仮のコース

になっております。発表されているのも一応、

仮のコースということで、そのコースも含めて

検討している状況でございます。 

【大久保委員】 これは市の主催で、市の側から

提案された仮のコースについての協議を開始し

たというような状況でしょうかね。交通規制課

長が言われたような課題等々がありまして、も

ちろん警察の方は規制をする側ですから、当然

それを上回る公共性とかがないとそれはできな

いということでしょうからね。そういうことで

進めて。 

 我々は、目標は長崎市のマラソンよりも早い

段階でやろうとしているものですから、そこら

辺のスケジュール感もお聞きし、ぜひ参考にさ

せていただきたいということで質問をしたわけ

であります。 

 日本陸連公認のフルマラソンが長崎県にない

んです。九州でも、ないのは長崎県だけなんで

すよね。九州でも2つやっているところもある

んです。まさに日本陸連公認のフルマラソンを

ですね。 

 隣の佐賀県のさが桜マラソンにしても、鹿児

島県のいぶすき菜の花マラソンにしても、鹿児

島の方は長崎よりもハンディキャップのあると

ころで、1万5,000人を超える出場者があって、

非常にこの地域が盛り上がっているということ

であります。これは経済活性化、地域活性化、

公共性に資するものだというふうに思っており

ます。ぜひ我々も頑張りたいということで。 

 マラソンが無理なので、私たちも何か実績を

つくっていこうと、諫早・雲仙ウルトラウォー

キングを過去2回開催しまして、今年も9月2日

に第3回ウルトラウォーキングということで、

我々が想定するコースを歩きましょうというこ

となんです。 

 ウォーキングですから、当然これは交通規制

の対象にはなりませんのでいいんですけれども、

我々が目指すのはマラソンなので、やはり警察

の皆さんともしっかり協議をしていこうという

ことで、ウォーキングの実行委員会の走路班、

コース班の担当者と現場の諫早署、雲仙署の交
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通担当とも何度か協議をさせていただいたので、

非常に信頼関係はできているのかなと思います。 

 気になるのは、なんで長崎県で今までマラソ

ンができなかったのかということです。いろん

な要因はあろうかと思うんですけど、やっぱり

警察との協議が難しいと、そういうことを言わ

れるんですよ、本当にね。 

 いやいや、そんなことはないですよと、我々

はウォーキングの段階でも現場で話をしていま

すよと言うんですけれども、非常にそれがネッ

クだというような言い方をされる方もいらっし

ゃってね。よもや、そこがブレーキをかけて今

までできなかったということはないでしょうけ

れども、そこらあたりをもう一度見解を聞かせ

ていただきたいと思います。 

【植木交通規制課長】 委員の言われますとおり、

そういう条件がそろえば、もちろん最終的には

道路使用の許可を出すことになるということで

ございます。 

 諫早の方はまだ実行委員会がはっきりしてい

ないということで、そちらができましたら早急

にというか、早期に相談とか説明を行っていた

だきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

【大久保委員】 交通規制をかけても、それを上

回る公共性が得られると、地域の活性化。地域

住民の合意をしっかりとれるように我々も頑張

っていきたいと思いますので、長崎で初めての

マラソンに向けて、警察の皆さんとも一緒につ

くり上げていこうという思いでやっていきたい

というふうに思っておりますので、ぜひご協力

のほどをよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

【大場委員長】 ほかにございますでしょうか。 

【小林委員】 先ほどの質問の冒頭に、迷惑防止

条例の改正の必要性について前回議論をさせて

いただきましたと。その後の経過がどのように

なっているのかということをお尋ねさせてもら

いたいと思っているわけであります。 

 今回の事案は、迷惑防止条例の改正にまさに

必要な内容ではないかと思っているわけであり

ますけれども、その後、どういう経過をたどっ

ているのか、そこをまずお尋ねしたいと思いま

す。 

【北村生活安全企画課長】 現在の長崎県迷惑行

為等防止条例の改正の状況につきましては、県

内の実態調査とか他の都道府県の条例の制定状

況等の調査、また関係機関との協議を行い、慎

重に検討を重ねまして、条例改正案を作成いた

しました。 

 同条例に関しましては、県民等の日常生活に

影響を及ぼす内容も含んでおりますことから、

広く県民のご意見をいただく必要があると判断

をいたしまして、本年5月22日から去る6月22

日までの1カ月間、パブリックコメントを実施

させていただきました。パブリックコメントに

おきましては、改正に反対されるご意見等はご

ざいませんでしたけれども、県民の皆様のご意

見を踏まえながら最終調整を図っておりまして、

しかるべき手続を経まして、できるだけ早期に

議会へ上程を図りたいと考えております。 

 また、議会において成立した場合には、県民

の皆様にもお知らせをする必要がございますし、

また、適正な運用を図るためには職員に対する

教養も必要でございますので、条例の交付後、

概ね2～3カ月の猶予をいただきまして施行を

いたしたいと考えておりますので、ご協力、ご

理解をいただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

【小林委員】 今のご答弁を承りまして、非常に
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適切な流れの中で進めていただいていると、そ

ういう受け止め方をいたしております。 

 今回の条例改正に至る、いわゆる盗撮。場所

によっては、盗撮であったとしても、それが全

く罰則の規定にないということでまかり通ると

いうような事案を、他県の状況等々もよくよく

見ながら適切な条例改正につなぐことができれ

ばと、こういうようなことでやっていただいた

と思っているわけであります。 

 まずは罰則が伴う条例改正であります。罰則

が伴う条例改正は、やはり慎重の上にも慎重を

期するという長崎県警の姿勢は、私は非常にあ

りがたいし、また適切だと、こういう評価をい

たしたいと思うわけであります。 

 したがいまして、まず広く県民の皆様方の意

見を求めるということでパブリックコメントを

実施されたと。その中に条例改正に反対する人

は誰もいなかったという状況から、罰則という

形もありますので慎重の上にも慎重に、この改

正に向けての高まりを見せていかなければいけ

ないと、こういうように感じます。 

 これは言うまでもないことでありますが、本

会議で県警本部長が、実に明解なご答弁をなさ

れたと思っております。あれ以上のご答弁はな

いと思うんです。 

 何かといえば、条例というのは、憲法があり、

あるいは地方自治法があり、それぞれの地域に

一番必要な条例を作ることは可能なんだと。し

かし、条例を作るにも、まず第1番目に正当性

とか必要性というようなことを十分、しっかり

勘案しながら、丁寧に事を進めていかなければ

いけないと、こんなようなことを本部長からお

っしゃっていただきまして、この本部長の答弁

がまさに県警の姿勢でありまして。 

 必要だから、やみくもに事を急ぐというよう

な、人を罪に陥れることが目的ではなくして、

いかにしてこういう事案を再び起こさせないか

という防止機能をしっかり果たすことがとても

大事な意味があるのではないかと、私はこうい

うような考え方を持っているところでございま

す。 

 したがいまして、改正案ができて議会にかけ

て、それが承認を受けて施行するにつきまして

も、やはり県民に周知徹底を図っていかなけれ

ばいけない。さらに関係職員の方々も、この内

容についてしっかりと勉強をしていただかなけ

ればいけないと。 

 こういうような冷静な取組の中で事が進んで

いこうとしているということで、安心・安全な

まちづくりの先頭に立つ県警の姿勢を、私は改

めて高い評価をいたしたいと思っておりますの

で、今のペースで。 

 何も急げ、急げとか、早くやれとか、そんな

ような考え方は誰も持っていない。本当に県民

の皆様方の納得のいくような形で、今、本部長

並びに課長が答弁されたような姿勢で貫いてい

ただくことを重ねてお願いを申し上げておきた

いと。以上でございますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 せっかく立たせていただきましたので。 

 先ほど下条委員等から、昨日起こった富山県

の事案が、この場で論議を幾らかされたところ

でございます。 

 交番、駐在所の警部補の方が、こういう被害

に遭われてご逝去された。そしてまた、小学校

でお仕事をされていた警備員の方までご逝去さ

れたと。お二人の尊い命が、そういう考えられ

ないような状況の中で奪われたということ、心

からご冥福をお祈り申し上げたいと、こういう

ふうに思うわけであります。 
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 交番とか駐在所に勤務されている方々は、例

えば私の住まいのある大村市でもそうでありま

すが、地域で交番に勤務されている県警の方々

の日常の職務に対する姿勢は、地域の方々の安

心・安全を体を張って守っていく、暮らしやす

い平和な安全な地域を作りたい、まちづくりを

したいと、そういう思いがほとんど地域の皆様

方に浸透いたしておりまして、大村市において

は、これは県下どこでも同じことかもしれませ

んが、いろんな地区の運動会、何かの催し、イ

ベントに必ず駐在員の方が招かれて、皆さん方

に紹介されて、そして大きな拍手が地域の皆様

方から贈られている。日頃のご苦労に対して大

変な感謝をしていると、こんな感じがいたしま

して、非常に奥ゆかしい、ありがたい存在感を

改めて認識をいたすわけであります。 

 まじめに交番勤務に就かれている方に、全く

不意打ちのような形の中で、何者かよく分から

んけれども、ナタとか鋭い刃物を両手に持って

襲いかかってくると。 

 しかも、朝のテレビで私はちょっと見たわけ

でございますけれども、その警部補は、20か所

以上の刺し傷があって血まみれになりながらも

最後までその犯人を追いかけていると、こんな

状態でございましてですね。その職務に対する

熱心な姿勢というか、自分の職務に対する責任

の旺盛さ、このようなことを今日はテレビで拝

見させてもらって、本当に頭の下がる思いがい

たしているところでございます。 

 そこでお尋ねをいたしますが、交番の勤務は、

私も知りませんで申し訳なかったんだけれども、

いわゆるＯＢの方を駐在所の相談員という立場

で再雇用しているということ。こういう相談員

にＯＢの方を採用すること自体は間違っていな

い。まだ余力をもって退官された方がいっぱい

いらっしゃいますので、そういう制度、仕組み

は大変ありがたいと思うんですけれども、新聞

等の指摘の中において、今、警察官の職員数が

不足しているから、こういうようなこともある

のではないかと、こんなようなことが実は指摘

をされている報道記事を読んだわけでございま

す。 

 現実に、決算の時とか、いろんな中で職員定

数を何か遠慮しながらおっしゃっているような

状況があるわけでございますけれども、地域の

方々の安心・安全、暮らしを守るという中で定

員が本当に充足しているのか、実際は不足して

いるのか、長崎県警の場合においてはどうなの

かと、これをひとつあからさまに教えてもらえ

れば、私どもとしても参考にさせてもらいたい

と思いますが、いかがでございますか。 

【宮崎警務課長】 現在の長崎県警察の定員は、

警察法施行令で定められておりまして、政令基

準数が3,030人であります。また、県の条例で3

は,075人という定数をいただいております。 

 この定数にのっとって、現在、職務を執行し

ているわけですけれども、先般の5月8日の政府

施策要望審査の場でもお願いしておりますけれ

ども、定数増員を要求しております。ただ、こ

れは本県独自の要求ではございませんので、全

国の治安水準を確保するという観点から、警察

庁の方で国に要求するということになっており

ます。当県としましては、増員を毎年要求して

いるわけですけれども、限られた人数の中で職

務を執行しなければなりませんので、現定員の

中で仕事をしている状況であります。 

【小林委員】 国に対する施策の要望の中でいつ

も言っていますように、警察官とか警察職員の

人数が不足していると。実際は警察庁の方で国

に要求していただいているから、それに合わせ
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て県警としても要望しているけれども、やっぱ

り不足しているということをですよ。自衛隊も

不足しているというようなことも言われている

けれども。 

 実際に直接身近で我々の暮らしを守っていた

だける。我々が枕を高くして眠ることができる

のも、ひとえに警察官の皆様方が24時間の体制

でいろいろとやっていただいていると、こうい

うようなことに重きを置くならば、やっぱり定

数ぐらいはですね。 

 それは経費の削減とか予算の規模とか、かれ

これ言われるかもしれないけれども、しっかり

とした盤石の体制をもって、我々県民、市民、

地域の方々の暮らしぶりを守っていただきたい

と、こういうふうに考えておりますので、今後

ともですね。 

 何も定数を増やすことによって権力を増大せ

しめるとか、そういううがった物を言う人もお

るかもしれんが、そんなようなことではなくし

て、当たり前のことを当たり前のような形の中

で、是非ともやっていかなければいかんじゃな

いかと、私はこう考えておりますので、我々総

務委員会としても、また、県民の代表の一人の

議員としても、こういうようなことには今まで

以上に関心を高めながら臨んでいきたいものだ

と、こういう我々の受け止め方を明らかにさせ

てもらいたいと思っているところでございます。 

 それから最後にもう一つ質問は、今回の富山

の事件は何か寝込みを襲われたような、もちろ

ん寝てはいないんですよ。裏口からとか、もう

本当に普通では考えられないような事案なんで

す。しかし、現実に交番が襲われ、しかも一番

問題は拳銃が奪われて、その拳銃によって被害

者が出た、亡くなった方が出たということ、実

はここの点を軽視することはできないと思うわ

けであります。 

 これによって、拳銃の取扱いとか、管理のあ

り方とか、交番が今後とも健全で力強くあるた

めに、今のままの交番でよろしいのかどうか。

本当にこういうようなことをはねのけることが

できるような、もっと力強い交番をつくり上げ

なければいけないのではないかと、こんなよう

なことを考えるのでありますが。 

 この事案から、何も長崎県警だけでいろいろ

方向付けをすることはできないのでありますけ

れども、今後の対策として、戒めとして、我々

の長崎県警はもうちょっとこういうふうにやっ

ていきたい、これからこういうところにもっと

力を入れたいと、これからの取組に何か変わり

が生じるのかどうか、この辺についてお尋ねを

したいと思います。 

【田尻生活安全部長】 小林委員ご指摘のとおり、

国民の負託を受けて、国民を守るということで

拳銃携帯が警察官には許されております。その

拳銃が奪取された上で民間人の方が被害に遭わ

れたということについては、委員ご指摘のとお

り軽視することはできないと思っております。 

 これまでも拳銃の管理、あるいは取扱いにつ

いては適正・慎重であるべきだということを大

前提として、警察官は、不審者に対する対応、

あるいは拳銃奪取の防止訓練、装備資機材の整

備、あるいは活用、そして勤務員には緊張感、

あるいは危機感をもって職務に当たるというこ

とを指導してまいりました。 

 今回、そういう中でこういうような痛ましい

事件が発生しております。まだ事件の詳細がわ

かりませんので、どういう再発防止対策が今後

出てくるのか、警察庁から示される対策を踏ま

えこれから我々も検討するべきだと思いますが、

今話しました大きくいいますと3つの点につい
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て、引き続きしっかり勤務員に指導、教養を徹

底してまいりまして、県民の生命、身体、財産

を守ることを第一に、そして、警察官も自分自

身の身を守るということも加えて指導していき

たいと思います。 

 県民の安全・安心を守ることは、県警察に課

せられた責務だと思っております。県民の信頼

と期待に応えるべく職務に当たっていきたいと

考えております。 

【小林委員】 今の生活安全部長の決意を聞きま

して、とても力強く思っております。 

 かねてから長崎県警は、我々の誇るべき存在

であります。検挙率も常に全国県警と比べて上

位にあられるということ、非常にいつも頑張っ

ていただいておりまして、そういう点からも、

県民の安心・安全を守るために、まさに体を張

って皆様方がいつもやっていただいているとい

うことを受け止めまして、今回のこのようなこ

とが県民にいささかでも不安を及ぼすようなこ

とになってはならないと考えておりますので、

引き続き、本当に大変でございますけれども、

県民のために、地域のために、市民の皆さん方

のために頑張っていただくように心からお願い

を申し上げて終わりたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

【大場委員長】 ほかに質疑はございますでしょ

うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ほかに質問がないようですので、

警察本部関係の審査結果について整理したいと

思います。 

 しばらく休憩をいたします。 

 

― 午前１１時５７分 休憩 ― 

― 午前１１時５７分 再開 ― 

 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。 

 しばらく休憩します。 

 午後1時30分より再開し、出納局及び各種委

員会事務局の審査を行います。 

 

― 午前１１時５８分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。 

 審査に入ります前に、理事者側から、4月の

人事異動に伴う新たな幹部職員の紹介を受ける

ことにいたします。 

【野嶋会計管理者】 4月1日付の人事異動で、

新たに出納局に着任いたしました幹部職員をご

紹介いたします。 

（幹部職員紹介） 

 よろしくお願いします。以上でございます。 

【寺田人事委員会事務局長】 人事委員会事務局

の幹部職員をご紹介いたします。 

（幹部職員紹介） 

 以上でございます。 

【木下議会事務局長】 4月1日付の人事異動で、

議会事務局長を仰せつかりました木下 忠でご

ざいます。 

 同じく、今回の人事異動により着任いたしま

した議会事務局の幹部職員を紹介いたします。 

（幹部職員紹介） 

 よろしくお願いいたします。 

【大場委員長】 それでは、これより審査に入り

ます。 

【大場分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 
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 予算に係る報告議案を議題といたします。 

 会計管理者より、報告議案説明をお願いいた

します。 

【野嶋会計管理者】 出納局関係の議案について

ご説明いたします。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の出納局・各種委員会事務局の1ページをお開

きください。出納局関係でございます。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

さきの3月定例会の予算決算委員会において、

専決処分により措置することについてあらかじ

めご了承をいただき、3月30日付で専決処分さ

せていただきました報告第2号知事専決事項報

告「平成29年度長崎県一般会計補正予算（第9

号）」のうち関係部分であります。 

 補正予算の主な内容でございますが、歳入予

算の目、証紙収入で1,343万4,000円を増額して

おりますが、これは手数料徴収のための証紙売

払収入が見込みを上回ったことによるものでご

ざいます。 

 また、県預金利子で274万7,000円を増額して

おりますが、これは歳計現金の預金利子収入が

見込みを上回ったことによるものでございます。 

 次に、歳出予算の目、一般管理費で77万7,000

円を減額しておりますが、これは、物品の集中

調達経費等の減によるものでございます。 

 また、会計管理費で365万7,000円を減額して

おりますが、これは会計事務管理運営費の減に

よるものでございます。 

 以上をもちまして出納局関係の説明を終わり

ます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【大場分科会長】 次に、監査事務局長より報告

議案説明をお願いいたします。 

【辻監査事務局長】 監査事務局関係の議案につ

いてご説明いたします。 

 同じく資料の2ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号知事専決事項報告「平成29年度長崎

県一般会計補正予算（第9号）」のうち関係部

分であります。 

 補正予算の主な内容は、歳出予算の目、事務

局費で296万円を減額しておりますが、これは

職員給与費等の減によるものであります。 

 以上をもちまして監査事務局関係の説明を終

わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【大場分科会長】 次に、人事委員会事務局長よ

り説明をお願いいたします。 

【寺田人事委員会事務局長】 人事委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。 

 同じ資料の3ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号知事専決事項報告「平成29年度長崎

県一般会計補正予算（第9号）」のうち関係部

分であります。 

 補正予算の主な内容は、歳出予算の目、事務

局費で149万2,000円を減額いたしております

が、これは職員給与費等の減によるものであり

ます。 

 以上をもちまして人事委員会事務局関係の説

明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【大場分科会長】 次に、労働委員会事務局長よ

り説明をお願いいたします。 

【寺田労働委員会事務局長】 労働委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。 
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 同じ資料の4ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号知事専決事項報告「平成29年度長崎

県一般会計補正予算（第9号）」のうち関係部

分であります。 

 補正予算の主な内容は、歳出予算の目、委員

会費で550万4,000円を減額いたしております

が、これは委員会運営費の減によるものであり

ます。 

 以上をもちまして労働委員会事務局関係の説

明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【大場分科会長】 次に、議会事務局長より説明

をお願いいたします。 

【木下議会事務局長】 同じく資料の5ページを

ご覧ください。 

 議会事務局関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号知事専決事項報告「平成29年度長崎

県一般会計補正予算（第9号）」のうち関係部

分であります。 

 補正予算の主な内容は、歳出予算の目、議会

費で3,505万円を減額いたしておりますが、これ

は議会運営費等の減によるものであります。 

 また、目、事務局費で916万6,000円を減額い

たしておりますが、これは事務局運営費等の減

によるものであります。 

 以上をもちまして議会事務局関係の説明を終

わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【大場分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。 

 質疑はございますでしょうか。 

【下条委員】 一番最後から、5ページの、私た

ちが属する議会事務局費でございますが、目の

議会費で3,505万円の減額が計上されているわ

けですが、非常に大きな金額ですけれども、当

初の見込みと3,505万円の乖離というのは、どの

ように理解したらいいですか。 

【高見総務課長】 この内訳につきましては、議

会運営費の減が1,691万1,000円、議員費用弁償

が1,596万円、議員報酬が217万9,000円となっ

ております。 

 当初予算との乖離は、議会開催の実績等の減

によりまして、当初予算で見込んだ分よりも委

員会の開催日数等が若干少なかったこともあり

まして、こういった減になっております。 

【下条委員】 できる限りの予算を当初計上して

おいて、例えば予備日等がほとんど使われなか

ったとか、そういった形でずっと減額になった

というふうに理解をしたいと思います。 

 あとの916万6,000円の分も、お話があれば聞

かせていただいて、質問はこれで終わります。 

【高見総務課長】 事務局費の916万6,000円は、

事務費等の執行の実績の減によるものでござい

ます。 

【大場分科会長】 ほかにございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 それでは、質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 報告議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 報告第2号のうち関係部分は、原案のとおり
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承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算にかかる報告議案は、原案のと

おり承認すべきものと決定をされました。 

【大場委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 出納局及び各種委員会事務局においては委員

会付託議案がないことから、関係局長より所管

事項等についての説明を受けた後、所管事項に

ついての質問を行うことといたします。 

 まず、会計管理者より所管事項説明をお願い

いたします。 

【野嶋会計管理者】 出納局関係の所管事項につ

いてご説明いたします。 

 総務委員会関係議案説明資料の出納局・各種

委員会事務局の1ページをお開きください。 

 「長崎県行財政改革推進プラン」に基づく取

組について。 

 長崎県行財政改革推進プランに掲げる出納局

関係の具体的項目に関して、その主な取組内容

をご説明いたします。 

 出納局におきましては、内部管理業務の見直

しについて、地方機関で作成しておりました監

査資料の一部について、新たに財務会計システ

ムより出力できるように改修するなどの取組を

行い、会計事務にかかる作業の省力化、効率化

を図ることができました。 

 今年度も引き続き、職員からの要望や提案を

もとに検討を行い、操作方法の改善等に取り組

んでまいります。 

 今後も、行財政改革推進プランの実現に向け

て取り組み、積極的に県政の改革に努めてまい

りますので、引き続き委員の皆様のご理解、ご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。 

【大場委員長】 次に、監査事務局長より所管事

項説明をお願いいたします。 

【辻監査事務局長】 監査事務局関係の所管事項

についてご説明いたします。 

 同じく資料の2ページをお開きください。 

 監査実施方針について。 

 今年度の実施方針として、監査の実施に当た

りましては、県民と同じ目線で公正かつ実効的

な監査に心がけるとともに、県の事務や事業に

ついて、正確性、合規性はもとより、経済性、

効率性、有効性の観点からの検証に努め、監査

の結果が事務や事業の改善につながるよう十分

留意して実施することとしております。 

 また、監査結果に対する是正・改善の取組状

況などを継続的にフォローアップし、監査の実

効性を確保するとともに、監査結果を県民にわ

かりやすく公表することとしております。 

 以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。 

【大場委員長】 次に、人事委員会事務局長より

所管事項説明をお願いいたします。 

【寺田人事委員会事務局長】 同じ資料の3ペー

ジをお開きください。 

 平成30年度県職員採用試験について。 

 大学卒業程度試験については、1次試験を去

る6月24日に実施しました。2次試験の実施予定

及びその他の県職員採用試験の実施予定につき

ましては、それぞれ記載のとおりであります。 

 以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。 

【大場委員長】 次に、労働委員会事務局長より

所管事項説明をお願いします。 

【寺田労働委員会事務局長】 労働委員会事務局
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関係の所管事項についてご説明いたします。 

 同じ資料の4ページをお開きください。 

 調整事件について。 

 本年度、現在までに取り扱いました調整事件

は2件で、1件は解決により終結しており、現在

調整中の事件は1件であります。 

 審査事件について。 

 不当労働行為に係る審査事件は3件で、現在

審査中であります。 

 個別的労使紛争のあっせん事件について。 

 個別的労使紛争のあっせん事件は1件で、打

切りにより終結しております。 

 以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。 

【大場委員長】 次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料につい

て、説明を求めます。 

【福田会計課長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局・各種委員会事務局の資料について

ご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、資料の1ページをご覧くだ

さい。 

 1,000万円以上の契約について、本年2月から

5月の実績は、資料記載のとおり1件となってい

ます。 

 以上でございます。 

【大場委員長】 次に、議案外所管事務一般に対

する質問を行うことといたします。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 次に、議案外所管事務一般につ

いて、質問はありませんでしょうか。 

【吉村(庄)副委員長】 まずは人事委員会関係で、

関係議案説明資料に平成30年度県職員採用試

験について報告があっております。 

 どこかの職種を特定したのかどうかわかりま

せんけれども、応募状況が減少している傾向に

あるという報道があったように思うんですが、

実際はどういうふうになっているのか。昨年あ

たりから、あるいは一昨年あたりから考えてど

ういう状況になっているのか。 

 もう既に6月24日に1次試験を実施し、7月中

旬から下旬にかけて2次試験を実施とずっと進

んでいるわけで、応募の実績はもう出ていると

思います。 

【馬場職員課長】 先日、6月24日に大卒程度の

試験を実施いたしました。 

 その前に応募状況を見たところ、行政もです

が、警察事務等含めまして、昨年の同時期に比

べまして若干低い状況でございました。新聞に

もそういう状況を伝えて、できれば記事にして

ほしいというふうに要望しまして載せました。

それをご覧になっての質問かと思います。 

 その新聞が功を奏してということなのかわか

りませんが、応募状況が647名、去年が606名で

したので、結果としては去年を上回る応募状況

ということでございます。 

 それから、受験者数が500名ちょうどと応募

よりも少なくなっておりますが、去年の受験者

が469名でしたので、これも去年を上回る結果

となったということでございます。 

【吉村(庄)副委員長】 私はそういう報道を見な

がら、一般的に全般的に言っていいんですけれ

ども、特殊なところもあるかもしれませんが、

少なくなっている傾向があるという話を聞きま

してね。 

 県政というか県の業務に、あるいは行政に、
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細かい行政という意味じゃないですよ、一般的

な行政に魅力がなくなってきているのかどうか

というあたりが影響してきているんだろうかと、

こういうことを実は考えたんです。 

 それと同時に、長崎県内の雇用情勢とか労働

情勢を考えた場合に、もちろん企業誘致その他

は頑張っていただいておりますし、中小企業等

の育成もそれぞれの担当のところで頑張ってい

ただいていると思いますが、離島あたりの有効

求人倍率を見ましてもいろいろと厳しい面があ

りますから、そういうところで何か影響がある

のかなというふうに思いますが。 

 前段に、後で新聞報道等を活用されたような

結果になっていますが、そういう傾向について

どういうふうに判断しているのか。結果的には

こういう状況だったんだから、中身的にそう影

響はというか、私としては心配する向きがあっ

たんじゃないかという感じは持ちましたが、そ

ういうところについてはどういう認識をお持ち

なのか。 

【馬場職員課長】 傾向としましては民間に流れ

る傾向はあるんじゃなかろうかという危機感は

持っておりまして、そのために、今年だけでは

なくて以前からいろんな対策を打っております。 

 例えば民間の企業の経験をお持ちの方、ある

いは海外での勤務、留学等の経験をお持ちの方

の枠を設けるとか。あるいは、会場も以前から

長崎のほかに東京会場を行っていたんですが、

大阪会場を設けるなどです。 

 それから、行政の中でも特別枠というのを設

けまして、従来のように本当に専門の法律とか

経済とか、そういうものを勉強しないとなかな

か試験に合格することが難しいというものに対

して、例えば教養試験については民間の方でも

導入されているような試験にかえるとかですね。

そういうふうなことをやっておりますので、そ

うしたことも一定効果が出ているのかなという

ふうに判断しております。 

【吉村(庄)副委員長】 私としては少し心配な面

があったんですけれども、対応は一生懸命やっ

ておられると思いますし、県の職員の応募がず

っと減っていく状況がもし出てくれば、今は結

果的に大体対応していても、県当局としては、

そういう点についての原因分析をしっかりして

いただきたいと思うんですよ。 

 それも、民間の景気がよくなって、日本全体

としては一極集中というか大都市集中であって

も、どんどん好景気が続いて雇用情勢がいい状

態になれば、公務員全体としては非常にきつい

状態にもなるし。 

 また同時に、長崎県のようなところでは、言

い方は悪いですけど、地方という意味で非常に

厳しい状況が出てきますから、対応策をいろい

ろ考えて頑張っていらっしゃることは聞きまし

たが、ぜひそういうところについても敏感に対

応をしていただきたいと思います。 

 それから、労働委員会事務局関係で報告があ

りました。調整事件について、現在調整中の事

件は1件、審査事件は3件、不当労働行為関係を

現在審査中ということであります。 

 もちろん私も労働組合関係の状況はいろいろ

お聞きをしているんですけれども、結果的に言

って、審査、調整、こういうところで時間がか

かり過ぎるんじゃないかと。どの件が具体的に

何カ月かかって、これが遅いじゃないかという

言い方ではございませんが。 

 もちろん審査案件などでは結果を出す、ある

いは調整のところもそういうふうにしてやる、

個別的労使紛争のあっせんは別にしましても、

上の2つについては期間が一体どういう状況に
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なっているんだろうかと。事件によっては和解

を委員会側として両方に求めるとか、あるいは

訴えられたところに求めるというのが当然出て

きますから、時間がそれぞれの立場でかかるの

は理解ができないわけではないですけれども、

例えば審査事件については、最近は平均的にど

の程度、どういうふうにかかっているのか、ぜ

ひお聞かせ願いたい。 

【山田調整審査課長】 調整事件、審査事件の日

数がいかほどかかっているかというご質問でご

ざいます。 

 まず、1番目の調整事件の方からお答えさせ

ていただきます。 

 今、ここに2件上がっております。1件は解決

ということでございまして、これは大体70日未

満、ある程度早い解決をしているところでござ

います。調整の場合は、本当はもう少し短い方

がいいのかなとは思っておりますが、そういう

ところでございます。 

 それから、ご懸念がある審査事件は、まさし

く裁判と同様な手続を行ってまいりますので、

ある程度の時間が必要になってくるものでござ

います。今の傾向といいますか、過去5年間、

平成25年から平成29年度の数字で14件、終結を

いたしております。そのかかった平均の日数は

440日でございます。 

 先ほどご指摘がございましたとおり、和解と

いうことになれば早く終わることもございます

けれども、これが命令を出すという結果になり

ますともっとかかるところでございまして、平

均が440日でございます。 

 私どもも、なるべくこれを短めにした方がい

いということがございますので、見込といたし

ましては1年、365日を目標に立てて鋭意努力を

やっているところでございますけれども、いか

んせん、平均として少し長いものもございます。

それはケース・バイ・ケースでございまして、

中には複雑な事件で審査に時間がかかるものも

ございます。 

【吉村(庄)副委員長】 わかりました。私は申し

上げようかなと思ったんですが、1年を超える

ものがあるという話を聞いておりましたから、

特に審査の方でしょうかね、最低1年ぐらいの

間には解決しなくちゃいかんのじゃないかと言

おうと思っておりましたら、調整審査課長から

その程度ぐらいを目標にして頑張っているんだ

けれどもというお話がありましたからね。 

 やっぱり当事者にしたら、特に労働関係で審

査ということになると不当労働行為あたりが最

近は出てくるんですけれども、それなりにいろ

んな要素がありますから、一概にと言ったらお

かしいですけれども、平たい言い方で言います

と不当労働行為を訴えた方としては、そういう

状態を直ちになくしてもらいたいというところ

でしょうから、短い期間でと考えていただくの

は当然だろうと思うんです。それぞれケース・

バイ・ケースで手続もあるでしょうが、可能な

限り短期間に解決が、和解でもできるような体

制になる、あるいは審査結果を出すにしても、

1年以内を目指して努力をしてもらうと、こう

いうことを求めておきたいと思います。 

【大場委員長】 ほかにございますでしょうか。 

【小林委員】 議案外の質問として、議会事務局

にお尋ねをしたいと思います。 

 今回、テレビの報道だとか新聞各紙等におき

まして、県議会議員の旅費の取り扱いについて、

いろいろと報道をされているわけであります。 

 その時に、「なかなかわかりにくかった」と

いうような話がコメントとして次々に出ている

わけでありますけれども、参考のために、どう
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いうところが旅費規程の中でわかりにくかった

のかと。いわゆる判断を間違ったとか、そうい

う内容があるのかどうか、どういう点がわかり

にくいのか、私どもはその対象ではないので十

分勉強をいたしているわけでもないし、よくわ

からないわけであります。 

 したがいまして、よくわかるように、そうい

う間違いを起こさないように、やはり議会事務

局で指導してあげなければいけないのではない

かと、こういうようなことであるけれども、そ

の指導のあり方が本当に十分だったのか、不足

だったのか、とても大事なことだと思うんです。 

 報道でいろいろと議員の指摘がなされますと、

来年は選挙もあるし、率直な話、品位の問題と

か、いろんなことの中で非常に大きな問題を露

呈してしまうわけです。 

 すべからく議会事務局に責任を押し付けると

いうような考え方はないのだけれども、置かれ

ている立場の中で、議員のいろいろな活動に、

私どもも含めて間違いがあってはならない、あ

るいは、正すべきところは正していかなければ

いけない。実は規程は、あるいは法律は、ルー

ルはというようなことで丁寧に、間違いがある

とすればそれを正して、大きくならないように

きちんとその間違いを正すべく指導をするのが

あなた方の役割ではないかと、そういう視点で

お尋ねをしているわけだけれども。 

 どういうところが説明が足りなかったのか、

どこが議員としてわからなかったのか、ここの

ところについてご答弁をいただければありがた

いと思います。 

【高見総務課長】 今回、議員におかれまして不

適切な宿泊料の受給ということが2件発生いた

しております。 

 まず1件目は、議員が議会事務局に提出され

た宿泊届に記載した宿所に宿泊していないこと

がわかりました。認識違いといいますのは、そ

の議員は実際にマンションを、宿所を借上げて

いたんですけれども、そこに泊らずに、実際は

長崎市近隣の自宅に宿泊をされていたというこ

とで、そういった認識違いもありまして返還と

いうことになっております。 

 あと1件は、議員が借上げておられましたア

パートの賃借料を、議員本人ではなくて、議員

が支部長を務める政党支部が支払っていたとい

うことがわかりましたので、こちらも議員から

返納の申し出があっております。 

 こちらにつきましては、実際に宿所に議員は

泊っていたんですけれども、支払いが政党支部

の方と混同していたため、間違いがあったとい

うことで返納となっております。 

【小林委員】 今の総務課長の答弁を聞いており

ますと、まず第一の案件で認識違いがあったと

いうこと、2番目で混同しておったと、こうい

うことを言っているわけだけれども、どういう

認識違いがあったのか、どういうことを混同し

ていたのかと、ここのところの具体的な内容を

聞いているんだけれども、何も話は答弁として

出てこないわけです。 

 そこのいわゆる認識の違いがあった、混同し

ていた、そういう間違いがないように指導して、

正すべきところを正してあげるのが議会事務局

と議会側の信頼関係ではなかろうかと、私はそ

う思うんだけれども、あなた方の言うところの

認識違いと混同というのが、どうもよくわから

ない。そこをもう少し具体的に教えてください。 

【木下議会事務局長】 経過は先ほど総務課長が

ご説明したとおりでございます。 

 認識違いの部分でございますが、1件目の分

につきましては、実際に市内の賃貸マンション
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に賃貸料を払っていたのでございますが、そこ

に宿泊されていなかったと。こちらの支給の要

件としましては、賃貸料を払い、かつそこに宿

泊したことで支給の対象になります。ところが、

1件目につきましては実際は宿泊されていなか

ったということでございまして、そこの部分が

ご本人の制度の認識の誤りということでござい

ます。この点につきましては、やはりこちらの

方としましても、制度の周知が不足をしていた

という反省点はございます。 

 2点目につきましては、実質ご本人の政党の

関係から支払いが行われていましたが、そこに

つきましてご本人に一定の負担があっていたと

いうことで、実質的には家賃が支払われていた

というご認識があったんでございますが、ご本

人から直接支払いがなされてなかったという点

が、先ほどの制度上、これは支給の対象にはな

らないため、不適切という判断に至ったところ

でございます。これにつきましても1件目と同

様に、この制度の支給要件につきまして、こち

らの方の十分な制度の徹底といいますか、その

あたりに不足があったという点につきましては

同じく反省すべき点で、今、改めているところ

でございます。 

【小林委員】 私は、あなた方を何もことさら追

い込もうとか、あなた方のいわゆる責任を追及

しようとか、そんなようなレベルの話をしてい

るわけではないんです。ただ実態を明らかにし

てもらいたいと、そこの1点に絞りお尋ねをし

ているわけです。 

 今、議会事務局長から、あるいは総務課長か

らご答弁をいただきましたが、どうもその答弁

が歯切れも悪いし。 

 いわゆる支給要件が満たされてなかったんだ

と、それについては、自分たちの指導とか、あ

るいは自分たちの知るべきことをもっとしっか

り伝えておかなければいけなかったんだという

ような、議会事務局として議員各位、あるいは

その対象の方に、それなりの支給要件がこうな

っていますよということを十二分に伝えてなか

ったことが反省すべき点だというようなことで。 

 要するに1例でも2例でも、要件として、特に

1例の場合においてはそれを満たしてなかった

というような状況なんですね。 

 そこでお尋ねをしますけれども、その要件を

満たしてなかったというのを、あなた方は知っ

ておったのか、知ってなかったのか、それはど

うか。 

【高見総務課長】 支給する際には、承知してお

りませんでした。 

【小林委員】 だからね、さっきから答弁してい

ることと、知ってなかったとかという非常に無

責任極まりない今の答弁と、全く実態が合わな

いわけだよ。 

 要するに支給要件を満たしてなかったと。私

は正直に言って、この支給要件を満たしてない

状態の中で、やっばりこれは正していただかな

ければいけないのではないでしょうかと、議会

事務局が主体となって対象議員の方とお話をさ

れて、そこを速やかに穏やかにやっていただい

たのではなかろうかというような考え方であっ

たわけだけれども、全くもって支給要件を満た

していないということを今回初めて知ったのか。

それまでに、いろいろな噂だとか、そういう話

があなた方の耳に入ってきたのかどうか、ある

べき姿ではない状態が耳に入っておったのかど

うか、こういうような実態を知っていたのか、

知っていなかったのか、どうですか。 

【木下議会事務局長】 ただいまのご指摘でござ

いますが、総務課長が申したとおり、議員ご本
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人からのお話があるまで、こちらとしては承知

はしておりませんでした。 

 前段の、こちらのいわば確認的なものは、こ

れまでは宿泊届、書類を提出いただければ、そ

の書類を正とし宿泊料の支給をしていたという

手続でございます。 

【小林委員】 議会事務局長は最近お見えになっ

たばかりの方で、過去の経過は議事録だとか、

その他のことでヒアリングを受けて、いろいろ

勉強されたのかもしれない。 

 ましてや高見総務課長は、もう何十年も、ま

さにこの道の専門家のプロですよね。いろんな

案件とか、いろんな事例をよくよく承知をされ

ている、まさに議会側の思い、議会事務局につ

いては誰よりも一番、百も承知だという生き字

引みたいな方だと、私どもはそういう目で総務

課長を実は見ているわけであります。 

 そうしますと、こういう問題にならないよう

に、ちゃんとふせをしなければいかんじゃない

のか。身分に関わる、信用、信頼に関わるよう

なことについて、きちんとそれなりの間違いを

正してあげるということが、まさに議会事務局

としてのサポート。そういう使命があなた方に

はないのかどうか、その点はどうですか。 

【木下議会事務局長】 ご指摘のとおりでござい

ます。こちらとしても、今回のケースを検証し、

少なくとも思い違いがあっても、まずそれがな

いようにしなければいけませんが、いわば物理

的にそういう間違いが起こらないようにする手

続を考えておりまして、現時点では、長崎市内

にアパートを借りるというような場合には、そ

の賃貸借契約書の写しをいただくとか、また、

今議会から、宿泊費を支給する場合は必ず、そ

の前に家賃の支払い証明書的なもの、何らかの

資料をいただくなど、今、そういう改正、手続

の修正をしたところでございます。 

【小林委員】 私が申し上げていることは、事前

にいかがなものかというようなことが幾らかで

も垣間見られたり、あるいはそういう動きが感

じられれば。 

 議会事務局の皆さん方のおかげで、我々は議

会活動ができていると思っています。本当に

我々のそういう議会活動をあらゆる面からサポ

ートしていただき、正直に言って議会事務局の

皆様がいらっしゃらなければ、我々も議会活動

が半減してしまうんではないかというぐらい、

議会事務局の皆様方は本当に熱心にその職務を

全うしていただき、そして、基本的にはそうや

って議員があまり痛手を被らないようにとか、

議員として辱められないようにとか、いろんな

形でサポートしていただいている。制度、仕組

みだけじゃなくして、そういう個人的な非常に

ありがたいサポートもやっていただいていると

いうことを過去においてしばしば経験している

がゆえに、私は、そういうようなことの中で、

もう少しあなた方の役割もあったのではなかろ

うかと思っているわけだけれども、その点につ

いてが、いま一つ明確でないと思うんです。 

 私が言うサポートというのは、勘違いしない

でほしいんだけれども、事実を覆いかぶせて隠

してしまえというんじゃなくして、そういう問

題があるのではないかというような状況の時に

きちんと正すべくサポートをしていただくとい

うことで。 

 もう一度言わせていただくと、その実態を包

み隠して、いわゆる公金のあるべき姿を、いや

しくも公務員である議会事務局の方々が包み隠

して見えないようにすると、そんなようなこと

をサポートと言っているわけではなくして、そ

ういう大きな問題に至らない状況の段階におい
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て、もう少し気持ちを、お互いの持つ心をむな

しゅうして、しっかりと議員の方々と意見の交

換をすべきではなかったろうかと考えるわけで

ありまして。 

 今後、こういうことを参考にしながら、ある

べき姿に向かって十分な改善をされるでありま

しょうけれども、そこのところについて、私は

こういう事実を全く知らなかったと、ご本人か

ら返還のお話があって初めて、その支給要件を

満たしてなかったことを知ったかのような話を

されているけれども、私はどうも決してそうで

はないのではないかと、事前にそういうような

ことをご存じあったのではないかと、そういう

意味でのサポートが足りなかったのではないか

と、こんなようなことを申し上げているわけで

あります。 

 まず、そこのところの感想として、自分たち

は本当に知らなかったと、議員から実態を告げ

られた時に、あるいはマスコミ報道によってそ

れを初めて知ったということなのか、もう一回、

その辺はどうですか。 

【高見総務課長】 今回2件ありましたけれども、

2件とも、議員の方からそういった返還の申し

出といいますか、ご相談があった際に初めて内

容を知りました。 

【小林委員】 そういうことであるとしても、あ

る意味では職務怠慢とは思わんとやろう。自分

たちも、そういう指導というか、決まりとかル

ールを知ってなかったというようなことで。 

 しかし、こういうルールを知ってなかったと

いうのもちょっと理解しにくいんだけれども、

最初の段階において、きちんとした資料に基づ

いて対象の方に説明をする義務があなたたちに

はあるわけだから、そういう点について、あな

た方の立場としての手を抜いたのか、ちゃんと

言ったけれども議員が守らなかったということ

なのか、そういうようなことになるかと思いま

すけれども。 

 そこで、本論に入りたいんだけれども、費用

弁償制度と応招旅費に関わる宿泊料について、

1番目に、議員が本会議等に出席するために宿

泊した場合の宿泊料の取り扱い、そして括弧し

て住所地から県庁までの距離が50キロメート

ル以上である議員が対象と、こういうことにな

っているけれども、ここで言う住所地とはどう

いう定義ですか。 

【高見総務課長】 これは、4年に一度、議員が

改選されますが、その際に議員から費用弁償の

基礎となります住所地の届けを議会事務局に提

出してもらっておりまして、基本的にその住所

地を起点として費用弁償を算定しております。 

 議会事務局では、届けられました住所が住民

票の住所と相違していないか確認しまして、相

違があった場合はその理由などを確認しており

ます。 

【小林委員】 今の答弁はわかりにくかとやけど

も、少なくとも公務員で県庁の公共の仕事をし

ている人の答弁としては、法的な根拠というよ

うなものがあんまり見られないで、ただ行き当

たりばったり言っているような、大変ご無礼だ

けれども、ご無礼だという前提をもってちょっ

と言葉が適切じゃないかもしれんが、そんじょ

そこらの井戸端会議ばしとるとじゃなかとぞ。 

 住所地というのは、その対象議員がそういう

ようなことで申請をすれば、それが住所地とい

うことになるのかどうか、そこはどうですか。 

【高見総務課長】 住所地の実態を個々の議員に

それぞれ確認することは、非常に困難であると

思っております。費用弁償の支給に当たりまし

ては、議員の住民票の住所も踏まえた上で、基
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本的には本人から届け出のあった住所地を起点

として算定しております。 

【小林委員】 何が困難なんですか。どこが困難

なんですか、教えてください。（「住民票で確

認するんでしょう」と呼ぶ者あり） 

【高見総務課長】 実際どこに住まわれているか

を現場に行って確認するというのは現実的には

困難なことだと思っておりますので、届け出と

住民票とで確認をしております。 

【小林委員】 現場に行って確認をすることが難

しいから、何をもってその住所としての位置づ

けをしているかと、それは住民票を指している

んですか。こちらから住民票だと言っているよ

うだけれども、あなた方は住民票をもって住所

地としていると。 

【高見総務課長】 基本的には議員からの届け出

で、住民票も参考にしながら、届け出を基本と

しております。 

【小林委員】 住所地という根拠は何かというぐ

らいな、きちんと法的な根拠でやってもらわな

いと。その辺の会社がやるような話じゃないん

だよ、君。 

 例えば小林克敏本人が、私は平戸に住んでい

ますよと、そういう申請をしてまかり通るか。 

【高見総務課長】 そういうことがないように住

民票で確認をしております。 

【小林委員】 住民票がすなわち住所地と思って

いるんですか。 

【木下議会事務局長】 総務課長の答弁のとおり

でございますが、基本的に旅費などの起点とす

るために住所の届け出をしていただいておりま

す。その中で、まず第一に確認の目安とすると

ころが住民票をもとにするという総務課長の説

明でございます。 

 それで、今、小林委員が例を挙げた場合など

におきましては、その議員の地元があり選挙区

があると思いますので、そこと違うような届け

出がもしあれば、当然そこは事務的に中身を確

認することになると思いまして、最終的に妥当

なといいますか、その届け出の住所が正しいか

どうか判断します。 

【小林委員】 私が言った事例は突飛なことであ

って、そんなようなことは断じてまかり通らん

し、また、そんなような申請をする人はいない

と思います。私の今の事例は、あなた方の答弁

に対して、あまりにも無抵抗というか、ただ申

請があればそれに従うと、その裏づけはいわゆ

る住民票だと。 

 では、もう一回聞きますが、間違いなく住民

票を取っているんですか。 

【高見総務課長】 議員が改選されます際は、選

挙管理委員会が立候補者名簿を作成されますの

で、それに記載されました住民票の住所と照合

しております。 

【小林委員】 その住民票がイコール住所だと、

こういう判断は誰が決めたんですか。 

【木下議会事務局長】 今のご質問の点で言えば、

住所とはどういうものかというような議論だと

思うんですが、今、手続的には住民票を目安と

しておりますが、その住民票が世間一般に言う

住所なのかということになれば、住民票がイコ

ールその方の住所地ということにはならず、要

は住所地という考え方はいろいろあると思いま

すけれども、一般的にはその方のご自宅といい

ますか、生活をしているところという考え方も

あろうかと思いますし、一方では、選挙人名簿

登録とか何とか、そのあたりのためには住民票

を基本にすると思いますが、いろんな法律、手

続の根拠になる制度でそれぞれの要件はあると

思います。 
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 もとに戻りますと、住所とは何かということ

に関して言えば、全て住民票ということではな

いと思います。 

【小林委員】 自分たちでどういう答弁をしてい

るのかわかっていますか。あなた方は、最高の

学校を出られて、それなりに法律に明るく、そ

ういう一つのよし悪しの基準というのは、法的

な判例だとか、過去の事例だとか、そういうき

ちんとした公金のあるべき姿はきちんとおやり

になっているはずなんです。 

 なぜか我々議員に対しては、そういう届け出、

申請を無条件で受け入れてしまうと。そんなよ

うな形でよろしいのかどうかというのが今回の

問題だし、あなた方の姿勢に関わる問題だと思

うんです。 

 今、議会事務局長が、いわゆる住民票イコー

ル住所じゃないんだよと、こういうようなこと

を明快におっしゃいました。これは最高裁の判

例を見ても、あるいは民法の総則を見ても、そ

ういうふうなことがきちんと提示してあります。

住所とは何ぞやと、明快に最高裁の判例、ある

いは民法が規定するところの住所という解釈、

ここのところがとても大事だと思うんだけれど

も、そういう考え方に至らないのか、そういう

考え方をもって住所地を記されているのか、そ

こはどうですか。 

【木下議会事務局長】 今回の費用弁償に関する

手続における住所の部分と委員がご指摘の住所

とは、全く同じ考え方でいいのかどうか、住所

そのものがどういうことかとなれば、先ほど申

しましたようにいろいろなケースがあると思い

ます。 

【小林委員】 どんどん深みに入っていきよる。

何を自分で言っているかわからないと思います。

自分が何を言っているかわからんと思います。 

 会計管理者とか会計課長、これは自分たちの

問題と思ってよく聞いておいてくれよ。 

 私が言っている一番の問題は、住所地の規定

は何かというところを曖昧にして、住所地から

県庁までの距離50キロと。この住所地をどこに

するかによって、50キロあるかないかというよ

うな、とても大事な始まりになるわけだから、

そこのところはきちんと根拠のある住所地でな

ければいかんわけです。 

 だから、民法で言うところの住所地、あるい

は最高裁判例が示すところの住所地、こういう

ような形で、大体県の行政あたりは、そういう

法令を中心としてやっていると思うんだけれど

も。 

 ここのところについて、さっき議会事務局長

は生活の実態というような表現をされたけれど

も、もう一度そこのところを。住民票がイコー

ル住所ではない、生活の実態がというような言

い方で、そこも中途半端に終わっているけれど

も、そこを今日ははっきりしておきたいと思う

んですが、どうですか。 

【木下議会事務局長】 申し訳ありませんが、は

っきりと住所地はどういう規定だというところ

は、いろんなケースがあると思います。住民票

があるところが実際の住所であるということも

あろうかと思いますし、仕事の関係で長くとど

まっている住所である場合もあるかもしれませ

ん。それは住民票とは違っているかもわかりま

せん。その方の生活の実態ごとに違うのではな

いかと私は思います。 

【小林委員】 どんどん深みに入っていると失礼

なことを言っているんだけれども、そういうふ

うにしか見えないんです。あんな理解のよい、

頭のよろしいあなた方のこれまでの活動の中で。 

 先ほど住民票イコール住所ではないと、こう
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いうようなことをきちんとおっしゃっておりま

した議会事務局長は、この問題が生じてから、

住所というのはどういうことを指しているのか

と、民法の規定する住所、あるいは最高裁の判

例、そういうものを調べられた上でそういう話

をされているのかなと思ったら、また今の答弁

は全くそういうようなことは関係なしに、自分

のいわゆる気持ちでおっしゃっているというよ

うな感じがするわけです。 

 そこで、私はここに民法の総則をコピーして

まいりました。これを調べましたら、住所の定

義とか、また住所に対する最高裁の判例がきち

んと出ています。 

 参考のために、どういうことを言っているか

というと、民法の総則の住所の定義は第22条、

各人の生活の本拠をその者の住所とすると。つ

まり各人の生活の本拠、すなわち各人の生活関

係の中心たる場所を住所と定義するというよう

なことで、形式主義を退けて実質主義をとった

立法であると。第22条は、生活の本拠をもって

住所とし、本籍地や住民登録地か、その地点に

おける生活事実の存否、あるかどうかという存

否を無関係に、そのままで住所になるのではな

く、実質的な生活関係に基づいて住所を認定す

る実質主義を採用しているというのが民法の総

則の考え方。 

 さらに最高裁の判例で言う住所とは、生活の

本拠、即ちその者の生活に最も関係の深い一般

的な生活、全生活の中心を指すものであり、一

定の場所がある者の住所であるか否かは客観的

に生活の本拠たる実態を具備しているか否かよ

り決すべきものと解するのが相当であると、こ

れが最高裁の判例です。 

 つまり、あなた方も先ほどから若干触れてい

るように、生活の実態があるところ、例えば奥

さんと一緒に生活をしている、子どももそこに

生活をしている、生活の実態がある、それがい

わゆる住所としての位置づけになっていると、

こんなようなことを指しているんだけれども、

この民法とか最高裁の判例というものを全然ご

存じないことはないだろうと私は思うけれども、

これをもって住所地だと、まさに生活の主たる

その場所、ここのところが最高裁の判例も民法

も、きちんとこうやって実質主義で法律の解釈

はできているということ。 

 そこのところから考えてみて、あなた方の言

う住所地というのは非常におかしいと。これは

ひとつ生活の本拠地、これがイコール住所だと、

こういうような解釈でいいのではないかと思い

ますが、いかがですか。 

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ２時３３分 休憩 ― 

 

― 午後 ２時３５分 再開 ― 

 

【大場委員長】 再開いたします。 

【高見総務課長】 民法では、確かに各人の生活

の本拠を、その者の住所とする… 

【小林委員】 民法の何条で、あなたの調べたや

つは。きちっと言わんばだめさ。 

【高見総務課長】 民法の第22条では、各人の

生活の本拠をその者の住所とすると規定されて

おりまして、今、小林委員が言われましたよう

な最高裁の判例があることは承知しております。 

 そのほかにも、何をもって生活の本拠である

実態を具備しているかという判断につきまして

は、例えば家族と同居しているとか、居住日数

が多いということもありますけれども、それ以

外にもいろいろな要素、判例の中にはありまし

て、その判断は非常に難しいと考えております。 
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 議員の費用弁償の場合、平成20年3月までは、

この条例では、市町村の市役所または役場の所

在地を起点として県庁までの距離を出しており

ましたけれども、これが議会運営委員会などの

協議によりまして、平成20年の4月から、現在

のような議員の住所地を起点とすることに変更

されております。ですから、議員間の協議によ

って議員の住所地ということで決められており

ますので、このことを、ここをどうするのかと

いうことは、基本的にはまた議員間で協議して

いただいて、生活の本拠とするのか、基本的に

住民票とするのか、そういったことは、また議

会運営委員会等で協議をしていただくことにな

ろうかと思います。 

【小林委員】 実に詭弁を弄している。実に汚い

答弁だよ。 

 これは委員会を再開しているんでしょう。 

【大場委員長】 はい、しています。 

【小林委員】 こういうめちゃくちゃな答弁をし

てさ、法律的な根拠も何もないと。 

 あなたが言うところの、さっき言ったような

問題点としての、民法でも最高裁の判例でも、

その他の判例とか、法律のいわゆる解釈はいろ

いろあって難しいんだと。何が難しいんですか。

難しいというならば、その難しいところをちゃ

んと出せばよろしいじゃないですか。 

 しかもあなたは、平成20年にそうやって協議

して議会で決めたことだと、こう言っているけ

れども、私はここに議事録を持っているわけだ

よ。あなたからもらったんだよ。 

 平成24年だよ。平成24年に、私も中に入って、

議会改革の特別委員会をずっと続行して、通年

議会の中でやってきた。その生き残りだよ、私

は。その中で、議員のこういう旅費の制度につ

いては、髙比良元議員が委員長として、彼が全

部くくって、そういうことが議事録に残って。 

 その彼と話をしてみても、費用弁償制度の住

所地については、要するに生活の主たる場所と

いうような形で、やはり本拠地だと、こういう

ような民法とか判例が言うところの内容になっ

ていると、こんなようなことをちゃんと、県政

改革特別委員会のこういう費用弁償制度を議論

する中において、こんなようなことを何回も確

認し合っていると、そういうことを言うわけで

す。 

 議会で決めればよかことたいじゃなくして。

本拠地から、住所地から県庁までの距離が50キ

ロメートルとか、あるいはそれを45キロメート

ルにするとか、40キロメートルにするとかとい

うのは、また議会で、その実態に合わせて決め

ればいいことだけれども、住所地というのは、

そんなにいいかげんに、その時によってころこ

ろ変わるような住所地ではないわけであって、

法律の定めるところ、判例が定めるところ、そ

ういうある一定の根拠のもとにおいてきちんと

位置づけないと、これは大きな問題になります

よ。だから、そういうようなことを聞いている。 

 したがって、今の段階の中で住所地というこ

とを曖昧にしながらやっておったと、こういう

ようなことが許されるか、許されないかと。こ

れはひょっとしたらオンブズマンの人たちがい

ろいろと動き回っておられて、そこのところで

県が告発を受けるというようなこともひょっと

したらあり得るわけだから、我々としては、議

会事務局がいろいろとそういう取りざたをされ

ることを決してよしと思っていない。また、議

員がそういうような形になることはよしと思っ

ていない。 

 だから、そういう点から考えていけば、もう

少しきちんとした整理のあり方をしておかなけ
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ればいけなかったわけだけれども、それができ

ていないわけだよ。あなた方は、全く知らなか

ったとか、知っておったとか、知っておったと

いうことを言わんから知らんかったとか、こん

なようなことで逃げまくっているけれども、本

当に全く何も知らなかったのか、もう一度確認

をしたい。 

【高見総務課長】 先ほどの件では、全く知りま

せんでした。 

【小林委員】 知らない、知らないで通していこ

うとしているけれども、あんまり言いたくない

けれどもね、ちょっと現実の事実だから明らか

にしたいと思うんだけれども、例えば1番目の

ある議員は、今回自分が間違っておったという

ことで自らがお金を返したというよりも、指摘

を受けて返したということを新聞紙上で聞いて

いる。 

 ならば、実際的にいろいろと同僚議員その他

から聞くと、こういうことだと。そういう選挙

区の方から通っているということで旅費規程に

基づいてお金をいただいておったと。ところが、

現実にはそうやって近くのある場所から通って

来ておったと。 

 最初は、まさに通常どおり、この近くの20キ

ロぐらいの範囲のところに住んでいるから、そ

こが住所地だから、そういうような形の中で申

請をし、当たり前にやっておったと。ところが、

半年か1年後、これがいきなり住所地が変わっ

た。こういうようなことの中で今回、返還をさ

れているということは、明らかに自分自身が、

言うところの住所地のいわゆる間違いを自分で

認められたということ。もらうべきではないお

金をもらった、あるいは申請すべきところでは

ないものを申請したというような反省を込めて、

指摘を受けて、そうやってお金を返還されたの

ではないかと、ある意味での善意的な行為とし

て受け止めておるんですけれども、あなた方が

そこから見た時に、何も知らなかったというよ

うなことにはならんだろうと思うんです。こう

いう、結局はうそ偽りとか、でたらめな、隠す

というようなことの中で、結局は住所地という

のが全くおかしな判断の中で。そのくらいの根

拠はしっかりしておかないと、こういうような

問題になるわけであって。 

 住所地は、法令に基づいて生活の主たるとこ

ろから通うという考え方で、当たり前の論理で

やるべきだから、そうじゃないような状態であ

るとするならば、そこはやっぱりきちんと正し

ていかなければいかんじゃないかと思うんです。 

 どうですか、幾ら答弁を求めても、それ以上

のことは返ってこないかもしれんけれども、例

えば1番目の事例を見て、あなた方が知らんと

いうようなことはなかったと思うんです。そこ

できちっとねじを巻くとか、あるいはやり変え

てもらうとか、いろんなあなた方の役割がそこ

にあったんじゃないかと思うけれども、どうで

すか。 

【高見総務課長】 事例につきましては、承知し

ておりませんでした。 

 住所につきましては、生活の本拠ということ

になっておりますけれども、その生活の本拠が

どこなのかというのを、法令集などで確認して

おりますけれども、本人の意思とか、そういっ

たのも参考とすべきとなっております。 

 先ほど言われましたように客観主義と、（「実

質主義、実質」「形式、実質」と呼ぶ者あり）

もう一つ、本人の意思を重要視することもあり

まして、法令集を読んでみましても、明確にこ

ういうところが住所地だということが規定はさ

れておりません。 
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【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ２時４５分 休憩 ― 

（休憩中） 

 

― 午後 ２時５５分 再開 ― 

 

【大場委員長】 再開いたします。 

【小林委員】 私は、最後にちょっと、確実に指

摘しておきたいと思います。 

 住所地に対するこのような曖昧な考え方で、

届け出でよろしいんだと、届けたところを住所

地とすると、この考え方は間違いないのか、も

う一回聞くぞ。 

【高見総務課長】 現在は、そういった運用をし

ております。 

【小林委員】 ならば聞きますけれども、1番目

のある議員は、ここから20キロ近くに住まいが

あると。しかし、選挙区の方から通っていると

途中で申請をし直して、それでまかり通って今

日まできたわけだ。あなた方も、何もそこは指

摘しない。 

 しかしながら、現実に第三者機関から指摘を

受けて、結局はそのお金を返しているというこ

とは、住所地という正しい認識ができていなか

ったというか、自分で間違いを犯しているとい

うことを認めるがゆえに、そのお金を返し。 

 では、あなた方はなぜそれを受け取ったので

すか。どこでも住所がよければ、受け取る必要

はないし、返す必要もないじゃないか。どうで

すか。ここが決め手だ。 

【高見総務課長】 その議員からは、返納の申し

出とともに、届け出ました住所地届けが間違い

であったということで撤回をされております。

それで、長崎市近辺の自宅から、費用弁償を算

定し直しまして返納を求めております。 

【小林委員】 1回登録した、申請した場所から、

次なる申請をして、そこからいただいたお金を、

第三者機関から指摘をされて、それでみんなお

返しになったと。今あなたは、そのことについ

ては間違いであったからと。この間違いであっ

たという事実が、ここが問題なんです。 

 そうやって申請すれば全てよかじゃなくして、

間違いだったというのはどういうことが間違い

だったということですか。 

【木下議会事務局長】 今のケースで言えば、地

元の方に住所地を移し、長崎市内のマンション

を借り上げるという形の変更申請の折に、地元

での住所地ということは、地元で基本的には住

まわれるのですかというような、そういう手続

的なところは必要だったと思います。 

 要は、いわゆる生活の拠点は変更されておら

ず、もともとの長崎市に近い方のままであった

にもかかわらず、地元の方に住所地を変更した

ということ自体が、今回のこのケースにおいて

は間違いでありましたので、そこの時点でこち

らの確認をすべきだったと考えております。 

【小林委員】 だから、そういう間違いをあなた

方も認めているじゃありませんか、今の答弁で

も。そういうように間違いであったと、生活の

本拠地が中心として住所ということになってい

るから、そこの前提で考えているから、そこが

間違いであったということになっているわけで

す。 

 住所地がどうなんと、もう申請されたとおり

と、こういうような格好の中で、その申請され

たとおりがこういう問題を引き起こしているわ

けだ。もうちょっときちんとした姿勢をね。 

 住所地というのはこういうような考え方だと、

あなた方から議会にきちんと示していただいて、

その内容で50キロメートルという形で公費が
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そこに充当されると、こういうようなことでな

ければいかんと思います。 

 私は、住所地というのはあくまでも、高見総

務課長が言うような、そんな踊ったりはねたり

するような話であってはいかんと思う。実に卑

怯ですし、実に内容が許せないような発言が続

いている。 

 この問題については、こういう答弁しか出て

こなければ、我々も我々の顧問弁護士によく相

談をしながら、ここのところはきちんとただし

ていかなければいかんと、こういうように考え

ていますから、県の顧問弁護士の方々もたくさ

んいらっしゃいますから、そこでよくきちんと

して、二度と再びこういう間違いにつながらな

いように、議員の立場をよく考えて差し上げて

対応してもらうことを重ねてお願いを申し上げ

て終わりたいと思います。 

【大場委員長】 ほかに質疑はございますでしょ

うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 しばらく休憩をいたします。 

 

― 午後 ３時 １分 休憩 ― 

― 午後 ３時 １分 再開 ― 

 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 次に、入札制度等県の発注方式の改善に関す

る決議の特例措置に関する決議について、審議

いたします。 

 ここで、改めて吉村(洋)委員より、決議につ

いての趣旨説明をお願いいたします。 

【吉村(洋)委員】 お手元に配付をしてあると存

じますが、「入札制度等県の発注方式の改善に

関する決議の特例措置に関する決議（案）」と

いう題名をつけさせていただいております。「公

用車の燃料調達にかかる契約方法の見直し」に

ついてということでございます。 

 中身といたしましては、平成24年に、県議会

におきまして決議がなされているところでござ

いますが、その折に「入札制度等県の発注方式

の改善に関する決議」がなされております。こ

れによりまして、県が発注するいろんな納入物

について、公平性、透明性の確保という観点か

ら、随意契約を排して入札制度に移行すべしと

いうような決議であったわけでございます。 

 その当時おられた議員の皆様方はご存じかと

思いますが、私はその当時おりませんでしたか

ら、その経緯に関してはよくわからなかったわ

けですが。今般、特に公用車の燃料調達という

ことに関しまして。 

 小規模なガソリンスタンド等の事業者につき

まして、非常に厳しい経営環境が続いていると

いうことでございます。このことにつきまして

は、皆様方もご存じかと思いますが。 

 1994年度末に全国で6万カ所程度の給油所が

あったわけですが、2010年末におきましては、

それが3万8,000カ所にまで減少をいたしてお

ります。長崎県内におきましては、1994年末で

830カ所だったのが、2013年末は543カ所とい

うところまで減少をしているところでございま

す。 

 この要因といたしましては、規制緩和が何回

も行われているわけです。87年、93年、95年、

97年、98年、2001年、2002年と、数次にわた

って規制緩和が行われております。それにより

まして小売事業者のマージンが、それ以前の2

分の1から3分の1に減少したという現状でござ

います。 

 それに加えましてガソリン需要の減少。これ

は、ＰＨＶ、ＥＶといった車の普及によりまし

て、2020年度想定で全体の販売比率で50％、保
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有比率で20％以上がそのような車両になると

いうことでございます。 

 長崎県の特異な状況としましては離島が多い

ということもこれありで、543カ所の給油所の

うちの136カ所が離島に存在しています。これ

は全体の24％程度になります。離島に給油所が

あることで、給油所1カ所当たりの人口が全国

平均の4分の1から3分の1、輸送コストが原価を

押し上げるというようなことがあるわけでござ

いまして。 

 また、消防法が改正をされまして、地下タン

クの更新を余儀なくされております。この地下

タンクを更新するに当たりましては数千万円の

費用ががかると。現在、赤字状況がほとんどの

給油所で、その更新がままならないと、よって

経営を維持することができなくなりまして、自

然と廃業をしていくということになっています。 

 新聞にもあるわけですが、給油所の存続で経

産省が指針を出されております。これは2017年

8月19日です。 

 全国で10数カ所、給油所がゼロの自治体があ

るそうでございます。これはまさに氷山の一角

でございまして、平成の大合併をいたしており

ますので、自治体がなくなったところがたくさ

んございます。 

 私は佐世保市に住いしておりますが、旧北松

浦郡の鹿町町は、現在は佐世保市なので出てき

ませんが、給油所がゼロでございます。その地

域に住む方々は県民でございますが、この方々

の生活の利便性の確保ということに支障を来し

ているのが現状でございまして。 

 国が毎年6月に出しております官公需報によ

ります指針、この文書にも書いてありますが、

平成28年から明確になったわけですが、中小の

石油販売事業者に特段の配慮を行うという一文

が付け加えられております。 

 こういういろんな周辺状況を鑑みる時に、こ

の平成24年の県議会で行われました決議とい

うのは全会一致でございましたので非常に重い

ものがあるわけでございますが、その折におい

てもただし書きが付けられておりまして、緊急

性、重要性、いろんなそういうことを勘案して

必要と認められる時にはこの限りではないとい

う条項があるわけですが、そこに適用させてい

ただきまして、今回、公用車の燃料調達に係る

契約方法の見直しという一点につきまして、長

崎県石油協同組合、これは国が認める官公需組

合でございますが、こことの随意契約を適用し

ていただきたいということで決議を議会でして

いただけないかという提案でございますので、

皆様方におかれましては、ご高配をいただきま

してご賛同を賜ればと思うところでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

【大場委員長】 ただいま吉村(洋)委員から説明

がありました入札制度等県の発注方式の改善に

関する決議の特例措置に関する決議について、

ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 よろしいでしょうか。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ３時 ９分 休憩 ― 

― 午後 ３時１０分 再開 ― 

 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 質問等もないようですので、決議について採

決を行いたいと思います。 

 本提案のとおり、決議することにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。 
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 よって、入札制度等県の発注方式の改善に関

する決議の特例措置に関する決議については、

提出することに決定をされました。 

 なお、文案の作成等については、正副委員長

に一任をいただいてよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 では、そのようにさせていただ

きたいと思います。 

 ほかに質問はございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ほかに質問がないようですので、

出納局及び各種委員会事務局関係の審査結果に

ついて整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ３時１１分 休憩 ― 

― 午後 ３時１１分 再開 ― 

 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、企画振興部関係の審査

を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時１２分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年 ６月２８日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ３時３９分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 大場 博文 君 

副委員長(副会長) 吉村 庄二 君 

委 員 宮内 雪夫 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   下条ふみまさ 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   宅島 寿一 君 

 〃   吉村  洋 君 

 〃   宮本 法広 君 
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

企 画 振 興 部 長 柿本 敏晶 君 

企画振興部政策監 
(離島･半島･過疎対策担
当) 

廣田 義美 君 

企画振興部政策監 
（ＩＲ推進担当） 

吉田 慎一 君 

企画振興部次長 廣畑 健次 君 

企画振興部参事監 
(県庁舎跡地活用担当 ) 

髙宮 茂隆 君 

政 策 企 画 課 長 浦  真樹 君 

Ｉ Ｒ 推 進 室 長 西村 一宏 君 

地域づくり推進課長 村山 弘司 君 

地域づくり推進課企画監 
(離島振興対策担当) 

浦  亮治 君 

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 本田 和人 君 

スポーツ振興課企画監 
（スポーツ合宿･ 
大会誘致担当） 

野口 純弘 君 

市 町 村 課 長 井手美都子 君 

土 地 対 策 室 長 山下  明 君 

新幹線・総合交通対策課長 早稲田智仁 君 

新幹線・総合交通対策課企画監 
(航路･バス事業等担
当) 

椿谷 博文 君 

県庁舎跡地活用室長 鳥谷 寿彦 君 
 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【大場委員長】 おはようございます。 

 分科会を再開いたします。 

 これより、企画振興部関係の審査を行います。 

 審査に入ります前に、理事者側から、4月の

人事異動に伴う新たな幹部職員について、5月

の委員会の際に出席していなかった職員の紹介

がありますので、これを受けることにいたしま

す。 

【柿本企画振興部長】 おはようございます。 

 4月1日付けの組織改正及び人事異動以降、今

回初めて総務委員会に出席する幹部職員を紹介

させていただきます。 

〔各幹部職員紹介〕 

 以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

【大場委員長】 それでは、これより審査に入り

ます。 

【大場分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算及び予算にかかる報告議案を議題といた



平成３０年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２８日） 

- 83 - 

します。 

 企画振興部長より、予算及び報告議案説明を

お願いいたします。 

【柿本企画振興部長】 企画振興部関係の議案に

ついてご説明いたします。 

 予算決算委員会総務分科会説明資料をお開き

ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第95号議案「平成30年度長崎県一般会計補正予

算（第1号）」のうち関係部分、報告第2号「知

事専決事項報告『平成29年度長崎県一般会計補

正予算（第9号）』」のうち関係部分でありま

す。 

 はじめに、第95号議案「平成30年度長崎県一

般会計補正予算（第1号）」のうち、関係部分

についてご説明いたします。 

 補正予算は、歳入予算で、1,938万2,000円の

増を計上いたしております。 

 この歳入予算の内容につきましては、地方創

生推進交付金の第2次募集に対応するものであ

ります。 

 次に、報告第2号「知事専決事項報告『平成

29年度長崎県一般会計補正予算（第9号）』」

のうち、関係部分についてご説明いたします。 

 これは、3月定例県議会の予算決算委員会に

おいて、専決処分により措置することについて

あらかじめご了承いただいておりました、平成

29年度予算の補正を、平成30年3月30日付けを

もって専決処分させていただいたものであり、

その概要についてご報告いたします。 

 歳入予算は、合計で2億6,447万円の減、歳出

予算は、合計で6億5,237万8,000円の減であり

ます。 

 歳入予算の減額の主なものは、特定有人国境

離島地域社会維持推進交付金の1億4,300万

9,000円の減、地方創生推進交付金の1億2,210

万2,000円の減であります。 

 歳出予算の減額の主なものは、総務管理費で

は、振興局運営費の188万4,000円の減でありま

す。 

 企画費では、生活航路改善対策事業費の1億

9,754万円の減、国境離島創業・事業拡大等支援

事業費の1億41万5,000円の減であります。 

 市町村振興費では、長崎県市町財政資金貸付

費の2,071万3,000円の減であります。 

 選挙費では、知事選挙費の1億6,261万8,000

円の減であります。 

 以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【大場分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算及び報告議案に対する質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

【宅島委員】 おはようございます。 

 今、企画振興部長の説明がありました中で、

特に、特定有人国境離島地域社会維持推進交付

金1億4,300万円の減とありますが、主な要因を

お聞かせいただきたいと思います。 

【浦地域づくり推進課企画監】 特定有人国境離

島地域社会維持推進交付金の減額についてのお

尋ねでありますけれども、現計予算約18億

6,300万円でありまして、最終補正後で約17億

2,000万円となっているため、約1億4,300万円

の減額補正となっております。その主な内訳と

しましては、雇用機会拡充事業への充当分とし

て8,033万1,000円の減額、滞在型観光促進事業

への充当分としまして4,082万4,000円の減額

となっております。雇用機会拡充事業につきま
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しては、歳出予算に当たります国境離島創業・

事業拡大等支援事業費が約9億2,700万円から8

億2,700万円と、約1億円の減額となったことに

伴うものであります。これは3月補正予算時点

では、国の交付決定額に基づく事業費を計上し

ていたところ、市町からの実績報告に基づき減

額を行ったものであります。もう一つの滞在型

観光促進事業につきましては、観光振興課の関

連歳出予算の減額に伴うものでありまして、主

なものとしましては、しま旅滞在促進事業費が

約4,600万円の減額となったことに伴うもので

あります。一昨日の文化観光国際部の審査の際

にもご議論があったとおり、もともと1月末ま

での販売期間だったものを、より多くの方にし

まを訪れていただきたいということで、2月末

までに延長し、ぎりぎりまで予算を構えていた

ものを減額するものでございます。 

【宅島委員】 わかりました。 

 もう一つ、国境離島創業・事業拡大等支援事

業費1億41万円の減とありますが、これについ

ても説明を求めます。 

【浦地域づくり推進課企画監】 歳出のうち、国

境離島創業・事業拡大等支援事業費の減額につ

いてのお尋ねであります。先ほども申し上げま

したとおり、現計予算約9億2,700万円に対して、

最終専決補正後で約8億2,700万円となるため、

今回約1億円の減額補正となっております。こ

の事業は、市町が事業実施主体でありまして、

負担割合は国2分の1、県8分の1、市町8分の1、

そして事業者が4分の1となっております。3月

補正予算時点では、国の交付決定額に基づき事

業費を計上していまして、今回、市町からの実

績報告に基づいて減額を行っております。 

 これについて関係市町に事業費の減の主な理

由を確認いたしたところ、大きく2点ございま

す。まず、1点目として、事業計画当初には想

定していなかった諸事情の発生により、事業自

体が取りやめになったことによるもの、2点目

として、その他、事業によって雇用開始時期に

遅れが生じましたり、設備整備等に係る経費の

実績減などが生じたことによるものであります。 

 ただ一方で、今回、本県は340人という平成

29年度の雇用実績が出ております。全国でいき

ますと、この事業による雇用者数としては464

人となっておりまして、本県の340人は全国の

約73％を占めるという成果になっております

ので、引き続き、しっかり取組を進めてまいり

たいと考えております。 

【宅島委員】 わかりました。 

 全国で言えば、全体事業費の73％の雇用拡充

をしたのでありますけれども、この予算をもっ

ときちっと執行していれば、もう少し雇用がで

きていたのかもしれません。始まったばっかり

の法律だったのですが、できるだけこうやって

執行残が残らないように、きちっと県、市一体

となって取り組んでいただきたいと思います。 

 それと、生活航路改善対策事業費ですが、こ

の内訳について、説明をお願いいたします。 

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 生活航

路改善対策事業における県の補助金につきまし

ては、航路事業者の欠損額から国が交付する補

助金額を差し引いた額の範囲で交付をすること

になっております。しかしながら、国の補助金

の確定額が3月になりますために、それまでは

県の補助金額も確定をしないといったことにな

ります。そのため、3月の補正額を算出する時

点では、その後の国の補助金額の確定作業にお

いて、予定していなかった船舶の修繕費が補助

対象となることで補助が増額したり、また燃料

の増額分が出たりと、不測の事態にも対応する
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可能な金額ということで、特に内訳は定めず減

額補正をこの時点では行っているものでござい

ます。今回の3月補正を終えた以降につきまし

ては、先ほど申しましたような修繕費または燃

油等の動きがなかったこともございまして、今

回の1億9,754万円の減ということでの専決処

分をお願いしているところでございます。 

【宅島委員】 修繕費等々が十分できた上で余っ

たと聞こえたんですが、県のご認識として、要

は、事業者の上がってきた要望は全てかなった

という認識でいいですか。 

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 航路修

繕等につきましては、年度当初に計画を出して

いただきまして、その後、国のほうの認定作業

を受けて確定することになりますが、年度内の

動きであったり、いろいろな諸事情で、当然な

がら修繕の要望、希望も変わってまいりますの

で、その全てに年度内において対応できたとは

思っておりません。ここで補助金額が変わった

分での修繕費等の補助対象になるという部分の

表現でございますけれども、実際には、確定作

業をする中で、当初予定をしていなかった項目、

費目につきまして、国のほうで作業をする中で、

改めて見直すと補助対象額に上がるといった動

きも含めたことで、ご説明をしたとおりでござ

います。 

【宅島委員】 大体理解はできましたけれども、

船舶のそれぞれの事業者の方たちも、一生懸命

考えながら県に申請をされるけれども、なかな

か通らないという事業者さんも中にはおられる

と聞いております。こうやって執行残が残るの

であれば、県も一体となって、こういう執行残

が出ないように、しっかり取り組んでいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

【下条委員】 今、宅島委員が、新年度はそうい

うことがないようにということでの指摘があっ

たのですが、内容は厳しかったのですが、言葉

が優しかったものだから、あなたたちは甘く考

えているようなことだなと。有人国境離島法と

いうのは、特別にこれだけつくって、これから

の長崎県の最大の人口減少というのは離島にあ

るわけでありますから、これを何とか食い止め

ていかなければならないということを前提とし

て、日本の国防ということもあって、この新法

がつくられていった、要するに、国民全体がご

理解をいただいたということです。長崎県選出

の離島選出の国会議員さんたちが中心となって

頑張っていただいた法律ですけれども、その中

の、また地方創生も含めた柱中の柱が、新しい

雇用の創出、あるいは交流人口の拡大というも

のじゃないですか。この柱の 2 つが 1 年目から

といいますか、これだけ使い切れてなかったと

いうふうなことを出すということはどういうこ

となのかということを、基本的には、その関係

する離島の市町が基本的なものの主なものを握

っていくんでしょうけれども、あなたたち自身

が一緒になって、どういう苦労をしたけれども、

どこの時点で若手が、採用しようにもできなか

ったんだと、あるいは逆に、雇用者がそこまで

の準備ができなかったんだということなのか。

それから、交流人口の問題でも、どこまで、ど

ういう苦労をされて、どこが今年はこれだけ満

額を使えなかったんだと、新年度はどういうふ

うな形でそれを手を打とうとされているのかと

か、そういうことをきちっと説明しないと、国

境離島新法というのは長崎県にとってはとても

重要な法であるし、重要な予算ですよ。そこの

ところをどのようにあなたたちが真剣に市町と

一緒になってやっているのかという、そこを見

せてください。結果的にこうですよ、ぐらいで
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終わってはだめですよ。いかがでしょうか。宅

島委員も内容では厳しく指摘しました。あなた

たちは本当にそれを感じているのかなと。それ

が使い切れなければ、新年度、予算が減らされ

ていきますよ。どう思っていますか。 

【廣田企画振興部政策監】 下条委員のご指摘、

ごもっともだと思っております。これまでどの

ような取組をしたかというご質問でございます

けれども、まず雇用機会拡充事業につきまして

は、各市町単位で行っているところでございま

す。それで、この有人国境離島法案が平成 28

年 4 月に成立し、平成 29 年 4 月から施行され

たわけでございますけれども、各市町単位で、

まず市役所そして振興局等の関係部課長による

プロジェクトチームをつくりました。そのプロ

ジェクトチームの中に、これは分野が多岐にわ

たっておりますので、例えば、観光分野である

とか、商工分野、農林分野、その分野ごとにワ

ーキングチームをつくりました。そして、それ

ぞれのワーキングチームが市内、町内の各業界

団体と事業者のほうに個別に入りまして、まず

事業の掘り起こしを行ったわけでございます。

その結果、全国で 6 割ぐらいの予算を執行する

ような事業の提案がございました。そういうこ

とを踏まえまして、平成 29 年度に入りまして

から、それぞれの事業者のほうから申請書を提

出させ、それを審査し、採択を決定したところ

でございます。 

 昨年度におきましては、1 次、2 次、3 次と 3

回に分けて交付決定を行ったわけでございます

けれども、その中で、各事業者、相当の事業数

がございましたので、事業者によりましては、

事業の着手がなかなか計画どおりいかなかった

ということで、雇用の開始時期が遅れたという

ものが 1 点ございました。それと、諸事情がご

ざいまして、事業そのものが取りやめになった

ということもございました。そういったことか

ら、先ほど申し上げたように、大幅な執行残が

残ったわけでございます。 

 それで、このことについては昨年来もやって

いたわけですけれども、掘り起こしだけにとど

まらず、事業執行段階においても、きめ細かな

フォローアップが必要かと思っておりますので、

そのあたりは、これまでに引き続き、事業者に

対する、きめ細かなフォローアップ、助言指導

を行いながら、こういった執行残が出ないよう

に努めてまいりたいと思います。 

 これは委員ご指摘のとおり、国から措置され

た貴重な財源でございますので、これを有効に

活用して、離島地域の活性化を図っていくとい

うのが私たちの使命だと考えておりますので、

そのところは強く意を用いて取り組んでいきた

いと思っております。 

 2 点目の滞在型観光促進事業の関係でござい

ますけれども、これは文化観光国際部の関係と

いうこともございますが、昨日の文化観光国際

部の審査の中でもご議論がございましたけれど

も、事業の取組自体に当初予定よりも利用者が

少なかったというところもございまして、こう

いった大幅な減になったということを承ってお

ります。 

 これも先ほどの雇用の分と同じように、国の

貴重な予算を活用し、そして長崎県の離島に人

を呼び込むということでの予算でございますの

で、これについては私どもも有人国境離島法の

業務を処理する立場でございますので、所管の

部局と一緒になって、昨年のような執行残を残

さないように取り組んでまいりたいと考えてい

るところでございます。 

【下条委員】 滞在型観光の場合には、日本全体
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が相手ということもあって、相手もあることで

すから、これは執行残が出たり、あるいは余剰

の場合、新年度に回しますと言ったって、新し

い年度で受け入れましょうなんていうのはでき

ないのですから、余ったり、足りなかったりと

いう形になるでしょうけれども、雇用あるいは

事業の拡大とかいうものは、やればできること

なんですよ。ですから、皆さん方は、もともと

この予算を使う時には、120％から 130％ぐら

いのものをつくり上げていって、来年度にまで

持ち越していかなければならないと、新しい年

度で改めて拡充をやりましょうと。100％は常

にクリアしていく、そして次の年度で新規採用

していくと、そのくらいの意気込みを持ってや

っていくべきだと私は思っています。 

 ですから、事業の拡大、あるいは雇用の拡大、

両面、ぜひ 100％で予定をして、事業が取りや

めになった、あるいは人が来なかった、じゃな

くて、120％、130％ぐらいをめどとして目標を

立てて、それだけのものを仕掛けていくと。結

果的に 100％使って、残念ながらこれで予算が

いっぱいになりました、今年の計画よりも、も

っとそれをいいものにつくり上げて新年度を待

ちましょうと、そのようなものにやって、何と

か生き残り、国境離島の若い人たちの人口の流

出に少しでも歯止めをかけていく、あるいはま

た経済活性化にこの法律をしっかりと役立てて

いくというふうにやるべきだと私は思いますの

で、そのような気持ちで、市町と振興局、そし

て本庁と一体となって取り組んでほしいという

ことを要望して、終わります。 

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【吉村(洋)委員】 文化観光国際部のほうでもあ

ったのですが、今の関連といいますか、これは

専決ですから、もう最終最後ですよね。だから

平成 29 年度の事業年度 1 年間を振り返って、

どうだったのかなというのがもうある程度、頭

の中に描かれているんじゃなかろうかと思うわ

けです。そういうことの最終的な結果として、

専決処分でやりましたということになるだろう

と思いますけれども、今、国境離島新法関係の

ご質問がお二方からあったわけですが、これは

これでやらなければいけないことだろうと。そ

れは離島のいわゆる人口減少率が高いとか、そ

ういうことで町自体がなくなっていくんじゃな

いかという危機感があるわけですから、それは

それで評価をしなければいけないと思うんです

が、この予算の中を見てみますと、しま振興対

策全体は 12 億円ですよね。その中の約 1 割弱

程度が残余として残ったと。この 1 割という幅

が許容できる範囲なのか、通常でその振れ幅の

中に大体おさまっているのかなというような評

価というのはどういうふうに考えられているか

なと思うところです。 

 それから、この財源内訳の中で、1 億 1,800

万円が減額補正になると。内訳としては、国庫

が 8,700 万円減額、一般財源で 3,100 万円です。

この事業を全部やったとした時に、この一般財

源をやっぱり 3,000 万円入れ込んでいかなけれ

ばいけないわけですね。私は半島に住む人間で

すけれども、その下の行に半島振興対策費とい

うのがあるわけです。ここも 150 万円ですけど

10 分の 1 ですね、そういう減額になっている。

そうしたら、県全体を眺める時に、その比率と

いいますか、当然、離島も振興しなければいけ

ない、国境離島新法もできた、それを活用して

どんどんやるんだ。ただ、100％補助ならいい

けれども、そこに自主財源も必要になってくる。

それを推進せんがために、ほかの事業にしわ寄

せがいくということがあるのかないのか。例え
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ば、半島振興に影響を及ぼすというようなこと

があるのかないのか、そういうところの検証と

いうのはやられておれば教えていただきたいん

ですけれども、いかがでしょうか。 

【浦地域づくり推進課企画監】 1 点目のしま振

興対策費で減額補正として 1 億 1,800 万円が計

上されていることについての評価ということで

ございますが、内訳にも記載をしております。

先ほど来質問があっておりますけれども、今回、

その主な内訳としましては、国境離島創業・事

業拡大等支援事業費の約 1 億円が中心となって

おりまして、これは今回初めて出てきた予算で

ございますので、昨年まではなかったというも

のでございます。評価というふうなお話でござ

いますけれども、県の特定有人国境離島地域社

会の維持に関する計画の中で、重要業績評価指

数（ＫＰＩ）ということで、雇用機会拡充事業

と、その他の企業誘致等による雇用効果も合わ

せたところで、平成 29 年度において、400 人

の新規雇用者数の目標を掲げているところであ

ります。そうした中の今回約 1 億円の減額補正

とはなっているんですけれども、雇用機会拡充

事業による新規雇用者数だけで、先ほども申し

上げたとおり、340 人の雇用が実現できた状況

であります。その他の企業誘致等による雇用効

果については、現在、市町あるいは県の関係部

署のほうから報告を取りまとめ中でございます

けれども、今のところ、ほぼ目標に近い実績に

なるのではないかと考えております。また、340

人のうち 80 人が県外、島外からの雇用であり

まして、その他の移住の成果、この移住の成果

と申しますのが、離島の 5 市町の合計でいきま

すと平成 28 年度、115 名の移住だったものが、

平成 29 年度には 275 名と大幅に増加しており

ます。こういった移住の成果とも相まって、先

ほどの県計画の基本的な目標である社会減の抑

制については、従来、約 1,000 人の社会減だっ

たところ、平成 29 年度は 640 人の社会減にと

どまっているということで、一定大きく改善し

ており、成果もあったものと考えております。 

【村山地域づくり推進課長】 半島振興対策費の

150 万円の減でございますけれども、これは平

成 27 年度に、法改正に伴って創設されました

国の補助事業でございまして、広域的に実施し

ます市町の取組について事業を実施したもので

ございます。専決額につきましては、事業の実

施に伴います減額を補正の理由としたものでご

ざいますけれども、半島振興対策、しっかり取

り組む意味で、こういった補助事業をしっかり

活用しながら、専決の額が少なくなるよう努め

てまいりたいと思います。 

【柿本企画振興部長】 先ほど、吉村(洋)委員か

らのご指摘の中で、今回、有人国境離島法の施

行を受けまして、その国の交付金を最大限に活

用するということで、県のほうにおいても、必

要な一般財源を措置しながらこの事業を実施し

てきたということでございます。その実施に当

たりましては、新たな一般財源の確保というこ

とが当然必要になってまいりますので、そこに

ついては県の全体的な予算の中で、その必要な

財源を捻出していくということで、さまざまな

努力をしながら、その財源を確保したというこ

とはあると思っております。 

 ただ、離島振興、半島振興というのは長崎県

にとって、地域振興を図っていく上で非常に重

要な最優先の課題だとも思っております。その

中で、離島振興に必要な予算は、そういった形

で県全体の予算を見渡しながら、しっかりと確

保していき、そしてそれについて半島振興予算

への影響が直接的にしわ寄せがいくというよう
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なことはないような形で、半島振興の予算もし

っかり確保をしているところだと私どもとして

は考えております。 

 今後も、離島地域、半島地域、本県にとって

非常に重要な対策でございますので、それぞれ

について、しっかり確保を図っていくというこ

とで取り組んでまいりたいと考えております。 

【吉村(洋)委員】 今の企画監の答弁で、先ほど

から宅島委員が聞かれる、下条委員が聞かれる、

最初からそういうものを成果をパーンと出して

やれば、金額ばっかりじゃなくて、それは国会

議員も頑張って新規にこういう事業化をやった、

予算化をやったと、だから頑張れというのは出

てくるんだろうけれども、やっぱり事業をやる

のは長崎県、それから市町、そういうところが

主体になるわけだから、より主体性を持って事

業に取り組んでいく、事業を構築していくとい

うのを意識をきちっと持ってやっていかなけれ

ばいけないのだろうと思います。だから、今の

答弁を聞いて、なるほどと。だから、執行残が

残るとか、専決で補正をやるとか、そこら辺の

例えば振れ幅も、どこら辺までは許容できるの

かと。それはこういう理由で、これぐらいの許

容はできるんですよというような考え方をしっ

かりあなたたちが構築しておかなければ、聞か

れてふらふらしていると、その効果がどうなの、

となるのだから、そこら辺は今後、そういう意

識を持って取り組んでいただくように。 

 半島振興は例示で言っただけだから、私が半

島に住んでいるから、半島のものは減らすなと

いうわけじゃない。必要なものは、きちっとや

らなければいけないというわけですから、そこ

ら辺に、県の財政というのも一般財源がどんど

ん増えるわけじゃないわけですね。だから、そ

れをどう振り分けていって効果を出していくか

ということになるわけだから、それが離島を否

定するわけじゃないけれども、ほかのものも、

県全体の地域を俯瞰しながら事業を行っていく

ということも一つの柱として持っておってもら

いたいというのが希望なんです。 

 それから、もう一つ聞きたいのが、さっき諸

事情とかそういったものは、具体を持って言っ

てほしいんです。こういう専決でやったとかい

う話だから、それで諸事情って何だろうかとな

るわけです。だから、よく言うのが、例えば農

林で、有害鳥獣というのが補助金が決定するの

が秋とか年末近くなって、年を越えて 1 月にど

うだこうだと。もう事業が翌年度になってしま

う。これをもう少し前倒しできないのかとかい

う話がいつでもあるじゃないですか。だから、

国境離島関係も、予算はできたと。しかし、そ

の事業を構築して、補助申請をやって、それか

ら補助決定がなされてくる、それでようやく事

業がスタートできると。そういうところ辺のふ

ぐあいというか、国の補助決定とかがどうして

も遅くなるとかいう嫌いがこれもあるんじゃな

かろうかと懸念するんだけれども、そこら辺は

いかがですか。 

【浦地域づくり推進課企画監】 先ほどの諸事情

の発生について、例えば具体的を挙げますと、

一つとして、事業拡大を計画していたところ、

本業部門の経営が厳しくなったということで、

事業拡大するにはリスクが大きいというような

経営者のご判断があるとか、あるいは施設改修

等を含むような事業計画を考えていたところ、

適当な施工業者がなかなか見つからないという、

これも経営者のご判断で、こういった理由によ

り事業実施が難しくなったということで今回お

聞きをしております。さらに加えて、初年度と

いうこともございまして、国からの交付決定に
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つきましても、昨年度は 3 度にわたって交付決

定をするということで、遅い時期ですと、秋口

ぐらいからの事業のスタートを余儀なくされた

事業者もございますので、そういった諸事情が

あったものということで考えております。 

【吉村(洋)委員】 そこら辺もあったんだろうな

と思います。だから、事業が取りやめになった

とか、できなくなった、そういうものももうち

ょっと早い時期にできればできたのになとか、

やっぱりどうしてもそういうものがいつも付い

て回るので、県として、そこに商工会なんか伴

走型、支援とか、言葉だけが進んでいくけれど

も、一緒になって進める一つの対応は、今度 2

年目、3 年目になっていくわけでしょうから、

なるべく早く交付決定がなされるように、いろ

んな側面からのバックアップをしてやるという

ことを怠らないようにお願いしておきたいと思

います。 

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【宮本委員】 1 点だけ確認をさせてください。

横長の資料 5 ページです。歳入の寄附金のとこ

ろで、総務費寄附金、企業版ふるさと納税に係

る寄附金 1,650 万円ですが、この内訳と、昨年

度に比べてどうだったのか、そして平成 29 年

度の目標値に対してどうだったのかというのを

お聞かせいただけますか。 

【浦政策企画課長】 ふるさと納税に関しまして

のお尋ねでございます。 

 まず、1 点目の専決処理についてのお尋ねで

すけれども、今回、専決補正で 1,650 万円増額

補整をさせていただいております。企業版ふる

さと納税につきましては、平成 28 年度から、

地方創生を進める一環といたしまして、地方の

取組を企業に応援していただくという趣旨で始

まったものでございまして、平成 29 年度につ

きましては、専決補正をいたしましたのが 12

社分で 1,650 万円でございます。それまでに 10

社分、1,310 万円につきましては、既に寄附の

お申し込みをいただいていたということで予算

を計上させていただいておりまして、最終的な

平成 29 年度の実績といたしまして、2,960 万円

のふるさと納税、企業からの寄附をいただいた

という状況でございます。 

 ちなみに、平成 28 年度につきましては 28 社

から 3,280 万円の寄附をいただいておりまして、

昨年度よりも寄附額の実績としましては若干少

なくなっております。ただ、平成 28 年度につ

きましては、実績といたしましては、道府県の

中では全国で一番多い寄附をいただいたという

ことで、平成 29 年度分については、まだ国の

ほうからの実績公表等はございませんけれども、

全国の中でも、引き続き、かなり上位のほうに

入っているのではないかと思っております。 

 目標につきましては、平成 28 年度は 2,600

万円という目標を掲げておりましたので、それ

に対しまして 3,280 万円ということで、目標を

2 割以上上回る実績となっております。ちなみ

に、平成 29 年度につきましては、3,900 万円の

目標でございましたので、目標はちょっと下回

っておりますけれども、このような実績という

ことで、引き続き、企業の皆様に本県の地方創

生の取組、これは世界遺産の保全・維持、ある

いは若者の人材育成・奨学金返済アシスト、そ

れから県の水産業をはじめとする輸出戦略、こ

の 3 つのプロジェクトを皆様にお示しして、そ

れにご協力、賛同いただける企業の方に寄附を

いただいているというところでございますので、

引き続き、しっかりその辺をアピールしながら、

企業版ふるさと納税という形でご協力いただけ

るように取り組んでまいりたいと思っておりま
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す。 

【宮本委員】 平成 28 年度が 28 社からで 3,280

万円、平成 29 年度が 12 社からで 2,960 万円と

いうことですね。28 社から 12 社に 16 社減っ

ています。金額も減っています。これは減った

要因としては、ＰＲ不足というか、今までされ

ていたところがという、その県の姿勢としては

どうだったのでしょうか。 

【浦政策企画課長】 平成 29 年度の実績といた

しましては、22 社からのご寄附ということにな

ります。 

 実績が少し落ちている点でございますけれど

も、平成 28 年度につきましては、取組の初年

度ということもございまして、企業の皆様方に

も、もちろんこちらから丁寧にご協力のお願い

に回ったところでございますけれども、初年度

ということもありまして企業のほうの関心も一

部高かったというところもあろうかと思います。

それが 2 年目に少し落ちついてきた部分はあろ

うかと思いますけれども、継続してご寄附いた

だいたところ、あるいは 1 年、初年度で終わっ

ているところもございますので、そういったと

ころにつきましては、また改めて個別に訪問さ

せていただいたりしながら取り組んでいきたい

と思っております。 

【宮本委員】 22 社ですね。いずれにせよ減っ

ています。 

 先ほど言われました 3 つのプロジェクトの中

で、産業労働部のところのアシスト事業、長崎

に残っていただく人材を育てましょうというも

のにも、この寄附というのは使われているとい

うことですけれども、そのアシスト事業にもか

なり影響が出てくると思っていますが、それに

ついてはどのような見解をお持ちでしょうか。

産業労働部といろいろ協議をされたりとかある

んでしょうけれども、ある程度の財源を集めな

ければいけないというアシスト事業の中で、こ

ういった形で減額になってくると、非常に影響

が出てくるものと思いますけれども、そこらあ

たりの考えについて、お聞かせください。 

【浦政策企画課長】 奨学金の返済アシスト事業

につきましては、もちろん寄附の実績だけ、寄

附いただいた限りにおいての対応ということで

はなくて、当然、一定県として、目指すべきア

シスト事業の対象となる数についての予算とい

うのは計上させていただいて、そこに一部、企

業版ふるさと納税分を充てるということにして

おりますので、ここの実績が少し減になったか

らといって、アシスト事業が縮小されるという

ものではないと考えております。逆に、これを

たくさんいただければ、その対象者をまた増や

すことも可能になってくるかと思いますので、

若者の人材育成、あるいは県内への定着を増や

していくということの視点で取り組んでいる事

業でもありますので、できるだけその対象が増

やせるように、企業版ふるさと納税についても、

できるだけ多くご協力いただけるように努めて

まいりたいと思います。 

【宮本委員】 また平成 30 年度も始まっていま

すので、平成 28 年度からではありますけれど

も、これが平成 29 年度よりも、さらに伸びる

ように、しっかりとまたＰＲ活動もしていただ

いて、企業訪問をしっかりしていただいて、こ

のよさをアピールしていただきたいと思ってい

ます。 

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【吉村(庄)副会長】 2～3 お尋ねしたいんです

けれども、先ほどから国境離島云々での減額に

ついて説明があっております。それからもう一

つは、地方創生推進交付金も歳入そして歳出と
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もに減額、こういう形になっているんです。こ

れは取扱いとしてはそういう状況で、先ほどか

らの説明の限りでは、私は納得をさせていただ

いておりますが、特に、国境離島の問題等のこ

とに、ほかにも事業はいろいろあるんでしょう

けれども、ここに年額 1 億円を超えてあるとい

うところについて、先ほどから説明があってい

るように、そして委員からも話があったように、

県も一生懸命やる、それから地元自治体、ある

いは事業のところもあるんですけれども、自治

体で言うと市町ということになって、離島関係

で言えば、そういうところが中心になる部分は

あるのですから、そういう意味で、私は、あな

たたちはそういうところは余り考えられないの

かなと思いますが、結局、1 億円以上減額をす

るという状況になったことについては、それぞ

れ理由があって減額はされているんですが、こ

れは平たく言う国の制度においての、あるいは

それを活用していく中での使い勝手の悪さとか、

そういうものは何も感じておられないのか。国

の事業があって、メニューもあってこうだから

と、ほかのことも言えるんですけれども、特に、

新しい制度について言えば、中身の運用その他

については、例えば、県あるいは離島の市町の

立場から言ったら、現場から言ったら、ちょっ

と使いにくいなというふうな点あたりは全然な

かったのかどうか。そういうところについての

実施をした中で、予算上はこういうふうなこと

で、中身としてはこういうことで減額になった

と、こういうことなんですが、使い勝手の悪さ

という言い方はちょっと語弊があるかもしれな

いけれども、こういうところがこういうふうに

なっていれば、もっと予算執行できたのにとか

いうふうな点があったのかどうか、そういう点

については全然話はないんだけれども、そうい

う点についての認識はどうですか。 

【廣田企画振興部政策監】 特定有人国境離島地

域社会維持推進交付金については、国のほうで

要領等を定め、それに基づいて執行をしており

ます。それで、使い勝手の悪さがあったかどう

かというご質問でございますけれども、これが

昨年度、制度ができて、初年度ということもご

ざいました。それで、制度の使いにくさという

ところでの今回の執行残が出たということでは

ないと私は認識しております。 

 ただ、細かく実施要領を決めております。そ

れを 1 年間やる中で、ここをこう見直せば、も

う少し活用できるんじゃないかというご意見は

市町からもいただいておりますので、そういっ

たものについては、個別に私どものが内閣府の

ほうと調整をしながら、要領の見直し等につい

ても協議をしていくということで考えていると

ころでございます。 

【吉村(庄)副会長】 予算の問題については、今

までもずっと企画だけじゃなくて総務全体、財

政で指摘した部分もあるんですが、予算が、例

えば、12 億円あったものが 1 億 2,000 万円とい

うのは 1 割という話もございましたが、こうい

うふうにということになると、一番最初にとっ

た予算がどうであったのかという見方は当然出

てくるんです。先ほど吉村 洋委員からもあり

ましたが、そういうところの内容によっては、

それが許容の範囲かとかということになるけれ

ども、一見したら、12 億円なら 12 億円、その

予算をとったということは、それだけの事業を

やるというふうに考えてとったのだから、努力

をしたけれどもなかなかと、いろいろあったん

だけれども、しかし、それは県の予算としては、

先ほどの話のように、国庫の部分も当然ある、

県の財源も出さなければいけない、こういう状
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況の中で、県全体の予算が非常に厳しい厳しい

と言いながら、単独財源をそれだけ、この制度

を運用していくには、その制度になっているか

らということでとるわけですから、予算の管理

とか、予算の設定、予算目標というのがどうで

あったのかというのは、ある意味では問われる

ということになるんです。 

 しかも、そういう制度のところでは、今、答

弁が予算執行との関係は余りなかったように聞

こえるけれども、やっぱり新しい制度の時には、

先ほどからあっているように、それが全てかど

うかは別にして、現場の意見もあるので、そう

いうところについても考えてめぐらせるという

のは私は必要だと思うんです。そういう感覚は

私は全然聞こえてきませんでした。 

 結果的に言うと、やり方、例えば使い勝手と

いうふうな意味で言うと、そういう点との関係

は、予算の減額とは余り関係がなかったような

話ですから、それはそれとして私は受け止めて

いきたいと思いますが、そういう視点というも

のも、先ほどからも意見があっているように、

そしてまた特に下条委員からもありましたよう

に、せっかくこれだけ厳しい中で予算確保した

中で、どうだったのかというのが結果としてこ

こに出ているわけですから、ここら辺は真摯に

受け止めていただきたいと思うんです。 

 それから、平成 29 年度の繰越明許費繰越計

算書をいただいております。この中に、航路対

策で 4 億 9,545 万 9,000 円というのがあるんで

す。だから 4 億 9,500 万円、こういう数字が出

ているのですが、どういう内容ですか。 

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 4 億

9,500 万円につきましては、「フェリーあずさ」

の繰越金でございまして、船舶リプレイス事業

の建造費用になっております。平成 28 年支出

負担額の内訳としまして 4 億 9,500 万円ござい

まして、そのうち平成 29 年度に 3 億 8,045 万

9,000円、平成28年度の支出負担額が8億7,545

万 9,000 円となっております。 

【吉村(庄)副会長】 繰越の問題について、内容

はどうなっていますかというのは、金額の問題

もありますが、なぜそんなに繰り越したのかと

いう理由も当然説明はなされなければいけない

と思うんです。要するに、4 億 9,500 万円とい

うとかなりの金額です。5 億円ぐらいを繰り越

しているわけだから。新幹線・総合交通対策課

長、きちっと答弁してください。中身は、今、

大体金額的なものはわかったけれども、どうい

う理由で、だから繰越させていただいたんです、

そして報告しているんですよと。書いてあるの

だから。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 船舶の建

造事業は 3 カ年事業で取り組んでおりまして、

総事業費が約 20億円となっております。今回、

国の交付金の部分が繰越ということになってい

るんですけれども、これは毎年度、国のほうで

社会資本総合整備計画に基づきまして交付金が

参ります。船舶の建造年度は 3 年なんですけれ

ども、国のほうの予算措置は単年度になってお

りまして、来年度分も含めまして先行して予算

をいただいて、その分を繰り越して、なおかつ

債務負担行為を設定しまして事業を実施してい

るということで、国の予算確保という面から、

今回、先行して予算をいただいて、それを繰り

越しているという事情でございます。 

【吉村(庄)副会長】 それから、補正予算と専決

との関係ですが、地方創生推進交付金、補正予

算では、1,938 万円増額してあるわけです。国

庫補助金の中で、これは歳入のところでは、そ

ういう数字になっているんですけれども、地方
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創生推進交付金、先ほどから話があっているよ

うに、平成 29 年度の専決では、かなりの金額

をこの項目だけでも減額されていると。私が説

明を受けた段階では、これは前段の今度補正を

組んだ部分はこれこれの理由だと、こういうふ

うな説明を聞いていますけれども、一見して、

平成 29 年度専決でかなりの金額、減額してい

る、補正は平成 30 年度はまた組んでいると、

こういうふうになりますが、その中身の違いと

いうか、交付金の 1 億 2,000 万円は先ほどから

話がありましたから、今度補正を組んでいるも

のについては、どういう内容であるのか聞かせ

てください。 

【浦政策企画課長】 地方創生推進交付金の補正

に関してのお尋ねでございます。 

 まず、専決で 1 億 2,000 万円ほど減額してい

るというのは、平成 29 年度の実績についての

減ということでございます。 

 今回、6 月補正で歳入のほうで増額をさせて

いただいておりますのは、地方創生推進交付金

の事業につきまして、今年度、国のほうで 2 次

募集があっております。それにつきまして県で

も一定事業を組みまして国のほうへ要求をして

いくということで、歳出予算につきましては産

業労働部の事業になりますけれども、新産業創

造課のスタートアップ集積拠点整備事業という

ことで、事業費 3,876 万 5,000 円を今回の 6 月

補正で計上させていただいております。ＩｏＴ

等の技術を活用した革新的なサービスの創出に

向けての出島交流会館での拠点の整備とかに要

する経費ということで今回、予算を上げさせて

いただいておりまして、それについてこの地方

創生推進交付金を活用しようということで、あ

わせて歳入予算につきましても 6 月で計上させ

ていただいたという状況でございます。 

【吉村(庄)副会長】 だから、前段で専決補正を

した内容は、それぞれ先ほどからあったような

内容だと。今回のものは、書かれているように、

新たな平成 30 年度の補正で第 2 次募集があっ

て、出島交流会館の関係の云々と、こういうと

ころで全く別物であると。これは見方によって、

1 億 2,000 万円減額して、今年なぜ 3,000 万円

増額するのかと、こんな話になってきますから、

そういう説明は、私は受けておりますけれども、

そういう内容を確認させていただきました。 

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので、採決を行います。 

 第95号議案のうち関係部分、報告第2号のう

ち関係部分は、原案のとおり、それぞれ可決・

承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算及び報告議案は、原案のとおり、

それぞれ可決・承認すべきものと決定されまし

た。 

【大場委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 企画振興部は、委員会付託議案がないことか

ら、所管事項についての説明及び、提出資料に

関する説明を受けた後、陳情審査、所管事項に

ついての質問を行います。 
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 企画振興部長より所管事項説明をお願いいた

します。 

【柿本企画振興部長】 企画振興部関係の議案外

の報告事項及び所管事項についてご説明いたし

ます。 

 お手元の企画振興部の総務委員会関係議案説

明資料をお開きください。 

 まず、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

（和解及び損害賠償の額の決定について） 

 これは、公用車による交通事故のうち和解が

成立した3件につき、損害賠償金合計13万6,977

円を支払うため、去る5月29日付けで専決処分

をさせていただいたものであります。 

 次に、所管事項についてご説明いたします。 

（特定複合観光施設区域整備の推進について） 

 ＩＲ区域整備の推進については、ＩＲ整備法

が、去る4月27日に国会に提出されたところで

すが、これに先立ち、4月26日には、長崎県・

佐世保市ＩＲ推進協議会が設置した有識者会議

から「長崎ＩＲ基本構想とりまとめ」が、知事

へ報告されました。この取りまとめにおいては、

ＩＲ導入のインパクトにより「独創性と先駆性

に富む地域性を背景として新たな発展の機会を

創出」することで「国際交流の歴史を踏まえて

新たな人流を創出」すること、及び「豊かな海

洋資源、個性豊かな離島、変化に富んだ大自然

が与える「癒し」と「豊かさ」を保全し発展」

させ、これら3つの取組により「持続可能な地

域社会を実現」することをコンセプトとして掲

げ、キャッチ・フレーズを「ユニーク・マリン

ＩＲ」としております。 

 これは、英語で「団結」を意味する「Ｕｎｉ

ｔｅｄ」の「Ｕｎｉ」に九州の「9」を組み合

わせ、開放的で進取の気性に富む地域性を育ん

できた九州を取り囲む海「Ｍａｒｉｎｅ」とつ

なげて、九州が一体となったＩＲ実現の想いを

こめたものです。 

 なお、4月から5月にかけて九州各県を訪問の

上、「構想とりまとめ」について説明を行った

ほか、去る5月23日に佐賀県で開催された九州

地域戦略会議において知事が改めて本県の取組

を報告するなど、オール九州としてのＩＲ誘致

の機運醸成に努めております。 

 今後とも、九州・長崎の地理的特性や質の高

い観光資源を活かした国際競争力の高いＩＲの

実現に向けて、県議会並びに県民の皆様のご意

見を伺いながら、第一弾の区域認定を目指して

取り組んでまいります。 

（新・ながさき暮らしＵＩターン促進プロジェ

クトについて） 

 ＵＩターンについては、「ながさき移住サポ

ートセンター」を核として、市町と連携しなが

ら、移住者の視点に立ったきめ細かなサポート

に取り組んでおり、平成29年度の移住者数は

782人と、前年度を大きく上回る実績となりま

した。 

 移住希望者の相談件数についても平成28年

度の4,187件に対し、昨年度は5,481件と約

１,000件増加するなど、若者や女性を対象とし

た情報発信や相談体制の充実などに取り組んで

きた効果が現れてきたものと考えております。 

 引き続き、市町や関係機関と連携のもと、Ｕ

Ｉターンのより一層の促進を図ってまいります。 

（国境離島地域の振興について） 

 昨年4月に有人国境離島法が施行され、雇用

機会の拡充をはじめ、航路・航空路運賃の低廉

化や滞在型観光の促進などに積極的に取り組ん

でまいりました。 

 このうち、雇用機会拡充事業については、市
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町と一体となった制度周知や事業の掘り起こし

に取り組んだ結果、358人の雇用が創出される

など、移住者の増加とも相まって離島地域の社

会減の抑制に一定の成果があったものと考えて

おります。 

 今後は、雇用の継続的な拡大を図るために、

都市部事業者による離島での事業展開を促すと

ともに、人材確保については、東京や福岡にお

ける採択事業者と求職者のマッチングに取り組

んでまいります。 

 また、航路・航空路の運賃低廉化については、

平成29年度の国境離島島民割引利用者数が、航

路は約97万9,000人、航空路は約17万2,000人と

なっており、島民の皆様の負担軽減等につなが

ったものと考えております。 

 さらに、対馬市においては、博多港と韓国・

釜山港を結ぶジェットフォイルにおいて、国際

線と国内線の乗客が相乗りする「混乗」が認め

られ、7月23日から運航が開始されます。この

「混乗」の実現により、対馬市北部の住民の利

便性向上や交流人口の拡大など、地域振興に大

きく貢献するものと考えております。 

 引き続き、国の関連施策を最大限に活用し、

関係市町と連携を図りながら、国境離島地域の

振興と人口減少の抑制に努めてまいります。 

（2020年東京オリンピック等にかかる取組に

ついて） 

 事前キャンプ誘致につきまして、本県は既に

ベトナム、スペイン、フィリピンのホストタウ

ンに登録されているところですが、先月、新た

にポルトガルについて、長崎市、大村市と共同

申請いたしました。 

 さらに、オリンピック・パラリンピック関連

行事として、2020年の大会期間中、日本におい

て、オランダ人によるウォーキング大会が開催

され、長崎市を起点にオランダとゆかりのある

自治体を訪問しながら、東京をゴールとする日

蘭交流イベントの開催が計画されており、去る

5月19日から21日にかけてオランダ関係者によ

る事前視察が実施され、知事との間で事業推進

に向けた覚書を締結いたしました。 

 引き続き、各国との交流計画をもとに、2020

年東京オリンピック・パラリンピックの事前キ

ャンプ誘致につながるよう、関係市や競技団体

と協力して準備を進めてまいります。 

 このほか、東京オリンピックに係る聖火リレ

ーにつきましては、4月11日に組織委員会から、

本県での走行日数は2日と発表されております。 

（ラグビーワールドカップ2019の公認チーム

キャンプ誘致について） 

 来年9月の大会開催を控え、去る4月20日に組

織委員会から、公認チームキャンプ地の内定状

況が発表され、長崎市がスコットランド代表チ

ーム、島原市がトンガ代表チームのキャンプ地

にそれぞれ内定いたしました。 

 今回の内定を契機に、チームの母国との交流

促進を進めていくことで、交流人口の拡大を図

ってまいります。 

 5ページの下から6行目をご覧願います。 

（九州新幹線西九州ルートの整備促進とＪＲ佐

世保線の輸送改善について） 

 去る3月30日に、国土交通省から、西九州ル

ートの整備のあり方に係る比較検討結果が示さ

れたことを受け、4月27日、与党整備新幹線建

設推進プロジェクトチーム「九州新幹線（西九

州ルート）検討委員会」において、開業のあり

方について、県への意見徴取が行われました。 

 県としては、フリーゲージトレインについて

は、安全性・経済性の課題が未解決であり、山

陽新幹線への乗り入れもできないことから、西
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九州ルートへ導入が事実上困難となっているこ

と、また、ミニ新幹線については、長期間にわ

たる工事中の利便性の低下や、整備後のダイヤ

の安定性など、多くの懸念があることを訴えて

まいりました。 

 その一方、フル規格での整備は、投資効果や

収支改善効果、時間短縮効果が大きく、西九州

地域の振興に大きく寄与するものであり、最善

の選択肢であることを強く主張したところであ

ります。 

 県としては、暫定的な姿である対面乗換方式

が固定されることはあってはならないものと考

えており、大きな課題である地方負担の軽減に

向けた要望など、フル規格による整備が早期に

実現されるよう、引き続き国等に働きかけてま

いります。 

 ＪＲ佐世保線の輸送改善については、平成27

年度の基礎調査の結果を踏まえ、昨年度、県と

佐世保市が共同で、在来線の高速化に係る課題

などについて更に精査を行う深度化調査を実施

いたしました。 

 本調査では、武雄温泉駅から佐世保駅間にお

いて、現行の線形を変えない範囲で、高速化の

ための曲線改良や駅構内の分岐器の改良などに

ついて、4パターンの整備案を作成し、概算事

業費や概算工期、そして現行の特急車両と振子

型車両が走行した場合のそれぞれについて、時

間短縮効果を算出したところであります。 

 県としては、今回の調査結果を基に、県・佐

世保市・ＪＲ九州で構成する佐世保線等整備検

討委員会等において、今後の整備の方向性に関

する議論を深めていくなど、引き続き佐世保線

の輸送改善に取り組んでまいります。 

（国内定期航空路線の開設について） 

 航空路線は県内外を結ぶ重要な交通手段であ

り、快適で便利な空港を目指して、新たな定期

航空路線の誘致等に取り組んでおります。 

 このような中、去る4月24日、ジェットスタ

ー・ジャパン株式会社から、長崎～東京（成田）

路線の開設が発表され、本年9月6日から毎日1

往復が運航されることとなっております。 

 県としては、6年ぶりの新規航空路線の開設

であり、今回の就航を契機として、本県の魅力

を幅広く発信するなど誘客促進に努め、交流人

口の拡大や地域の活性化を推進してまいります。 

（ＪＲ九州のダイヤ改正について） 

 本年3月、ＪＲ九州において、減便等を含む

ダイヤ改正が実施されました。 

 県としては、ダイヤ改正に先立ち、ＪＲ九州

に対して、利用者の利便性に配慮等を求める要

望を行っておりましたが、改めて、新年度に入

ってからの通勤・通学時間帯での列車の混雑状

況等を踏まえ、去る5月25日、九州各県合同で、

自治体との事前協議の実施や、混雑緩和、利用

状況に合わせたダイヤの見直し等について要望

したところであります。 

 また、5月29日には、九州地方知事会からＪ

Ｒ九州に対し、「鉄道サービスの影響の大きさ

を改めて認識した上でダイヤ改正等の施策につ

いて広く住民等の理解を得ながら進めること」

などの要望が行われました。 

 県としては、引き続き状況を注視の上、ＪＲ

九州との意見交換などを通して、利用者の利便

性の確保等について努めてまいります。 

 次に、8ページをお開き願います。あわせま

して、本日お配りしております総務委員会関係

議案説明資料（追加2）のご参照をお願いいた

します。 

（県庁舎の跡地活用について） 

 県庁舎の跡地活用については、これまでの検
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討経過を踏まえ、3つの方向性のうち、賑わい

を創出する広場と交流・おもてなしの空間につ

いては、整備について具体的な検討を進め、昨

年度の本委員会において、個別の機能について

の利点や課題などについてご説明し、ご意見を

いただいたところであり、引き続き検討を進め

ているところであります。 

 また、文化芸術ホールについては、平成29年

2月県議会からの意見書を踏まえ、長崎市が整

備を検討しているＭＩＣＥ施設におけるホール

との、機能重複に関する調整を確実に行う必要

があるものと考えております。 

 こうした中、長崎市では、平成30年2月定例

議会において一旦上程が見送られたＭＩＣＥ関

連議案が6月議会に上程され可決されました。 

 県としては、今後、市の新たな文化施設の検

討状況等を確認しながら、適切な時期に整備に

関する方向性を判断してまいりたいと考えてお

ります。 

 今後とも、県議会をはじめ関係者の皆様から

のご意見をいただきながら、賑わいの創出につ

ながる活用策となるよう取り組んでまいります。 

 このほか、第三期長崎県教育振興基本計画の

策定について及び「長崎県行財政改革推進プラ

ン」に基づく取組について、今回ご報告させて

いただいております。 

 以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【大場委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」及

び「政府施策要望に関する提案・要望の実施結

果」について説明を求めます。 

【浦政策企画課長】 それでは、「政策等決定過

程の透明性等の確保及び県議会・議員との協議

等の拡充に関する決議」に基づきまして本委員

会に提出しております企画振興部関係の資料に

ついて、ご説明をさせていただきます。 

 総務委員会提出資料の 1 ページをご覧くださ

い。 

 市町等の補助事業者に対し内示を行いました

補助金について、2 月から 5 月までの実績を記

載させていただいております。長崎県 21 世紀

まちづくり推進総合補助金に関しまして、壱岐

市分で 1 件となっております。 

 それから、2 ページをご覧ください。 

 1,000 万円以上の契約案件につきまして、2

月から 5 月までの実績は、記載のとおり 6 件と

なっております。そのうち競争入札に付した契

約件数は 1 件でございまして、その資料を 3 ペ

ージにお付けしております。 

 資料 4 ページをご覧ください。 

 陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

2 月から 5 月までに県議会議長宛てにも同様の

要望が行われたものは、佐世保市からの要望の

5 件となっております。要望事項への県の対応

につきましては、資料の 4 ページから 8 ページ

までにそれぞれ記載をさせていただいておりま

す。 

 続きまして、資料の 9 ページをご覧ください。 

 附属機関等会議結果報告につきましては、2

月から 5 月までの実績といたしまして、長崎県

スポーツ推進審議会など、記載の 5 件となって

おりまして、その内容を資料の 10 ページから

14 ページに記載をさせていただいております。 

 また、決議、意見書に対する処理状況につき

ましては、人口減少・経済雇用対策特別委員会

分など 3 件ございまして、別冊にて報告をさせ
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ていただいております。 

 以上がこの資料の説明でございます。 

 続きまして、平成 31 年度政府施策に関する

提案・要望についてでございます。 

 総務委員会補足説明資料をご覧ください。 

 補足説明資料 1 ページでございますけれども、

去る 6 月 6 日及び 7 日に実施をいたしました平

成 31 年度政府施策に関する提案・要望につき

まして、企画振興部関係の実施結果でございま

す。 

 企画振興部関係におきましては、1 ページ、1

に記載をしております重点項目といたしまして、

九州新幹線西九州ルートの整備促進について、

それから特定複合観光施設（ＩＲ）の導入につ

いてなど、7 つの項目について要望を実施いた

しました。 

 2 の要望実績でございますけれども、要望先

は、自由民主党、公明党の 2 政党、それから内

閣官房、内閣府など 4 省庁 1 機構でございまし

て、各政党の幹部の方々、各省庁の大臣、副大

臣をはじめ、計 23 名の皆様に対しまして、知

事・議長並びに副知事・副議長にて要望を実施

させていただきました。このほか、企画振興部

独自の要望活動といたしまして、知事・議長等

が要望を行わなかった省庁の課長の皆様方等に

対しまして、重点項目並びに資料 1 ページの下

から 2 ページにかけて記載をしております 3 番

の一般項目について要望を行ってまいりました。 

 次に、4 の特記事項といたしまして、要望時

にいただきました主な意見を記載させていただ

いております。九州新幹線の関係では、新鳥栖

～武雄温泉間のフル規格による整備、あるいは

地方負担軽減のための制度の充実・創設等につ

いて、国土交通省に強く要望を行ったところで

ございますが、牧野国土交通副大臣からは、「知

恵を出しながら解決方法を考えていきたい。」と

のご意見、またＩＲの導入につきましては、萩

生田自民党幹事長代行から「大都市にない長崎

ならではのＩＲを目指してほしい。」等のご意見

もいただいたところでございます。 

 これらに対します今後の取組につきまして、

5 番に記載をしておりますが、引き続き、提案・

要望項目の実現に向けまして、国等へ強く働き

かけてまいりたいと考えております。 

 以上で、平成 31 年度政府施策に関する提案・

要望の実施結果の説明を終わらせていただきま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

【大場委員長】 次に、地域づくり推進課長より、

補足説明をお願いいたします。 

【村山地域づくり推進課長】 引き続き、総務委

員会補足説明資料の移住実績関連の資料 1 をご

覧いただきたいと思います。 

 平成 29 年度の本県への移住実績について、

補足してご説明申し上げます。 

 ＵＩターンの取組につきましては、平成 28

年 4 月にながさき移住サポートセンターを開設

いたしまして、市町と連携して取り組んでいる

ところでございまして、市町や住まい、暮らし

に関します一元的な情報発信と相談対応を行っ

ております。 

 特に、無料職業紹介事業におきます就職支援

によります就職・転職のきめ細やかな相談体制

や市町におけます専門相談員の配置、各種支援

制度の充実など、支援体制の強化が移住者の増

加につながっているものと考えております。 

 平成 29 年度のＵＩターン者は 782 人で、平

成 28 年度の 454 人の約 1.7 倍となっており、

長崎県総合計画チャレンジ 2020 の数値目標

400 人を大きく上回っております。 
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 次に、資料 2 をご覧ください。 

 本県への移住実績は、平成 27 年度に増加傾

向に転じまして、平成 28 年度のながさき移住

サポートセンターの開設に伴い、大幅に増加を

いたしております。 

 次に、資料 3 をご覧ください。 

 ＵＩターン者の年代別の状況を見てみますと、

40 代以下の若い年代層が約 8 割を占めており

ます。また、移住者の前居住地別に見てみます

と、福岡県が 171 名と最も多く、次いで愛知県

79 名、東京都 77 名、大阪府 74 名となってお

ります。このような結果も踏まえまして、今年

度は、福岡県におけます転職・就職フェアの相

談会の毎月の開催や子育て世代をターゲットと

いたしましたプロモーションなど、取組を強化

してまいります。 

 説明は以上でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

【大場委員長】 以上で説明が終わりましたので、

まず、陳情審査を行います。 

 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。陳情番号が 12、15 番でございます。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

【吉村(庄)副委員長】 陳情番号の 12 番、愛知

県安城市の一輪のバラの会という他県の方から

の大手ウーバーテクノロジーズ社の日本進出に

反対ということで、中身は、白タク営業と、こ

ういうふうに書いてあるんですけれども、これ

はどういう事情になっているのか、捉えていら

っしゃればお知らせ願いたいし、それから私は、

こういう点については、県内のタクシー業界、

こういうところが反応があるのかなと思ってい

ますが、どういうふうな状況なのか。そして、

この陳情を議長が受けているんですけれども、

知事部局としては、どういうふうに認識し、そ

れから対応のことを考えているのかどうか、そ

ういうものがあるとすれば、そこら辺について

の担当のところの見解を聞かせてください。 

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 ライド

シェアの関係についてのお尋ねと思います。ラ

イドシェアといいますと、乗用車の相乗りの需

要をマッチングさせるソーシャルサービスの総

称としまして、最近では、一般のドライバーの

方が自家用車を使って利用客を運ぶビジネスと

いったものを指すことが多いように思っており

ます。 

 実際には、自動車の所有者、運転者の方が、

移動手段として自動車に乗りたい利用者とを結

びつけるといった形になっておりまして、具体

的な流れとしましては、利用希望者の方がスマ

ートフォンなどを使いましてアプリケーション

を通じて配車を依頼される。次に、スマートフ

ォンの端末のＧＰＳ機能を通じて現在の位置が

発信されますので、それを受けて、地図上の近

くを走っているライドシェア提供ドライバーを

呼び出して有料で送迎をしてもらうといったよ

うなサービス、ビジネスの流れになっておりま

す。 

 現在、新経済連盟というところがございまし

て、代表理事が三木谷楽天社長でございますけ

れども、ライドシェアは、インターネットを通

して眠っている資産をユーザーによって共有さ

れるシェアリングエコノミー、こういった新し

い経済の成長を促すといったことで進める動き

もございますけれども、県といたしましては、

安価なサービス提供ということもございますけ

れども、タクシー事業の根幹を揺るがしかねな

いと思っておりますし、また安全・安心の確保

及び利用者保護の観点でも問題が指摘されてお
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りますので、慎重な対応が必要かと思っており

ます。 

 基本的には、自動車による人の運送につきま

しては、道路運送法に基づくタクシー事業など

が一般旅客自動車運送事業ということで行われ

ていると考えておりますので、道路運送法にお

ける特例として、限定的ではございますけれど

も、自家用有償旅客運送において、過疎地等の

地域住民や交通弱者など、こういった方の交通

手段の確保という趣旨で一部取扱いがございま

すけれども、基本的には、先ほど申しましたよ

うに、一般旅客自動車運送事業ということで、

こういった事業についてはタクシー事業で推進

されるべきだと思っておりまして、これにつき

ましてはタクシー事業者の集まる協会につきま

しても同様の意見をお持ちのようでございます

し、今後、いろいろな情報がまた出てくるかと

思いますけれども、基本的には、シェアリング

エコノミーのもとで検討される可能性があるこ

のライドシェアにつきましては、安全・安心の

確保及び利用者保護の観点の課題ということが

ございますので、極めて慎重な対応を図る必要

があると考えております。 

【吉村(庄)副委員長】 基本的な考え方はわかり

ました。 

 ただ、ここは米配車アプリ大手ウーバーテク

ノロジーズ社の日本進出に反対の陳情というふ

うに具体的になっているものだから、ライドシ

ェアとかも関係は当然ありながら、こういうと

ころについてどうなのかということをお尋ねし

たのですが、そこら辺の具体的な取扱いについ

ては、どういうふうに考えられているかわかり

ませんけれども、これはまた具体的にいろいろ

担当のところと協議をさせていただきたいと思

います。 

【大場委員長】 ほかに、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。 

 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料」について、質問はありませんか。 

【吉村(庄)副委員長】 所管事項のところでの質

問でもよかったんですけれども、せっかくここ

に報告がありますから。資料にあります離島基

幹航路運賃対策協議会、それから次に新船建造

費等検証委員会、こういうものがそれぞれ開か

れているのですが、単刀直入にお尋ねいたしま

すが、佐世保～上五島航路のフェリーの問題あ

たりは協議はあってなかったのかどうか、それ

に対する何か経過があっておれば、これと関連

してお答えを願いたい、このように思います。 

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 今回の

離島基幹航路運賃対策協議会の中では、協議は

なされておりません。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 今回のこ

の資料に載っております離島基幹航路運賃対策

協議会それから新船建造費等検証委員会、この

中におきましては、こちらに記載のとおり、「フ

ェリーあずさ」、それから各船舶の修繕、建造の

経過ですので、ここでは議論されておりません。

先ほど新幹線・総合交通対策課企画監が申しま

したのは、佐世保～有川のフェリーの部分につ

いては、昨年度、今年度におきまして、離島の

運賃関係それから欠損補助関係を審議します協

議会がございまして、その中で、欠損補助航路

における補助ということの適用を受けまして建

造するということで既に承認をいただいており
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まして、そのもとで作業は進めているところで

ございます。 

【大場委員長】 ほかに、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 次に、「政府施策要望に関する

提案・要望の実施結果」について、質問はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 次に、議案外所管事務一般につ

いて、ご質問はありませんか。 

【下条委員】 所管事項の議案外説明をいただい

たのですが、その終わりのほうに、一昨日、長

崎市議会に上程されておりましたＭＩＣＥが整

備費の予算等を含めて可決をされたということ

でありますけれども、私は、できる限り議会が

終わるまでは頭の中は真っ白にしておこうとい

うことで、その資料すら議会からもいただいて

いないのですが、長崎市と市長との冷静な判断

のもとに考えてほしいということを議会の関係

筋にもお伝えしておりましたら、可決をされた

ということでありましたので、これからいよい

よ県庁舎跡地の活用について俎上に上がってく

るのではないかと思っておりますが、県庁舎跡

地も、周辺住民の皆さん方が、お住まいの方は

そうでもないんでしょうけれども、お仕事、営

業あるいは店舗という人たちは、寂しくなった

ということで、何とか早くにぎわいのある町と

して再生をしてほしいということは、間違いな

く千載一遇の気持ちで毎日待っている状況であ

ろうと思います。 

 その前に、数日前に、跡地の本庁舎の前面の

駐車場等のところを有効活用して、それまでの

間に少しでも地域の皆さん方に寄与できるよう

な場所づくり、活用をやっていきたいという説

明があっておりましたので、よろしくお願いを

したいと思います。 

 その跡地の本格的な活用について、市議会に

提案をされた時に、整備費と整備の内容、どう

いう施設にするかというものは、少なくとも、

設計図等のいわゆる基本設計等が上がる中で議

会が審議を進めていったと思いますけれども、

まずは皆さん方、その分が手元にあっています

か。ＭＩＣＥのです。 

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時２６分 休憩 ― 

― 午前１１時２７分 再開 ― 
 

【大場委員長】 再開いたします。 

【鳥谷県庁舎跡地活用室長】 ＭＩＣＥにつきま

しては、県庁舎跡地とも密接に関連するところ

でありますので、市の関係部署と連絡をとりな

がら、今回提出されたような資料については入

手しております。 

【下条委員】 入手をいたしておりますというこ

とですので、それでは確認をしたいと思います

が、芸術ホールと言われる、いわゆる 1,000 席

程度のもの、それから文化の薫りが高いもの、

芸術性が高いものということで、今までの市民

会館でありますとか、ブリックホール、そうい

ったもの以上の非常に高級なホールをというこ

とでもともとがスタートし、今日まで来て、と

ころがＭＩＣＥとの重複を避けようということ

で一旦足踏みをしているところですが、それと

の重複がないかどうかということが基本的なも

のになってくるのですが、どうですか。重複は

しないと理解していいですか。長崎県あるいは

長崎市が一緒になってつくろうとする芸術ホー

ルとは違いますということが言えますか。いわ

ゆる展示場です、多目的ですということが言え

ますか。 
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【鳥谷県庁舎跡地活用室長】 6 月定例会で可決

されたＭＩＣＥ関連施設については、コンベン

ションホールとイベント・展示ホールというも

のが 2 つ計画されておりますけれども、いずれ

も平土間の 3,000 平米程度のホールとなってお

り、今回、私どもが県庁跡地で検討している質

の高いホールとは重複しないものと考えており

ます。 

【下条委員】 ありがとうございました。 

 そういうことであるということで、まさにコ

ンベンション施設、ＭＩＣＥ施設に特化をした

ものが今回審議をされ、可決された駅裏での再

開発の一部に占める、長崎市が建設するＭＩＣ

Ｅ施設がそうだということでありますので、そ

うであれば、県庁舎跡地に、これはもう長年に

わたって専門家の皆さん方が審議、協議をされ、

そして600席程度という長崎県が提案したもの

が、またそういった人たちのご意見を聞きなが

ら、議会の意見も聞かれて、1,000 席程度でな

ければ高級な芸術のものを呼ぶことができない

のではないかということで、1,000 席程度とい

うことで、そこまで進んでＭＩＣＥの動きを待

っていたという状況で今日を迎えたわけであり

ますので、ぜひ早目に 3 機能を中心とした、ま

た時代が変わっていっていますので、勇気を持

って変えるところは変えるようなものを研究し、

議会にも提案をしてもらって結構でございます

が、芸術ホールというのは皆さん、非常に楽し

みに待っておられる施設の一つでありますので、

早急に長崎市と詰め寄って、負担割合も含め煮

詰めていって、長崎県民、市民に、そして江戸

町周辺の皆さん方に、ほっとしていただくよう

なものを早く提示してもらいたいと思いますの

で、よろしくお願いを申し上げて、ご意見があ

りましたら、お尋ねしたいと思います。 

【鳥谷県庁舎跡地活用室長】 ＭＩＣＥとの機能

重複については、先ほど申し上げたように、な

いものと考えておりますが、市のほうでは昨年

2 月に、新たな文化施設について、市庁舎跡地

での整備を検討するというふうに申されており

ますので、まずはそこのところについての市の

考え等を確認した上で、あわせて昨年 2 月の議

会からの意見書の中でも、整備については、主

体性とか、費用負担に関する長崎市の意向を明

確にした上でというふうな意見もいただいてお

りますので、そこら辺を整理していきたいと考

えております。 

【下条委員】 副市長が答弁をされたと思うんで

すが、私も当時の市議会の議事録を事務所には

持っております。その中では、あくまでも新市

庁舎が現在の公会堂跡地に移転をするという前

提のもとに、どうしても公会堂的な施設、ホー

ルが長崎市民は必要だということで、江戸町の

跡を中心とするけれども、しかし場合によって

は、あそこも第二候補地として確保をしますと。

しかし、県のほうとの協議をしないということ

じゃありません、前向きにその点については今

後、県庁舎跡地についても、そのような状況が

来た時には、それを俎上に上げるということを

やりますというふうな答弁が副市長からあって

おりますので、あくまでも江戸町が第一候補と

して彼らは考えていくだろうと思いますので、

そこをしっかりと確認しながら、私も、そのほ

うがいいだろうと思いますので、その当初の計

画で進めていただけるような方向性になるだろ

うということを期待して、これ以上は言いませ

んけれども、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

【大場委員長】 ほかに、質問はありませんか。 

【宮本委員】 議案外と所管事項について質問さ
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せていただきます。 

 まず、説明資料の 1 ページでありますけれど

も、「特定複合観光施設区域整備の推進につい

て」というところで、いわゆるＩＲ整備法につ

いて。ＩＲにつきましては、一般質問でもさま

ざま議論がなされたところであります。いよい

よの状況でありますよね。これにつきましては

「ユニーク・マリンＩＲ」という形で長崎県の

基本構想も見させていただきました。ほかの手

を挙げているところと優位を図る、地域の独自

性を出すという面においては、豊かな自然、海

洋資源とか、変化に富んだ大自然が与える「癒

し」と「豊かさ」をアピールするという観点か

ら非常に大事であると思っています。 

 地域の盛り上がり、各県民、市民の方々の盛

り上がりというものを、いま一度出していく、

アピールしていく必要があると思います。行政

だけ盛り上がるのではなくて、もちろん、いろ

んな別の動きもありますから、それではなくて、

もともと佐世保市そして長崎県、全体的に取り

組んでいく、もちろん県民、市民、そこに住ん

でいらっしゃる方々も、しっかりと、こういっ

た構想でいくんですよというものを伝えていく、

そしてプラスになるということをもっともっと

伝えていく必要があると考えています。 

 そういった意味においては、ＩＲ整備法がそ

ろそろという状況でありますので、佐世保市も

しくは長崎県において、決起集会とか、県民に、

こういったものをやりますよというようなフォ

ーラムというか、そういったものを開催する必

要があると思っていますけれども、これについ

ては、どういうふうに考えていますでしょうか。 

【吉田企画振興部政策監】 ただいま委員のご指

摘がございましたとおり、長崎ＩＲの推進に当

たりましては、県民の皆様のご理解が最も重要

であると考えております。このため、ただいま

委員のご提案にもございましたような決起集会

あるいは県民大会といったようなものについて、

ＩＲ整備法の国会での可決成立後、開催に向け

た準備を進めてまいりたいと考えております。

その上で、委員のご指摘ありましたような長崎

ＩＲの推進に向けた、うねりとして盛り上げて

まいりたいと考えております。 

【宮本委員】 ありがとうございます。 

 私は佐世保に住んでいますけれども、ＩＲと

いう名前よりも、カジノという名前が先行して

いる状況もあるんです。カジノから、マフィア

ということでも聞いています。地元に帰ると、

やっぱりいろんな意見があります。これは確か

に私が対応していることで、ほかの方々ももち

ろんそうであるかもしれません。非常に怖いと

いうイメージ、いろんな外国の方々が来て、非

常に荒らされるんじゃなかろうかというような

懸念も地域住民の方はお持ちであります。 

 そうではないんだと、ＩＲイコールカジノで

はなくて、複合施設なんだというのを県民の

方々、市民の方々に強くアピールしていくため

にも、成立後は速やかに開催をしていって、先

ほどありましたとおり、広報誌に掲載するだけ

ではなくて、住民、市民、県民の方々を巻き込

んだ、そういったうねりのあるフォーラム、決

起集会というのを強く望んでいるところであり

ますから、これはしっかりと佐世保市そして長

崎県協力して開催をしていただきたいというこ

とを要望させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 2 ページにあります「新・ながさき暮らしＵ

Ｉターン促進プロジェクトについて」について

質問をいたします。 

 先ほど、別紙の資料 1、2、3、の説明があり
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ました。782 名ということで、移住者について

は大きな流れが出ているということで、非常に

うれしく思っています。しかし、この反面、出

ていく方々は年間約 1 万人ぐらいということを

考えると、まだまだということはあるんでしょ

うけれども、この中で、佐世保市、五島市、離

島が移住者が非常に多いですよね。これは前も

見せていただきました、ああいった動画の配信

であったり、いろんなところでの説明会が功を

奏していると思っています。 

 ちなみに、佐世保市で見ると、平成 28 年度

58 名から 170 名、3 倍ぐらいになっています。

この要因は何か分析とかされていますか。 

【村山地域づくり推進課長】 ご指摘のとおり、

平成 28年度に比べまして平成 29年度は大幅に

移住者の方が増加しております。ご案内のとお

り、離島につきましては、離島の魅力を発信し

てきたということはもちろんでございますけれ

ども、国境離島新法によります雇用拡充事業と、

そういった拡充事業の中で雇用を県外から求め

るというふうな方々もおられて、離島について

は、本土の半島部分と比べると、結果として移

住者の方が多く住まわれているというふうな状

況かと思います。 

 佐世保市につきましては、平成 29 年度に港

の五番街のところに受け入れ窓口を設置された

ということで、移住者の方々に、きめの細かい

対応をするようなことが体制としてできました

ものですから、そういったところで佐世保市が

移住者を多く伸ばしている状況でございます。 

【宮本委員】 体制の整備ですね。こういった形

で相談に来た方に丁寧に対応する、そうするこ

とによって増えるんだということはやっぱり大

事だということがわかりましたので、しっかり

と今後も続けていただきたいと思っていますが、

資料 3 を見ると、10 代そして 20 代、非常に多

いですよね。これは喜ばしいことですよね。今、

少子化という流れの中、若い方々に来ていただ

くというのは非常にうれしいことです。 

 これを見てみますと、ご家族で来られた方が

多いんじゃないかということが予想されるので

すが、この資料は人ですよね。例えば、佐世保

市で言うと 58 人が 170 人、長崎市で言うと 75

人が 74人という捉え方で言うと、これは世帯、

何世帯ですよというようなデータとかはあるの

でしょうか。 

【村山地域づくり推進課長】 移住者だけではな

くて世帯数についても数字がございます。ちな

みに、県全体で申しますと、782 名に対しまし

て、世帯数は 419 世帯でございます。佐世保市

につきましては、170 人の移住者に対しまして、

世帯数は 87 世帯でございます。 

【宮本委員】 ありがとうございます。世帯で言

うと、全体的に 419 世帯ということですね。だ

から、2 人家族ぐらいのイメージでしょうか。

佐世保市も、大体１家族 2 人ぐらいのイメージ

でありましょうか。 

 こういった形で、しっかり世帯としても捉え

ていきながら、どういった方々、ニーズもしっ

かりと分析していく必要があろうかと思ってい

ます。 

 福岡については、私も以前、一般質問でも取

り上げまして、福岡には事務所を構えるべきだ

というような質問もさせていただきました。そ

れくらいやっぱり力を入れていかなければいけ

ないと思っていますが、前住所で言うと福岡県

の方が多いということもありますので、福岡事

務所についても、しっかり関係部局と再度、協

議をしていただきたいと思っております。 

 これにとどまらず、また 1,000 人目指して、
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一つ大きな山場であると思っています。出てい

く方々が約 1 万人、ＵＩターンが 1,000 人、約

1 割というところも目指していただきたいと思

っていますから、体制強化をしっかりとされま

すことを強く望んでまいります。 

 それと、もう 1 点ですが、これは環境生活委

員会でも議論になっているものであります。我

が会派の川崎議員からも、3 月の環境生活委員

会の折、交通局との間で質疑が交わされたこと

でありますけれども、総合交通対策ということ

で 1 つ質問をいたします。 

 バスロケーションシステムということで質疑

がなされております。バスロケーションシステ

ム、このバスはもうすぐ来ますよというところ

をバス停のところにモニターをつけて、あるい

はスマートフォンで、このバスが次、いついつ

頃来ますよというようなもの、そういったもの

がバスロケーションということであります。こ

ういったものも長崎でもしっかりと導入してい

く必要があると。観光県長崎県としても、そし

てまた高齢者、障害者の方々に対しても、バス

ロケーション、いついつこのバスは来ますよ、

しかも、このバスは低床バスですよ、車椅子に

も対応いたしますよ、そういったものも導入す

ることが大事じゃないかという質疑がなされた

時に、バス事業者が単体、主体的に考えてもい

いんだけれども、行政の役割、自治体の役割と

いうものも我々としてもきちんと考えていく必

要がありますということで、行政も含んでトー

タルで議論すべきであるというふうに思ってい

るという交通局長の答弁もありました。ですの

で、総合交通、全体として見ると、バスロケー

ションシステムというのはやっぱり大事だとい

うふうに思っています。 

 3 月の委員会で、今 6 月ですから、今までの

間でなされたかどうか、そしてまた今後、バス

ロケーションという問題に対して、交通局と総

合交通対策という面では関係部局、連携をとり

ながらやっていく、そういった計画があるので

あるならば、お聞かせいただければと思います。 

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 バスロ

ケーションシステムにつきましては、利用者が

バスの位置情報の提供を受けまして、待ち時間

の大体の目安がわかるということで、時間を有

効に利用できるシステムであると認識をしてお

ります。 

 バスロケーションシステムの導入につきまし

ては、昨年の総務委員会でのご意見もありまし

たことから、県バス対策協議会を通じまして、

県内のバス事業者へ導入をお願いしたところで

ございます。 

 その後でございますけれども、複数のバス事

業者の皆さんに、バスロケーションシステムの

導入につきましてご意見をお伺いしましたとこ

ろ、検討すべき課題との認識はございますけれ

ども、多額の費用がかかるといったところが 1

つ課題であろうかということでご意見を伺って

おります。そういったところでございまして、

現時点では、段階的な取組が必要といったとこ

ろでのご意見をいただいたところでございます。 

 しかしながら、県としましては、バスロケー

ションシステムは、バスの位置情報を提供する

ということだけではなくて、バスの利用者の利

便性の向上に資するということに加えまして、

将来的にはバス利用者の減少にも貢献できるシ

ステムではなかろうかと考えておりまして、引

き続き、国の補助事業の活用なども含めまして、

バスロケーションシステムの導入につきまして

は、バス事業者への働きかけ、協力を含めまし

て、行っていきたいと考えております。 
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【宮本委員】 わかりました。新幹線・総合交通

対策課のほうでも指揮をとっていただいて、費

用がかかるということは確かにあると思います

けれども、今後、世界遺産ももちろん登録も間

近に控えております。多様な社会を認め合うと

いう面でも、高齢者そしてまた障害者の方々に

おいても、こういった仕組みづくり、システム

は県としても非常に大事であると思っています

ので、交通局長の答弁、そしてまた先ほどのバ

ス事業者との協議を段階的に、引き続き行って

いただきたいということを要望させていただき

ますので、どうかよろしくお願いいたします。 

【大場委員長】 それでは、午前中の審査はこれ

にてとどめ、午後は、1 時 30 分より再開をいたし

ます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時４７分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 質疑を続けます。 

 ほかに、質問はありませんか。 

【吉村(庄)副委員長】 まず 1 つは、新幹線西九

州ルートの問題についていろいろと議論があり、

それから議会側も、特別委員会をどうするかと

かいろいろ議論があって、このところについて

十分な対応、対策を講じていくべきだ、急いで

やるべきだと、こういうふうになっているので

すが、報告にもあっていますが、従来、この問

題とずっと関連してきたと私は判断しておりま

すが、佐世保線の問題です。佐世保線の高速化

の問題、あるいはまた中身のそれに伴ういろん

な対策について、一応報告はあっています。一

定の調査をされながら、深度化とかという話も

あっておりますが、私から言わせたら、この点

については全体的に、従来の経過から言うと、

国のほうもいろいろ関係があるんですけれども、

「むつ」を受け入れた時の経過とかあるんです

けれども、全体的に言って、県も含めて、非常

に遅れていると思うんですが、この調査内容、

それから調査内容を受けた中でのこれからの取

組は一体どういうふうに考えておられるか、ま

ずお聞かせを願いたいと思います。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 佐世保線

の輸送改善、今回、高速化に係る部分というこ

とで実施をいたしましたけれども、平成 29 年

度におきましては、平成 27 年度におきました

基礎調査を、さらに現地調査を加えまして深度

化ということで整理をしております。 

 今回、4 パターンの整備案が出てきましたけ

れども、ＪＲ九州コンサルタンツから調査の成

果報告を受けまして、今後におきましては、Ｊ

Ｒ九州から具体的にその内容について意見をお

聞きするなどの機会を設けまして、その協議を

行った上で、整備に係る選択肢を絞ってまいり

たいと考えております。また、あわせまして技

術的な課題や事業スキームなどの検討、それか

ら関係自治体との調整というものも出てまいり

ますので、それも並行して行いまして、事業内

容を整理してまいりたいと考えております。 

 以上のような取組によりまして、鉄道高速化

事業の概要の取りまとめを本年度を目途に行い

たいと考えておりまして、今後の対応というこ

とで考えております。 

 なお、県域をまたぐ対策も含まれますので、

迅速に取り組んでまいりたいと考えております

けれども、関係自治体のご意見など、十分にお

聞きした上で、設計などの具体的な対応も検討

したいと考えております。 

【吉村(庄)副委員長】 この説明資料でも、今お
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っしゃったようなことが書かれているわけです。

私は、いろいろこの内容がどうだとかというの

は、例えば、深度化とかいう話あたり、どうい

うことなのかよくわかりませんが、要するに、

もっと精度を高めてやろうということでしょう

から、そういうふうには理解しますが、私に言

わせると、そういうことを含めて、新幹線西九

州ルートは、長崎から武雄まではご存じのよう

な状況になって、しかも、開通した折に、武雄

から博多までか新鳥栖までかは別にしまして、

本線との関係について、とりあえずは特急でつ

なぐと、こういうことでやろうということにな

っているんですけれども、しかし、佐世保線の

問題について言わせていただくと、それと同じ

ような速度でやっていただかないと、私は、従

来の県の考え方や佐世保市、現地との約束から

言うと、非常に片手落ちという言い方がいいか

どうかわかりませんけれども、やっぱり軽視を

されているのではないかと思うんですよ。 

 私自身は、これだけ多額の金額を使って新幹

線をどうだこうだということについては余りも

ろ手を挙げて賛成するものではございませんが、

佐世保線の問題については、いろんな経過があ

るわけですからね。あなた方からいただいた、

それから今までに約束されておった問題の中で

も、要するに、長崎～福岡市間にスーパー特急

をする時はスーパー特急をやりますよ、それか

ら将来、長崎市～福岡市間にフル規格の新幹線

が運行されるようになった時は、佐世保市にも

フル規格新幹線鉄道網への直通運行を可能とす

るように、その実現を求めると、これは平成 4

年 11 月に県が作成した基本的な考え方という

ことですけれども、こういう約束が地元とはさ

れているという認識の上に立って、こういう方

針をつくっていただいたと思うんですけれども、

それから言いまして、とにかく長崎～武雄はも

う開通年度も決まって、先の問題はあるにして

も工事も順調に進んでいる状況ですから、少な

くとも、佐世保線の高速化あるいは整備、輸送

改善、こういったところについては一定の方向

が出て、これを具体的に予算化をどうするかと

いうことは、もう具体的な段階に上がっておか

なければいけないと私は思っているんです。 

 ご存じのように、当初は、新幹線長崎ルート

と言っていたかどうかは別ですけれども、より

佐世保回りだったんですよ。それを佐賀のほう

の意見などもあったり、あるいは県側の意見も

あったのか知りません、長崎側の意見があった

のも事実でしょう。そういう状況の中で、短絡

化する、こういうことで武雄～諫早間を真っす

ぐ持ってきて、嬉野直通でやる、嬉野は、もち

ろん駅をつくる、こういう方針に変わったもの

を、そういう佐賀県の意向なんかもあった中で、

現地が了解をしたわけですから、それに対する

一定の措置は、三川内テクノパークなんかの立

地といいますか、施策もありましたから、そう

いうものはそういうものでやっていただいてい

ることは事実なんですが、いわゆる高速化ある

いは輸送改善、こういったところから言って、

長崎に行った時にフルと言っている、佐世保線

もフルと言っていたけれども、そこまでいくか

どうかは別にして、少なくとも、今まで何の改

善もあってないですから。線路の増強あるいは

輸送改善という意味で、高速化をやる、スーパ

ー特急みたいに 130 キロぐらいで行けるかと、

こういうふうなところについて、何の改善もあ

っていないですから。今、一生懸命、真剣に調

査をしているという状況ですからね。 

 だから、私は、そういうところについて、県

自体もしっかり認識を新たにして、そういう意
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味でこれをやっていることは私は承知をしてお

りますが、この点について、企画振興部長、基

本的な考え方というものを示していただきたい

と思うのですが、いかがですか。 

【柿本企画振興部長】 九州新幹線西九州ルート

に関しまして、平成 4 年に県が示した新幹線の

整備の考え方の中で、佐世保線の輸送改善であ

りますとか、それから委員ご指摘がありました

ように、長崎～博多間がフルで整備された場合

には佐世保線も新幹線ネットワークへ直通運行

の実現ができるよう努めるといった考え方を県

のほうで示しているところでございます。佐世

保市や県北地域に苦渋の決断をしていただいて、

早岐回りルートから現在の短絡ルートに至った

ということを考えると、このことについては非

常に重い意味があると受け止めております。 

 現在、先ほど新幹線・総合交通対策課長が答

弁いたしましたように、佐世保線の高速化につ

いて調査を行った結果で、一定の整備の選択肢

が見えてきておりますので、これを踏まえてし

っかりと議論を前に進めていくということで、

まずは佐世保線の高速化の改良について、年度

内にしっかりと方向性を出せるように進めてい

きたいと考えております。 

 そのような取組も行いながら、今後、さらに

佐世保線の高速化、輸送改善に向けて、どのよ

うな対策が有効なのか、その点についてもあわ

せて検討を行っていきたいと考えております。 

【吉村(庄)副委員長】 今のことについては、一

定の段階からそういう話があっています。しか

も、技術的なことも含めて調査をしっかりやる

と、こういうことで来ていることは承知してお

ります。 

 じゃ、整備の方針を今年度中なら今年度中に

出してしまって、それから先の具体化をどうす

るかということをずっとしていかれるというこ

とになるのですが、一体具体的な施策までを含

めて、いつ頃を目標にして計画とかを考えてい

こう、一定の具体的なところまで策も含めて方

向を出していこうとされているのですか。今の

ところは、調査結果を見ながら、どういう方向

がいいのかというのを、まずは方向性を出そう、

それから具体的な対策として、どんなものが必

要かということをまたしていこうと、こういう

ことなんですが、ここ 2～3 年のうちに、そう

いうところの具体化まで含めて考えておられる

か、どういうふうになっておりますか。そうい

う方向を出す、具体化をしていくのに、あと 7

～8 年も時間がかかると思っておられるのか、

そこら辺の具体的な見通しというものがあるの

かどうか含めて、ご回答願いたい。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 ＪＲ佐世

保線の輸送改善に関しまして、今回、調査を行

いまして、その中で、一定の工期などについて

も概算で出しております。 

 今回、さまざまな工事手法の 4 パターンとい

うのを出しているんですけれども、その中で、

調査それから詳細設計、工事などに関しますと、

それぞれ調査、詳細設計で 2 年から 3 年、それ

から工事については 2 年から 3 年という形にな

っております。 

 それから、今後、この整備内容については、

新幹線スキームとは別の鉄道スキームを考えな

ければなりませんので、その財源スキーム、Ｊ

Ｒ九州との協議、それから関係自治体との協議

などに関しまして、また一定期間要するという

ことでして、工事が、設計、詳細設計で 2 年か

ら 3 年、それから工事実施が 2 年から 3 年とい

うことで、最短で大体 5 年、最長になりますと

7 年程度はかかるということで、そこの工事期
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間というのを見据えながら、迅速に協議は進め

ていかなければならないものと考えております。 

【吉村(庄)副委員長】 私は専門家じゃないです

けれども、素人的に考えてみても、いろんな施

策を考えた場合に、フルは相当な金額がかかる

からということで、仮に、130 キロぐらいの高

速を出す、当面そういうふうなことで考えられ

たって、今の佐世保線では対応できないんです

よ。トンネルがあったり、カーブがあったりと

いうことの中で、130 キロをそのままでも出せ

る状況にないですから。130 キロといったって、

直線のところでも、しっかりした既設の線路、

そういう構造上のところを考えたって、一番い

い例は、常磐線でスーパーひたちがあります。

平野の真っすぐのところを行きますが、130 キ

ロといったら、そのままでいったら、ものすご

く揺れるんですよ。乗っておって、がたがた。

私は何回も乗ったことがあるんですけれども、

だから、そういうことを考えてみても、路盤、

線路上、そういうことから考えてみても、多額

の財源と、それから技術、こういうものを含め

て、例えば、在来線を運転しながらどうするの

かとかいう問題を含めて、非常に困難な状況は

あるわけですから、私は素人ですけれども、今

のような調子でいくと、今、新幹線・総合交通

対策課長がおっしゃったような期間では、とて

もじゃないが無理ではないかと思っているんで

す。 

 考え方は幾ら言っても、そういう考え方の上

に立って頑張っていただいているでしょうから、

そこのところをしていただくために、認識をさ

らに改めていただいて、新幹線の問題を長崎県

としては重要課題としてやるんですよという時

には、前からの約束から言って、佐世保線の輸

送改善という問題を本当に真剣に、そしてフル

規格がどうで、佐賀のところはどうしていって、

新鳥栖に直結をさせてどうするかと、こういう

大きな問題がありますから、それはそれで進め

ていただいて結構なんですけれども、佐世保線

の改良について考えていただきたい。 

 もう何十年としているんです。佐世保線につ

いて言えば、早岐へ行ってスイッチバックみた

いにして佐世保に行くと、この状態は変わって

いないんですから。最初からじゃないかな。と

いうことで考えられるような状況ですから、こ

れで高速化をするというんだったら、三川内か

ら大塔付近とか、佐世保に直結する部分が、少

なくとも、超特急とかというところでは確保で

きるよとか、そういうことについても本当は検

討が進んでなければいけないですよ。私はそう

いうふうに思いますから、特に求めておきたい。

見解は、それ以上は聞かないで結構だと思いま

す。頑張っていただかなければいけないと思う

んです。 

 それから、離島関係の地域活性化を含めてで

すけれども、国境離島の問題で頑張っていただ

いて、今のような状況になっていることは承知

をしておりますが、私は、それでも一つの問題

としては、観光客がこちら側から五島、対馬に

来ていただく時の航空路、航路の運賃です。こ

こは今の状況の中では、島民ないし島民に準ず

る皆さん方の軽減措置というものが考えられて

いるけれども、交流人口をどうするという意味

で言うと、なかなかそこまできちんとされてい

ない。ぜひそれはされていかなければいけない

と私は思うんですけれども、まず、この点につ

いてはどうですか。 

【浦地域づくり推進課企画監】 ただいま委員か

らご指摘がありました有人国境離島における航

路・航空路運賃低廉化の対象範囲でございます
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けれども、現在のところ、住民と準住民が対象

になっておりまして、今お話がありました観光

客については対象外とされております。 

 国の方といろんな協議を持つ中で、国の方か

らは、単純に観光客が島外からやってくるだけ

ではなくて、さらに島内で一定の消費をしてい

ただくことは非常に大事だということで、そこ

に対しまして、例えば、体験を加えていただく

ようなことを要件に、これは観光振興課の担当

ではございますけれども、企画乗船券等、今年

度からの導入について、今、国と協議、検討を

されているものと聞いておりますので、私ども

のほうでも、有人国境離島地域の振興という観

点から、国に対しては、航路・航空路運賃低廉

化の対象範囲の拡大、あるいは滞在型観光の促

進について、引き続き要望してまいりたいと考

えております。 

【吉村(庄)副委員長】 そういう状況については

私はお聞きしております。しかし、雇用の問題

その他を含めて、いつも企画部門あたりが中心

になって、そのほかの施策も中心になっていく

んですけれども、離島の状況というのは、移っ

てきてもらいたいとか、そういうものもありま

すし、そういう取組もされ、あるいは雇用の場

も何とか少しずつでもと努力をしていただいて

いる。それから、農水産物の問題、後継者の問

題あたりを含めて一生懸命頑張っていただいて

いるわけですが、最近の状況から、将来どうい

うふうに向かっているというのもありますけれ

ども、人口が減少していく程度を低くするのか

どうかという問題はありますけれども、そうい

う傾向は変わらないと思うんです。 

 そうすると、ある意味で言うと、経済活性化

のためには交流人口を増やす、皆さん方もそう

いうふうに考えておられますが、そういうとこ

ろにあると思いますから、私は、条件付きのと

ころについて、こちらから離島のほうに、離島

から言うと来ていただく部分のところについて

の対応を、今の航路・航空路運賃あたりについ

ては、それは条件付きで取りかかろうというの

は、取りかかり方としては私は悪くないと思い

ますが、基本的なところで、長崎県から言うと、

そういうところを国のこととして抜本的に対策

を講じて、沖縄、長崎だとか、離島があるんで

すが、例えば沖縄あたりは別の形での措置があ

りますから、後で申し上げるガソリン代あたり

も出てくるんですけれども、特別措置というの

が、長崎県もそういうものが別の形でできてい

って、しかし、離島で長崎県で適用になるとい

うことであれば、鹿児島、そのほかも当然して

いかなければいけないということになると思い

ますが、ぜひそこのところを進めていただきた

い。それは産業労働部、文化観光国際部も含め

てしっかりやっていただきたいと思います。 

 私は、どうしてもそこのところを解決してい

ただかないと、今、本当に過疎化、人口減少と

いうか、そういうものがずっと、いろんな施策

で柔らかくなるということはあるかもしれない

けれども、しかし、その傾向は変わらないと思

うんです。だから、総務省におられた方が研究

会で発表された限界集落だとかという問題に発

展するような状況が長崎県でも出てくると思い

ますので、ぜひ努力をしていただきたいと思い

ます。 

 もう一つ、その問題と関連しているのは、燃

料費、端的に言ってガソリン代。まだ車社会と

いうのは変わらないと思う。それからもう一つ

は、離島ではバスだについて非常に厳しい状況

があります。1 日当たりの乗車がどうなのかに

よって補助がつくとかつかないとかという問題
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もありますから、そういうところはまだ困った

方向に進んでいくと思うんですよ。そういう意

味で言うと、ガソリン代、燃料、それは重油、

そんなものですけれども、燃料費について、今

どんな状態になっていますか。例えば、五島、

対馬、そういうところのしま、離島のガソリン

1 リットルが幾らになって、こちらのほうは幾

らになって、どういう格差がある、こういう認

識に立っておられますか。まず、そこを伺いた

い。 

【浦地域づくり推進課企画監】 ガソリンの状況

でございます。離島地域におけるガソリンの状

況につきまして、平成 29 年のリッター当たり

の価格で説明申し上げますと、本土地域が、平

均でございますが 142 円に対しまして、離島地

域においては、それより 20 円高い 162 円とな

っております。 

【吉村(庄)副委員長】 この傾向については、離

島振興でどうだとか、こういう施策がずっとさ

れたりしてきましたが、それでも依然としてこ

ういう格差は残ったままなんです。じゃ、離島

で事業活動をやろう云々というふうな時だって、

今のような状況の中で、仮に、活動の中で同じ

量を使うとすると、莫大な差が出てくるんです。

これは程度は少しはあれだと思うんですが、ず

っと変わっていないんです。ここら辺は現実的

な特別措置だとか、あるいは特区、こういうふ

うなことの対応は国のほうはいろんなことでや

っていますけれども、こういう部分についての

対応はできないのかどうか、どういうふうにお

考えですか。 

【浦地域づくり推進課企画監】 平成 25 年に施

行されました離島振興法におきまして、その法

の目的の中に、人の往来及び生活に必要な物資

の輸送に関する費用がほかと比較して多額であ

る状況を改善するということは文言が新たに追

加されております。さらに、平成 29 年に施行

されました有人国境離島法に関する基本的な国

の方針の中におきましても、今、委員からご指

摘があった生活に必要な物資ということで、特

に、離島におけるガソリンの流通コストは、島

の大きさ、流通経路により本土と比べて割高と

なっていると。また、離島地域は石油製品の流

通コストの高さに加えて、安定供給上の問題も

あるとした上で、地域の実情を踏まえた石油製

品の流通合理化、安定供給対策の検討・策定の

支援を継続し、このうち特定有人国境離島地域

からの申請については優先的に採択するという

ことで、今回の有人国境離島法の中でも基本方

針としてそういうふうにうたわれております。 

 私どもとしましても、県から国への要望の中

で、離島地域におけるガソリンの揮発油税等の

減免措置、それと従来から国のほうで行われて

おります離島ガソリン流通コスト対策支援事業、

こういったものをまずは引き続き、しっかりと

取り組んでいただきたいということで、今回の

政府施策要望の中でも要望させていただきまし

たし、今後も引き続き、そこについては要望し

てまいりたいと考えております。 

【吉村(庄)副委員長】 時間が来つつありますか

ら多くを申し上げませんが、前段におっしゃっ

た離島振興法のところのこと、有人国境離島法

のところ、それから基本的な国の方針としての

離島の問題に対する考え方、こういうものは私

も十分理解させていただいているんです。それ

から、あなた方が今言いました要望、こういう

ところも含めて、県は今までもずっとやってき

ていらっしゃるんです。しかし、結果的に言っ

て、今のような何も進まないという状況の中で、

島民の皆さん、離島に住んで生活し、あるいは
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働いていらっしゃる皆さん方のところは、事業

者を含めてですが、とにかく頑張っていこうと

思っておられるかもしれないけれども、実際に

は、それだけ不利な対応をさせられているとい

う状況にあるのですから、それは皆さん方も深

く認識をして、国との関係も含めて、考えては

いらっしゃると思うんです。私は、国の政治も

含めて、もう少し考えていただかないと、本当

に無人島がどんどん増えてくる、言い方はちょ

っと極端ですけれども、まず二次離島の問題あ

たりがあるし、そういう非常に憂うべき状態が

出てきつつあると思います。それはガソリン代

だけじゃないんですけれども、だから基本的な

ところについては、今おっしゃったような認識

はあられるのですから、もっとしっかり頑張っ

ていくとか、あるいは極端に言うと、ほかのと

ころに補助という事業費を、単独費用を使わな

いでも、そういうところについては県自体が単

独財源を使ってでも一定のことをしていくぐら

い、お持ちになっていただきたいと私は思うん

です。そのことを強く求めて、最後にこの辺に

ついて企画振興部長の基本的見解を求めて、終

わりたいと思います。 

【柿本企画振興部長】 今議論がありました離島

におけるガソリンとか油についての条件が本土

と異なるということで、ここについてはこれま

でもいろんな対策を実施してきましたけれども、

それを行ってもなお、まだそこの格差が十分に

埋めることができない状況にあるということを、

まずしっかりと認識をしたいと思っております。 

 その上で、先ほど地域づくり推進課企画監も

答弁しましたとおり、法の中では、そういった

燃油の価格差について、しっかり国のほうでも

そこを埋めていくというふうな基本的な考え方

がうたわれているわけでございますので、そこ

をまずは国において、しっかりと対策を講じて、

実質的に効果が出るようなことを行っていただ

くということを求めていく必要があると思って

おりますし、そこの中で、県の施策として、ま

た国の施策と連携しながらどういったことがで

きるのか、そういったところは関係部局とも連

携しながらまた検討をしていく必要があると考

えております。 

【大場委員長】 ほかに、質問はありませんか。 

【小林委員】 新幹線について、少しお話をした

いと思います。 

 まず、今、長崎新幹線、これからどういう戦

略の中で攻めていくのかと、こういうようなこ

とが一番重要ではないかと思っております。新

幹線の問題を語る時に、いわゆる財源の対応に

ついて、長崎県の財源ももちろんのことであり

ますけれども、佐賀県側が一番この財源の問題

でいろいろと取り沙汰をされているところであ

ります。したがいまして、佐賀県の財源問題を

どうするかということが与党ＰＴの中でも非常

に大きな課題になっておりまして、そこをどう

いう形で乗り越えていくかというようなことに

なろうかと思っています。 

 今、フリーゲージが、ある意味では断念とい

う言葉だけれども、結局は失敗に終わったと。

何といっても、安全性とか、経済性、そういう

ような状況の中で、ましてや長崎県にとっては

命綱であった関西方面まで山陽新幹線に乗り入

れができると、こういうような契約であったに

もかかわらず、全然そんなようなことが頓着さ

れずに、一体新幹線はどうなっていくのかと、

全くゼロから出発みたいな形になってしまって

いること、非常に遺憾千万だと思います。 

 約 40 年ぐらいの歳月がたつけれども、整備 5

線の中において、実際は、佐世保の「むつ」の
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問題等々もあったりしながら、ある意味では、

5 線の中で長崎新幹線が一番最初に実現しなけ

ればならなかったのに、しかし、失礼だけれど

も、どんなに遅くなっても北海道より遅れるこ

とはないだろうと、こういうような暗黙の了解

のもとにおいて、いろいろと今日までやってき

たわけで、しかし、もうおわかりのとおり、北

海道新幹線がどんどん先に進んでいく。実際今、

こういう状況からしてみて、ひとり西の果ての

長崎県の新幹線がこういう形になっているとい

うことは実に遺憾千万だと、こういうような考

え方を持つわけであります。 

 そこで、財源の問題でありますけれども、こ

れは今言ったように、佐賀県の財源も大事、し

かし、本県の財源だって大事なんです。そうい

う意味からお尋ねしますが、この 4 月に、財務

省の財政制度等審議会の中で、何と、今、工事

をやっている長崎から武雄温泉までの 66 キロ

メートルが約 2 割ぐらい建設工事費が割高にな

ると、こんなようなことが明らかになって、発

表されたわけです。 

 長崎県としては、こういう状況について、し

っかり把握をされているのかどうか、この内容

はご承知いただいているのかどうか、まずそこ

をお尋ねしたいと思います。 

【廣畑企画振興部次長】 小林委員がおっしゃっ

たように、長崎～武雄温泉間の事業費が 1,200

億円増嵩するという話が財政制度等審議会で示

されました。こちらについては県としても詳細

な説明はまだ聞いておりませんで、早急に説明

してもらうように国のほうに求めているところ

でございます。 

 今でも財政負担は非常に大きいところがござ

いまして、さらにそれが増えるとなると、また

本県の財政事情は逼迫してまいりますので、コ

スト縮減の努力とか、どういう理由でコストが

上がっていくのかというのは、詳しく聞いてみ

て、納得できるまで詰める必要があるかと考え

ております。 

【小林委員】 実際は 4 月なんですよ。もうや

がて 6 月も終わろうとしているわけです。4 月

に、いろんなところが言ったのではなくて、か

なめの財務省が、今言われた審議会の中で、今

まで我々は、長崎から武雄温泉駅まで、先ほど

言ったように、66 キロメートルぐらい、これは

大体 5,000 億円ぐらいでできるのではないかと

いうようなことで、この 5,000 億円に対して、

長崎県と佐賀県がそれぞれ距離の割合をもって

負担するとなっておったと思うんです。これが

今の答弁では 1,200 億円。それならば、5,000

億円プラス 1,200 億円、トータル 6,200 億円に

なるということであるわけですね。それを聞い

ていないとか、今からいろいろ問い合わせをし

ながら、どうなっているのかとか、何か佐賀県

の財源についていろいろ問題視しているわけだ

けれども、本家本元の長崎県の 5,000 億円プラ

ス 1,200 億円というような、こんな 2 割もアッ

プする状況について、何の説明も受けていない、

こちらから聞かなければいけないとかいうよう

な話は一体どういうふうになっているのだろう

かと驚くと同時に、正直に言って怒りを感じる

ぐらいあるわけだけれども、何ですか、全く聞

いていない、全く連絡なし、情報もなし、今か

ら聞いてみようか、一体どういう要因なのかと

か、そんなような話をあなたはしているのです

か。 

【廣畑企画振興部次長】 申しわけございません、

説明不足でありましたけれども、事業費が増嵩

するというのは本県にとっては重要な問題であ

りますので、早急に説明するよう国に対して求
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めているところでありまして、その日程調整な

りを今進めているところであります。今、こち

らが把握しているものは、おっしゃるとおり、

財政制度等審議会の情報しかありませんので、

詳細説明をきっちりやってくれという注文をし

ているところであります。 

【小林委員】 余り危機感が伝わってこないんだ。

今言っているように、4 月の話をしているんだ。

財務省は 4 月に公表したんだ。もう 6 月は終わ

るんですよ。今、日程調整をしているなんてい

う話が出ているけれども、どこかの大統領に会

うのか。あなたたちは、与党ＰＴの会議とか、

東京にはしょっちゅう行っているじゃないか。

何でこういう重要な問題について、財務省に行

って、1,200 億円ということについて、本当に

それだけ 2 割もアップするならば、一体どうい

う理由でこの 2 割がアップするのか、そしてそ

の財源の措置は一体どうするのかと、こういう

ぐらいのことについては、しっかり公表できる

ようにしていただかないといけない時に、隣の

佐賀県のことも重要だけれども、本家本元の長

崎県を置いてきぼりにされては困るんだけれど

も、これは日程調整で、相手が合わないのです

か、それとも長崎県が熱心ではないのですか、

どうですか。 

【廣畑企画振興部次長】 4 月に出てから、国の

ほうにずっと求めております。ただ、国のほう

としては、まだ詳細な説明できるだけの資料が

整っていないとか、そういうことも言われるも

のですから、それを早く整えて、こちらに説明

に来るように、また行っても聞かせてくれるよ

うに、それは再三申し上げております。なので、

早急に聞いて把握して、コスト縮減の努力とか、

どの程度できるのかというのも聞いて、どうい

う理由で増嵩するのかというのは把握に努めて

まいります。 

【小林委員】 こういう問題は与党ＰＴでも出て

こなければ、どこの会議でも出てこないのです

か。こういう問題が新聞報道で明らかになって

いる。これは 1,200 億円ですよ。もちろん、1,200

億円の中において、国の負担、両県の負担とか

いうものがあるわけだし、そういう財源の措置

についても、法律に基づいた措置はあるのであ

ろうと思うけれども、正直に言って、なかなか

誰を信用していいのか、どこまで信頼ができる

のか、今決まっていることが将来とも本当に間

違いがないものなのかとか、こんなことが正直

言って、信頼関係にひびが入るような状況の中

に今、乗り上げてしまっているような感じがし

ます。 

 私は、長崎県はよっぽどしっかりしないと、

国のほうから、フリーゲージがだめ、1,200 億

円を上げる、長崎県は何も言ってこない、全然

怒りの声も聞こえない、こんな状態だったら、

なめられてしまって、長崎新幹線はまさに風前

のともしびになってしまいかねないと。これだ

け県民の皆様方が、この西の果ての西九州と言

うけれども、長崎県の発展を新幹線にかける思

いの中で、みんなが一生懸命やっている時に、

こういうような話が今のような答弁みたいな形

の中であるということは、とても残念に思うわ

けです。 

 じゃ、この 1,200 億円の財源の措置はどうな

っていくのですか。 

【廣畑企画振興部次長】 現行の新幹線スキーム

でありますけれども、1,200 億円増嵩したとし

ても、通常の新幹線スキームのように、貸付料

というものがある程度、充当されて、残りを国

と地方自治体で 2 対 1 の割合で負担するという

ことになろうかと考えております。 
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【小林委員】 それは制度で決まっている、要す

るに、従来どおりの話なんだけれども、例えば、

5,000 億円というのは、大体いつの時点の 5,000

億円ですか。長崎から武雄温泉までは 5,000 億

円で大丈夫だと、こういうような話になったの

は、大体いつの時点の何年頃の話ですか。わか

っていますか。 

【廣畑企画振興部次長】 長崎から武雄温泉まで

が約 5,000 億円というふうに決まったものが、

平成 24 年に認可着工されておりますので、そ

の前段階で 5,000 億円というふうに決まってい

ると承知しております。 

【小林委員】 確かに私の記憶でも平成 24 年で

すよ。その時点で、大体 5,000 億円だろうと。

今、あれから 3～4 年たっているわけです。そ

の中で、結局、資材の高騰だとか、熊本の地震

によって、いろいろと人が不足をしているとか

いうような形の中で人件費が高騰していると。

これはどこでも同じようなことだし、新幹線と

て変わりがないわけです。だから、いつまでも

その 4～5 年前の財源スキームの状況の中で出

てきた工事費が本当に堅持されているのかとい

えば、決してそうではない。だから、武雄温泉

から新鳥栖までの間も、5,000 億円ぐらいでで

きるかといえば、もう 6,000 億円を超えるので

はないかと、こんな話にもなっているわけでし

て、そういう状況からいけば、この 1,200 億円

がアップして 6,200 億円になっていると、こん

なような話なんですね。 

 そうすると、お尋ねしますが、まず 5,000 億

円の時の長崎県の負担金が幾らだったのか、佐

賀県の負担金が幾らだったのか、これはとても

大事なことだけれども、全然質問通告をしてい

ないわけだけれども、そういうようなことにつ

いては、おわかりでございますか。 

【廣畑企画振興部次長】 平成 24 年に約 5,000

億円と総事業費が見込まれたうち、箇所別の事

業費は、まだその時点ではわかりませんで、距

離の延長で推計するしかありません。また、貸

付料も幾ら入ってくるかもわからない状況であ

りますので、当時も、仮に貸付料ゼロと置いて

試算をしておりまして、その場合であれば、交

付税措置を加味した状態であれば、長崎県 668

億円、佐賀県 247 億円と当時試算をしておりま

す。 

【小林委員】 私がずっとあなた方から聞いてき

た数字とは全然違う。いずれにしても、そうい

うふうに例えば 5,000 億円の中で、長崎県の負

担金は幾らかと。答弁をやり直しますか。 

【大場委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時１３分 休憩 ― 

― 午後 ２時１４分 再開 ― 
 

【大場委員長】 再開いたします。 

【廣畑企画振興部次長】 現在、5,000 億円相当

の長崎県の負担額、これは過去の実績をもとに、

将来も貸付料約 19％充当されると試算した上

で、5,000 億円に相当する事業費のベースで

1,017 億円、これが事業費ベースであります長

崎県の負担額と試算しております。 

【小林委員】 いわゆる線路のリースの貸付料を

今、19％という格好で見ているという話でしょ

う。そうすると、地方交付税はどうしているの

か。 

【廣畑企画振興部次長】 先ほど申した 1,017

億円といいますのは事業費ベースでありますの

で、実際に県が負担する分には、ここに交付税

措置が加味されてまいります。事業費に占める

45％分が交付税として充当されます。なので、

そこから計算しますと、1,017 億円の残り 55％



平成３０年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２８日） 

- 117 - 

を県が実質負担しますので、試算ですと 559 億

円です。 

【小林委員】 わかりました。 

 そういう数字を聞いているのも、長崎県の今

現在、工事が進捗しているところの長崎から武

雄温泉までの 66 キロメートルで 1,200 億円高

騰するということの前提に立つならば、5,000

億円で幾らだったのかと。じゃ、1,200 億円ア

ップすれば、その 1,200 億円について、国が大

体どれくらい、長崎県がどれくらい、佐賀県が

どれくらいと、こういうぐらいの話が出てきて、

長崎県の財政負担が増えるということは、すな

わち長崎市も諫早市も大村市もやっぱり今の予

定よりもアップしていくというようなことにも

なるのではないかと思うんです。 

 ですから、まずやっぱり 1,200 億円アップす

るということについては、うわさ話みたいでは

聞いているけれども、全くもってそれについて

一体どういうような内容で、どういうふうな形

になっていくのかと。佐賀県も大事、しかし、

何はさておいても、まず長崎県の財源の措置を

しっかり把握していただきたいということを言

いたいわけです。ここのところをまず基本的に

お願いしておきたいと思います。 

 次に、来月 7 月ぐらいに与党ＰＴのほうで大

体整備方式が決まるのではないかと言われてお

りますね。国土交通省の意向からしてみて、長

崎県の中村知事が与党ＰＴで力強く、やっぱり

フル規格でなければならないと、ミニ新幹線で

はだめだと。フル規格は、投資効果、収支改善

効果、そして時間短縮効果、この 3 つの効果が

何はさておいても断トツですばらしい、これが

最善の選択肢なんだと。だから、ぜひとも与党

ＰＴにおかれましては、これをひとつ国土交通

省の方針として乗せてもらいたいと、こういう

ようなことの中で、恐らく、今の常識からいっ

て、まさに長崎県の中村知事が強く訴えられた

フル規格に、ほぼ決定をするのではなかろうか

と、こういうようなことが期待されますよね。

そうすると、ここは 7 月でフル規格で整備方式

が決まったと。整備方式が決まるまでは、なか

なか我々も動きがとりにくいと。あとは与党Ｐ

Ｔにこのフル規格を認めていただく、そして国

土交通省に上げていただいて、国土交通省、国

が決定をすると、そこまでを我々のまず一つの

大きな課題としておったわけです。 

 それが、最終的にどう決まるかわからないが、

しかし、常識として、今や、もうミニ新幹線じ

ゃなくて、ミニ新幹線だったら、貸し付けのリ

ース料もないわけだから、財源から考えていく

ならばフル規格しかないと。では、フル規格に

決まったという整備方式。そこから長崎はどう

やってこれから戦略を立てていくのかと、こう

いうようなことではないかと思うけれども、何

か戦略はお持ちでございますか。 

【廣畑企画振興部次長】 委員もおっしゃってい

ただいたように、4 月の本県のヒアリングの際

には、知事から、フル規格は最善の選択肢であ

ると、ミニについては課題が大きいというのを

強く訴えてきたところであります。そこについ

ては一定理解をいただいたと感じております。 

 ただ、一方で、通過する沿線であります佐賀

県のほうは、いまだフル規格については、負担

の問題その他、また並行在来線の問題というも

のも出てきまして、議論はできないということ

を引き続きおっしゃっているところでもありま

す。そういった状況にもあるということから、

まだ与党ＰＴ検討委員会のほうで、フル規格に

決まりそうということでもなっていないものだ

と考えております。 
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 また、先日 6 月 8 日の与党ＰＴ検討委員会で

は、貸付料についてＪＲ九州と国で協議をして、

また長崎県とも協議をする、その上で、佐賀県

ともまた協議をしていくということも方向性と

しては出ておりますけれども、こちらのほうも

まだ進んでいないようにも感じるところであり

ます。 

 なので、県といたしましては、委員がおっし

ゃったとおり、フル規格しかないということは

当然我々の強い主張でありますので、その主張

を国のほうにも再三再四これからも申し上げて

いく必要があろうかと考えております。 

【小林委員】 とにかく落ちついてお話をしたい

ですが、もうフル規格は間違いないと。ミニ新

幹線と比較対照した時に、先ほどからも言った

ように、ミニ新幹線はリース料だってないわけ

です。また、今言うように、収支改善効果も、

時間短縮効果、投資効果についても、まさにＢ

／Ｃ等々を見ましても問題にならないわけだし、

そして踏切ばかり多くて、実際に工事中は稼働

できないというような決定的な要因がそこにあ

って、これはどうしてもＪＲ九州だって、ミニ

新幹線はやる気は全くないと、こんなようなこ

とも明らかになっているわけです。 

 そこで、整備方針はフル規格、これが決定を

した場合において、次はどういうような動きに

なっていくかという時に、一番大事なことは、

佐賀県の負担軽減のために、ＪＲ九州と長崎県

においては、フル規格を実現するために、この

佐賀県の負担軽減をどうしてやっていくかとい

うことの協議をこれからやっていきたいと。ま

さに、長崎県とＪＲ九州に対して、佐賀県の負

担軽減について、これから協議を求めたいと、

これを確認したと、こういうようなことになっ

ているけれども、ここはどうですか。 

【廣畑企画振興部次長】 負担の軽減の協議とい

うところをお尋ねでありますけれども、すみま

せん、国からまだ特段協議がなされているもの

はございません。 

 あと、知事も本会議の答弁でございましたけ

れども、これまで西九州ルートの整備というの

はフリーゲージトレインで進めてきたけれども、

それが難しくなっている、山陽新幹線乗り入れ

も難しくなっているという状況がある中で、当

然国の責任において、しっかり議論をしていた

だきたいというふうにこれまでは申し上げてい

るところであります。 

 ただ、新幹線の地元負担につきましては、現

行スキーム、関係法令で定まっているところで

ありますので、その枠組みを超えて、その法律

制度とは別のスキームで負担するということは

あり得ない、また県民の理解も得られないとい

うことでございます。 

 なので、先ほど申したように、国において負

担のあり方というのは当然議論をしていただい

て、その結果として、本県に新たな負担スキー

ムですとか、整備方策というものが示された場

合には、こちらで検討するということも知事も

申し上げているところでありまして、なので国

において、負担の新たなスキームとか、あとそ

もそも整備方針についても十分議論をいただき

たいと考えているところでありまして、これも

また主張をしていくということになります。 

【小林委員】 私が先走りしているのか、あなた

が遅れているのか、どっちかというところの話

なんだけれども、もう新聞報道は、与党ＰＴの

山本委員長は 6 月 7 日、どういう発言をしたか

とか、8 日の新聞を見てみろよ。山本委員長の

談話がいろいろ載せられておりますよ。それも

1 紙だけじゃない。堂々と山本委員長は、そう
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いう各紙に向かって、報道に向かって、これか

ら整備方式を 7 月までに決めると。その前提に

当たって、要するに、もうこれからは佐賀県の

財政を負担軽減させるために、長崎県とＪＲ九

州と一緒になってこの負担軽減の協議を求めた

いと、こういうようなことを発言していること。

そういう方向の中で与党ＰＴが協議に入るとか

いうようなことについては、あなたは全くご存

じないのですか。整備方式については、先ほど

からも言っているように、フル規格でなければ

ならないということについて、それは与党ＰＴ

は議論をするかもしれないけれども、そういう

方向はもう見えてきているじゃありませんか。 

 これからは、佐賀県の負担軽減のために長崎

県も一部肩代わりができるかと、こんなような

話の中で、新聞報道によると、中村知事だって

真剣に検討しなければならないと、一部肩代わ

りができるものだったら、しなければいけない

かもしれないと。しかし、全体のスキームがは

っきり見えなければ、これはやっぱりその後の

話だとかいうようなことだけれども、中村知事

は山口知事とは違って、長崎県の知事として、

真剣に検討するに値するという状況の話を前提

付けでなされているではありませんか。だから、

そのことをもって、長崎県が佐賀県の肩がわり

ができるということについては、一体何ができ

るのかと。 

 あなたがおっしゃるように、全国新幹線鉄道

整備法があります。要するに、地元負担という

ことは、肩代わりなんかできるような仕組みに

なっていないわけだ。そういう状況の中で、Ｊ

Ｒ九州と長崎県が力を合わせて佐賀県の一部負

担を軽減するために、どんなことができるんで

すかというようなことについて、ちゃんと山本

委員長は方向性をきちんと話をされていると思

うんだけれども、そういうようなことについて

も長崎県としては把握していないのですか。 

【廣畑企画振興部次長】 当然ながら、6 月 8 日

の委員会において、山本委員長はぶら下がり取

材において、整備方式はまだ決まっていないと

思いますけれども、これからＪＲ九州、また長

崎県とも、佐賀県の負担の軽減策というものを

協議するということをおっしゃっているという

のは、当然理解して、把握しております。 

 その上で、ただ本県といたしましては、これ

までも述べておりますけれども、現行スキーム

では、そういった肩代わりというものはあり得

ませんので、じゃ、どういうスキームならば、

どういうことができるのかというのは、まず国

において、こういうスキームが考えられるとい

うことは提案してもらわなければ、こちらも議

論はできないということでありまして、そうい

う提案は実際に具体的にあるかといったら、ま

だないわけでありまして、そういう点もなしに、

肩代わりしますということはあり得ないわけで

ございます。 

 そういう意味で、これから協議はなされると

思っておりますけれども、どういったことがで

きるかというのは、国の提案も見ながら、どう

いった提案がなされるかというのも踏まえて検

討していかなければならないと。 

【小林委員】 企画振興部次長、あなたは新幹線

の担当で国から来ていただいているわけだ。新

聞は読んでいるのか。全然新聞を読んでないみ

たいで、失礼だけれども、情報が遅れている。

例えば、「肩代わり」という表現については余り

偏っているけれども、しかし、実際どういうこ

とが例えば長崎県に期待されているかといえば、

1 つは、リース料について、佐賀県と長崎県の

負担については、佐賀県に多目にリース料が行
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けるようにできはしないだろうかとか、それか

ら例えば、大村の車両基地だとか、そういう長

崎県と佐賀県が双方で負担しなければいけない

とかいうような共通の経費というものが出てき

ているじゃないですか。そういうところをフィ

フティー・フィフティーじゃなくて 8 対 2 にし

てくれとか、7 対 3 にしてくれとか、できると

すれば、そういうようなことがどうだろうかと

いうようなことを山本委員長が話をしているじ

ゃないですか。あなたは直接自分が聞かなけれ

ば承知しないのかな。ほかの人からの話だった

ら絶対に俺は聞いていないという話になるのか

な。どうもそういう感じがする。 

【柿本企画振興部長】 少し補足をさせていただ

きます。 

 まず、与党ＰＴ検討委員会での議論の中で、

整備方式については、私ども県としては、当然

フル規格ということをしっかり訴えているわけ

ですけれども、現段階では、与党ＰＴ検討委員

会の議論の中では、ミニ新幹線も含めて検討と

いうことで、そこは両方がまだ残っている段階

です。ただ、私どもとしては、先ほど小林委員

からありましたとおり、投資効果も時間短縮効

果も収支改善効果も高いので、フル規格という

方向に向かっていくということを期待している

ところでございます。 

 一方で、6 月 8 日の与党ＰＴの山本委員長の

記者からの取材の中であった話としまして、小

林委員ご指摘のように、キーワードとして 2 つ

ございまして、ＪＲが負担をします貸付料を今

後どのように見込んでいくのかという点と、そ

れから全体事業費が 6,000 億円となっておりま

すけれども、その中で、共通経費と言われるよ

うな長崎、佐賀両県が負担するような経費も含

まれているということで、その 2 つのキーワー

ドが出てきております。 

 そして、この貸付料ということについては、

国とＪＲ九州が交渉をして最終的に決まってい

くというふうなものになっておりまして、ただ、

その参考になりますのが収支改善効果というこ

とで、年間 88 億円という収支改善効果が比較

検討の中で出ていますので、そこの中で最終的

にどうなっていくかというのが貸付料の議論で

ございます。 

 この貸付料の議論がどうなっていくかという

ことで整理がついていきますと、全体で 6,000

億円の事業費の中で、まず貸付料が当たるとこ

ろが先に見えてくるということで、そうすると

国や地方団体が負担するところの部分というの

が当然そこで圧縮されていくということで、ま

ずはその貸付料について、ＪＲ九州と国が話を

しながら、そこをどう詰めていくかということ

が進められて、そして先ほど申し上げた共通経

費というところも、国のほうにおいて検討がな

された上で、そこが本来はどういうふうな共通

経費というのが見込まれるのか、そこを長崎と

佐賀がどう負担していくのかというところを国

のほうが整理をした上で、また長崎県にそうい

った話があるであろうと、そういうところの流

れが 6 月 8 日の山本委員長の発言の中から見え

ているところでございまして、正式に長崎県の

ほうにそういった話がまだ来ている段階ではご

ざいませんので、そういった中身を示されるこ

とがあるとすれば、そういったところは長崎県

としては、しっかり話を聞いて、その中身を精

査するということが必要になると考えていると

ころでございます。 

【小林委員】 だから、今言っているように、2

つ言われている共通経費とリース料についての

佐賀県と長崎県のもらい分を佐賀県に重くとい
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うような話はあるわけです。 

 ただ、それが正式に来ているか来ていないか

ということよりも、そういう前提条件ではある

けれども、そういう問題については真剣に検討

しなければいけないと、前提条件の中で、財源

のスキームを国のほうでどうするかというよう

な方針に基づいて、今のような 2 つの案につい

て、これも検討をしなければいけないと、こう

いうようなことを中村知事は、新聞の記事では、

そんなふうにおっしゃっているわけです。 

 だから、そういうことについて、むしろ反対

に、企画振興部次長が言っているように、そう

いう話がたとえ仮にあったとしても、新幹線の

整備の法律については、これはできない仕組み

になっているから、たとえそう言われても、そ

れはできないのではないのかと、こんなような

ことを言っているのではないかと思うけれども、

違うのですか。先ほどからそういうことを言っ

ているんだろう。あなたは前提が壊れて、そこ

だけは言っているけれども、企画振興部長は、

そういうような談話があったということ、しか

し、長崎県に正式には来ていないと、こう言っ

ているわけです。あなたも、正式には来ていな

いと言っていると。じゃ、新聞は読んでいるの

かと。企画振興部長は読んでおったけれども、

あなたは読んでなかったと。 

 そういう状況の中から、中村知事はそこの点

について、それは検討をしなければいけないと。

頭から否定をするとか、全然そんな話は知らな

いとかいう話じゃなくて、少なくとも、定例の

記者会見の中の 8 日の新聞に、長崎の新聞をは

じめとして、中村知事が記者会見でおっしゃっ

た内容をきちんと載せていただいているわけだ。

だから、全くもってあずかり知らないというこ

とじゃなくして、中村知事は、そういう前提条

件を付けながらも検討するということもおっし

ゃっているじゃありませんかと、そういうよう

なことについては、まずどうですか。中村知事

がそうやって検討するとかいうことも言ってな

いとか、全然それについて中村知事は聞く耳を

持ってないとか、こんなような話でいいんです

か。新聞がミスリードしているのですか。 

【柿本企画振興部長】 知事の記者会見での発言

の趣旨といいますのは、今の法律の中で負担の

制度が決まっているということで、そこの考え

方の中で、佐賀県がその規定の中に基づいて負

担する部分を単純に長崎県が肩代わりをすると

いうふうなことは今の制度上もできないという

ことで、それについては否定をしているもので

ございます。 

 ただ、長崎県としては、国において、まずフ

リーゲージトレインが開発が進まなかったとい

うことに起因して、こういった状況になってい

るということで、国において、しっかりとした

財源の確保でありますとか、新たなスキームの

検討とかいうことを含めて、幅広い財源の確保

をお願いしているわけですので、それについて、

そういう国のほうでのさまざまな検討がなされ

て、先ほど話がありましたような貸付料の問題

でありますとか、そういったところが国のほう

で整理をされて、それについて提案があった場

合には、そこはしっかりとお話を聞いていく必

要があるということでお答えをしているという、

そういう趣旨でございます。 

【大場委員長】 ほかにご質問はありますか。で

は、引き続き。 

【小林委員】 だから、今、私が言っているよう

なことは、結局は、遠回しであろうが何であろ

うが、そういうことを正式に言ってきた場合と

か、あくまでも私が前提条件と言うのは、国で
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きちんと方針を決めてからという形の中で話が

あればとか、前提があってのことだろうけれど

も、検討をしなければいけないだろうという、

その検討という、受け入れるというようなそん

な結論じゃなくして、そういうことについては

検討するということの中村知事の発言は、これ

は要するに、間違いがないのだろう。検討しよ

うと。国で財源のスキームがきちんとすればと、

こういうような一つの前提があっての話をして

いるんだけれども、そこはもう一回、短くきっ

ちと言ってください。 

【柿本企画振興部長】 検討ということは結論が

ありきということではないと思っておりますけ

れども、提案があれば、それについてはしっか

りと中身を検討させていただくという、そうい

う趣旨でございます。 

【小林委員】 私は今日、新聞の記事をノートに

書いてきたんだけれども、費用負担の新たな枠

組みが示された場合、佐賀県の負担の一部肩代

わりについて検討の余地があるとの認識を示し

たと、これが中村知事の 6 月 8 日の記者会見に

対する、こういう新聞の記事なんですよ。これ

はほかの新聞もそういうような意味合いのこと

を考えて、全くもって話にならんとかいうよう

な中村知事のコメントはどこにもないわけです。 

 私は、あくまでも今言うように、費用負担の

新たな枠組みが示された場合ということは、国

の財源スキームが、フリーゲージ等々のいろん

な問題があって、こういうツケを長崎県にとか、

佐賀県にひとり持ってくることはいかがなもの

かと、こういうような前提に立って、しかし、

こういう佐賀県の負担について、長崎県のこと

で、長崎県でできることがあるならばと、こう

いうようなことについては検討の余地がまだあ

るよというようなことを記者会見でおっしゃっ

たと。ただし、企画振興部次長も言っているよ

うに、全国新幹線鉄道整備法というのがあって、

ほかの北陸だとか、あるいは北海道だって、ま

だやっているわけです。こういうようなことが

他のルートと西九州ルートと比べて、長崎だけ、

西九州ルートだけこういう方式が認められるか

といえば、そこはかなり問題が出てくると思う

んです。それはわかっているわけです。ただ、

そういうような提案があっているとか、そうい

うような山本委員長の話があっているというこ

とに対しては、我々は聞いてないとか、我々は

無関心であっていいはずはないじゃないですか。

それを言っているわけだ。 

 具体的にリース料の佐賀県と長崎県の取り分

の分け方と、そして共通経費についても、こう

いう形の中で考えてもらったらどうだろうかと。

与党ＰＴの委員長が言っているものを長崎県は

知らないなんていうことは、あなた方は言えま

すか。これは企画振興部長も、そこのところは

新聞で読んだのか、聞いているみたいな話だけ

れども、そこの先の結論はまだだけれども、実

際的にそういう話が今、動き出しているという

ことをよくよく承知をしてもらいたいと思いま

す。 

 そこで、さっきの話を続けますが、佐賀県の

新しい財源が要求されている負担額が 2,408 億

円ぐらいとか、そういうようなことを佐賀県の

知事がおっしゃっている。長崎県については

1,100 億円ぐらいだと、こういうような話にな

っている。佐賀県の負担の 2,400 億円というの

は、ちょっと大き過ぎるんじゃないのかと。こ

れについては与党ＰＴの中でも、結局は、先ほ

どあなたが言った 19％の問題、いわゆる収支改

善効果の中でのリース料、この辺が大体 19％ぐ

らいあると。その金額は毎年 88 億円ぐらいに
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なっていくんじゃないかと。そして、先ほど企

画振興部次長が言ってくれたように、交付税措

置が 55％。こういうような形でいけば、佐賀県

はもっと少なくなっていくんじゃないかと。あ

なた方は、フル規格になった場合に、佐賀県の

今回の新たな費用負担が真水でどれくらいと読

んでいるのですか。 

【廣畑企画振興部次長】 委員のおっしゃるよう

に、貸付料が当然、整備財源に充当されます。

佐賀県さんのヒアリングで提示した資料の数字

2,400 億円、佐賀県の負担というものは、貸付

料の充当は加味されておりません。かつ、交付

税措置も加味されておりません。 

 まず、交付税措置は、県の負担の事業費の先

ほど申した 45％分が交付税措置されますので、

残りの 55％が地元負担となります。 

 ただ一方で、貸付料が幾ら充当されるかとい

うのは、ここがまだ見えないのでございます。

先ほど申した 19％と申しますのは、今の長崎か

ら武雄温泉の間の事業、それで着工から今まで

で、どの程度貸付料が入っているかと見ますと、

19％ぐらいになります。それが平成 34 年度、

完成まで同じ額で充当されるとすれば、本県の

負担が先ほど申した 1,017 億円と計算できたわ

けですけれども、武雄温泉～新鳥栖間の貸付料

がまだ見えないものですから、幾らになるかと

いうのはわからないところではありますけれど

も、ただ、当然ゼロではありませんので、そこ

は地元負担をぐっと抑えられる数字になろうか

と、佐賀県さんがおっしゃっている 2,400 億円

ということよりも、もっと抑えられる額になる

だろうと見込まれております。 

【小林委員】 例えば、知事が本会議場で、佐賀

県の負担は、リース料的なもの、貸付料的なも

の、こういうものが収支改善効果の中で、今あ

なた方が言っているような 19％と言っていて、

その金額は 88 億円と答弁しているじゃありま

せんか。だから、そういうようなところを踏ま

えて、実質的な真水の佐賀県の負担は大体幾ら

と皆さん方が読んでいるのかというところを聞

いているわけで、2,408 億円というのは、今あ

れも入っていない、これも入っていないという

ようなことの中で、ちょっと数字が大きいよう

な感じがするわけです。今言ったように、交付

税措置もできていない、そして 88 億円も入っ

ていない。88 億円といっても、これは 1 年間、

毎年だからね。だから、そういうようなことに

なっていけば、19％だとしても、かなりのすご

い金額だと私は思っているんです。 

 そういうことからいけば、2,400 億円は少し

大き過ぎるのではないかという感じの中で、長

崎県として、佐賀県の本当の真水、実質負担は、

そういう制度資金も入れて大体幾らぐらいとい

う見通しが立っているのかと。私は、いろいろ

別の資料を見ておりますと、佐賀県側は実質の

負担は大体 1,100 億円ぐらいではなかろうかと、

こういうようなことの記事とか、あるいはそう

いう資料を見ておりますけれども、そういうよ

うな考え方はどうですか。佐賀県の負担が実質

的に幾らぐらいになるかということは計算して

みたことはないのですか。 

【柿本企画振興部長】 貸付料の考え方なんです

けれども、貸付料は、フル規格で整備した場合

に、国の試算の中で、年間 88 億円の収支改善

効果が見込まれるということが示されているわ

けではあるんですけれども、このうち 88 億円

がそのまま貸付料の財源になるのかどうかとい

うところは、国とＪＲが協議をして決めていく

ということになってまいります。ですので、今

の時点で、最終的には貸付料がどの程度見込め
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るかというのは、長崎県において明確に試算が

できる段階ではないというのが実情でございま

す。そういったこともありながら、今、国のほ

うは、山本委員長の発言にもありましたように、

ＪＲとこの貸付料をどういうふうに考えていく

のかというところを協議をしようとしていると

いう状況にあるということでございます。 

【小林委員】 中村知事が本会議場で、その 19％、

88 億円は答えているんですよ。あなたはそれは

否定するわけにいかないだろう。あなた方が書

いた答弁だろう。県の方針だろう。今みたいな

答弁はおかしいぞ。だから、その 88 億円につ

いて、具体的に数字も 19％も明らかにされてい

て、佐賀県の負担金額は大きいのではなかろう

かと、こういうようなことを明快に答弁されて

いるわけだから、あなたの今の発言は、そうい

うようなことを否定するような発言に聞こえて

しまったが、どうですか。 

【柿本企画振興部長】 19％ということで知事

が答弁申し上げた数字は、長崎～武雄温泉間の

今現在行っております整備、これに対して、こ

れまで 10 年程度事業を行ってきておりますけ

れども、そこの中に国のほうから貸付料として

配分がされた額、これをもとに実績として計算

した場合に 18.9％という数字を積算をしてい

るということで、今後、（「88 億円は」と呼ぶ者

あり）88 億円については、武雄温泉から新鳥栖

間を今後整備するという時に国が試算として出

したものが 88 億円ということで、そこの貸付

料というのは、最終的にまた、先ほど申し上げ

たような形で国とＪＲの協議の中で決まってい

くという形になっているものでございます。 

【小林委員】 今言っているように、佐賀県の負

担、実質的な真水は幾らかと。だから、19％、

88 億円ということを見込みとして、前提として

答弁されているわけだから、その前提の 6,000

億円なら 6,000 億円の中で、地方交付税の負担

率も決まっているし、そして今言う 88億円も、

見込みであるけれども、大体国の試算の中で出

ているわけだから、佐賀県の負担金、真水につ

いては、長崎県としては一切知らないというこ

とでいいのか。 

【廣畑企画振興部次長】 先ほど企画振興部長か

ら答弁させていただいておりますけれども、実

際に貸付料は幾らになるかというのは、今後の

ＪＲと国の協議になりますし、また今、貸付料

の配分といいますのは全国のプールで、全国の

整備新幹線の整備箇所に配分されております。

なので、国の試算で、年間 88 億円という収支

改善効果がある路線ではあるんですけれども、

それをどの線区の事業費に充当されるかという

のは、毎年の各線区、日本全国の整備箇所ごと

に決まってまいりますので、そこも見込めない

部分であります。それを与党ＰＴ検討委員会の

ほうで検証していただいていると考えておりま

して、その検証の結果で出てくるのではないか

と見込まれているところでございます。 

【小林委員】 特別委員会まで特化したものをつ

くって、長崎新幹線をフル規格で着工するため

に、議会は議会なりに一生懸命これから取り組

んでまいると、その決意のあらわれが、溝口議

長のご提案であるこの特別委員会です。総務委

員会とか、総合交通対策特別委員会がありなが

ら、今回、特化した特別委員会をつくるという

ことは並々ならぬ決意でありまして、ほとんど

議員の方々が賛同しながらこれをやるわけです。

それくらい熱心にやるわけです。 

 そして、佐賀県対策が何だかんだ言っても一

番の大きな課題であることは、もう否めない事

実です。そういうことを考えてまいりますと、
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本当に実質的に佐賀県の負担は、真水は一体ど

のくらいになるだろうかとか、こういうような

ことを、ある程度、見込みとか推測の域は脱し

ないかもしれないが、そのくらいのことをきち

んと我々は踏まえて、その上に立って、いろい

ろと国にもお願いし、佐賀のご協力もいただき、

もし仮に法律が許し、環境が許すならば、長崎

県で幾らか支援することができるのかどうかと

か、いろんなことを考えていかなければいけな

いんです。 

 そのためには、前提として、佐賀県がどのく

らいの真水で今回の負担が要るのかと、こんな

ようなことは当然知っておかなければいけない

し、我々も勉強したいし、あなたたちも勉強し

ておかなければいけない。それについて全く触

れようとしない。もういろんな資料の中で

2,408 億円ということは、山口知事が正式な与

党ＰＴの中で話し、それは貸付料だとか地方交

付税、そんなものが全く算出されていないとか、

そういう批判を受けているんだけれども、あな

た方でよく調べていただいて、大体どれくらい

の実質的な真水が佐賀県の負担金額だと、こん

なものをやっぱり我々にある程度、教えてもら

うような、何も隠すことじゃないんじゃないか

と思うんです。 

 企画振興部長、最後に聞きますが、全く佐賀

県の負担については、あずかり知らない、何も

知らない、こういうようなことで答弁ができな

いということでよろしいんですか。 

【柿本企画振興部長】 まず、今回の新幹線の整

備方策の検討の問題で、佐賀県の実質的な負担

がどうなるのかということが一番大事な問題で

あるということは、私どもも十分認識をしてお

ります。 

 そこをまず、どういった形で国のほうが考え

方を整理していくのかということで、そこがま

さに今議論がありました貸付料の問題が、収支

改善効果 88億円と言われておりますけれども、

実質的に貸付料がどういうところで落ちついて

いくのかという、そこの議論になっているとい

うところだと認識しております。 

 そういう意味で、その数字がどうなのかとい

うことを私どものほうで試算をするということ

が、現時点で、そこは国のほうで検討されてい

る内容ということがありまして、明確にそこを

長崎県だけの試算としてお示しするということ

がなかなか難しいと、現状はそういった状況で

ございます。 

【小林委員】 そういうような姿勢だったら、何

であんな答弁を具体的に知事にさせるのですか。

見込みとして 88 億円とか、19％というような

ことを知事の言葉から、いやしくも本会議場の

我が会派の中村政調会長がやっている質問に対

して、それだけのきちんとした答弁をなされて

いるわけです。その見込みが相当当てが外れる

かのような、そんなでたらめな数字を知事に答

弁させたんじゃないのかと、こう疑われるよう

な答弁の仕方はやめろよ。 

 だから、88 億円、19％を前提として、大体総

額の中でこうこうこうだから、佐賀県の実質負

担は大体こういうような金額ではなかろうかと、

こんなようなことを言うこと自体が問題になる

のか、そこだけははっきりしてもらわないと、

知事が答弁している 88 億円、あなたたちがき

ちっと知事に、お答えができるように協議をさ

れているんじゃないのか。19％、88 億円、見込

みであるということはわかっているわけだよ。

それをあたかもここで否定するかのような、何

か見込みが大幅に違うような、そんなようなこ

とを前提として君は言っているんだぞ。それで
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本当にいいのか。そういうようなことであるな

らば、我々もその答弁の信憑性について考えな

ければいけないじゃないか。どうですか、それ

は。88 億円、19％、これが確定しているもので

あるという答弁はなくして見込みだということ

についてはおっしゃっているわけだよ。だから、

君たちも見込みという形の中で、19％、88 億円、

毎年と、こういうものが佐賀県のいわゆるリー

ス料として入る見込みであるというような、そ

んな知事が答弁されたようなことを、あなたた

ちがここで答弁ができないというようなことに

ついては、非常に不可思議で、その信憑性にち

ょっと疑いを持つわけだけれども、どうですか。

きちんとした答えを出してみなさいよ。 

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時５９分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ９分 再開 ― 
 

【大場委員長】 再開いたします。 

【小林委員】 私は、先ほどから、実際佐賀県の

支援をしなければいけないと。本当に佐賀県の

財源問題は今回の新幹線の、仮にフル規格であ

ったとしても、ここの財源の措置については

並々ならぬものが佐賀県としてはあるというよ

うなことは十分承知をいたしております。 

 我々としても、先ほどから言っているように、

これから特別委員会をつくって国にお願いをし

なければいけない、あるいは佐賀県側に行って、

またいろいろとお話をしなければいけないし、

またご協力をいただかなければいけないと。そ

の上に立って、長崎県としても、できることは

ないのだろうかというような前提に立って協議

をしていく中において、実際的な佐賀県の負担

金額はどのくらいなものだろうかと、そこに焦

点を当てるということは、基本的には間違いじ

ゃないと思ったりします。 

 しかしながら、今、まだ不確定要素がある中

において、今大体どのくらいと、見込みである

としても、その言葉、その数字がひとり歩きを

しまして、佐賀県に誤解を与えるようなことで

あっては断じてならないと、こう考えますので、

そこのところは十分理解をしながら、やはり佐

賀県に対するそういう私どもの支援のでき得る

限りのお願いを国、そしてそれぞれ関係のとこ

ろにしていかなければいけないと、そういうよ

うなことで、私の質問を終わりたいと思います。

しっかり頑張ってください。よろしくお願いし

ます。 

【大場委員長】 ほかに、質問はありませんか。 

【橋村委員】 今朝からのいろんな交付金につい

て、まだ執行残があったというようなことでご

指摘を受けたり、また執行するにおいては、適

正なる執行をしなければならないということで、

厳格に執行したがゆえに執行残が残ったという

面もあったろうと思います。しかし、それなり

に執行額に対しては、ある程度の目標は達成で

きたという答弁であったろうと思っております。

したがって、先ほどからのご意見を十分踏まえ

て、今後は、さらなる事業効果が発揮できるよ

うに。 

 と同時に、今、事業をいろいろメニューを組

み立てているけれども、十分それで適用するに

つけても、使い勝手が悪いというようなことも

あり得るのではないだろうか。そういうことで、

先ほど副委員長もそういう意見を述べられたか

と思うんです。 

 いずれにしても、長崎県の特に離島において

は、人口減少著しい、あるいは若者の定着がな

い。これは全県下的にだけれども、そういう中

にあって、特に、平成 29 年から、地域社会維
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持推進交付金が制度上つくられてきて、それを

いかにうまく活用して、県が目指す政策を実現

していくかが課題だと思っております。 

 特に、本会議でも言ったわけですけれども、

これから離島のほうの人口流出はそれなりに認

めざるを得ないにしてでも、また人口がリター

ンするＵターン、Ｉターンというような形で長

崎県のほうにということも企画、計画をされて

いるわけですね。それが実ればいいんですけれ

ども、数値面から言うと途方もない数値だと。

１万人に対して 1,000 人未満というようなこと。

だから、あとはやはり交付金の制度自体につい

ても、今まだスタートしたばかりだから、まず

国境離島の中で制度をつくることが一番大事だ

と私も思っておりました。よくぞこういう制度

を財務省も認めたなという思いがあるわけです。

だから、余りにも担当の皆さんたちは無理は言

いにくいという思いがあるかもしれないけれど

も、されど、例えば、離島振興法だって平成 25

年に改正されて、交付金というのも制度化され

たじゃないですか。だから、そういう地域の要

望というものは絶えず発信していかなければい

けないという思いです。だから、あなたたちが、

思いはあるけれども、まだ制度がスタートした

ばかりだからと周辺におもんぱかって、あえて

訴えないというのは大変もったいない話だとい

う思いです。だから、せっかく制度がつくられ

た以上は、いかに運用面で、ある程度、自由裁

量権を確保するかということが大事だと思って

おります。 

 私は本会議の中で、子どもたちの遠征という

のを見た時に、一日がかりで本土に来ている、

そして本土の移動もと。離島から本土に上がる

までに相当な時間と、そして経費もかかってい

るわけです。だから、そういうことを考えると、

私は、今さらそういうことをこうやって意見を

述べることすらためらわれるわけですけれども、

離島の人たちは切実であったろうと思うわけで

す。 

 そういうことを踏まえれば、あなたたちも、

せっかくこの制度がスタートしたのだから、一

刻も早くその制度の効果を発揮させることが問

題だと思っているわけです。したがって、執行

残がないようにと。しかし、厳格な運用は当然

としてやっていかなければいけないけれども、

しかし、予定額以上に積み残しがいっぱいあっ

て、来年度、今年度は採択できないというぐら

いな感じでランニングしていくようなことを考

えていかなければならないし、また制度的にも、

そういう運用ができるような、不備なところは

整備してもらうということも要望していく必要

があると思うんです。 

 したがって、いろんな今度の国境離島の場合

の地域社会維持推進交付金なんかにしても、適

用範囲が限定されていると。それはスタートの

時点では当然だと思うんです。しかし、それを

少しずつ拡大していく。あるいは子どもたちの

教育の機会確保のためにも、いろんな分野で、

いろんな経費負担をしているわけですね。だか

ら、そういうものに対しても補助として適用で

きるようにしていくことこそが、子どもたちが

すくすく育ち、そして郷土愛のもとで、また将

来においても、たとえ一時期は離島から本土に

就職をしたとしても、やはり防人として離島に

戻ってくるような形で愛郷精神が生きるように

という思いもあるので、そういう人材育成こそ

が最大の将来にわたっての離島維持につながっ

ていくんだという思いがあるんです。 

 したがって、あなたたち、現時点で、そこら

辺で雇用機会の確保とか、目の前の政策ではな



平成３０年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２８日） 

- 128 - 

くて、そういう雇用機会があって、しかも、そ

ういうところに地元出身者が就職して、そして

地域を守っていくというような長い政策の視点

から取り組んでいただきたいと思っているので、

とりあえずは離島活性化交付金あるいは地域社

会維持推進交付金、地方創生交付金とか、いろ

んな交付金制度が用意はされているわけですけ

れども、そういう中にあって、何があなたたち

企画振興部の中で、こういうことであればとい

う思いもあるだろうと思います。地域社会維持

推進交付金についても。そういう意味で、例え

ば、離島活性化交付金あるいは地域社会維持推

進交付金、そういう面について、こういうこと

をもっと活用していければという思いがあれば、

お聞きしておきたいと思います。 

【廣田企画振興部政策監】 橋村委員のご質問に

ついては、離島の活性化をどうやっていくかと、

そういった中で今回、新法ができたわけでござ

いますので、それを最大限に活用して離島振興

を図っていくべきだというご意見だと理解して

おります。 

 私どもも、従来、離島振興法に基づきます交

付金、あるいは地方創生推進交付金などを最大

限に活用しながら離島振興を図ってきたわけで

ございますけれども、今回、有人国境離島法と

いう新たな法律ができたわけでございます。そ

れで、私どもとしましては、いろいろな制度を

最大限に活用し離島の活性化を図っていこうと

いうことは従来と変わっておりませんけれども、

今回の新法につきましては、法律制定過程の中

で、対象範囲をどうするかということも含めま

して、いろんな議論がされております。それで、

そういういろんな議論がされた中で、今の制度

をつくるということで法律がスタートというこ

とでございます。 

 そういったことから、法律が制定して 1 年余

りということで、私どもとしましては、最大限

現行制度を活用し、事業を実施していくという

ことを主眼として置いております。 

 ただ、この法律、できたばかりでございます。

1 年たちまして、いろんな市町からのご意見等

もありますし、それを実際受益されます事業者

の方からもご意見を聞いております。そのもの

については、その意見を酌み取りながら、必要

に応じて国のほうと協議をし、よりよいものと

してつくり上げていくことは当然やっていきた

いと思っております。 

 そのようなことから、今後とも、有人国境離

島法あるいは離島振興法に基づく離島活性化交

付金、あるいは地方創生推進交付金などさまざ

まな制度を最大限活用して離島の振興を図って

いきたいと考えているところでございます。 

【橋村委員】 特に、市町の要望等もよく意見交

換しながら、当然やっていると思います。負担

金についても、今度、県と市町と折半して負担

をしているというような補助残については、そ

ういうこともあろうと思うけれども、要するに、

執行残が出てくるというのは、せっかくの制度

があるにもかかわらず、無駄遣いをしろではな

い、それは十分わかっている。適正に、厳格に

運用しているとは思うけれども、こういう事業

をうまく適用して事業効果を上げる、それこそ

がまたこの制度の維持・継続にもつながってい

くわけでして、執行残を出してしまうと、君た

ちは幾ら準備しても使いきらんじゃないかとい

うようなことになってはいけない。だから、今

では、あなたたちがどれだけ知恵を出していく

かということにひとえにかかっているわけです。 

 そういうこともあるので、制度がある以上は、

オーバーフローするように、「また来年度。ちょ
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っと待機しておってください」というぐあいな

執行ができるように頑張ってほしいと。これは

全職員一丸となって、一体として、あなたたち

が頑張らないとしまは消えてしまうというぐら

いの強い覚悟で臨んでいただきたいと思ってい

んです。 

 今日の委員の皆さん方、全く同感。午前中か

らのそれぞれの発言を聞いておってもそうだと

思っておりました。したがって、私は離島でな

いけれども、たまたま個人的に離島と関係が深

まったものだから、そういうものもあって、本

当に深刻だなという思いをしたわけです。だか

ら、外部から見ておったのと、本当の実態との

乖離というのはすごいなと思ったわけです。 

 そういうことで、坂本(智)委員は、今までに

ないものができたのだからという思いで、満足

とは言わないけれども、過去を振り返れば、ま

あここまで来れたな、という思いだろうと思い

ますけれども、やはりはたから見ると、例えば、

運賃でも同じですよ。離島航路について、フェ

リーがＪＲの普通並みと。フェリーに乗れば 4

時間から 4 時間半かかるわけですよ。在来線で

4 時間かかって誰が乗りますか。そういう思い

もあるんです。料金だけ比較すれば、一番グレ

ードの低い普通とフェリーだということだけれ

ども、4 時間も乗れ、そこにとどめておくとい

うようなことを常識として受け入れること自体

が今日どうだろうかという思いもあるんです。

したがって、少なくとも 2 時間ぐらいで。普通

そうでしょう。長崎や諫早から鈍行で行くとし

てでも、佐世保ぐらいまで 1 時間半ぐらい。そ

れ以上、鳥栖、博多まで鈍行、鈍行はないだろ

うけれども、それを乗り継げなんて、とてもじ

ゃないですよ。しかし、離島ではフェリーが常

識みたいな感じになっている。 

 そういうことも踏まえながら、制度の運用あ

るいは充実ということに取り組んでいただきた

いと思っておりますので、どうか企画振興部長

はじめ、それぞれの担当部署で交付金もありま

すけれども、どう使えば、これをどう運用がも

う少し緩和されれば、ここが適用できる、ここ

が適用できる、こうすれば、もっとここまで適

用できるんだけれども、あるいは教育面につい

ても、なかなか配慮がされてなかった。あるい

は、この法律をつくる時にも、いろいろ議論の

中で、教育分野が欠落しているじゃないかとい

う指摘もあったけれども、とりあえず、これを

まずスタートさせてくれというような、制度の

そこの不備ということはちゃんと認識しながら、

とりあえずスタートをということであったと承

知しているわけですので、どうかそういうこと

を踏まえて、今後も積極的に制度改正に取り組

んでいただき、そしてこの制度がよりよい効果

を発揮できるようにと要望しておきたいと思い

ますので、改めて、企画振興部長の決意のほど

をお聞きしておきたいと思います。 

【柿本企画振興部長】 離島振興については、本

県の重要課題でありますし、私も直接携わって

きた中で、離島の置かれた現状、厳しさという

のは十分に認識をして、しっかりとした対策を

行っていく必要があると思っております。 

 そういった中で、今回、有人国境離島法が施

行され、地域社会維持推進交付金というすばら

しい制度が設けられたということで、それを最

大限に活用するということで取り組んできてい

るわけではございますけれども、今回、その交

付金の活用の中で執行残が生まれたようなとこ

ろがあるということで、そこについては、しっ

かりその活用がさらにやりやすいような制度に

さらに磨きをかけるといいますか、その制度を
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活かしていくために必要な制度の充実、そうい

ったところを私どもがしっかり認識して提案を

していく必要があると思っておりますので、そ

ういった考え方で、今後、さまざまな財源を最

大限有効に活用できるように取り組んで、離島

振興を図ってまいりたいと考えております。 

【大場委員長】 ほかに、質問はありませんか。 

【小林委員】 2020 年 8 月ですから、オリンピ

ックまで、ちょうど 2 年ぐらいになったと思い

ます。今、長崎県として、事前キャンプとか、

あるいは事前のトレーニング、そういうような

形の中で、いろんな取組をそれぞれ当局の課長

や企画監たちが一生懸命やってくれているとい

うようなことをよく聞くわけであります。 

 今、オリンピックを目指して事前キャンプあ

るいは事前のトレーニングキャンプ、こういう

ようなところで外国から、いろいろ施設の見学

とか、大村のほうにもお見えになっているわけ

でありますけれども、大体どのくらいの実績に

なっているか、まずその点からお尋ねします。 

【野口スポーツ振興課企画監】 オリンピックの

これまでの取組状況に関するお問い合わせとい

うことでございますけれども、まずオリンピッ

クの誘致に関しましては、キャンプの誘致の対

象となる国々の本県視察を前提として取り組ん

でまいりました。 

 実績でございますが、平成 28 年 4 月にベト

ナム、平成 29 年 3 月にモンゴル、それから平

成 29 年 4 月にスペインのハンドボールチーム、

同 5 月にスペインのレスリングチーム、同じく

5 月にフィリピン、そして 11 月にポルトガルか

ら、おのおの視察がございました。あわせて平

成 29 年 10 月には、ベトナムのフェンシングチ

ームが諫早市でテストキャンプを実施しており

ます。このうち、ベトナム、スペイン、フィリ

ピンにつきましては、議案説明のとおり、国の

特別交付税措置が受けられるホストタウン登録

がなされている状況でございまして、現在、ポ

ルトガルについてもホストタウン登録申請中と

いう、このような状況でございます。 

【小林委員】 今の答弁で、いろんな国から事前

の視察が行われているということが明らかにな

りました。ベトナムとか、モンゴル、スペイン、

それからフィリピン、ポルトガルと、こういう

ような形で、率直に言えば、かつてないぐらい

多くの国々から事前視察が行われているような

感じを受けます。 

 こういう取組の中で、アジアの国とか、そう

いう国々を選定するに当たって、やっぱり何ら

かの長崎県の将来につながる戦略はあってもら

いたいと思っておりますけれども、そういう視

点で事前視察をなされる国々との関係強化、そ

んなようなことを戦略を持ってやっていただい

ておりますか。 

【野口スポーツ振興課企画監】 キャンプ誘致に

おける戦略論についてでございます。まず、進

め方としましては、キャンプの受け入れ地のあ

る市町と、それから各競技団体の意向を十分に

踏まえてスタートいたしました。進め方として

は、本県と歴史的なつながりがあったり、それ

から世界遺産登録による観光客誘致の観点等か

ら、ヨーロッパ諸国がまず対象であろうと。も

う一つ、本県のアジア・国際戦略の観点から、

アジア各国への誘致、この 2 つを中心に進めて

まいりました。その結果が、先ほど申し上げた

とおりでございます。 

【小林委員】 特にアジアに、国際戦略というよ

うな形で、ベトナムだとか、フィリピン、そう

いう国々との連携をとりながら、これをただ単

なる事前キャンプということだけじゃなくて、
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その以前のトレーニングキャンプと、そういう

ようなところから関係を深めていくということ

については、キャンプなり、トレーニングとい

う一つのオリンピックの事前の備えを長崎県で

やったというこの関係は、非常に長崎県に対す

る好印象になっていくだろうと思っているわけ

です。 

 それで、我々が聞いてまいりますと、長崎県

の方々が非常に親切であるとか、おもてなしが

非常にありがたい、関係の県の方たちが非常に

行き届いてやってくれる、そんなようなことを

聞いているわけでありまして、だからこそ、こ

ういう質問をいたしておりますが、事前キャン

プなり、トレーニングをやっていただいた国々

と、これから長崎県との友好親善、友好関係が

非常につながっていくということを心から願い

たいと思います。 

 それと、もう一つは、事前に視察をされた方々

の意見を聞きますと、長崎県の特色として、歴

史的な特色はもちろんのことであるけれども、

スポーツの施設とかがかなり完備されていると、

自分たちが、事前のトレーニングにしても、あ

るいは直前のキャンプにしても、長崎県を選ぼ

うかというような話が多いというわけです。そ

ういう長崎県の特色を、あなた方がよくアピー

ルしていただいているのですか。 

【野口スポーツ振興課企画監】 長崎県の特色と

しまして、ベトナムの例をとりますと、ベトナ

ムは柔道、空手、フェンシング、バドミントン、

陸上、競泳と、実は、6 種目の多種目にわたっ

て長崎県を候補地として考えております。これ

は事前視察にベトナムのスポーツ総局の方がい

らっしゃった時に、長崎県内のいろんな施設を

ご覧になられて、十分満足がいけると、彼らの

目的はチーム強化でございますので、長崎であ

ればチーム強化をするためだけのインフラがし

っかりしていると。それと、長崎県の受け入れ

態勢も十分であるというようなご評価をいただ

いたところでございます。 

 こういった実績をしっかり受け止めて、今後、

トレーニングキャンプで 7 月 9 日から 7 月 31

日までベトナムの空手チームのキャンプを受け

入れますけれども、私どものほうで、長崎県の

中でかなり力を持っているコーチを 3 名選定さ

せていただいて、しっかりとしたトレーニング

をしてもらおうと思っています。こういった受

け入れ実績を通して信頼関係を構築していく中

で、今後の国との交流の礎になるように頑張っ

ていきたいと考えております。 

【小林委員】 ベトナムが 6 種目を長崎県で、

事前トレーニングという状態であるけれども、

必ずや事前キャンプにつながっていくんじゃな

いかと、こういうことが期待されているわけで

すね。実は、私もベトナムとの関係強化を非常

に願っている 1 人であるし、また今、アジアの

国々の中で、本当に発展著しい状況にあるベト

ナムとの関係強化は長崎県にとっても大事なこ

とであると。こういう戦略の中で、オリンピッ

クの事前トレーニング、事前キャンプ、こうい

うような実績の中で、お互いの関係がさらに高

まり、深まっていけば、非常によい信頼関係に

つながり、それがひいては大きく花が開くんじ

ゃないかと、そんなようなことを期待いたして

おります。 

 それと同時に、今も少しお話があったが、施

設が充実をしていることと同時に、指導してい

ただくコーチを長崎県できちんとそういうこと

も考えて配置して指導をしていただくような、

そういうすばらしいコーチの方々をちゃんと用

意してくださっていると。それから、もう一つ
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は、練習相手というか、力をつけなければいけ

ないので、長崎県の選手で、それぞれ力のある

方、そういうところもあなた方がよく配慮をし

て、いろんな立派な経験また実績を持つ、そし

て本当に力を持つ選手の方々を事前の練習試合

とか、そういうような相手にして、そこもちゃ

んと考えていただいていると。 

 私が実際話をしまして、ベトナムのスポーツ

省の方々は、そういう地道な長崎県の取組を非

常に高く評価してくださっているんです。だか

ら、今お話があっているように、6 種目を長崎

県でやるとかいうことについては、例えば、議

会のほうでは、八江議員を会長として、ベトナ

ムとの関係を本当に高めて、深めていっており

ます。また、知事自らも、そういうところにつ

いてはご尽力をなされていると思います。 

 そういうことで、今回の事前キャンプをぜひ

しっかり物にして、こういうものを一つのきっ

かけとして、さらに深まっていけばいいと思い

ます。ぜひ今後とも、これがオリンピックのま

さに事前キャンプとして、ホストタウンとして、

立派なそういう思いの中でベトナムの方々の好

成績につながることができるように、さらに頑

張っていただきたい、さらにご尽力をいただき

たいと要望して、終わりたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

【大場委員長】 ほかに、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ほかに質問がないようですので、

企画振興部関係の審査結果について、整理した

いと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時３８分 休憩 ― 

― 午後 ３時３８分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、企画振興部関係の審査を

終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、危機管理監及び、総

務部関係の審査を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時３９分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年 ６月２９日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後  時  分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 大場 博文 君 

副委員長(副会長) 吉村 庄二 君 

委 員 宮内 雪夫 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   下条ふ み ま さ 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   吉村  洋 君 

 〃   宅島 寿一 君 

 〃   宮本 法広 君 
 

 

３、欠席委員の氏名 

       な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

危 機 管 理 監 豊永 孝文 君 

危 機 管 理 課 長 近藤 和彦 君 

消 防 保 安 室 長 宮﨑 良一 君 
 

 

総 務 部 長 古川 敬三 君 

総 務 部 次 長 神崎  治 君 

総 務 文 書 課 長 荒田 忠幸 君 

県民センター長 峰松美津子 君 

秘 書 課 長 伊達 良弘 君 

広 報 課 長 田中紀久美 君 

人 事 課 長 大安 哲也 君 

新行政推進室長 大瀬良 潤 君 

職 員 厚 生 課 長 三田  徹 君 

財 政 課 長 古謝 玄太 君 

財 政 課 企 画 監 門池 好晃 君 

管財課長（参事監） 赤尾 聖示 君 

管 財 課 企 画 監 太田 昌徳 君 

税務課長（参事監） 萩本 秀人 君 

情 報 政 策 課 長 山崎 敏朗 君 

総務事務センター長 大串 正文 君 
 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【大場委員長】 分科会及び委員会を再開いたし

ます。 

 これより、危機管理監及び総務部関係の審査

を行います。 

 審査に入ります前に、理事者側から、4月の

人事異動に伴う新たな幹部職員について、5月

の委員会の際に出席していなかった職員の紹介

がありますので、これを受けることといたしま

す。 

【古川総務部長】 おはようございます。 

 4月1日付の人事異動に伴い、交代があった職

員のうち、今回初めて総務委員会に出席する幹

部職員を紹介させていただきます。 

〔幹部職員紹介〕 

 以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【大場委員長】 それでは、これより審査に入り

ます。 

【大場分科会長】 まず、分科会による審査を行
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います。 

 予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

します。 

 危機管理監より、報告議案の説明をお願いい

たします。 

【豊永危機管理監】 おはようございます。 

 それでは、危機管理監関係の議案についてご

説明させていただきます。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の危機管理監の1ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号 知事専決事項報告「平成29年度長

崎県一般会計補正予算（第9号）」のうち関係

部分であります。 

 はじめに、さきの3月定例県議会の予算決算

委員会において、専決処分により措置すること

について、あらかじめご了承をいただいており

ました平成29年度予算の補正を3月30日付で専

決処分させていただいたもので、関係部分につ

いてその概要をご報告いたします。 

 歳入予算は、合計で1,069万円の減で、内訳と

いたしましては、国庫支出金の減であります。 

 歳出予算は、合計で1億8,230万5,000円の減

で、内訳の主なものといたしましては、防災指

導費の1億8,143万5,000円の減であります。 

 次に、「平成29年度長崎県一般会計歳出予算

事故繰越し繰越計算書報告」のうち、関係部分

の原子力災害対策整備事業費7億100万円でご

ざいますが、これは壱岐市内の既存の避難所の

うち2カ所に、放射線防護機能を付加する工事

を実施する予定でしたが、入札不調による着工

の遅れや冬季の海上時化で、建設資材の運搬等

に不測の日数を要し、年度内の完成が困難にな

ったことから、事故繰り越しに至ったものであ

ります。 

 以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【古川総務部長】 総務部関係の議案についてご

説明いたします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の「総務部」をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第95号議案「平成30年度長崎県一般会計補正予

算（第1号）」のうち関係部分、報告第2号 知

事専決事項報告「平成29年度長崎県一般会計補

正予算（第9号）」のうち関係部分、報告第9号

知事専決事項報告「平成29年度長崎県庁用管理

特別会計補正予算（第2号）」、報告第13号 知

事専決事項報告「平成29年度長崎県公債管理特

別会計補正予算（第2号）」であります。 

 はじめに、第95号議案「平成30年度長崎県一

般会計補正予算（第1号）」のうち関係部分に

ついてご説明いたします。 

 歳入予算は、繰入金2億6,381万5,000円の増、

県債10億8,830万円の増、歳出予算は、総務管

理費3,089万2,000円の増となっております。 

 補正予算の補正の内容は、新別館の整備等に

要する経費の増額によるものであります。 

 平成31年度の債務負担を行うものについて

ご説明いたします。 

 新別館の管理等に要する経費として、4,760

万1,000円を増額いたしております。 

 次に、さきの3月定例県議会の予算決算委員

会において、専決処分により措置することにつ

いてあらかじめご了承いただいておりました平

成29年度予算の補正を3月31日付をもって専決

処分させていただきましたので、その概要をご

報告いたします。 
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 報告第2号平成29年度長崎県一般会計補正予

算（第9号）のうち関係部分については、これ

らは、年間執行額が確定したことなどに伴うも

のであります。 

 歳入予算は70億9,908万7,000円の減、歳出予

算は10億9,990万2,000円の減となっておりま

す。 

 歳出予算の補正の主な内容は、県債元利償還

金の実績見込みの減、庁舎の建設工事等に要す

る経費の減であります。 

 次に、報告第9号平成29年度長崎県庁用管理

特別会計補正予算（第2号）については、庁舎

管理、自動車管理、文書管理に要する経費の年

間執行額が確定したことに伴い、歳入予算、歳

出予算ともに3,892万1,000円の減となってお

ります。 

 この主な内容は、文書集中収受発送費の減で

あります。 

 次に、報告第13号平成29年度長崎県公債管理

特別会計補正予算（第2号）については、歳入

予算、歳出予算ともに3億1,000円の増となって

おります。 

 この補正予算は、元利償還金の増であります。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【大場分科会長】 次に、危機管理課長より、補

足説明を求めます。 

【近藤危機管理課長】 先ほど危機管理監からご

説明した内容のうち、原子力災害対策整備事業

の事故繰越し案件について、補足して説明をさ

せていただきたいと思います。 

 お手元に、危機管理課長補足説明資料という

Ａ4横の図面が配付されていると思いますが、

そちらをご覧いただければと思います。 

 玄海原発から30キロメートルの範囲、いわゆ

るＵＰＺ圏内は、原子力発電所で重大事故が発

生した場合、状況に応じて避難が必要となると

ころであり、本県では、対象となる4市で避難

対策を実施しているところでございます。 

 避難に当たっては、特に離島である場合には、

天候状況や時化などで船の出港ができない場合、

孤立する恐れがありますので、その際の一時的

な屋内退避施設として、放射線を通さない防護

工事を実施しているところでございます。 

 工事内容は、裏面にイメージ図を記載してお

りますが、放射性物質を取り除く除去フィルタ

ー装置の設置や、窓枠の二重サッシによる放射

性物質の侵入を遮断するような工事を実施して

おります。 

 表面に戻りますが、現在、松浦市の鷹島、福

島のほか、離島の地区で工事を実施しまして、

現在、8カ所で工事が完了し、残る壱岐市の長

島、原島の2カ所を新築工事中でございまして、

合計7億100万円の事業が事故繰り越しとなる

ものでございます。 

 これは、平成28年度、国の補正予算で予算措

置がなされ、平成29年度に繰り越しをし、年度

内の完成を目指しておりましたが、入札の不調

による遅れ、そして、発注後の冬場の時期によ

る悪天候のため、資材の搬入が遅れるなど不慮

の日数を要し、年度内の完了ができなかったも

のでございます。 

 本事業は、全額国の補助金で賄っており、事

業主体は壱岐市で、国から県を通して市へ補助

金が流れる形となっておりますが、国におきま

しても、このような理由から、繰り越しを認め

ていただいておりますので、今回、県といたし

ましても、事故繰り越しとして対応をしている
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ところでございます。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

【大場分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算及び報告議案に対する質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

【下条委員】 短くお尋ねをしたいと思いますが、

今、危機管理課長のほうからの補足説明の中で、

7億円の2カ所の繰越金の説明が補足的にござ

いました。それはそれで、補足をしていただい

たのでよくわかったんですが、私の経験上から

のことでアドバイスをしたいと思うんですけれ

ども、私は、このＵＰＺに入っている鷹島の阿

翁出身ですが、私たちが小さいころには、よく

赤痢とか疫痢が、コレラもあったと思うんです

が、発生していまして、そのころはそういった

施設がなくて、公民館的なものを一時的に借り

上げて、立ち入りを禁止にして隔離をされてい

たわけですが、ある時に、少し経済がよくなっ

たなというぐらいの時に、俗に「避病院」と、

私たちが子どもの時に言っていたものが、山の

中にすばらしい施設ができました。 

 ところが、それは、私がそこにいるころは使

ったことがないんですが、私たちの子どもの時

の遊び場、中に入って非常に楽しく、広くて部

屋も幾つもあって、そこで勉強したり、遊んだ

りと、そのようなものにして、相当荒らされた。

窓ガラスが割られたりとか、そういうことも含

めてやったことがあるんですが、ですから、言

わんとするところは、こういった原子力の一時

避難所ができた時にも、恐らく、一度も使わな

いで済むようにあるべきだとは思うんですが、

そこには、どうぞひとつ、建物だけじゃなくて、

外側の施錠まできちんとされて、通常は中に入

られないような施設にしていただかないと、せ

っかくきれいなものをつくって、万が一という

時に使用する時には、私たちのような子どもが、

子どもはそういうことなんでしょうから、おも

しろがって中に入って遊んで、散らかしたり、

破ったり、壊したりしますので、そういった点

は十分に気をつけてもらいたいと思うんですが、

いかがですか。 

【近藤危機管理課長】 委員ご指摘の放射線防護

施設の管理でございます。 

 これは国の補助金で、原子力の補助金の交付

金というような性格上、使用につきましても、

通常の使い方というよりも、やはり原子力防災

対策というような形の使われ方にしてください

というような、国からの強い要請もあっており

ます。 

 ただ、いざという時に使えるためには、通常

の使用というようなものも、訓練等も含めて、

やはり一定必要なのかなと。そういうようなと

ころで、地元の方で管理をしていただくという

ふうにお願いをしております。 

 いざという時にしっかりした、外から放射性

物質を中に入れないという建物の性格上、やは

り管理はしっかりしないといけないと思ってお

りますので、そういう中の管理、施錠等も含め

た形で、地元の方と協議を、市を通じて行って

いきたいと考えているところでございます。 

【下条委員】 私が言わんとするのは、私たちの

子ども心に、私たちが小さい時にできた隔離施

設も立派な建物で、施錠もきっちりされていた

んですよ。それを、子どもなりに入り道がわか

っているんですよ、やり方があるんです。 

 ですから、できたら、建物の施錠だけじゃな

くて、周りを囲って、そこでの施錠をしっかり

して、中には、基本的には一般の人は入られな
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いようにしなさいよと。中にも、いろんな防護

服を含めた、携帯食品も含めたものも入ってい

ると思いますから、子どもはそういったものに

非常に関心がありますよ。私が子どものころに

帰ればね。そういったものを食べてみたり、着

てみたり、持ち出してみたりということがあり

ますので、一重じゃなくて二重的なものでしっ

かりと管理をしてくださいよということを申し

上げているんです。意見として申し上げて終わ

ります。 

【大場分科会長】 ほかにございますか。 

【宮本委員】 私も原子力災害対策整備事業費の

7億円の分について、確認だけさせていただき

ます。 

 先ほど下条委員からもあったとおり、いろい

ろ説明で、また、課長補足資料もありまして、

一定の理解をしましたけれども、これに反して、

玄海原子力発電所は再稼働しているわけです。

ただ、地元の方々にとってみると、こういった

防護施設がまだできていないという現状を考え

ると、早くやってくれよというような思いは、

恐らく十分大きい、高いのではないかというこ

とが予想されるわけです。 

 入札による着工の遅れ、もしくは時化とかで、

これがなかった場合、このまま順調にいけば、

どれくらいでできる予定であったのか。そして、

また、今、事故繰越し対象施設2施設となって

いますけど、今後これは、下にも工事の実施内

容が書いてありますけど、どれくらいをめどに

できるものなのか。順調にいけばもうできてい

たものなのか、それとも、いつぐらいにできて

いたものなのか。そしてまた、今回の繰り越し

になったことによってどのくらいでできるのか、

その差というのはどれくらいでしょうか。 

【近藤危機管理課長】 この2施設の件なんです

けれども、平成28年12月に国の交付決定を受け

まして、そこから入札というのはなかなか難し

ゅうございましたので、翌年度繰越をして、そ

して、平成29年度中に入札等を行って、平成29

年度中に、3月までには完成するというスケジ

ュールで、当初進めておったところでございま

す。 

 しかしながら、先ほどご説明しましたように、

入札の不調、そして冬季の時化というようなと

ころで不測の日数を要したというところで、事

故繰越し、今年度中への繰越しにならざるを得

なかったということで、約4カ月遅れというよ

うな形で、7月末までには完成するというよう

なスケジュールで、今進んでいるところでござ

います。 

【宮本委員】 今年の7月末を完成予定というこ

とで、3カ月から4カ月の遅れということですね。 

 私も、下条委員と同郷の鷹島でございまして、

やっぱりこの問題については非常に敏感であり

ます。地元に帰ってももちろん敏感であります

し、島民としては非常に大事な問題であります。

これが遅れることがないように、7月末を目標

に、県としてもしっかりと取り組んでいただく

ことを強く要望いたします。 

【大場分科会長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので、採決を行います。 



平成３０年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２９日） 

- 138 - 

 第95号議案のうち関係部分、報告第2号のう

ち関係部分、報告第9号及び報告第13号は、原

案のとおり、それぞれ可決・承認することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算及び報告議案は、原案のとおり、

それぞれ可決・承認すべきものと決定をされま

した。 

【大場委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 危機管理監より所管事項説明をお願いいたし

ます。 

【豊永危機管理監】 危機管理監関係の所管事項

について、ご説明させていただきます。 

 お手元に配付しております「総務委員会関係

議案説明資料」及び「総務委員会関係議案説明

資料（追加 1）」の危機管理監部分をお開きくだ

さい。 

 今回、ご報告いたしますのは、玄海原子力発

電所の安全対策について、平成 30 年度長崎県

総合防災訓練の実施について、平成 30 年度長

崎県防災会議の開催について、平成 30 年度長

崎県消防団大会についてでございます。 

 説明資料「危機管理監」の 1 ページをご覧く

ださい。 

まず、玄海原子力発電所の安全対策について

でございますが、玄海原子力発電所の再稼働行

程に関し、本年 3 月に 3 号機の脱気器における

空気抜き管の蒸気漏れ、5 月には 4 号機の 1 次

系冷却材ポンプの不具合が発生しました。いず

れも放射性物質の放出はなく、九州電力は安全

対策を講じ、公表していることから、安全上深

刻な状況とは考えておりませんけれども、九州

電力の相次ぐトラブルに対し、安全対策には万

全に万全を期すよう重ねて申し入れをしたとこ

ろでございます。 

現在 3 号機は通常運転を行い、4 号機も 6 月

16 日に再稼働いたしており、県といたしまして

は今後も九州電力の対応や動向を注視してまい

ります。 

また、原子力発電所に係る安全対策や離島地

域などの避難対策の充実、地域住民の理解促進

などの重要な課題について、昨年度、国並びに

九州電力に対し、申し入れを行っておりますが、

去る 5 月 8 日に関係 4 市から改めて要望を受け

たところであります。今後とも関係自治体と十

分に議論・協議を重ねつつ、国に対しては積極

的な関与・支援を求めながら、諸課題の解決に

努めてまいります。 

続きまして平成 30 年度長崎県総合防災訓練

の実施についてでございますが、去る 5 月 20

日、諫早市において、風水害や地震・津波災害

等を想定した平成 30 年度長崎県総合防災訓練

を実施いたしました。 

防災関係機関が連携した大規模な防災訓練を

実施することにより、防災体制のさらなる強化

を図るとともに、改めて県民の皆様の防災意識

が高揚することを目指すもので、当日は、防災

関係 69 機関から約 1,200 名が参加され、また、

航空機 6 機が参加し、情報収集伝達、救助、消

火等の各種訓練を実施いたしました。 

今回の訓練におきましては、九州北部豪雨を

受けて、大雨によって発生する崖崩れや河川の

氾濫等の豪雨災害による被害想定を強調し、ド

ローンによる情報収集や応急仮設橋の設置、越

水防止の土のう積み、氾濫した河川に取り残さ

れた要救助者の救助を訓練項目とし、あわせて

地震による被害を想定した訓練も実施しており



平成３０年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２９日） 

- 139 - 

ます。 

また、新たな訓練項目として、臨時災害放送

局の開設、要配慮者の避難訓練や消火訓練への

参加を追加いたしました。特に要配慮者の訓練

参加につきましては、作業療法士によるサポー

ト体制を整え、避難の際に車椅子の行動範囲と

速度を向上させる資機材を使用するなどの取組

を行いました。 

このほか、ヘリコプターによる上空からの救

助訓練や、低所からの救出、中洲救助訓練、倒

壊家屋からの人員救出訓練、空域における訓練

も実施いたしました。 

今回の訓練により、本県の地域防災計画に基

づく防災対策の実効性の確認や防災関係機関の

連携の強化、地域住民の防災意識の高揚が図ら

れたものと考えております。 

今後ともこうした防災訓練を通じて、防災体

制の強化に取り組んでまいります。 

次に、2 ページ目の平成 30 年度長崎県防災会

議の開催についてでございますが、去る 6 月 6

日、長崎市において、平成 30 年度長崎県防災

会議を開催し、市町の代表、国の地方機関、防

災関係機関、指定地方公共機関に指定されてい

る民間機関、自主防災組織や学識経験者などか

らなる委員の方々にご出席をいただき、事務局

から提案した長崎県地域防災計画の修正案につ

いてご審議いただくとともに、災害時の取組に

ついて、関係機関からご報告をいただきました。 

今回の県地域防災計画の主な修正点といたし

ましては、新県庁舎の移転に伴う災害対策本部

の配置や班の組織を見直すとともに、災害廃棄

物処理など国の計画、法改正等に伴う修正を行

いました。 

また、新たに締結した 6 つの応援協定を追記

するなどの修正を行っております。 

県としましても、地域の安全安心確保のため、

各関係機関と連携を密に、地域防災計画の推進

に取り組んでまいります。 

最後に、説明資料（追加 1）の危機管理監部

分の 1 ページをご覧ください。 

平成 30 年度長崎県消防団大会についてでご

ざいますが、去る 6 月 10 日、島原市において

第 71 回長崎県消防団大会が開催されました。

この大会は、地域防災の担い手である消防団員

の士気の高揚と消防防災意識の一層の啓発を図

るため、毎年度開催しているところであり、県

内の消防団員等約 700 名の参加を得て、消防功

労者や消防団協力事業所に対する表彰を実施す

るとともに、消防職員・消防団員による意見発

表が行われました。 

今後とも、地域防災の要である消防団の活性

化を図り、地域における防災力の向上に取り組

んでまいります。 

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【大場委員長】 次に、総務部長より総括説明を

お願いいたします。 

【古川総務部長】 総務部関係の議案についてご

説明いたします。 

 「総務委員会関係議案説明資料」の「総務部」

をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第 96 号議案長崎県税条例及び長崎県税条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例、報

告第 16 号 知事専決事項報告「長崎県税条例

の一部を改正する条例」であります。 

 はじめに、条例議案についてご説明いたしま

す。 
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 第 96 号議案長崎県税条例及び長崎県税条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例、

この条例は、平成 30 年度税制改正等による地

方税法の改正に伴い、本県税条例について所要

の改正をしようとするものであります。 

 内容といたしましては、県たばこ税の税率を

3 段階に分けて引き上げるとともに、旧 3 級品

に対する特例税率の適用期間を半年延長するも

のであります。 

 次に、報告議案についてご説明いたします。 

 報告第 16 号 知事専決事項報告長崎県税条

例の一部を改正する条例、この条例は、平成 30

年度税制改正等による地方税法の改正に伴い、

本県税条例について平成 30 年 4 月 1 日から施

行すべき所要の改正をしたものであります。 

 内容といたしましては、住宅または土地の取

得に対して課する不動産取得税について、税率

を 4％から 3％にしている特例を平成 32年度ま

で 3 年間延長したものであります。 

 また、自動車取得税の課税対象とならない免

税点特例が 1 年半延長されたことに伴い、自動

車の取得に係る報告義務の特例期間を延長した

ものであります。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

 平成 29年及び平成 30年に発生した県の管理

瑕疵による事故などの和解及び損害賠償額の決

定 2 件を、地方自治法第 180 条の規定に基づく

軽易な事項として専決処分させていただいたも

のであり、その内容については、記載のとおり

でございます。 

 次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。 

 今回、ご報告いたしますのは、長崎県行財政

改革推進プランに基づく取組について、カズ

オ・イシグロ様への名誉県民顕彰状等の贈呈、

旧県庁舎新別館の活用、新県庁舎への来庁者の

状況について、綱紀の保持についてであります。 

 まず、長崎県行財政改革推進プランに基づく

取組についてでありますが、平成 28 年 3 月に

策定した「長崎県行財政改革推進プラン」につ

いては、目標の達成に向けて鋭意取り組んでい

るところですが、平成 29 年度の取組状況を取

りまとめましたのでご報告します。 

 平成 30 年 4 月の全体的な進捗状況としては、

5 年間の取組をもって判断する項目も多数ある

ため、具体的な 63 の取組項目のうち目標を達

成した項目は 2 項目となっておりますが、その

他の項目についても、目標の達成に向けて着実

に見直しを推進しております。 

 特に、数値目標を掲げて取り組むこととして

おります収支改善と職員数削減につきましては、

収支改善効果額が平成 28年度から 29年度の目

標額約 130 億円に対し約 177 億円、知事部局等

の職員削減数が 5 年間の目標 100 人に対し 62

人となっております。 

 また、総務部関係の実績としては、平成 28

年 7 月から取り組んでいる「長崎県庁働き方改

革」において、従来の働き方を見直し、政策の

質やサービスの向上を図るため、組織内ミーテ

ィングの励行による時間管理の徹底やＩＣＴの

活用などに取り組むとともに、業務見直しの効

果的な優良事例の紹介なども行い、さらなる働

き方改革の推進に取り組みました。 

 財政運営においても、歳出面について、総合

計画の施策の下に位置づけられる事業群単位で

の事業評価を実施し、中核となる事業の見極め

や類似事業の整理・統合及び新たな事業構築な

どに活用し、平成 30 年度予算編成において重

点化等を図りました。歳入面については、県税
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徴収率が 7 年連続で向上し、平成 29 年度は、

平成に入ってから過去最高の 98.6％以上が見

込まれるなど、歳入の確保にも積極的に取り組

みました。 

 今後も、長崎県行財政改革推進プランの実現

に向けて取り組み、積極的に県政の改革に努め

てまいりますので、引き続き委員の皆様のご理

解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、カズオ・イシグロ様への名誉県民顕彰

状等の贈呈でありますが、平成 30 年 3 月定例

県議会において、ご同意をいただき名誉県民に

選定いたしましたカズオ・イシグロ様の顕彰式

について、これまで調整を進めてまいりました。 

 カズオ・イシグロ様は、現在、執筆活動中で

あり、当面、来日は難しいとのことから、バー

レーン王国で開催中の世界遺産委員会への出席

に併せて、知事、県議会議長、長崎市長及び長

崎市議会議長がロンドンを訪問し、7 月 3 日に

市内のホテルにおいて、名誉県民及び名誉市民

の顕彰状等を贈呈することとしております。 

 なお、今後来日される際には、本県での記念

講演の開催などについて検討してまいりたいと

考えております。 

 次に、旧県庁舎新別館の活用でありますが、

現在、空き庁舎となっている長崎市万才町の旧

県庁舎新別館については、平成 7 年の建設から

23 年が経過し、施設や設備の一部に老朽化が見

られることから、今年度、火災報知機や照明設

備の更新、屋上の防水工事などの改修工事を行

うこととしております。 

 新別館については、当初、改修工事完了後の

平成 31 年度からの活用を予定しておりました

が、耐震性がある新別館の早期活用を図るため、

分散庁舎となっている長崎振興局のうち、勝山

町の税務部について、平成 31 年 1 月までに前

倒しして移転を行うとともに、国分町の長崎港

湾漁港事務所を平成 31 年 8 月を目処に移転し、

集約する予定としております。 

 今回の移転により、県民の皆様の利便性の向

上を図るとともに、災害時における業務の継続

性を確保してまいります。 

 次に、新県庁舎への来庁者の状況についてで

ありますが、「県民が親しみを感じる庁舎」とし

て整備した新県庁舎については、今年 1 月の開

庁以降、多くの県民の皆様に来庁いただいてお

ります。 

 新県庁舎では、1 階の情報発信エリアにおい

て、県産酒や伝統工芸品などの常設展示のほか、

季節に合わせた県産品等の企画展示や世界遺産

登録に向けた取組などの県政情報を発信する展

示を行っており、エントランスホールにおいて

は、パブリックビューイングや各種イベントも

実施しております。 

 また、県庁見学案内につきましては、5 月末

現在で約 3,300 人の参加があり、大変好評いた

だいているほか、食堂においては、オープン以

来、1 日平均で 700 人以上の方にご利用いただ

いており、その多くが一般の来庁者という状況

であります。 

 そのほか、8 階展望テラスについては、新た

な夜景スポットとして多くの皆様に楽しんでい

ただくため、4 月 18 日から開放時間を 21 時ま

で延長しております。 

 新県庁舎が、情報発信の拠点として、また、

県民の皆様の憩いや交流の場として、さらに多

くの皆様に親しんでいただけるよう、今後とも

努めてまいります。 

 次に、綱紀の保持についてでありますが、先

般、公用車の交通事故にかかる示談に関して、

必要な決裁を受けず、公印を不正に使用し、示
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談書の作成等を行った職員に対し、5 月 31 日付

で減給 3 月の懲戒処分を行いました。 

 職員の綱紀の保持については、これまでも再

三にわたり周知徹底を図っている中で、職員が

このような不祥事を起こしたことは、誠に遺憾

であり、県議会をはじめ県民の皆様に対しまし

て、深くお詫びを申し上げます。 

 今後、県民の皆様の信頼を回復するため、関

係法令の遵守や公印管理など適切な事務処理の

徹底、風通しのよい職場環境づくりに努めると

ともに、職員一人ひとりが、全体の奉仕者とし

て高い倫理観を持って行動するよう、再発防止

と綱紀の保持の徹底に全力を尽くしてまいりま

す。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【大場委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【吉村(庄)副委員長】 第96号議案です。たばこ

関係の税金で、こういう内容については、私は

あまり異をとなえるものではございませんが、

この結果、通常年度といいますか、段階的にや

るわけですけれども、財源、収入はどういう状

況になっていくのか、結果的に歳入がどれだけ

上がっていくのか、こういうものについてお尋

ねします。 

 ただ、全国的な傾向としても、禁煙の問題と

かいろいろ動向は、法律の問題を含めて、ある

いは、これは該当市中心でしょうか、どうでし

ょうか、国のほうに聞いてもいろいろ、議論さ

れている飲食店あたりでの禁煙の問題とか、ち

ょっと広がりが、禁煙との関係とかいろいろ見

えてきています。 

 こういうことから予想されると、値上げはや

ったけれども、税収としてはどうだというのが

あるかと思うんですが、まず単純に、税収の見

通しについて、年度でどうだというのを教えて

いただければと思います。 

【萩本税務課長】 吉村(庄)副委員長のご質問に

回答いたします。 

 今回の税制改正は、税率は上がるんですけれ

ども、ここ数年、健康志向の高まりによりまし

て、販売本数は毎年減少しております。大体

95％前後で減少してきております。 

 今回、税率引き上げで、長崎県では大体3,100

万円ぐらいの増収になるんだろうと思っている

んですけれども、ただ、それ以上に、たばこ離

れのほうが激しいと見込んでおります。 

 その結果、平成29年度当初15億8,900万円、

これに対しまして、平成30年度は15億2,400万

円を見込んでおります。 

【大場委員長】 ほかにございますか。 

【大久保委員】 同じく税務関係です。不動産取

得税です。平成30年度の税制改正によってとい

うことで、地方税のですね。 

 この不動産取得税が、本則4％ですけれど、

税率の特例で3％ということで、1％の特例が、

あと3年延長ということでありますけれども、

これも4％と3％でどれぐらい県税の収入見込

みというか、どれぐらいありますか。 

【萩本税務課長】 今、不動産取得税の税収は年

間約24億円です。住宅と土地が3％、事務所と

か店舗関係が4％になっております、詳細を今

持っておりませんので、後ほどご説明させてい

ただきたいと思います。 

【大久保委員】 この3％の特例が3年延長とい

うことでありますけれども、これは国における
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税制ですよね。この意図するものというのはど

ういうあれですか。 

【萩本税務課長】 本則の4％を3％に軽減して

いるという理由は、不動産の流通の活性化や住

宅を取得しやすくするなど、政策面での軽減措

置だと認識しております。 

【大久保委員】 不動産の流通の活性化とか、取

得しやすいと、そういうことを県として、今、

県内の不動産の取得状況とか、あるいは流通の

状況とか、そういったのはどうですか。この特

例によって、いわゆる好転しているというふう

に見ているのかどうかですね。 

【萩本税務課長】 この軽減税率だけの話ではな

いんですけれども、ここ数年、個人所得も、長

崎県でも若干ずつですけれど増加していますし、

今、住宅需要も増えてきているのが事実であり

ます。 

【大久保委員】 住宅需要が増えたり、不動産の

そういう取得が頻繁にあると、その分はまた、

別の税で、県税としても収入増収を見込めると

いうような、そういう捉え方をされているとい

うことでいいんでしょうか。 

【萩本税務課長】 住宅需要が活性化しますと、

それに伴う資材、あと人件費、そういう形でい

ろんなところに波及効果が大きいところがあり

ますので、住宅需要が好転することによって県

民所得も上がってきますし、その結果、税収も

上がってくるというふうに認識しております。 

【大場委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第96号議案及び報告第16号議案は、原案のと

おり、それぞれ可決・承認することにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は、原案のとおり可決・承認

すべきものと決定されました。 

 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」及び「政府施策

要望に関する提案・要望の実施結果」について

説明を求めます。 

【近藤危機管理課長】 それでは、危機管理監関

係の「政策等決定過程の透明性等の確保」の関

係及び「政府施策要望に関する提案・要望の実

施結果」につきまして、ご説明いたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保及

び県議会・議員との協議等の拡充に関する決議」

に基づく提出資料をご覧ください。 

 本委員会に提出いたしました危機管理監関係

の本年2月から5月までの実績に関する資料に

ついてでございます。 

 県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町並びに直接、間接の補助事業者に対し

内示を行った補助金につきましては、該当ござ

いません。 

 次に、1,000万円以上の契約案件につきまして

は、資料1ページから2ページに記載のとおり、

平成30年度長崎県防災行政無線施設保守業務

委託、平成30年度長崎県防災ヘリコプター運航

管理業務委託の2件となっております。 

 決議・意見書に対する処理状況につきまして
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は、該当ございません。 

 知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、

本年2月から5月に県議会議長宛てにも同様の

要望が行われたものにつきましては、佐世保市

からの要望が3件となっており、それに対する

県の取り扱いは、資料3ページから10ページに

記載のとおりでございます。 

 附属機関等の会議結果報告につきましては、

該当ございません。 

 続きまして、去る6月6日、7日に実施いたし

ました、平成31年度政府施策に関する提案・要

望について、危機管理監関係の要望結果をご説

明いたします。 

 1枚物の資料、「平成31年度政府施策に関す

る提案・要望について（危機管理監関係）」を

ご覧ください。 

 危機管理監関係におきましては、佐世保港に

おけるすみ分けの早期実現等について、雲仙復

興事務所の直轄砂防事業による雲仙普賢岳の溶

岩ドーム対策と九州大学地震火山観測研究セン

ターの充実強化について、原子力防災対策につ

いての3項目の重点項目について要望を実施い

たしました。 

 要望実績といたしましては、要望先が、防衛

省、外務省、内閣府など6府省であり、防衛省

整備計画局 西田局長ほか40名に対し、副知事、

副議長、危機管理監により要望を行いました。 

 このうち、「佐世保港におけるすみ分けの早

期実現等について」は、前畑弾薬庫の早期移転・

返還が、佐世保港の有効活用を図る観点から、

非常に重要であることから、防衛省地方協力局

次長に対し要望を行いましたところ、「十分に

認識しており、針尾弾薬集積所へ早期に移転し

たい」とのご意見をいだきました。また、前畑

崎辺道路の整備促進につきましては、既存の市

道が狭隘で、市民の安全・安心が懸念され、ま

た、自衛隊による崎辺地区の利活用上も重要で

あることから、地方協力局次長、陸上幕僚長に

対し強く要望を行い、「防衛省としても、既存

道路が狭隘で危険であることは認識しており、

防衛省として、佐世保市に対し、きちんとお手

伝いさせていただきたい」とのご意見をいただ

いたところでございます。 

 以上が危機管理監関係の要望結果であります

が、今後とも、本要望の実現に向け、引き続き

取組を行ってまいります。 

 以上で報告を終わります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【荒田総務文書課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります総務部関係の資料について、ご説明い

たします。 

 1ページをお開きください。 

 1,000万円以上の契約状況一覧でございます。 

 平成30年2月から5月までの実績は、計22件で

あり、1ページから4ページに、各契約の内容を

一覧でお示ししております。 

 また、5ページから18ページにつきましては、

入札結果一覧表を添付いたしております。 

 19ページをご覧ください。附属機関等会議結

果報告でございますが、2月から5月までの実績

は、長崎県公益認定等審議会など計6件となっ

ております。それぞれの会議の結果につきまし

ては、20ページから25ページまでに記載のとお

りでございます。 

 以上で資料の説明は終わらせていただきます。 

 引き続きまして、去る6月6日及び7日に実施

いたしました、「平成31年度政府施策に関する

提案・要望」について、総務委員会所管の総務
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部関係の要望結果をご説明いたします。 

 1枚物の資料をご覧ください。 

 総務部関係におきましては、「地方創生に必

要な施策を講じるための財源措置の充実につい

て」、「地方一般財源総額の確保について」の

2つの重点項目について、要望を実施いたしま

した。 

 要望実績といたしましては、総務省の野田総

務大臣ほか3名に対し、知事、議長、総務部長

から要望を行いました。 

 このうち、「地方創生に必要な施策を講じる

ための財源措置の充実について」は、本県は多

くの離島を有しており、振興局、警察等への人

員配置が非効率となるなど、特別な財政需要が

発生していることから、地方交付税の算定にお

けるへき地補正の拡充について強く要望いたし

ました。 

 また、「地方一般財源総額の確保について」

は、これまでもかねてより要望しているとおり、

地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源

総額の確保について、強く要望いたしました。 

 これに対し、「引き続き安定的に確保できる

よう配慮したい」、「地方一般財源総額の確保

は最重要課題として考えており、しっかり取り

組んでいきたい」とのご意見をいただきました。 

 このほか、中ほどに記載しておりますけれど

も、一般項目「高度情報化施策の推進について」

の項目について要望を実施し、総務省3名に対

し、総務部長、情報政策課長から要望を行いま

した。 

 以上が総務委員会所管の総務部関係の要望結

果でありますが、今回の政府施策に関する提

案・要望の実現に向け、引き続き取組を行って

まいります。 

 以上で報告を終わります。 

【大場委員長】 以上で説明が終わりましたので、

まず、陳情審査を行います。 

 配付いたしております「陳情書一覧表」のと

おり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。 

 対象番号が、15番、16番です。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。 

 次に、議案外事務一般に対する質問を行うこ

とといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 次に、「政府施策要望に関する

提案・要望の実施結果」について、質問はあり

ませんか。 

【吉村(庄)副委員長】 危機管理監、政府施策に

関する提案・要望というのがございますが、1

番に重点項目はそれぞれありまして、それは結

構なんですが、2番に要望相手のところで、特

に防衛省整備計画局長ほかと書いてあるんです。

要望者は副知事、副議長と、もちろん危機管理

監も同行ということで、特に①のところについ

て、防衛省整備計画局云々と書いてあるところ

だろうと思うんですね。雲仙関係とか原子力災

害は、またちょっと別のところでしょうから、

上に書いてありますので、文部科学省とか、原

子力規制庁だろうと。 

 お尋ねですが、こういう時は、佐世保市と一

緒に同行するということではやらないわけです

か。もちろん、長崎県の要望ですから、それは

それなりに理解しますがね。佐世保市は佐世保
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市で、またそれに対する要望を、県にも言って

いる分と重なっている分があるかもしれません

が、それぞれの関係は関係でやっていると思う

んですが、こういう場合は、佐世保市と一緒に、

特に「佐世保港におけるすみ分けの早期実現」

というのは、ずうっと前からの課題でございま

したし、それに関連して、下にありますように、

いろんな施策をしていく場合の問題の中で、具

体的なこととしては、道路の整備と関係があっ

て、実際上、非常に狭隘で危険であると、こう

いうものもあるわけですが、これはもちろん現

地のほうからきていると思います。 

 多く言うことはないんですが、結果的に言っ

て、こういう場合に、市と一緒にはやらないの

か、やれないのか。あるいは、通常、今までは

やってないからやらないのか、どういうことで

すか。 

【豊永危機管理監】 お答えいたします。私も、

昨年から政府施策要望という形でやらせていた

だいておりますけれども、昨年も、今言ったよ

うな形で、県と議会とまず行きまして、それか

ら、7月の末に佐世保市が要望に行かれる時に

一緒に行かせていただいておりました。 

 それは、通常といいますか、そういう形でや

って、波状的にやるのかなというふうに思って

おりまして、今年も、実は、8月に入ってから

一緒に行くようなことで調整をやっております

けれども、私どもが行っている時に一緒に行く

という発想といいますか、考えというのは、ち

ょっと至りませんでしたけれども、現状として

は、そういったことでございます。 

【吉村(庄)副委員長】 この時に行っておられた

かどうかということもですが、私としては、機

会を捉えて一緒にやっていただくとか、同一歩

調でやっていただくことが、ほかのところでも

あると思いますが、ここら辺のことについて言

うと、特にすみ分けというところで、前畑弾薬

庫の移転問題かれこれを含めて言いますと、非

常に政治的な状況で、その内容から言いますと、

日米の政府、日米のそれぞれの機関、合同委員

会とかですね。こういうところにも非常に重要

なところがあるわけですが、そういうところに

対するものとしては、やっぱり県と市、行政体

としての現地と、それから、現地を管轄する県、

こういうことで一緒にやられていくことも効果

あることではないかと思いますから、今からも

やられる場合もあるというふうに伺っておりま

すので、検討して、効果ある陳情をやっていた

だきたいと思います。 

【大場委員長】 ほかにございませんか。 

【宮本委員】 1点だけ、確認させてください。 

 危機管理監関係の政府施策に関する提案・要

望について、副委員長からもありましたけれど

も、①の佐世保港におけるすみ分けの早期実現

ですが、前畑弾薬庫の早期移転・返還、これも

先ほどあったとおり、ずっとずっと言われてい

るんですけれど、さきの委員会でも言いました

けれども、佐世保市が平成30年3月に、「前畑

弾薬庫跡地利用構想」というのを策定しており

ますけど、これもきちんと提示しての要望だっ

たのか。そしてまた、これについての国に対す

るご意見とかがあったならば、お聞かせいただ

ければと思います。 

【近藤危機管理課長】 私のほうから、お答えさ

せていただきます。 

 委員のご指摘の佐世保港におけるすみ分けの

実現の要望の中の、佐世保市のほうが策定いた

しました「前畑弾薬庫跡地利用構想」の件につ

きましては、今回の要望書の中に、その項目も

少し盛り込んでおりまして、佐世保市がこうい
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う構想も策定しているものですから、ぜひ一日

も早い、早期実現というようなものの返還を要

望しているところでございます。 

 これにつきましても、国への説明の中で、佐

世保市も跡地の利用というものを現実的に構想

を出して、それでそういった返還を求めている

というようなこともご説明いたしまして、強く

要望しているところでございます。 

 前畑弾薬庫の移転というのも時間がかかるこ

とではございますけれども、市の総意でもって

の構想でございますので、できるだけ速やかな

返還を求めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

【豊永危機管理監】 直接行った者として説明を

させていただきますと、防衛省と外務省に参り

ました時に、当然この構想についてはお話をさ

せていただきましたし、資料にもございます。 

 その中で、防衛省にいたしましても、外務省

にいたしましても、現地の佐世保のほうで十分

に伺っている話だということで、認知もされて

おりますし、佐世保市民の方が、前畑弾薬庫の

跡地について、せっかくいい土地ですので、し

っかりと利活用していきたいという趣旨も伝わ

っているというふうに感じております。 

【宮本委員】 わかりました。これが平成30年3

月からの構想ですので、今までになかったこと

がプラスアルファでなっておりますから、少し

ずつ、違った角度から動きも出てくるんじゃな

いかというふうに、私も期待しておりますもの

ですから、またしっかりと要望のほうをしてい

ただくようにお願いいたします。 

【大場委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 次に、議案外事務一般について、

ご質問はありませんか。 

【宅島委員】 危機管理監のほうにお尋ねをした

いんですが、日ごろから危機管理の行政に関し

て、常に頑張っていただいていることに感謝を

申し上げたいと思います。 

 去る6月6日、長崎県の防災会議、私も出席を

させていただきましたけれども、ここはトップ

の集まりで、国の機関やマスコミ関係、また自

治体の長が集まって会議をされた。会議は会議

で成果があったと思うんですが、私が質問した

いのは、いざ災害が起きた時に、一番大事にな

る非常食と申しますか、災害が起きられた方た

ちが食べられる食事に関してなんですけれども、

非常食が、今、長崎県において常備している数

がわかれば、教えていただければと思います。 

【近藤危機管理課長】 非常食の関係でございま

す。地域防災計画の中で、それぞれの所管に応

じて、そこの規定がなされているところでござ

います。 

 今年度、備蓄対策の強化を行うということで、

今年度の防災会議に提案を一つしたのは、本土

地区しか、そういう県としての備蓄対策を行っ

てなかったわけなんですけれども、やはり離島

等であった場合の対策も含めて、4カ所から9カ

所に備蓄基地といいますか、備蓄倉庫を増やし

たというようなところでございます。 

 非常食の中身につきましては、申しわけあり

ません。今、手元に資料がございませんで、所

管としては、福祉保健部のほうでしているとこ

ろなんですけれども、後もって、資料を準備し

たいと思います。 

【宅島委員】 そこが縦割り行政というか、ここ

が危機管理監なんですよね。やっぱり非常食の

ことまで関してきちんとこちらが責任を持って

やることが、食事に関しては向こうですからと

かという話では、県民の安全は守れないと思い
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ますので、ぜひそこら辺はきちんと把握をして

いただきたいと思います。 

 また、別個の質問ですけれども、この新県庁

舎内に非常食は何食分完備してありますか。 

【近藤危機管理課長】 すみません。県庁の倉庫

にも、一応職員用というような形で非常食、水

等も含めて準備はしておりますが、今、手元に

数字としてございませんので、あわせて資料を

提出させていただきたいと思います。 

【宅島委員】 何食とかなんとかじゃなくて、や

っぱりきちんと、この県庁には何食分をきちん

と常備していますよというぐらいの、県庁マン

の人たちはみんな認識をしていただいて、県庁

マンだけの避難場所じゃないんですよ。この地

域の方たちが避難してくる場面も想定されてい

るので、ぜひそこは、この県庁内には、各エリ

ア、エリアで何万食は準備していますよという

ぐらいの把握は、やはりきちんとしていただき

たいと思います。 

 ここに書いてあるように、「防災意識の高揚

が図られるよう」とありますけれども、せっか

く新県庁舎の広いロビーがありますので、例え

ば一定期間、防災グッズの展示とか、非常食の

展示とか、あるいは、非常食の試食会とか、そ

ういったこともぜひ危機管理監として取り組ん

でいただきたいと思いますし、例えば県庁の防

災緑地において、1日テントを張って、避難生

活の体験プログラムというか、非常食を食べな

がらとか、簡易トイレを使いながらとか、そう

いった模擬体験をしていくのも、県民の防災に

対する意識を高めていく一つじゃないかという

ふうに思いますので、ぜひその辺も含めて、危

機管理監のほうで検討していただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

【豊永危機管理監】 今委員おっしゃったとおり

のことだと思っております。 

 それから、この間、大阪の北部地震が発生し

た際に、まだ国のほうから詳細な反省・教訓事

項でありますとか、対策とかきておりませんけ

れども、危機管理監の中で、うちで発生した場

合はどうなるのかなというシミュレーションを

した中で、大阪の地震の発生も通勤時間帯であ

ったことから、まさにこの県庁というのは、通

勤途上の方の1次避難場所になると。 

 その中で、本当に県庁の中の避難場所の区域

の指定でありますとか、誘導案内でありますと

か、それから、非常食の支給でありますとか、

情報発信等々検討いたしましたけれども、その

中の詰めをまだやってなかったということで、

今後しっかりとやっていきたいと考えておりま

す。 

【宅島委員】 それも含めてしっかり、今後対応

をしていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 それと、県民センター長にお尋ねいたします

が、毎日、毎日、一般の方たちが新県庁舎の見

学に来られて、大変心地よくというか、気持ち

よく見学をされて帰っている姿を見て、私も大

変嬉しく思います。私個人も、県庁見学を申し

込んだんですが、予約がどうしてもとれなかっ

たので、案内をしていただけませんかと地元の

老人会の方たちから頼まれて、いいですよとい

うことで案内をするんですけれども、1日限定

といいますか、案内する件数というのは何件で

しょうか。 

【峰松県民センター長】 委員おっしゃるとおり、

ただいま県庁見学、かなりご好評いただいてお

りまして、今のところ1日2件、午前と午後、1

件ずつ受け付けをしているところでございます。 

【宅島委員】 今、県民センター長がお答えされ
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たとおり、午前に1グループ、午後に1グループ、

1日2グループということで、大変予約がとりに

くい状況となっているのは理解するんですけれ

ども、県庁ができて初年度なので、ぜひそこら

辺は、もう少し拡充していただければ、もっと

もっと多くの県民の方に見学をしていただくこ

とも可能かなと思います。 

 私は、自分が県庁の見学の案内をした後に、

必ず県警本部のほうにもお願いをして、管制セ

ンターとか、実際、110番を受けるところを外

から見させていただくんですけれども、やはり

セットですれば、ものすごく感動して帰られる

んですよ。県庁の行政棟とか議会棟だけよりも

ね。やっぱりそういったことも含めながら、県

庁と県警とのそういう見学コースの造成という

か、また、増やして案内をしていただくような

ことは考えられないのか。人員の増というか、

人員を増しなくても、例えば午前2グループ、

午後2グループとか、そういったのはできない

のか、お尋ねをしたいと思います。 

【峰松県民センター長】 今、1団体、大体20名

ぐらいに2人職員をつけております。今、高齢

者の方々が多いものですから、どうしても案内

に2人職員がつかざるを得ないような状況でも

ございます。 

 予約を3カ月前から受け付けておるんですけ

れども、3カ月前に受け付けていた時と、直前

になると、やはり事情が変わってこられまして、

予約の時間をちょっとずらしたりとか、あと、

人数も急に増えたりとかということがございま

して、それに柔軟に対応していくためには、ど

うしても午前、午後、1団体ずつしか受け入れ

られない状況でもございます。 

 あと、こちらの県民センターの職員も限られ

ておりまして、私もたまに案内に入っていると

ころでございます。あと、臨時職員も入れてお

りますけれども、それで、今、ぎりぎりの状態

でございまして、見学のための専任の職員がお

りませんので、兼務しながらやっておりますも

ので、今精いっぱいの対応をさせていただいて

いるところでございます。 

【宅島委員】 わかりました。苦労されながらご

案内をしていただいているのは、本当に感謝を

したいと思います。 

 実際、9月の半ばの県庁見学、私にも相談が

あったり、それでもとれないんですよ。基本的

に約1時間あれば終わるんですね。行政棟の特

別展望台のところと議場等々、大体1時間で終

わるんです。だから、上手に時間配分をしてい

ただければ、午前2回、午後2回ぐらい、それじ

ゃなくても1日3回ぐらい、もう少し県庁のこと

を県民の方たちに知ってもらったり、興味を持

ってもらったりしていただくように、総務部長、

ぜひ担当の部長として、そこら辺のこと、ご所

見を伺えればと思います。 

【古川総務部長】 県民の方に開かれた県政でご

ざいますし、新たな県庁ということで、見学者

が多く来訪していただいているというふうなこ

とは、非常に喜ばしいことでございます。 

 一方で、県民センター長が申し上げましたよ

うに、どうしても案内するに当たって、それだ

けの人が割かれる。しかも、安全面にもしっか

り気をつけないといけない。県民センターもほ

かの業務も持っているということもございまし

て、なかなか厳しいところでございますが、で

きるだけ多くの方に来ていただいて県庁を見学

していただけるように、何か工夫といいますか、

体制の問題も含めて検討させていただきたいと

思っております。 

【下条委員】 2点ほどお尋ねをしたいと思いま
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す。今、議案外で説明をいただいた中で、2点

ほどです。 

 宅島委員の防災広場の話がありましたけれど

も、今、防災広場の件で投げかけている、研究

させている分があるんですが、それは別として、

防災広場として緑地を整備したわけですから、

やっぱりそれなりに、今、危機管理監は、これ

から考えます、一生懸命取り組んでいきたいと

いう積極的な答弁があったから、それは了とし

たいと思うんですが、県庁の職員のみでなくて、

一般の県民、あるいは市民の皆さん方の防災広

場として整備をしたことは間違いないわけであ

りますので、そういったものに対応するような

備品、あるいはまた、食料品というものはしっ

かりと備蓄をしてほしいというふうに思ってお

ります。 

 それでは、2点ほどです。 

 まず、1点が、旧庁舎の新別館という表現に

なったんですが、教育庁舎等として中心に活用

されていたあの分野に、勝山の県税事務所、国

分町の港湾事務所が移転をするということで、

しかも、もう少し時間をかけて再整備をしてか

らということが、幹部の皆さん方の、この県庁

舎周辺の、今、本当に昼間人口が、県庁職員等

がいないわけですから、そこのところを何とか

にぎわいのあるものに少しでも戻そうというこ

とで、大至急始められていっているということ

はよく耳に入ってきますので、心から敬意を表

します。 

 その内での話になるんですが、現在の大橋に

ある長崎振興局、私たちはずっと、市会議員の

ころからもそうですが、住民の皆さん方が、あ

るいはまた、私たちを通じながらもですが、お

世話になるのは、土木の道路維持管理・補修業

務が一番多いんですね、窓口として使われるの

が。そういったものの機能を、私たちの長崎地

域では、長崎振興局が担っていっているわけで

すが、あそこももう長年、これ以上はというこ

とで、振興局の上に、いわゆるアパートがある

わけですが、これは入居者をずっととらずに、

今、3世帯か4世帯ぐらいが残っていると思うん

ですけれども、ということは、いずれはあそこ

も整理をされ、もう老朽化していますので、新

庁舎ができたら、そのようになっていくんだな

というふうに、私なりに思っておりました。ま

た、振興局が移転しますよねという話も聞いて

おりました。 

 ところが、現時点においては全く動きが、国

分町の港湾事務所、あるいは県税事務所は動く

ことが決定したわけですが、振興局がどうなっ

ていこうとしているのか、いかがでしょうか。 

【大瀬良新行政推進室長】 ただいま下条委員の

ほうから、振興局等が、今後どうなっていくの

かということでご質問がございました。 

 平成20年3月の時点におきまして、県の「地

方機関再編基本方針」というものを策定させて

いただいております。そこで、今おっしゃられ

たのは、本土地区の部分だと認識しております

けれども、本土地区につきましては、最終的に

は、県北、県南の2機関へ集約をしていこうと

いう方針を出させていただいております。 

 そこで、これまで、大橋を含めてでございま

すが、全体的にどうしていくかということを今

検討中でございまして、これにつきましては、

さらに検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。検討を進めた上で、またいろいろご報告等

ができる段階になりましたら、ご報告等をさせ

ていただければと思っております。 

【下条委員】 私は、県庁舎が移転をする、この

地に新しくできると、その時点から、その前か
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らかもしれませんね。振興局問題が、今、平成

20年という話がありましたから、随分と前から

再編の話があったんだなということは、今わか

ったんですが、随分と前から聞いておりました

ので、私は、長崎振興局の土木は、本庁舎のほ

うに移るんだなと、いわゆる新しくつくったと

ころですので、そういうふうに思っていたんで

すよ。そういう話が一切こない、これから考え

ます。 

 私たち長崎の土木の維持管理業務をよそまで、

特にこれからは高齢化社会ですよ。自治会長さ

んたちは、ほとんどはもう65歳以上の職業を終

えられた方がされて、今ちょうど長崎市内に

980ぐらいの自治会長さんがいらっしゃるんで

すよ。市内から諫早、佐世保に行ってこいと言

われていたらだめですよ。私たちは行くことは

できませんよ。私は本庁舎に入ると、これだけ

のスペースはつくられるという前提のもとに、

今からできて、10年前に新県庁舎はあるんです

よと、15年前からあるんですよという問題を論

じるなら別ですよ。つい先日移転してきたばか

りでこの構想を出して、基本計画ができて、や

っと今、完成をしたわけですから、そのような

直近のことに、この中に長崎振興局の土木の一

部分は本庁舎のほうに入ってまいりますとか、

そういうふうな答えができないというのはどう

いうことですか、総務部長。この計画段階でど

うだったんですか、本庁舎をつくるという上に

おいては。 

【古川総務部長】 新庁舎の整備に当たってでご

ざいますが、こちらは平成23年2月に、「長崎

県庁舎整備基本構想」というのをつくっており

ますが、その時の整理といたしましては、新し

い庁舎の規模は、現況面積を基本として最小限

の面積とするとされておりまして、地方機関の

集約に必要な面積の確保は、そもそも構想には

含めておりませんでした。 

 という形の中で、地方機関を新しい県庁舎の

中に含めるというふうなことは、そもそも新庁

舎を考えるに当たっては、そういう考えでの建

設ということには至っていないということでご

ざいます。 

【下条委員】 しかし、それはなくても、たこ足

状態を解消するということはあったわけですよ。

長崎県庁に来ても、大波止に行かなければなら

ない、あるいは別館に行かなければいかん、あ

ちこちに行かんば、振興局というのは独立して

いますから、土木事務所に行こうと思えば、県

庁舎に来てから土木事務所に行く人はいないわ

けですから、それはわかっております。 

 しかしながら、そういったものの構想ぐらい、

諫早に行けなんて言われたって、どうにもなり

ませんよ。県庁で一番お世話になるのは、道路

の維持補修予算が一番多いんですよ、住民のお

世話になるところ。あるいは、少し穴があいた

ぐらいは自治会長さんや住民だけでも対応して

くれますけれども、道路を改良してもらいたい

とか、橋を付け替えてほしいとか、そのくらい

になったら、必ず議員が紹介議員として同行す

るんですが、それでも、そういったものすら、

一番多いですよ。 

 ですから、そういったものは、長崎市の地か

ら遠く離れていくということはまかりならぬと

いう前提のもとに、ぜひこの話を早めに、長崎

振興局をどこにするのか、あるいは一時、仮事

務所をつくって、あそこにもう一つこぢんまり

とつくりかえをするのかどうか、そういうこと

も含めて、早く私たちにお知らせをしてほしい。

結構問い合わせがきますよ、「どうなるんです

か。新庁舎ができたから、そちらのほうに移る
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んですか」というような話も含めて、自治会長

さんたちが非常に活用が多いものですから、よ

ろしくお願いをしたいと思っております。 

 それから、もう一点、原子力発電所の安全対

策についての所管説明があったわけですが、今

議会に出されている各事業の、佐世保とか松浦

からの陳情書の中にも、松浦市からは、防災に

関して2点ほど、原子力発電所に関しての陳情

が文書として届けられております。 

 まず1点ですが、友田市長も、県議会議員と

として最後の時に、どうしても玄海原発の3号

機・4号機が再稼働する時には、鷹島の大橋を

通って避難をする、唐津、伊万里、川棚まで行

かなくちゃいけないんですが、この曲がりくね

った狭い道路の改良のめど、あるいは改良の着

工までぐらいはやってくださいよと。そうしな

いと、再稼働は認めないというぐらいの強い口

調で、現在の松浦市長の最後の県議会議員とし

ての質問があったわけですが、その点について

は、県としては、いわゆる圏域は佐賀県内です

けれども、どのように中央省庁のほうには働き

かけをし、どのような反応が現在あっているの

かをお聞かせください。 

【近藤危機管理課長】 委員ご指摘の避難道は、

佐賀県道の筒井万賀里川線というものでござい

ます。鷹島大橋を渡って、そして東彼杵のほう

に避難するわけなんですけれども、少しでも時

間的に短縮し、日ごろ住民の方は生活道という

ような形で使ってらっしゃる道路を、いざ緊急

の時にも使いたいということで、そこが佐賀県

道の筒井万賀里川線でございまして、そこの部

分につきましては、やはり佐賀県道というとこ

ろもございまして、佐賀県への要望、そして、

その財源というようなものにつきましては、や

はり避難道というようなところで、国のほうの

一定認定といいますか、了解もいただいている

ものですから、内閣府のほうに要望をして、何

とかここにめどをつけさせてくださいというよ

うな形でお願いをしているところでございます

けれども、やはり内閣府につきましても、避難

のための道路財源というようなものを持ち合わ

せていないということで、事情は十分わかるけ

れども、予算としてはなかなか、財源がないと

いうような回答をいただいております。 

 ただ、それでも何とかならないかというよう

なところで、国もある程度十分認識もいただい

ていて、そこの対策というようなものは何とか

ならないかという協議はずっとやっているとこ

ろでございますけれども、具体的に目に見える

ような形で進んでいるというような状況ではな

いというのが、今の現状でございます。 

【下条委員】 もっと佐賀県と一体となって、同

時に上京すべきですよ。 

 鷹島大橋が建設されて、私たち県議会議員も

呼ばれて祝賀会が、佐賀でまず式典があって、

橋を渡って鷹島で披露パーティーがございまし

た。あの時に、私は帰られなかったんですよ。

もう車が混雑してしまって、入りもできない、

出もできないというような状況で、3時間待っ

てください、5時間待ってください、私は5時間

ぐらい待ちましたよ、あの橋を渡るのに。たっ

た大橋ができたよというだけでそれだけなのに、

これが万が一という時は、あそこに詰め込んで

しまうわけですから、みんな伊万里に向かって、

原子力発電所に向かって行くんですよ。しかし、

その道路は進まないという状況ができた時に、

どうなりますか。 

 これは、電源三法という電源マネーで、佐賀

県と玄海町は札束で頭をなでているわけでしょ

うが、いい意味で。それだけの莫大な金が、電
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源三法から交付されているんですよ。 

 そういったものの中から、佐賀県と知恵を合

わせて、一緒になって方法はないのかというよ

うなことをやっていく必要があると思うんです。

もちろん、国の基本的な土木の予算が出ますか

ら、6割～7割はですね。それ以上のものの地元

のものは、そういったものから負担をしていく

というぐらいの腹でやってもらわないと、どう

にもなりませんよ。内閣府とよく話を、佐賀県

と一緒になってやってください。 

 伊万里市はやったでしょう。伊万里市は電源

交付金がきてなかったんですよ、この原発に関

して。だから、徹底して伊万里市長は、この再

稼働反対をやりましたよ。そうしたら、どうな

ったかといいましたら、伊万里が交付金を今も

らっています。一定の交付金をもらっている。

これは、玄海町と佐賀県がもらう。佐賀県の分

を伊万里市にやるように、佐賀県の知事がした

んですよ。あなたの言うのも本当だと、伊万里

市も本当にそばなのに、特に伊万里市は町村合

併をして近づいていっていますので、旧伊万里

市は、鷹島よりもうんと原発から遠かったんで

すが、今拡大をしていっていますので、近づい

てきていると思いますので、そういう事情もあ

って、佐賀県がやっていると思うんですが、鷹

島には1円たりともおりません。しかし、毎年、

毎年、避難訓練をせろ、危ないぞという危機意

識だけはだんだん植えつけていくんです。もう

目の前で見えているわけですから、私のところ

から、あの白い丸いドームが見えておりますか

ら。そこで、どんどん、どんどん危機感だけ植

えつけていく。 

 道路の問題と、もう一つやらないかと何回も

言っているんですが、万が一の時の風評被害の

ための基金をつくるべきではないかと思ってい

るんです、九電に働きかけをさせていただいて。

そうしたら、皆さん方を通じて言われるのは、

この災害が発生すれば、弁償します、賠償しま

すということなんです。今まで何回もあったん

ですよ、福島の事故がある前に、第2次冷却水

の漏れが、相当回数ありましたよ。しかし、こ

れは新聞に載りません。あるいは、載ったとし

ても、隅っこにちょっと載るだけです。 

 風評被害に対する基金をつくれというのはど

ういう意味か、わかりますか。2次冷却水の漏

れがあって、これを何とか止めましたというこ

とになってくると、その後に調べて、実際の農

業とか漁業に被害は生じませんでしたというこ

とになるんです。ところが、それが、これから

は新聞に大々的に載るようになりますから、ま

ず、魚価にぽんとそれがあらわれてまいります。

安くなります。そうなりますというと、そこは

自動的に損害賠償が、その基金から、第三者機

関の審査委員を置いておいて、そこからぽんと

いくようにしないと、1年かかりました、3年か

かりましたぐらいでやられたって、またかなわ

んし、基本的に水で薄められましたので、鷹島

でやっている養殖場までは届きませんでしたみ

たいな形になってくるだろうと思います。 

 長崎県が、原子力発電所に最も近いところの

鷹島の、いわゆる玄海原発の沖に、沖防波堤の

大きいのをつくっているんですよ。ここで養殖

をやってくれと、今、1社か2社がやっているで

しょう。あれは、5～6社以上が入りますよ、あ

の両側に。そのぐらいに沖防波堤を外につくっ

て、ここで養殖をせろと、松浦原発の目の前に

つくったんですよ、長崎県が。いいですか、そ

のようなところでありますので、私は、農業被

害、漁業被害、特に養殖は日本一でしょう。こ

こが養殖フグの日本一をやっているわけですか
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ら、鷹島と佐世保も、九十九島も含めてですけ

れども、一番盛んな養殖場でしょう。 

 ですから、そういった点において、基金をき

ちんと設けて、実質被害があったら、九電がや

りますと言うんですよ、賠償します。しかし、

風評被害で終わった場合の時の魚価、あるいは

農業の単価にこれがぽんとはね返ってまいりま

すよ。そういったものの時にする基金をつくっ

ていくということについて、どうでしょうか。

危機管理監でしょうか、総務部長でしょうか。 

【近藤危機管理課長】 委員ご指摘の風評被害の

対策でございます。 

 まず、原子力の対策というようなところで被

害が発生しましたら、先ほど委員も冒頭ご説明

がありましたように、これは明確に国のほうの

法律と申しますか、発生したところの原因とい

うようなところで、そこが賠償責任を負うとな

っていることもありまして、国のほうでは、改

めてそこの基金を設けるというよりも、そこは

法律のほうで担保されているから、賠償のほう

でやっていくというようなことで、私どもは話

を確かに聞いているところでございます。 

 一方、確かに、漁民の方だとか、地元の方の

基金の必要性みたいなものも、十分理解すると

ころでございますので、そういった委員のご指

摘も踏まえて、もう一度、国とか九電のほうに、

私どもは少し働きかけてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

【下条委員】 8キロであっても、5キロ以下で

なければ、行政区域が違ったら1円たりとも、

あるいは一言なりとも聞く必要はないと、そう

いう態度じゃないですか。松浦市だって、事前

に同意を求めてくださいよと、うちにもと。で

きたら、30キロ圏まで、ＵＰＺが今度指定され

たわけですから、30キロ圏内まで事前に、少な

くとも了解を求めてくださいよということがあ

りましたけれども、一切そういうことはしませ

んということですから、本当に原子力行政とい

うのは冷たいんです。 

 被害だけは平等に受けてくださいと。被害だ

けは平等に受け、万が一の時の分はやらないと。

もし損害が生じた時にはやります。これは九電

から、私は、今の社長ですか、前任の社長です

か、直接聞きましたよ。被害が生じたらやりま

す、賠償します。しかし、被害が生じないのが

いっぱい、今まで起きているんですよ。私たち

の子どものころから現在まで、一回止まるまで

は何回も冷却水漏れがありましたよ。それによ

って風評被害が起きて、養殖業なんて、水面の

上に、10メートル～20メートルのところで泳い

でいるわけですから。目の前でやっているんで

すよ、養殖場を。そういったところの被害とい

うのは、絶対に生じますよ。 

 しかし、それはもうすぐ止まったし、海水で

鷹島までは被害はありませんでしたみたいな形

で、私は結論が出ると思うんです。そうしたら、

市場で競られる、あるいはまた、出荷する、こ

ういったものが魚や野菜に影響が生じた時には、

その差額はきちんと面倒見ますと、速やかに、

1週間～10日で面倒見ますと。そのためには基

金を積み上げて、その基金を崩せと言っている

んじゃないんですから。第三者で10億円か20億

円の基金をつくっておけばいいわけですから、

常にですね。そして、その中から運用するよう

な方法はあります。 

 県が違う、市域が違うから、一切面倒見ませ

んと、冷たい態度では、私たちは、漁師の皆さ

ん方が、農業の皆さん方がむしろを立てたり、

あるいはこの前だって、船を200隻ぐらい動か

して、「再稼働反対」をやっていましたね。そ
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ういったことをやめろということは、私は言い

きれませんよ。何とかやめさせてくれないかと

いう要望は私にもありました、中央のほうから

聞こえてきました。しかし、私はやりきれない

と、止めきれないよと。何か一つぐらい要望を

言った時に、さすがだなと、やってくれたなと

いうものがあれば、飛び込んでいって、漁協に

行って、漁師の皆さん方に説明ができますよ。

しかし、私は止めきれませんでした。この前の

船が百何十隻ですか、「再稼働反対」の旗を掲

げてデモンストレーションをやった時は。 

 そういうふうな状況でありますので、ぜひ皆

さん方も同じような気持ちで、長崎県民ですか

ら、また、30キロ圏内が非常に拡大をして、3

市、4市がやっているわけですから、皆さん方

も一緒になって考えてもらいたい。 

 そして、上京した時の報告はしてください。

内閣府だったら、私は安倍事務所にまず行きま

す。個人的に、安倍事務所にしょっちゅう行っ

て遊んでおりますから。いいですか、その説明

をしてください。議会が終わったら、行きます

から。いいですね。どこの程度までやっている

と。どこを、じゃ、こう出そうということをや

りますので、内閣府が窓口となって、土木を動

かしていくことにもなるんでしょうから、いい

ですね。約束してくださいよ、必ず上りますか

ら。ある時は、部長たちがついてくるじゃない

ですか、私が三役とか安倍事務所に入ると。い

いですか、やりますので。あなたたちができな

ければ、政治的に動くしかないということを申

し上げながら、進んでいきたいと思います。 

【豊永危機管理監】 今の下条委員の思いという

のは、本当に4市の方の思いを代弁しているの

かなというふうに感じております。 

 今おっしゃったように、いろいろと国のほう

へ要望していくという予定もございますので、

再来週には、私のほうが内閣府、原子力規制庁、

資源エネルギー庁のほうに、政府施策要望とい

う形で行きます。 

 昨年、関係4市のほうから要望が出ておりま

して、それを県のほうから国のほうにお伝えを

しましたけれども、再度、今年の5月に、4市の

ほうから同じような要望をいただいております。

その中で、県が先頭に立って、4市と一緒に国

のほうに行ってくれというような話もございま

して、これも具体的に、8月になろうかと思い

ますけれども、一緒に行くような段取りをして

おります。 

 そういったやりとりの中での結果について、

ご報告をさせていただいて、よりよい方向にい

くように、しっかりとやっていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いします。 

【下条委員】 終わろうと思っていましたが、答

弁がありましたので、ぜひ行く前に、その文案

ができ上がりましたら、私まで届けてください。

いいですね、前に行くか、後に行くかは私が考

える。あなたたちは、どちらなんでしょうかね。

私が前に行ってさばいてきちんとしておくか、

やりますので。文書ができたら、まず見せてく

ださい。いいですね。 

【小林委員】 下条委員の玄海原発についての今

の質問に関連して、私のほうからも少し意見を

申し上げたいと思います。 

 玄海原発についていろいろとお尋ねを若干い

たしますけれども、ただ、原発に反対なのかと

か、どうなのかとかというようなことについて

は、現時点においては、原発やむを得ないと、

こういうようなスタンスをとっているし、しか

しながら、安全・安心の対策は、断じて怠って

はならないと、こういうような考え方を持って
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お尋ねをしたいと思います。 

 先ほど危機管理監のほうからご説明がござい

ました。3月に3号機が再稼働いたしました。そ

して、6月16日に4号機が再稼働いたしておりま

す。再稼働したばかりなのに、直ちにそういう

トラブルとか、あるいは不具合が生じたと、こ

ういうようなことが言われているわけでありま

す。 

 3号機については、配管から蒸気が漏れてい

るとか、あるいは4号機については、こうして

ポンプに不具合が生じているとか、こんなよう

な状況の中で、先ほどの危機管理監の説明では、

直ちに安全性を求めて九電なりに申し入れを行

ったと、こういうようなお話ではなかったかと

思いますが、その点の確認と、お尋ねをしたい

ことは、九電側から、そういう不具合が生じた

とか、あるいは、若干稼働上においての大変な

問題が生じた時に、県のほうなりに、あるいは

少なくとも30キロ圏内のところに、九電側なり

関係者が出てきて、いわゆる事態の説明とか、

謝罪とか、そういうようなものはないのかどう

か、その点についてはいかがでしょうか。 

【近藤危機管理課長】 小林委員のご質問にお答

えいたします。 

 再稼働時のトラブルということで、3号機・4

号機それぞれ不具合等が発生しております。若

干ご説明させていただきますと、3号機につき

ましては、今年の3月23日に再稼働いたしまし

て、出力を上げている途中、2次系統といいま

すか、放射性物質とはちょっと違う別の箇所の

2次系で、脱気器というところから蒸気漏れが

発生したというようなトラブルが発生しまして、

一度発電を停止し、そして、蒸気機の配管とい

うようなものを再発防止策という形ですべて交

換をしまして、4月18日に運転の再開というよ

うなことで、それ以降、今現状としては、特に

問題なく稼働しているところでございます。 

 4号機につきましては、再稼働する前の準備

ということで、核燃料を装填して、実際再稼働

する前の段階、5月3日だったんですけれども、

それは放射性物質が混じっている1次系で、ま

だ動く前なんですけれども、そこのポンプを整

備している、点検をしているさなかに、想定の

流量以上のものが少し流れたということで、そ

こは、原子炉内の配管の中での量の調整だった

ものですから、そこで放射性物質が漏れるとい

うことは全くございませんで、そこの部品のす

べての交換と調整を行って、そして、再稼働工

程に基づきまして、今月の6月16日に再稼働を

したというようなところでございます。 

 いずれにしても、安全を確認しながら段階的

に進めていくという中でのトラブルだったとい

うようなことで、大きな事態には至っていない

ということで、再稼働したというところでござ

います。 

 九電からの説明につきましては、その都度、

発生した時に、一度電話でまず連絡等がありま

して、後日状況の説明、そして、その対処が終

わった後、その対処の説明と再発防止策の説明

ということで、九電の担当、上の方も含めて危

機管理課のほうに来られまして説明を受けてお

ります。 

 あわせて、4市につきましても、同じように

九電のほうから担当者が出向きまして、それぞ

れの市に対して説明を行っているというような

形で、私どもについては、その都度、安全点検

というようなものを申し入れをして、そこは九

電のほうもしっかりやられているのかなという

ふうに感じているところでございます。 

【小林委員】不具合の状況が、今のご答弁でよ
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くわかりました。 

 ただ、一番大事なことは、九電側の対応だと

思います。やはり事故あるたびごとに、事故と

いうか、不具合が生じたたびに、きちんとした

報告はしていただかなければいけない。そして、

どういう前後対策を講じたかと、こういうよう

なことは、やっぱり義務的に責任を持ってやっ

ていただかなければいけない。 

 そうやって県のほうからも、もちろん4市か

らもそれなりの抗議というよりも、どういう不

具合の状況かとか、そんなようなことについて

お尋ねもあるかもしれないけれども、やっぱり

九電が主体的に、そういうトラブルの内容につ

いては、しっかりと今までより以上に、やっぱ

り真剣性を持ってやっていただくことをぜひ要

望していただきたいと、こういうような気持ち

でございます。 

 調べてみますと、3号機なんかは7年3カ月ぶ

りに再稼働だ。要するに、7年以上も3号機は止

まっていたわけです。その間に、いろいろと不

具合が生じて、万全の体制で再稼働をやってい

るというような認識でみんなおるわけだけれど

も、結局は、再稼働したばかりのあまり日にち

がたたない時に、そうやって、一時稼働を停止

せざるを得ないとか、やっぱり不安をかき立て

るような、安全性に問題があるかのような、そ

ういう不安を与えてしまうということは、やっ

ぱりいかがなものかと思うわけでありまして、

再稼働は、現時点においてはやむを得ないとい

う立場でありますけれども、やっぱりきちんと

した体制をとっていただくことを重ねて強く要

望しておきたいと思います。 

 それで、もう一つお尋ねをしますけれども、

ご存じかどうかわかりませんが、今、九電は、

鹿児島川内の1号機・2号機、それから玄海原発

の3号機・4号機、これで大体稼働していると思

うんです。そこでもう一つは、玄海2号機がこ

れからどうなるのかということについて、何か

事前に説明があっているかどうか。ここに非常

に関心を持っているわけであります。 

 原発の運転期間というのは、規制の上では、

大体40年ということが言われているわけです。

この40年というところで、この2号機がいつご

ろ賞味期限を迎えるかというようなことになっ

てまいりますと、あまり期間がないのではない

かと思っているんです。要するに、この2号機

が再稼働をまた果たそうとしているのか、それ

とも、もう廃炉とするのか、こういうようなこ

とでございますけれども、どうするのかという

ことについても日にちがないと、こういう状態

でございますが、この2号機について、何か今

後の動向についての情報は入っておりますか。 

【近藤危機管理課長】 玄海原発2号機の件でご

ざいます。 

 2号機につきましては、昭和56年3月に運転再

開というようなところで、当初やっておりまし

て、平成23年に停止をして、現在に至っており

ます。 

 今の新しい規制基準で申し上げますと、それ

は委員のご指摘のとおり、40年の一旦の期限と

いうのがございまして、40年以上の稼働をする

場合には、新規制基準に、新たな安全対策とい

うものを施した申請というのが必要でございま

す。その申請の中で、原子力規制庁の確認なり

了解がもらえないと、そこは廃炉というような

形になっておりまして、現状、今現在、37年が

経過した2号機となっております。 

 ですので、この数年来には、もう40年に達し

ますので、この2号機をそのまま40年以上の延

長という形で申請を出すのか、それとも廃炉に
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するかというようなところは、九電のほうが、

今検討を重ねているということで、九電側から

報告を受けているところでございます。 

 出力規模で申し上げますと、今の玄海の3号

機・4号機の約半分の出力だということでござ

いますので、今から新しい規制基準に見合うよ

うな投資、そして、それに見合う効果というも

のがどういう状態かというようなところを踏ま

えて、この1～2年のうちには結論を出さないと

いけないというような形で、九電側からは話を

伺っているところでございます。 

【小林委員】 原発2号機の動向については、今、

詳しくご答弁をいただきましたので、よく承知

をいたしました。 

 ただ、今言うように、再稼働イコール不具合、

こういうようなことでは困るわけです。と同時

に、原子力規制委員会というのがありますけれ

ども、そこの許可をいただくことができれば、

40年の正味期限が切れたとしても、その許可が

あれば、20年間だけ、1回だけに限って稼働が

できると、こういう規定になっていると思うん

です。そういうところも、よくよく我々も勉強

しながら、やっぱりきちんとした体制を踏まえ

て、やはり責任のある安心・安全を目指してい

ただきたい、このことを特に要望しておきたい

と思います。 

 それから、先ほど下条委員のほうからお話が

ございました。下条委員は、確かに松浦の鷹島

の出身ですよね。ああいうところでお育ちにな

ったんですね。今や長崎県を代表する大政治家

になられて、安倍事務所に行くと。どこの安倍

事務所かと思ったら、総理大臣の安倍事務所み

たいなことを言っている。三役のところも行く

んだと、すごいじゃありませんか。ぜひお願い

をして、お力添えをいただきたいと思います。 

 そこで、電源三法とか立地に関する交付金と

いうのが、先ほど下条委員からご指摘がありま

した。この交付金については、まず基本的に原

発というのは、今、佐賀県ですから、佐賀県と

玄海町だけの同意をいただく。半径30キロにつ

いては、同意は全然関係がないわけです。いわ

ゆる立地する場所、佐賀県と玄海町だけ、まず

同意をいただければ稼働ができるということ。

そして、国や県は、特に国は、30キロ圏内につ

いては、避難対策とか安全対策をしっかりやれ

と、こういうようなことになっているんですけ

れども、じゃ、いろいろと体制をつくるための

交付金が30キロ圏内にそれぞれ、いわゆる距離

とか、そういう置かれた状況の中において、交

付金の金額が決定されて、交付金の金額の差は

あるかもしれないけれども、そうやって、全体

30キロ圏内の方々に、等しくそれなりの手だて

がなされているかというと、調べてみると、ど

うもそうではない。 

 今言うように、例えば、伊万里は知らなかっ

たけれども、糸島とか、唐津とか、そういうよ

うなところにかなりの交付金が流されていると

思うんです。大体どのくらいの距離があれば、

今回の交付金の対象になっているのか、そこの

キロ数をどれくらいと規定しているのか、ご存

じですか。 

【近藤危機管理課長】 委員お尋ねの電源三法に

つきましては、電源立地地域対策交付金で、県

の所管であれば産業労働部の部分でございます

ので、私も詳しい内容まではよく承知してない

ところでございますけれども、まず、隣接及び

隣々接まで対象になりますが、隣々接の場合は、

同じ都道府県内のもとに限るというようなこと

でございますので、長崎県はそういった対象に

はなっておりません。 



平成３０年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２９日） 

- 159 - 

 あと、もう一つございまして、水域を隔てた

場合には、6キロ以内の市町村に限るというよ

うなことがございます。しかしながら、鷹島町

につきましては、8キロ以上離れているところ

でございますので、一応、今回の対象とはなっ

ていないというのが現状でございます。 

【小林委員】 今、課長のほうからお話があった

とおり、陸続きじゃなくても、要するに海をま

たがっていても、それは6キロというようなこ

とになっていると、こういうようなお話ですね。 

 大体、この玄海原発から、下条委員の出身地

の鷹島、あそこはどのぐらいあるかというと、

8.3キロです。わずか2.3キロ違いだけで、全く

交付金等が、実はないわけです。こんなの、下

条委員、頑張らないと。そういうような形で、

わずか2.3キロだけで交付金がないわけだよ。 

 こういうことを考えてまいりますと、同じリ

スクを担いながら、どうしてそれだけの格差が

あるのかと。こういうところにもっと力を入れ

ていただいて、安全・安心の対策をそれなりに、

半径30キロ内の方々はやらなければいけない

わけです。全く無手数の中において、そうやっ

て計画は立てることは立てるけれども、絵に描

いた餅のような計画ではいかんともしがたい。

防護施設についても、十分ではない。あるいは、

いざ原発が事故を起こした時に、放射能漏れ、

放射線漏れがあった時にどういう対応をするか

と、全くもって無手数ではできないわけだ。 

 しかも、私が思うことは、原発が近くにある

がゆえに、鷹島みたいな、松浦みたいな、平戸

みたいな近いところは、どういうようなリスク

があるかと。今、移住とか、それから企業誘致、

働く場の確保、本当に一生の、まさに心地よい

住まい、快適な、こういうような形の中で移住

の動向が、今、地方創生の中で相当動いてきて

いる。 

 じゃ、原発の近いところに移住するかと、こ

うなっていけば、やっぱりリスクが出てくる。

そういうことから考えていけば、企業だって、

地震のあるようなところとか、あるいは原発が

あって、ひょっとして事故が起きたらと、こん

なリスクを考えるわけです。 

 ですから、そういう点から考えていけば、6

キロで一つの基準をつくっているというのが、

どうもわからんわけだけれども、なぜ6キロな

のかということは調べてみたことはありますか。 

【近藤危機管理課長】 国の交付金の通達の運用

のルールで6キロとなっているということで聞

いております。その根拠となる6キロの正当性

みたいなものにつきましては、申しわけありま

せん、私は承知してないところでございますけ

れども、やはり委員ご指摘のとおり、ここの部

分につきましては、やはり改善すべき案件では

なかろうかというようなこともございまして、

県におきましても、今度の政府施策要望の中に、

対象地域の拡大ということで、半径30キロ以内、

いわゆるＵＰＺ圏を対象とするような形で、要

望の中に盛り込んで、国のほうへ強く訴えてい

るところでございます。 

 こうしたところで、いざ避難となると、かな

り多くの住民の方の不安もそうですし、具体的

に行動も示さないといけないというようなとこ

ろについては、何らかの対処が必要になるとい

うふうに考えているところでございます。 

【小林委員】 そういうようなところで、我々の

勉強というか意識の中で、認識の中で、例えば

原発立地のための関連交付金が玄海町にどれく

らい毎年流れているのか、あるいは唐津市だと

か、そういう6キロ圏内のところでどれくらい

の交付金が充てがえられているのか、この交付
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金の数字を教えてください。 

【近藤危機管理課長】 実際の交付金の金額です

けれども、実際、国のほうに調べたというわけ

ではないんですが、一応、新聞記事を拝見しま

すと、玄海町で約17億円、そして、唐津市につ

いては約1億7,000万円になっております。（「佐

賀県は」と呼ぶ者あり）すみません。佐賀県は、

資料を持ち合わせておりません。 

【小林委員】 佐賀県はわからないんですか。新

幹線と絡むんだよ。 

【近藤危機管理課長】 申しわけありません。佐

賀県については、今、承知しておりません。後

もって、調べてお答えしたいと思いますけれど

も、数字としましては、2017年度…、（発言す

る者あり） 

【小林委員】 それじゃ、佐賀県については、関

心が高いところですから、これも後で教えてく

ださい。 

 今、玄海町で17～18億円、約18億円近いと思

います。唐津市においても、約2億円近いと思

います。こういうような大きな金額が、6キロ

の距離という形の中で交付金が、これは毎年で

すよね。これだけの交付金が流れている。 

 しかしながら、今言ったように、鷹島のわず

か2.3キロしか離れてない状況の中で、そこの

2.3キロがゆえに、わずか2.3キロで何ひとつそ

ういう対策は打てないと。こんなような状況は、

先ほども言ったように、非常に私は問題がある

と思います。 

 この辺のところについては、先ほど産業労働

部等々と経済産業省、そういうようなところに

ご要望をされているような話も聞いております

けれども、その辺の不均衡の是正は、ぜひとも

お願いをしたいと、こういうような感じで申し

上げておきたいと思います。 

 それと、前回、私は質問をいたしましたが、

長崎県の避難対策とか、避難計画とか、そうい

うようなものが絵に描いた餅であっては困ると、

こんなようなことを指摘しながら、なかなか進

まない状況の中で、特に道路とか、あるいは港

の港湾とか、耐震の岸壁をつくらなければいけ

ないとか、そんなような形で話があっておりま

したが、道路については、いざという時に、や

っぱり逃げなければいけないわけです。逃げる

時の、いわゆる避難の道路、この辺が大体何カ

所ぐらいあって、幾らぐらいの改良費、それぞ

れの工事費がかかるのか、また港についてもど

れくらいかかるのかと、こういうようなことを

一回、参考のために積算をしておいてもらいた

いと要望をいたしておりましたが、いかがでご

ざいますか。 

【近藤危機管理課長】 3月の議会の時に、委員

のほうから、そういうご質問をいただきまして、

関係機関、関係各課と協議をしたところでござ

います。 

 一応、4市のほうからインフラの整備という

形で避難道路、そして、大型船が着岸できる岸

壁の整備というような要望がございまして、箇

所数で申し上げますと、道路関係は、市で整備

する市道を除きまして10カ所、そして港は、港

湾と漁港を合わせて12カ所上がっております。 

 実際の金額でございますけれども、実際の測

量等設計も行われていないところですので、概

算は幾らというのは、はじくのはなかなか難し

いというところでありますけれども、委員の、

あくまでも大ざっぱな要望の枠というような形

での額というところで少し試算をしてみたとこ

ろ、同じような場合で、いわゆるメーター当た

りの単価みたいな形ではじいて、実際のところ

に当てはめるというような形で考えますと、道
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路の10カ所を合計しますと、1,000億円を超え

るような感じで、港につきましては200億円を

超える、これもあくまでも大ざっぱな計算です

ので、その数字というようなものは、ちょっと

信用するには、まだまだ妥当性が足りないとい

うような感じでは思っているわけなんですけれ

ども、かなり多額の金額がかかるというのは間

違いないかと思っております。 

【小林委員】 道路で1,000億円を超える可能性

がある、あるいは、港で200億円を超える可能

性があると。しかし、大ざっぱな計算であるか

もしれないが、それだけの多額な予算がやはり

必要になってくるということだけは変わらない

と思っているんです。 

 だから、この予算の確保と、こういう道路と

か港を、安心・安全の避難対策を充実させるた

めにどこまでできるかということについては、

これは県とか、あるいは30圏の4市でできるわ

けではないわけですね。ですから、そこのとこ

ろで、内閣府に対する要望がずうっと繰り返さ

れているわけですね。 

 それで、私はこの間、3月定例会の委員会の

中で、他県も、同じような環境の中に置かれて

いる、そういうところもあるではないかとか。

あるいは、長崎県においても、先ほど危機管理

監が、県と4市、今度は合同で陳情に行きたい

と。今まで県と4市が一緒になって合同で陳情

するようなことがなかった、要望するようなこ

とがなかった。今回は力を入れて、それをやっ

ていきたいと、これは非常にありがたいと思う

し、ぜひやってもらたいと思います。 

 やはり他県と同じ歩調をとるというようなこ

とについては、私はとても大事なことだと思う

んです。だから、その辺のところについては、

関係の県ともきちんと調整をされまして、関係

の県の知事が何人か一緒にそろって内閣府に行

って、この要望を強くお願いすると、こういう

ようなことについても、やはりやらなければい

けない、こういう次元ではないかと思うんです。

ぜひそれは実行してもらいたいと思います。 

 それと、今、1,000億円、あるいは200億円を

超える道路と港の原発対策の金額、ここは、こ

ういうものが出たということが、ある意味では、

ちょっと身近に感じるわけです。今まで、何か

目標がないとか、どれくらいのお金が要るんだ

ろうかと、全く試算がなかったわけだよ。こう

いうような試算ができてきたことは、それなり

の目標という形になってきたと思いますので、

この辺のところは、もう少し精査をしながら国

にも届けるように、そういう形の中で要望活動

をつなげて、実りのある、そういう結果につな

げてもらたいと、ここも強く要望しておきたい

と思います。 

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 零時 ５分 休憩 ― 

― 午後 零時 ５分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開します。 

【下条委員】 電源三法と言いますけれども、そ

れぞれの内訳、佐賀県内の市、県別に、それか

ら、新しく玄海町が、搬入・搬出税というのも

町条例か何かでつくっているのがあるんですよ。

だから、稼働中の時の分を出してください。こ

の税金は、今、稼働してないでこれだけ金がき

ているんですよ。動いてないのに。だから、動

いている時の分も出してください。いいですね。

（「佐賀県のほうもお願いします」と呼ぶ者あ

り） 

【大場委員長】 小林委員の佐賀県の補助金、下

条委員の要望に対する書類については、準備は
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大丈夫ですか。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 零時 ６分 休憩 ― 

― 午後 零時 ６分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開します。 

 午前中はこれにてとどめ、しばらく休憩いた

します。 

 午後1時30分より、再開をいたします。 
 

― 午後 零時 ７分 休憩 ― 

― 午後 １時  分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

【萩本税務課長】 午前中、大久保委員からご質

問がありました不動産取得税の1％軽減による

影響額ですけれども、平成30年度の当初予算に

ついて試算した結果、当初予算を24億6,000万

円見込んでおりますけれども、仮に軽減措置が

なかった場合は29億5,300万円と約4億9,300万

円の影響額が出ているという形でご報告いたし

ます。 

【近藤危機管理課長】 午前中、説明しました部

分について何点か補足及び修正を行いたいと思

っております。 

 まず1点目、事故繰越しの説明をした際の説

明資料をＡ4横図の表、裏と申し上げましたけ

れども、配付しました資料が2アップにしてお

りましたので、表面の上と下という形で訂正を

させていただければと思っております。 

 2点目としまして、電源立地交付金と使用済

核燃料税の数値の件でございますけれども、産

業労働部の所管と今協議をして調整していると

ころでございます。お昼の間には資料として提

出が間に合いませんでしたので、大変申し訳あ

りませんが、後日、整理をしまして提出をさせ

ていただきたいと思っております。 

 あわせて、小林委員の私の答弁で港の整備の

概算額で合計大よそ200億円を超えるような感

じと申し上げましたけれども、この前提としま

しては、自衛隊等の大型船舶をつける港の整備

というよりも、既存の岸壁を耐震化として整備

をした場合というような形で概算をしておりま

すので、大型船舶という形になると、また大き

く額が変わることが予想されますので、補足し

て説明をさせていただきます。 

 あと、宅島委員の備蓄の関係につきまして申

し上げますと、2つございました。まず、県下

全域の県としての備蓄でございますけれども、

73品目5万2,307点で、食料、飲料水、簡易トイ

レ、毛布、下着等々の備蓄を県下9カ所で行っ

ております。あと、県庁舎の中の備蓄でござい

ますけれども、県庁舎の備蓄につきましては、

災害対策本部要員ということで250名を想定し

た3日分の備蓄ということを5年間で整備をす

るということで、水、乾パン、レトルト食品等

を準備することにしております。 

【大久保委員】 税務課長から午前中の質問の返

答をいただきました。具体的に県税における不

動産取得税の減免措置の3年間延長ということ

で、その1％が約4億9,000万円ということであ

ります。 

 それで、結局、この減免の意図というのが、

いわゆる不動産取引の活性化に伴う経済の向上

を意図しているということでありますから、そ

ういう意味では、この減収分に相当する、ある

いはそれを上回るような県内の不動産の売買に

よって、さらに不動産取得税の増収が見込まれ

ると見ておられるのかどうか。 

 それから、それに付随して経済が活性化する

と、当然、県民の所得が上がって、それに伴っ
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て住民税とか法人税とか、そういうものの増収

も見込めると県として捉えておられるのか、そ

こをお答えいただきたいと思います。 

【萩本税務課長】 この3％の軽減措置について

は、随分古くから続いている制度ですので、そ

れに見合うものがどうこうというのは、なかな

か判断できないところです。 

 ただ、午前中も答弁させてもらいましたけれ

ども、経済が活性化すると不動産の取引も活性

化します。今、右肩上がりで税収は増えてきて。

おり、3年連続して1,100億円をキープしており

ます。こういう軽減措置制度が直接税収に反映

していることではないんですけれども、景気回

復によって、賃金とか、あと商取引の活性化に

よってあらゆるところに影響が反映されてきて

いるのが現状かと思います。 

【大久保委員】 わかりました。自主財源の少な

い我が長崎県においての減免措置というのは、

今の課長の答弁によると、減税政策による、ま

さに政策効果が十分に出ているという判断であ

りますから、この議案に関しては了としたいと

思います。 

【宮本委員】 それでは、議案外所管事項につい

て質問をいたします。 

 まず、危機管理監の方からです。 

 午前中から気象警報がいろいろ出ておりまし

て資料もいただきました。警戒本部において情

報収集に努めていただきたいと思っております。 

 説明資料の1ページでありますけど、午前中

から質問があっておりました玄海原発の件です。

これは質問というか、要望という形になります

が、資料に書いてありますが、5月8日に関係4

市から要望があったということで、私もこの要

望に同席をさせていただきました。壱岐市、平

戸市、松浦市、佐世保市の4市が集まって副知

事に対して要望がありまして、私もその場にい

ていろんな状況をしっかり聞かせていただきま

した。副知事からは、地域防災計画に基づく住

民避難をさらなる実効性のあるものにしていく

ための国の関与であったり、そういうことにつ

いて副知事から回答があったわけです。 

 この中で1つ、平戸市長が代表されて4市の総

意ということで言われていたことが、今までボ

ールを投げていたけれども、なかなかそれが返

ってこなかった、キャッチボールが全然できて

いなかったから、今度はしっかりキャッチボー

ルをしてください、しっかり県としても入って

くださいということを要望されていました。 

 そういったことを聞いて、午前中、危機管理

監から、「8月に」という話もあっていました

から、そいうったことで関係4市としっかり協

議をなされて、県も一緒に国に対して、今まで

もされていらっしゃったかもしれませんけれど

も、さらに強化してそういった対応を、各4市

からもいろんな意見を聞かれて、どういった課

題があってということをしっかり把握された上

で要望活動を、また、関係4市と県との協議会

というものを年に数回、何回になるかわかりま

せんけれども、立ち上げていただきたいという

ことを再度申しておきます。 

 私は、午前中に申しましたとおり、鷹島で7

月にはヨウ素の配布を薬剤師会が協力して行う

ということもあります。ヨウ素の配布について

も、関心はまだまだ高くないんじゃないかと思

います。いただかれていないところもあります

から、そういったところも危機管理課は薬務行

政室とタイアップして取り組んでいただきたい

ということの要望をさせていただきます。 

 それと、3月定例会の委員会の折に申してお

りました木場スマートインターチェンジにおけ
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る救急車の通行についてということで質問させ

ていただきました。その後の経過、進捗状況を

教えていただけますか。 

【宮﨑消防保安室長】 まず、木場スマートイン

ターの件でございますが、現地に行きましてい

ろいろ検証させていただきました。 

 一つは、ＥＴＣがある場合、それからＥＴＣ

がない場合の利用の仕方ということで検証した

ところです。このスマートインターにつきまし

ては、出る方も入る方も制御バーが2カ所ござ

います。まず、ＥＴＣを利用する場合、その制

御バーの1カ所目で一旦停止をしまして、そし

てＥＴＣカードで制御バーが2つとも開きまし

て、そこを通行できることになります。 

 次に、救急自動車の場合ですと、ご指摘のと

おり、ＥＴＣを搭載しておりませんので、サイ

レンを鳴らしながら赤色回転灯を点灯させなが

らスマートインターに進入するというイメージ

になります。この場合も2つの制御バーの前で

一旦停止をいたしまして、そこにインターフォ

ンがございますので、インターフォンを押して

係員に緊急走行である旨、それから、消防本部

の所属、車両番号などを伝えまして、それを受

けまして係員が遠隔操作でバーを開けて通行す

るということになります。 

 この2つの場合を検証しましたところ、ＥＴ

Ｃを利用しない方が十数秒から20秒ほど時間

がかかる、ＥＴＣカードを使った方が早いとい

うことでございました。 

 その後、消防の方からいろいろ事情をお聞き

しましたところ、ＥＴＣを使って通行しますと

料金が請求されます。一般的に救急自動車、そ

れから消防車もそうですけど、緊急走行する場

合に高速道路を利用した場合には道路整備特別

措置法に基づきまして料金がかからないという

ことになっているわけですけれども、ＥＴＣを

使うと料金がかかるということなのでＥＴＣカ

ードを付けていないという回答があっておりま

す。 

 そのため、ＥＴＣカードで通行した場合でも

料金がかからないような制度がないのか、西日

本高速道路株式会社にお尋ねしたところでござ

いますけど、現在のところ、そのような制度が

ないということ。また、他の地域でそうした要

望が今あっているということも把握していない

ということでございました。 

 県といたしましては、今後、各市町消防とこ

れらの検証結果、それから、西日本高速道路株

式会社との協議の結果を受けまして、再度、市

町の消防と話をいたしまして、ＥＴＣの導入に

ついて協議をしてまいりたいと考えております。 

【宮本委員】 いろいろ検証されたということで、

ＥＴＣがない場合、10秒から20秒、もうちょっ

とかかるということですね。 

 ちなみに、今までここを救急車が通ったとい

う報告がありますか。 

【宮﨑消防保安室長】 実際、利用されておりま

すけれども、回数などはまだ把握しておりませ

ん。 

【宮本委員】 その辺もしっかり把握していただ

きたいと思っています。これができるという前

提は、先の議会でも申したとおり、医療センタ

ーに近づくという、命のスマートインターとい

う意味合いもありますから、そこの意味合いを

もう一回踏まえていただいて、ＥＴＣを通行し

た際に料金が発生しない制度はないという西日

本高速道路の見解ではあるかもしれませんけれ

ども、ほかの地域でもないということではあり

ますが、やっぱりあるのと、ないのとでは大き

な違いが出てきます。今後においても、これは
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重要なところです。 

 ですから、市と県、消防、そしてまた、西日

本高速道路と協議を継続していただいて、何と

かこれができる方向で、できない理由よりも、

できる理由を捉えていただきたいと思っていま

す。1秒でも2秒でも早い方がいいわけであって、

10秒、20秒、ない場合は恐らくそれ以上かかる

ということだから、そこで1秒、一刻を争うと

いうものが、まさに救急車であります。そうい

ったことを考えると、これはいち早く導入すべ

きであると考えております。 

 今後の協議について、近々される予定はあり

ますか。 

【宮﨑消防保安室長】 まず、仮に無料のＥＴＣ

が導入された場合に市町の消防がどういう対応

をするのか、そのあたりもございますので、来

月7月には県下の10消防本部の担当課長会議も

ございますので、その場に提案する予定にいた

しておりますので、そこで意見を交換しまして、

その結果も踏まえてＮＥＸＣＯと協議を重ねて

いきたいと思っております。 

【宮本委員】ＮＥＸＣＯにも、今後、こういっ

たスマートインターが設置されることが考えら

れますから、ある程度、ＮＥＸＣＯの方にも必

要だということは意見としてしっかり言ってい

ただきたいと思います。そうでないと、せっか

くいいものを導入したにもかかわらず、この運

用が時間がかかるということでありますならば

何のためのものかとなってしまいますから。そ

れ以外でも利用に関しましては多いということ

も聞いておりますし、市民の方々からも喜ばれ

ているという声も聞いておりますから、非常に

大事な命のスマートインターチェンジ、そして、

県民、市民の方々のためのスマートインターチ

ェンジでありますから、利用価値を高めるとい

う議論を詰めていただきたいと思います。県が

前向きにならないと、なかなか市町もついてこ

ないことが多いと思いますから、もうちょっと

県が主導的になって国を揺さぶるぐらいの勢い

でやっていただきたいと思っています。 

 私は佐世保から来る時には高速道路を使いま

す。この場所も通ります。通行されている車も

多数見受けられますし、きれいな道もできてい

ます。皆様方の総意、そして、国立医療センタ

ーについても大事なところですから、しっかり

と協議を重ねて、議論を重ねて、救急車のＥＴ

Ｃ導入に向けて、長崎県が第1号でもいいじゃ

ないですか、全国初のＥＴＣ搭載の救急車とい

うぐらいのイメージでしっかりと対応していた

だきたいと思います。最近、高速道路を救急車

が走っていることがよく見受けられますから、

そういったこともしっかりと現場感を持ってい

ただいて対応いただきますようによろしくお願

いいたします。 

 もう1点、総務部関係で質問をいたします。 

 この時期に1つ確認をしておきたいことがあ

ります。補正予算の組み方についてちょっとだ

け確認させてください。 

 今まで補正予算は、6月、9月、11月、2月と

見てきましたけれども、この補正予算の組み立

て方というか、ポイント、今回の6月補正でい

うと、健康長寿日本一の長崎県づくりに向けた

環境づくりに要する経費であったり、スタート

アップ企業等による革新的サービス、交流拠点

の整備に要する経費などの大事なものがありま

す。緊急性を求められるものが補正予算として

上がってくるというイメージが私たちはあるん

ですけれども、補正予算の組み立て方について

再度確認させてください。 

【古謝財政課長】 補正予算の計上内容の組み立
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て方でございますけれども、補正予算につきま

しては、基本的には災害復旧事業など緊急的な

対応が必要なもの、それから、国の経済対策補

正に伴うもの、その他当初予算編成時には想定

できなかった環境や情勢の変化等に伴い、新た

に予算措置が必要なものなどを想定しておると

ころでございます。 

 当初予算との違いということで言いますと、

財源というところがございます。県の一番大き

な財源であります税収は、当初予算に計上して、

それプラス国庫等を踏まえて歳出をどれぐらい

に抑えていくかと検討をするのでございますけ

れども、補正予算においては、新たな税収とい

うのは当然ないところでございますので、一般

財源が発生すれば、それ以外の財源を確保しな

いといけないということで検討が必要なものと

考えております。 

【宮本委員】 当初予算では組めなかったもので

あったり、緊急を要するもの、ざっくり言うと、

そういったものが補正予算で上がってくるんで

すよということ。ただし、一般財源、それ以外

の財源も必要になるので、もちろんですけれど

も、長崎県として財政状況が厳しい中、難しい

ということもあるということも承知しておりま

す。 

 過去2年間の補正予算、6月、9月、11月、2

月といろいろ資料をいただきまして確認させて

いただきました。こういった形で補正予算は組

み立てられて事業が確立していくんだなという

ことを確認させていただきました。 

 私が今回、一般質問で申しましたことについ

て、非常に緊急性、重要性を要するものだと思

ったものですから、あえてこの質問をさせてい

ただきました 

 医療体制については、非常に緊急性があろう

と考えています。てんかん地域診療連携体制整

備事業というものがありまして、これにつきま

しては医療体制が今までないものだったので、

これをしっかりと確立することによって、今ま

でなかったものが確立できる。しかも、多くの

方々が苦しんでいらっしゃる状況の中、非常に

緊急性を伴うものであると認識しております。

もちろん、担当部局が違いますからなかなか難

しいかもしれませんけど、医療体制における補

正予算との関係性はどのようになっていますか、

確認させてください。 

【古謝財政課長】 個別に医療体制だとどうかと

いうことでは、なかなか答弁しづらいところで

ございまして、どの事業も補正予算の計上の必

要があるかということをしっかり見ていくとい

うことでございます。 

 一般的に申し上げますと、まずは事業担当部

局におきまして、先ほど申し上げました補正予

算計上の基本的な考え方を整理していただきま

して、事業の背景にある現状、課題の整理・分

析、事業の必要性、ニーズに対応した内容にな

っているか、効率的・効果的な手法かどうかな

どを十分に検討していただいた上で要求を行っ

ていただくことになります。 

 また、その要求を受けての財政課での査定に

おいては、事業の必要性、緊急性、そもそも県

がどこまでやるかといったところの必要性等に

加えて、先ほど申し上げました財源の問題も検

討を行いまして、十分に議論を重ねた上で予算

計上の可否を判断することになろうかと思いま

す。 

【宮本委員】 私自身も担当部局、そしてまた、

補正予算、当初予算の意味合いを踏まえながら

しっかりと議論を進めていきたいと考えており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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【吉村(庄)副委員長】 大変ご苦労さまです。 

 まず、午前中にいろいろ議論がありました玄

海原発に関する問題です。私も過去の一般質問

等で特に避難の問題についてずっと求めてまい

りました。そういう中で3号機、4号機の再稼働

という問題がありました。 

 一つは、避難計画等が十分でないのに知事は

再稼働を容認せざるを得ないという態度を示さ

れましたが、なぜそういう状況になるのかとい

うこと。 

 もう一つは、先ほどから出ていますように、

ＵＰＺの範囲について、30キロ未満のところに

属する長崎県の問題について、それぞれのとこ

ろで、佐世保市を除けば、あとは全部、異論が

あると、こういう決議がなされているにもかか

わらず、そこのところをどうして慎重に配慮し

ないのか、こういうことをお尋ねしました。 

 それで、避難の問題について言えば、先ほど、

いみじくも答弁がありましたが、かなりの問題

が残っているなと思ったのは、道路の関係、あ

るいは港湾の関係です。 

 私がいつも申し上げてきた中では、避難の問

題としては、やっぱり病院、医療関係、それか

ら介護、特別養護老人ホームのような施設の避

難計画を一体どういうふうに進めているのかと

いうことをずっと言ってきたわけです。 

 前段の道路あたりについては、先ほど一定の

見解を示されましたが、私からは、今、医療機

関、それから特別養護老人ホーム等を含む、そ

れからまた、介護施設といったことで避難計画

を当然立てなければならない、あるいは訓練も

しなきゃいかんと、こういうふうに防災計画で

なっているところについて、県としては今まで

も示されましたが、何カ所対象があって、そう

いう計画が立てられているのが全て終わってい

るのか、終わっていないのか。終わっていない

とすれば、どういう時点までに終わろうとされ

ているのか、まずそこのところをお聞かせ願い

たい。 

【近藤危機管理課長】 県内のＵＰＺ圏内におけ

る医療機関、そして、社会福祉施設の避難に係

る原発の避難計画の策定状況についてでござい

ます。 

 まず、医療機関につきましては、21施設ござ

いまして、個別の医療機関の避難計画は策定が

済んでいると認識しているところでございます。 

 あわせて、社会福祉施設でございますけれど

も、66施設ございまして、これも施設ごとの避

難計画というものは施設ごとに策定しておりま

す。 

 ただ、いざという時に、例えば、医療機関が、

じゃ、どこの施設に避難するのかというような

お話が県の方に依頼がありましたら、県の医療

部局で受け入れ先確保のマッチングを確実に行

って避難を確実にやっていくと。これは社会福

祉法人も同じでございます。 

【吉村(庄)副委員長】 これは早くつくらなけれ

ばいかんじゃないかということですね。 

 それともう一つは、計画をつくったならば、

やっぱり一定の条件のもとということになるん

でしょうけども、防災訓練、避難訓練をやって

いくということが求められていると思います。

避難訓練について言えば、先ほどの避難所とい

うところも関係が出てくるでしょうけれども、

どういう状態ですか。一部分じゃないけれども、

一応満足できるような状態で実施されているの

か。つまり避難対策がこういう部分について一

応できているのかどうか、こういう点について

の評価というか、実際はどうですか。 

【近藤危機管理課長】 実際の訓練のお話でござ
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いますけれども、毎年1回は3県が合同して、同

じ条件下で原子力防災訓練を行っております。

その中には全てというわけにはなかなかまいり

ませんけれども、地区地区を設けまして医療機

関だとか福祉施設にお願いをしまして一定の訓

練への参加をお願いして、実際に避難先まで避

難していただくというような訓練もあわせて行

っております。 

 ただ、それが全てかということは十分ではご

ざいませんけれども、順次やっていきたいと思

っております。 

【吉村(庄)副委員長】 そこの部分に限って私も

お尋ねしていますから、そういう点では一定の

条件のもとで訓練その他を行っていると。それ

は見方、評価にもよるでしょうけれども、十分

かつ全般的にきちっと完璧にやられているとい

うことでもないだろうと、こういうふうに思い

ます。だから、そういう意味でも課題はまだ残

っている状況だと私は思います。 

 そういう中で、4市からは、30キロ圏内のと

ころでは、松浦市を先頭にして、3市、4市、そ

れぞれあるわけですから、その中でいろいろ意

見が出てきている中で、言われているように、

松浦市、平戸市、壱岐市については、そういう

ところは十分でない、そういうことで住民の不

安が払拭されていない。こういうことについて

現段階はという条件がある程度ついているとこ

ろもあるかもしれませんけれども、とにかく再

稼動反対だと、こういうふうに議会等で決議が

されているわけです。 

 ここについて危機管理監、知事は、そういう

ものはちゃんと承知をしておりながら、しかも、

避難の問題については、かなりまだ時間を要す

ると私の答弁にあったんですけれども、そうい

う状況であるにもかかわらず、再稼働はやむを

得ないと判断しているというのは、知事の姿勢

としては問題があると私は思いますが、危機管

理監としてはいかがですか。 

【豊永危機管理監】 国の捉え方といいますか、

考え方ですが、まず、避難計画につきましては、

玄海地区の避難計画ということで策定したとこ

ろでございます。それについて国の判断として

は、避難計画の中身については、これでいいん

じゃないかと。それから、原発の安全性につい

ては、原子力規制庁等々、専門的な話になると

思いますけれども、そこが安全であると。国の

考えとしては、安全・安心が確保されたという

ことで再稼働を認可、許可したと思っておりま

すけれども、実際、地元住民の方の安心感とい

うのは非常に揺らいでいる部分があるのも事実

であります。 

 ただ、再稼働というスケジュール、国の施策

については、やはり進んでいくというやむを得

ない面もあろうかと思います。それに伴って、

先ほど申しましたように、住民の方が本当に感

じている不安な気持ちをいかにして届けていく

のかというのが私どもに課せられた非常に重要

な仕事じゃないかと理解して、先ほど来、話し

ておりますように、いろんな方法、手段を使っ

て、国の方にそういった思い、要望を届けてい

きたいと私は思っております。 

【吉村(庄)副委員長】 それは後からまた触れま

すけれども、危機管理監としては、最近、東海

第二原子力発電所について、これは日本電源と

いう会社ですけれども、30キロ以内にある市と

特別協定を結んであるんですね。これは一定の

条件がついている、限定的な条件がついている

というように私も理解をしております、再稼動

問題についてですね。これは承知しておられま

すね。いわゆる原子力発電所があるのは東海村、
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2号機があるんですけどね。その隣がひたちな

か市とか、常陸太田市とか、それから水戸市も

入っているんですけれども、こういうところに

ついて5市と協定を結んであります。いわゆる

いつも問題にしておりました自治体の東海村と、

それ以外の30キロ以内の市について結んであ

るんですが、このことと現地の松浦市を含めた

ところ、伊万里市あたりもそうですが、九電側

としてはやっぱり結ぶべきじゃないか、県と玄

海町と同じレベルでやるべきじないかという意

見が今まで出てきておりました。そういう点に

ついては、どういうふうにお考えですか。 

【近藤危機管理課長】 日本原電の東海第二原発

の再稼働に係る事前同意の件でございます。 

 これまでも原発の再稼働の同意というのは、

そこに立地している自治体と、そこの県という

ような形で同意ということをやっておりました

けれども、この東海第二原発につきましては、

茨城県と東海村に加えて、その周辺の、委員お

っしゃったように5市と同意の協定を結んだと

いうようなことになっております。 

 その前提としましては、この東海第二原発と

いうのが40年を超える延長の申請というのが

第1点。そして、この同意に当たっては、立地

自治体の東海村が自分たちだけでは、その同意

を担いきれないということで、周りの自治体に

協力を求めた。特に、隣接市以外の、そこの県

庁所在の市である水戸市にもその協力を求めた

ということで、ＵＰＺの全部の市町を求めたと

いうわけではなくて、隣接の市プラスそこの県

庁所在の市というようなところが大きく違って

おります。 

 そして、これも通常の新しい原発だったら自

分のところと県だけでいいよと。ただ、今回は

40年延長の1回限りの再稼働の同意についてだ

け、ほかのところの自治体の同意権を付してく

ださいということで東海村からのお願いで、日

本原電がそれを了承して、同意権が広がったと

いうような形で認識しておりますので、そこは、

それ以外の原発のところとは違うのかなと認識

しております。 

【吉村(庄)副委員長】 私は細かいことは申し上

げませんが、一定の条件のもとにというのは当

然理解をした上で話をして、今のような状況で

あることは私も承知いたしております。水戸市

も入っていますからね、県庁所在地ですね。 

 そういう中で、危機管理監、これは再稼働を

待ってもらわなくていいのかと、玄海原発の2

号機、3号機の直前でございました。あと4号機

の問題も出てきたんですけど、その時に、知事

は、避難計画がまだ十分でないのを承知してい

るようなニュアンスの発言をされながら、避難

計画といったって、さっきの話じゃないけれど

も、道路だってなんだって考えてみたら相当の

日数がかかる。こういう時に国のエネルギー政

策の云々ということの中で私は判断せざるを得

ない、容認せざるを得ないと、こういう話を実

はされたんです。 

 そこで、もう一歩違うところで、知事はやっ

ぱり県民の皆さん方の大多数の意見というのも

あるけれども、少数意見も尊重してやるべきじ

ゃないかと言ったら、それはそうだと、大多数

が言うから、そこで決めていくということばっ

かりじゃなくて、少数、そのほかの意見も県政

を進めていく場合にはあれですよと、こういう

ふうな言い方を知事はされたんです。それはそ

うだと私も思って聞かせていただきました。 

 そういうことからいうと、少なくとも、6キ

ロの話もありましたが、8キロ前後のところに

ある松浦市、そして、30キロ圏内にあるあとの
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市、ここら辺の意見の中で、県内でいえば平戸

市、松浦市、壱岐市については、まず再稼働と

いうことについては、今の時点でという条件付

きのようなところもあるんですけれども、いや、

やっぱり反対だと。こういうふうなところは、

それだけ議会も、それから行政も、そこのとこ

ろについては出てきているわけですから、知事

は、あの時点で一歩、歩みをとめて考えられる

べきだと、知事の姿勢からいっても、そういう

ふうに思うんです。 

 しかも、私がいつも言っているように、大橋

を通って渋滞をするような時期に、例えば、波

佐見まで、川棚まで、佐世保まで来た時に、板

山トンネルの話も今されていますけれども、そ

ういうことを含めて考えてみた場合に、それは

とてもじゃないが、本当の意味での避難という

ことでは間に合わないじゃないか、こういうこ

とをずっと言ってきたんですね。それから、風

向きによる放射線、万が一の時の、放射線漏れ

の時の放射能の飛散状況というんですか、こう

いうことを考えてみた場合に、やっぱり県民の

安全・安心、命を守るという意味でいうと自治

体の長としての県知事の責任は大きいというこ

とがありますから、そういうことの中で、条件

つきではあるけれども、同意を求めたところも

あって、いろんな経過があるけれども、そうい

うところを結んでいる。そういうところについ

て結んでいけないということはないわけですか

ら。だから、玄海原発の場合は、いろいろ協議

をする時に原発が立地している玄海町や佐賀県

と同じような説明とかなんとかというのは、事

前、事後を通じてやっていこうと、こういうと

ころまではきていると理解していますから、全

然ないのとは違うと私は思っていますけど、ぜ

ひそういうところを担当部局として考えていた

だくことが必要じゃないか。それ以上のことを

知事が言っていますから、それ以上のことを危

機管理監に求めることは無理だと思いますので、

意見として申し上げておきます。 

 それから、財政の問題について幾つかお尋ね

をします。 

 ここに、「平成30年度長崎県予算編成方針」

という資料が次年度予算をつくる前に財政課か

ら出されております。私は時々申し上げておっ

たんですが、県の単独事業、あるいは単独事業

に要する単独費用、こういうことについてここ

数年絞られてくるという状態になっておりまし

て、それは例えば福祉関係の補助金でも、ほか

の関係の補助金でも、使命が終わって、そして、

政策的に考えてもっと違うところにつければい

いということで考えられた部分もあると思いま

すけれども、県の単独事業の見直しということ

の中で、「特に普通建設事業については他県が

縮減を進めている中、一定規模を維持している

状況を踏まえ、徹底的に検討すること」という

方針をあなた方は出しております。 

 これに影響を受けているのは佐世保市からも

陳情があった、ほかにもあると思いますけれど

も、端的な例を挙げれば、佐世保市から急傾斜

地崩壊防止事業について県の単独予算がずっと

減らされてきているから、佐世保市では、従来

は5年か6年待っておけば事業がやれたんだけ

れども、やっぱり10年近くかかるようになって

しまったんですよと、こういうことがあります

けれども、この辺について一体どういうふうに

なっているんですか。 

【古謝財政課長】 予算編成方針における普通建

設単独事業の件でございますけれども、一定規

模を維持してきたということは、本県の財政事

情が非常に厳しいという中で、他県においては
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基金を取り崩さずに、むしろ積み上げていると

ころもあるということで、決算を性質別に分析

したところ、普通建設単独事業について、九州

の他県については、かなり削減をしてきたとこ

ろ、本県は一定維持しているという数字上のも

のが見えましたので、そういう表現をさせてい

ただきまして、そこは一定、見直しをしなけれ

ばならないということで考えているところでご

ざいます。 

 それを踏まえまして、平成30年度の当初予算

編成においては、普通建設単独に限らず、全般

的に厳しいシーリングを設定させていただいた

んですけれども、普通建設単独事業費について

も10％のマイナスシーリングということにし

たところです。平成29年度は20％のマイナスで

したので、それよりは緩和しておるんですが、

いずれにしても10％のシーリングをかけさせ

ていただきました。 

 ただ、これは個別に、例えば、急傾斜地崩壊

とか、それぞれの事業について10％という意味

ではございませんで、普通建設単独事業費枠全

体、部局全体の普通建設単独事業に対するマイ

ナスシーリングとなっております。まずは急傾

斜地崩壊でいえば土木部におきまして単独事業

費全体の中でどうやって選択と集中を図って

10％を捻出するかということで判断されたも

のということで、それぞれの事業費が決まって

いるものと考えております。 

【吉村(庄)副委員長】 そういうふうに答弁がく

るのはわかっていたんですが、問題なのは、単

独補助事業の見直しも次の項目にあるんですよ。

当然あってしかるべき、先ほど言ったように目

的がどうだということもありますから、財政も

厳しいからね。のべつ幕なしに補助を従来どお

り、ずっと同じような考え方だけで続けるとい

うことについて見直されることは、私は十分わ

かります。 

 ただ、今申し上げたようなところが具体的に

佐世保市の予算なんかでは影響が出てきて、し

かも、急傾斜崩壊防止事業などというのは、予

算がどうだというのは具体的に事業を進めても

らってもいいという手続が終わった中で、しか

も、この辺は人の命にかかわるということがあ

るでしょう、急傾斜地崩壊防止ですから。これ

がそのまま今日のように集中的に云々とか、こ

ういう状況になっていくと、いつ、どういうふ

うに変化していくのかわからない、集中豪雨は

十分あり得ると。こういうところに影響がある

ような形で考えられたら、これは方針にあるの

は、少なくとも個別ということだけを考えてい

らっしゃるのではないということは先ほど説明

があったとおりですからわかります。 

 例えば、佐世保市では、そこのところに関連

するものとして、平成28年度は県の予算を1億

6,500万円つくっていただいて、ちょうど2倍の

事業、つまり2分の1を県が負担してもらうとい

うことですから、3億3,000万円の事業ができて

おったのが、今年は1億円程度ぐらいしか県か

らもらえないからと、佐世保市からいったらで

すよ、そういうあれではない部分はあると思い

ますけど、事業が2億円。 

 そして、この前、陳情があったのは、土木も

財政も聞いておられると思います。この中で、

例えば、県の場合は、国費と県の事業は少し大

きい事業ですけれども、国費と県費、こういう

ことの中で待ち年数は2～3年だと。こういうこ

とで手続が済めば、用地等の問題もありますか

ら手続するのに時間がかかるんですけど。 

 ところが、佐世保市では今のような状態でい

くと、平成28年度ぐらいでいきますと6年か7年
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ぐらいで何とかやりくりしてやっておったんだ

けれども、今のような状態になって、平成30年

度の予算みたいになると10年かかるというん

ですよ、事業を採択してから。これは法律の中

でもそうですし、災害防止事業の中でも一定認

められていますから、そういう事業に採択され

たところは、少なくとも最も危険なところにつ

いては仮設防護柵をつくるなどの対策は認めら

れております。だから、一定の雨量で危険な状

態が直ちにくるとは思いませんけれども、最近

は集中豪雨、短時間の雨量が非常に大きいです

から。 

 こういう状況になってきますと、過去に財政

課を中心にして総務部で編成方針をつくって、

これは知事の考え方も入っていると思いますけ

れども、そういう状況の中でやっている普通建

設事業の、単独事業の縮減が、そういうところ

に影響していると現場では受け取らざるを得な

いというのがあるんですね。こういうところも

是正をしていただきたいと。ほかのこともある

かもしれないけれども、命にかかる部分とか、

それから、単独事業の中では県道とか道路予算

だけとっても、もう本当に生活に密接する部分

があるんですよ。そういうのが財政緊縮の折か

ら削られていくということになったら危険な状

態というのが大なり小なりずっと続いていくと

いうことになりますから、やっぱり私は財政当

局、総務部としては、そういうところについて

は現場の土木なら土木のところもしっかり考え

ていかなければいけないと思いますけれども、

県全体として考えていただくということをぜひ

していただきたいと思いますが、この件につい

て財政課長なり総務部長の見解を求めます。 

【古謝財政課長】 委員ご指摘のとおり、県民の

生命、財産を守る安全・安心という視点は非常

に重要な要素であるということは認識をしてお

ります。 

 ただ、ご案内のとおり、財政状況が非常に厳

しい中で、一方で、今の時点でも基金取り崩し

に頼らざるを得ない財政運営をしている中で、

将来的にも社会保障が毎年伸びているという中

で、一定のシーリングで財源を捻出しなければ、

貯金がなくなるという状況においては、必要性

だけでは、もはや判断ができないと考えており

ます。 

 必要な事業というのは、それこそたくさんあ

るんですけれども、それだけではなくて、緊急

性とか選択と集中をしっかりつけていかなけれ

ばならないと考えております。 

 また、そういった選択と集中の中でも予算編

成における判断基準の一つとして、そういった

安全・安心というところはしっかり重視をして

まいりたいと考えております。 

【吉村(庄)副委員長】 多くを言うことはござい

ません、時間がないですから。ただ、例えば、

事業が採択されても7年、10年待っている人、

老齢世帯とか高齢者がいるんですけれども、雨

が降るたびに命の縮まる思いをしてずっと待っ

ているんですよ。事業として採択されているか

ら、それは待ちましょうということになるんで

すけども、現状は厳しいですよ。 

 だから、そういうことを含めて総務部長、き

ちっと見解をお願いします。 

【古川総務部長】 本県の財政状況は非常に厳し

いという点につきましては、今、財政課長から

答弁をしたとおりでございます。 

 そういう中で限られた財源をいかに有効に、

また、事業に充てていくかという点におきまし

ては、どうしても厳しい状況の中では、先ほど

も申し上げましたように、単独事業というのが、
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他の県よりも高い水準で維持されている状況に

あるという問題があろうかという点で、そこの

部分にシーリングをかけているということでご

ざいます。 

 ただ、安全・安心の部分について削れという

ことではなくて、優先順位をいかに考えていく

かということであろうかと思っておりますので、

ただいま財政課長が答弁申し上げましたとおり、

予算編成方針の中でも、その辺の取捨選択にお

いて安全・安心の部分は重視するような形で事

業を組み立てていくように、予算化するように、

考えているところでございます。 

【大場委員長】 ほかにございませんか。 

【橋村委員】 吉村(庄)副委員長に関連でありま

すけれど、急傾斜地崩壊防止事業は県単事業で

すけれど、それは自然災害防止事業債を原資に

していると思うんですが、自然災害防止事業債

の事業費の充当率と交付税措置率をお尋ねして

おきたいと思います。 

【古謝財政課長】 単独事業における自然災害防

止事業債でございますけれども、100％、地方

債を発行することができますが、その交付税算

入率については、28.5％から57％の間で措置さ

れるということでございます。 

【橋村委員】 先ほどの吉村(庄)副委員長と同じ

ような考え方を私も持っておったんですよ。単

独事業費を抑えなければいけないというのはわ

からんでもない。全てを単独事業費として縛っ

てしまうのか、単独事業費だけれども、原資が

交付税措置されるような、しかもまた、100％

の充当率であると、この制度を利用せんわけに

はいかんという思いがあるんです。 

 したがって、単独事業、一般財源だけで賄う

事業であれば、それはある程度のシーリングと

いうのもわかるけれども、後々、交付税措置が

なされるということを念頭に置くならば、一般

の単独事業と同じような、同列な扱い方をして

査定に当たるというのは、これは少し問題ある

と。私は財政課の担当職員に過去にも申し上げ

たことがあるんです。 

 したがって、道路とか河川の維持管理みたい

なもので自然災害防止事業債みたいな有効な起

債措置、あるいは有効な財源を使えない、一般

財源のみに頼らざるを得ない的なものであるな

らば、その限りではないけれども、そうではな

い、財政措置が後年度で行われるということで

あれば、その辺のところは十分考慮しながら査

定に当たっていただきたいということ。 

 私は、こういうことを、こういうところであ

んまり言いたくなかったのでじっと聞いておっ

たけれど、あなたたち、通り一遍の、財政課長

であった総務部長もよくわかっておるはずだけ

れども、やはりそこのところはきちっと、どこ

まで説明するか、しないかは別としても、きち

っと、この事業は、あるいはこれは財政措置も

あるし、また、57災の時には非常に危険箇所、

急傾斜地の対応をしなければならない箇所が何

千カ所とあった、それをずっとやってきた。そ

して、公共事業で10戸以上の採択基準のところ

がやれないから県単で5戸以上のところをやろ

うということで市町村ではやっているんですよ。

その採択基準に合わない、しかし、危険度が高

い、ゆえに5戸以上、国の制度に馴染まないけ

れども、急いで仕上げてやりたいと。 

 例えば、諫早市にしろ、まだ10カ所ぐらい待

機させているというような言い方なんです。だ

から、毎年、卒業生が出てきたとしても、まだ

まだ5年、10年先にならんと採択できないと。

だから、もう受益者、あるいは地区の代表者の

人たちも、もう県に言うても、市に言うても、
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もうこれは取り扱ってもらえんというような諦

めムードなんですよ。ところが、これは人命、

財産を尊重するという防災事業だから、何より

も優先的に対応しなきゃならん。ゆえに、国と

しても自然災害防止事業債、そして、充当率

100％、後に交付税は28から57と。昔の地総債

の制度と同じような感じで交付税措置をなされ

るんだから、そこら辺のところを一般の単独と

同列の扱い方をしちゃならんと。 

 そこまで財政課長がこうやって査定の時に目

を通しておるかどうかは私はわからん。担当者

レベル、あるいはシーリングをかけて、そして

河川課、あるいは砂防課からもってこいという

ことでやられておるであろうと思うから余り言

いたくなかったんだけれども、そこら辺のとこ

ろは上司の財政課長とか総務部長なんかが、そ

ういう査定の場合に、この事業だけは別枠でと

いうような配慮をした対応をやっていただきた

いと思っております。もう答弁は要りません。 

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２７分 休憩 ― 

― 午後 ２時２８分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

【小林委員】 消防保安室長、今、宮本委員から

質問があっていました大村の木場スマートイン

ターチェンジ、今年3月中旬に開通いたしまし

て、評価が大変高いと思います。大変ありがた

いスマートインターチェンジでありまして、関

係の皆さん方にお礼を申し上げたいと思います。 

 木場スマートインターチェンジの、消防車、

あるいは救急車がＥＴＣを登載していないとい

うことは、3月の委員会であなたは質問を受け

たと思います。そこについてまた同じような質

問をされて、そして、その答弁が3月の答弁と

何も変わらない。 

 私は、今、あなたがどんな答弁をしたか、議

事録を読んだんだけど、消防関係は10ぐらいあ

るのかな、そことこの問題を取り上げていろい

ろ協議をしたいと。救急車にＥＴＣを登載して

いないというような形の中で、救急車が高速道

路を通るということについては余りないんだと

か、いろいろなことを言いながら、基本的には

県内の10消防本部と話をさせていただきたい

と思っていると。話をした結果、どうだったの

か。3月22日のことだよ。今日は6月29日だ。先

ほど聞いていたら、消防本部にもっていって話

をしたいとか、近く皆さん方と会うからと。と

いうことは、3月22日に、あなたがここで答弁

をした、県内の10消防本部とも話をさせていた

だきたいと。こういうことを2度も3度もあなた

は言っているんだよ。また今同じような答弁を

しているじゃないか。ということは、何もやっ

てないということだな。どうですか。 

【宮﨑消防保安室長】 宮本委員から3月にご意

見をいただきまして、その後、現場に出向きま

して、まずは木場インターの出入りにどれぐら

い時間がかかるのか、そして、（「消防本部と

話をしたのかどうか」と呼ぶ者あり）その後、

そういう現状を踏まえて、どうして今使ってい

ないのか、ＥＴＣを導入していないのかという

意見を長崎市消防局に話を聞いたところです。 

 そうしたところ、ＥＴＣ搭載であればお金が

かかるというお話があったものですから、ＥＴ

Ｃのお金のかからない制度ができればいいので

はないかと考えまして、今度はＮＥＸＣＯに行

ってＮＥＸＣＯと協議をいたしました。そうす

ると、今のところ、そういった制度がないとい

うお話でございましたので、そういうことであ

れば、お金のかからないＥＴＣの制度があれば、
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今度は消防本部としては導入できるのかどうか

ということを長崎市消防局と話をしたんですけ

ど、そこはほかの消防局の意見もあるというこ

とでございましたので、今度、消防本部の担当

課長会議がございますので、そこで意見交換な

り、それから、先ほど宮本委員から県として積

極的に主導的にという話もございましたので、

あわせて消防本部と話をしようというスケジュ

ールで考えていたところでございます。 

【小林委員】 今言っているのは、あなたのご答

弁を確認して、要するに、せっかく宮本委員か

ら貴重な意見が出た。確かに、宮本委員がおっ

しゃるように、今回の木場スマートインターチ

ェンジは、言うまでもなく長崎医療センターの

すぐそばです。 

 それで、木場スマートインターチェンジがで

きたからということは別としても、これまでも

相当、池田インターチェンジというところがあ

って、遠回りになるんだけれども、そこでおり

て医療センターに緊急に救急車が行っているこ

とは、たくさん例があるわけです。 

 しかし、木場スマートインターチェンジがで

きて、今回の木場スマートインターチェンジの

優位性というか、特徴のすばらしいところのい

ろんな項目の中の一つは、やっぱり1分1秒を争

う救急体制において、木場スマートインターチ

ェンジで乗り降りができることが大変大きなプ

ラスだということで、これが一つの柱になって

いるわけです。 

 私も地元におりながら、前回、3月に宮本委

員が質問をされるまで承知してなくて、なるほ

ど、こんな問題があったのかということで、今

回、大村市議会でも話題になっておったわけで

す。 

 委員からこういうような話があって、あなた

も何もしてなかったわけではないと、現場にも

行ってみたと、そういうようなことで実際やっ

ているわけです。それだったら宮本委員なんか

に、言ってこうだったというぐらいのこととか、

委員長にも言ってくれたり、あなたがそれだけ

のことをやっておって、その結果を知らせても

らうというような、それくらいの気の使い方は

やっておった方がいいと私は思うんだよ。あた

かも3月22日から全く何もやらなかったかのよ

うな状態で、たまたま昨日、6時過ぎぐらいに、

私はありがたいことに木場スマートインターチ

ェンジを利用させていただいて、その帰りにＥ

ＴＣを搭載していない普通の車がそこを通って、

結局はずうっと渋滞ができたというようなこと

もあっているわけです。 

 それで、池田インターチェンジに人がおられ

て、そこから遠隔操作をしてどうこうというこ

とで問題はないと。こう言っているけれども、

実際はＮＥＸＣＯの方の問題と、救急車とか消

防車にＥＴＣを搭載した時に幾らぐらいの金額

になるのかとか、そんな話し合いはあなたもま

だしてないと思います。 

 私は、総務部長、委員会でいろいろ質問があ

って、そして現場に行っていろいろと協議をし

なければ出ない答えというのはいっぱいあると

思うんです。そういうことについて、いろいろ

行動した結果とか、いろんなことについてはも

うちょっと真剣に、前向きに途中経過なりを教

えていただきながらやるぐらいの姿勢を持って

おかれてもよろしいんじないかと。ぜひ今後そ

ういうことをお願いしたいと思います。 

 それで、実は総務部長に質問するために立ち

上がったんです。 

 それで、総務部長、議会の活性化について、

いわゆる理事者の窓口は総務部長だと思って質
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問をしたいと思っているんですけれども、以前、

我々が連立会派というものをつくったりしなが

ら、そこの中で通年議会というものを導入し、

いつでも、1年365日、議会の開会ができるんだ

と、議長が招集権があるんだというような格好

でいろいろ今までやってきた経過があったわけ

です。 

 そこで、本当にしょっちゅうのごとく、県政

改革特別委員会とか、そんなようなことと通年

議会とかやってまして、ほとんどしょっちゅう

のように委員会をやったり、議会をやったりし

ながら、今思えば、少しよかった点もあったか

もしれないが、なかなか理事者側の皆様方に通

常の仕事ができないというようなことの中で大

きな批判を受けたことも、よくよく身にしみて

おるところでございます。 

 その時に、しょっちゅうのごとくこうやって

委員会等をやるものだから、今までは、ここに

今日いらっしゃっている方は、部長、あるいは

答弁ができる人、課長クラス、参事監、それに

同等の立場の人か、あとは総括課長補佐ですか、

総括の方がお見えになっていて、ほとんどあと

の方は、これまでは委員会に出席をされて、委

員と理事者の皆さん方のやりとりをいろいろ、

テレビでも見ることができるけれども、生の状

態で見ておられたと思うんです。 

 私は、今、こういう平常の状態の常任委員会

になりましたので、何といいますか、皆さん方

を拘束して仕事ができないような形になるとい

うことはないと思っておりますので、またもと

に戻して理事者の皆様方に、これからの県庁を

担う、県政を担っていただく、例えば、現実に

一番忙しいというか、現場でご苦労いただいて

いるわけでございますけれども、班長クラスの

方とか、そういうもうちょっと間口を広めて議

会にできるだけ参画をしていただいて、テレビ

じゃなくして、生の状況の中でやりとりを皆さ

ん方にいろいろと経験していただくことは、ま

た、県政推進の上においてもとても大事なこと

ではないかなと、こういうような考え方を持つ

わけでございます。 

 私は、個人的にそういう考え方を持っており

ますので、自由民主党・県民会議会派の総会の

際、吉村議員のご理解をいただいて、私は挙手

をして、そのお話を皆様方にしたところでござ

います。長老の宮内議員も、それは非常によろ

しいことだと、そう言わなかったかな。 

 そういうような話もあったりして、いずれに

しても、ぜひ私は検討していただきたいと思っ

ております。これは議運等できちんと正式にや

るべきではあるかと思いますが、基本的にそう

いう考え方を持つということの中で、議会の活

性化、同時に理事者と県の職員の方々との、本

当に両輪という形の中で丁々発止、議論もやり、

そんなようななかプラス要因を高めていくため

に必要ではないかと思いますが、そういう考え

方に対してのご見解をいただければと思います。 

【古川総務部長】 今、小林委員の方から議会の

活性化というふうなことでお尋ねがございまし

た。 

 委員会への出席者は、通年議会の前は、傍聴

席まで占めるような形で委員会がなされており

ました。今、ご提案といいますか、お話になり

ましたことは、基本的に私は望ましいといいま

すか、理事者としてもありがたい話ではないか

と私は思っております。 

 お話しいただきましたように、通年議会を平

成24年に導入されまして、私、その時は財政課

長をしておりましたけれども、年じゅう、議会

が開催されて委員会の日数も長い。ただ、一方
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で、そこの部分の理事者へのご配慮をいただい

た点は、委員会でも通告制を入れていただいて、

課長であっても質問通告がないところは出席を

しないというふうな形で理事者の負担軽減も一

方では図っていただいたというふうな状況であ

ったかと思っております。 

 ただ、おっしゃいましたように、議会と理事

者は車の両輪でございまして、委員会の場とい

うのは、委員のご意見とかお考えを聞く非常に

重要な場であろうかと思っております。県政を

推進していく上で実際に担っていく班長以上と

いいますか、その辺のポストでございますので、

できましたらそういう形で出席ができるような

形にしていただければなと思います。 

 また、どうしても私ども、資料を持っておっ

ても、なかなか緊張するこの場で、資料がどこ

にあるか、すぐに見つけることもなかなか難し

いこともあろうかと思いますので、そういう意

味でもすぐに資料とかをもらうような形になれ

ば運営も、よりスムーズに運ぶこともできるの

かなと思います。 

 いずれにいたしましても、これから県政の重

要なポストを担っていく方々にも、人材育成と

いう点からも、ぜひこの場に参加して生の議会

の、委員会の状況を実際に見聞きしておくとい

うことが今後のためにも必要なことかなと思っ

ております。 

 ただ、一方で、以前はテレビ中継とかなかっ

たものですから、ユーストリームでの放映もご

ざいましたけれども、県庁の個々のパソコンで

は見れないという状況がございまして、実際に

新庁舎になってテレビで見れるようになったと

いうこともございますので、広げていくという

こともありますが、ただ、以前のようにあふれ

んばかりのという、そこまでは必要ないといい

ますか、求められるものでもないのかなと思っ

ていますので、その辺は、私ども、人材育成と

いう観点も含めて、どういう形で出席をさせて

いただくのがいいのかというのは、私どもも考

えさせていただければなと思っているところで

ございます。 

【小林委員】 再三申し上げておりますように、

これはあくまでも私個人としてのご提案でござ

います。議会運営委員会を通じながら、各会派

の議員各位がどういう思いを持っておられるか。

議会改革とか、県政推進とか、議会の活性化に

ついて考えてない人は誰もいないと思うんです。

そういう視点からやって、一番効率がよくて、

目的が一番身近に近づくというようなやり方が

どうなのかと。やっぱり委員会とか本会議だと

か、そういう議会と皆様方とは、やっぱり県民

の代表として県民の声を代弁して皆様方にぶつ

けていく。また、皆様方も県政運営をなされて

いる当事者でございますので、皆さん方のご意

見もいただくと。 

 そういう中において、まさに部長からお話が

あったように、これからを担う、ある意味で若

手の方々が、やっぱり議会と理事者の関係とか、

県政推進上の問題点というのは、確かにテレビ

では見られるかもしれないが、テレビは音を大

きくしたり、小さくしたり、なんかくすんで見

えます。それで、私なんかの声は、あえてボリ

ュームをあげとってもらうと、ひたすらがなっ

ているように見られて、ちょっと心なしの状態

もあるわけですが、いずれにいたしましても、

ぜひここは議会運営委員会で議員がどういうふ

うに思われるか。また、理事者の方からも積極

的に、もしそれを望むようなことがあれば、議

会運営委員長とか、あるいは議長とか、そうい

う方々にお申し入れをしていただいて、効率の
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いい、しかも、将来につながることができるよ

うなやり方にもっていただければいいと。 

 ただ、人数の制限とか、人数が何名でなけれ

ばいかんとかいうのは皆さん方でお考えになる

ことであって、会場に入らんように、それだけ

ふさわしい人が来るんだといえば、そういう状

況でもあるし、いろんなことは皆様方が十分お

考えいただければいいと。明日につながるよう

なやり方をやられたらどうかと、このように思

いますから、ひとつご検討をよろしくお願いし

たいと思います。 

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ほかに質問がないようですので、

これより、会派提出の意見書の審査を行います。 

 今回、自由民主党・県民会議並びに自由民主

党会派から、「地方財政の充実・強化を求める

意見書（案）」の提出の提案、改革21会派から

「地方財政の充実・強化を求める意見書（案）」

提出の提案があっております。 

【吉村(庄)副委員長】 今、皆さん方のお手元に

両方の意見書案を出させていただきましたが、

事前に調整をさせていただきまして、自由民主

党・県民会議と自由民主党の共同提案の意見書

案で、中身的に私どもの言っていることも含ま

れておりますし、同時に、今回、来年に向けた

県の地方財政確立に対する政府要望ですね、こ

こら辺も長崎県が抱える問題、そういうところ

について合致をしているようなところがござい

まして、大方、了解できますので、私たち改革

21会派から出しておりました意見書案の提出

をここで撤回をさせていただきたいと思います。 

【大場委員長】 ただいま、改革21会派から意

見書の提案を取り下げる旨の説明がありました

ので、自由民主党・県民会議並びに自由民主党

会派提案の意見書について、審査をいたします。 

 ここで、意見書提出について趣旨説明をお願

いいたします。 

【吉村(洋)委員】 ただいま、改革21の方からあ

りがたいお言葉をいただきまして、取り下げを

していただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 ご覧いただければおわかりと思いますが、書

いてある趣旨は、ほぼ同じベクトルでございま

して、2つ一遍に決められないということから

ご協力をいただいたことに、まずもって感謝を

申し上げたいと思います。 

 それでは、「地方財政の充実・強化を求める

意見書（案）」ということで、自由民主党・県

民会議及び自由民主党の共同提案ということで

説明をさせていただきたいと存じます。 

 お手元に配付しております意見書（案）をご

覧いただければありがたいと存じます。 

 冒頭の文章は、お目通しをいただければあり

がたいと思います。 

 また、番号を振っておりますが、そのような

ことで、先ほど副委員長からも話がありました

ように、「平成31年度の政府施策に関する提

案・要望書」の11ページに「地方創生に必要な

施策を講じるための財源措置の充実について」

という項目がございますが、その内容とシンク

ロいたしておるところでございます。 

 基本的には、国というのは、地方が集合して

成り立っておるという構成になっておりますが、

地方が衰退すれば、すなわち国の発展は望めな

いことになるわけでございまして、平成30年度

の予算の執行及び平成31年度の予算案を作成

するという時点に当たって、我々の考え方を国

に対して申し述べさせていただくという長崎県

議会としての対応でございます。 

 中身といたしましては、国は、地方との協議
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の場を十分に確保すること。また、今後、不可

避な継続的社会保障がまいるわけですけれども、

それについては現場である地方の声をもとに地

方負担の財源を確実に措置するということ。地

方交付税の算定については、僻地補正の拡充等

に意を用いること。また、合併算定替の特例措

置の終了に伴い、非常に厳しくなる地方財政に

ついて、また、新たな財政需要が発生すること

に鑑み、その対応を怠らないようにやっていた

だくこと。また、平成31年改正の地方法人課税

の見直しにつきましても、地方間に偏在性が見

受けられることから、その是正措置をとってい

ただくこと。特に、長崎県は離島を抱えており、

県の負担額と僻地の補正措置額、この2点につ

きまして大きく乖離いたしております。長崎県

特有の事象でございますので、ここにも配慮し

ていただくことというような内容をもって国に

要望するということで、意見書の提出をさせて

いただきたいと存じます。 

 皆様方のご高配によりましてご賛同いただき

ますように、よろしくお願いいたします。 

【大久保委員】 今、会派の吉村(洋)委員から、

この意見書の趣旨説明がありました。まさに我

が長崎県は、離島・半島を抱えて地理的にも地

形的にもハンディキャップを持っている、なお

かつ、自主財源が少ないという状況下にあって、

県民の皆さんの行政サービスをより身近なとこ

ろでやる地方自治体、そして、社会の多様化に

よってさまざまな行政サービスを求められる地

方自治体でありまして、地方財政の安定的な確

保というのは大事であります。 

 さらに、目の前には人口減少という課題が突

きつけられており、人口減少にどう歯止めをか

けて地方創生を成し遂げるかということも大き

な課題であります。国におけるプライマリーバ

ランスの黒字化、財政健全化も非常に大事であ

りますけれども、それ以上にやはり地方財政の

強化というのが求められると思いますので、ぜ

ひこの文案の意見書を提出して、国に地方財政

の充実強化を求めていくということに賛成を申

し上げたいと思います。 

【大場委員長】 ただいま、自由民主党・県民会

議並びに自由民主党会派から説明がありました

「地方財政の充実・強化を求める意見書」につ

いて、ご意見等はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時５５分 休憩 ― 

― 午後 ２時５５分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたしますいたし

ます。 

 ほかにご質問等もないようですので、意見書

の提出について、採決を行います。 

 自由民主党・県民会議並びに自由民主党会派

提案の「地方財政の充実・強化を求める意見書」

を提出することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、自由民主党・県民会議並びに自由民

主党会派提案の「地方財政の充実・強化を求め

る意見書」については、提出することに決定さ

れました。 

 なお、文案の作成については、いかがいたし

ましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 それでは、正副委員長にご一任

を願います。 

 それでは、危機管理監及び総務部関係の審査

結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
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― 午後 ２時５６分 休憩 ― 

― 午後 ２時５６分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 なお、6月27日に決議いたしました「入札制

度等県の発注方式の改善に関する決議の特例措

置に関する決議」については、議会運営委員会

へ提出することでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 では、そのようにいたします。 

 これをもちまして、危機管理監及び総務部関

係の審査を終了いたします。 

 引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。 

 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時５７分 休憩 ― 

― 午後 ２時５８分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 今定例会で審査いたしました内容について、

7月4日の予算決算委員会における分科会長報

告及び7月6日の本会議における委員長報告の

内容について、協議を行いたいと思います。 

 審査の方法について、お諮りいたします。 

 協議につきましては、協議会に切り替えて行

うこととしたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 それでは、そのように進めるこ

とといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時５９分 休憩 ― 

― 午後 ２時５９分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 それでは、総務分科会長報告、総務委員長報

告については、協議会における委員の皆様の意

見を踏まえ、報告させていただきます。 

 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時 ０分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ０分 再開 ― 
 

【大場委員長】 委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について、何かご意見等

はございません。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【大場委員長】 それでは、そのようにさせてい

ただきます。 

 それでは、これをもちまして総務委員会及び

予算決算委員会総務分科会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 
 

― 午後 ３時 １分 閉会 ― 
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